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平成 26年第１回定例会総務教育常任委員会記録 

 

１．委員会日時：平成 26年３月７日（金）午前９時 30分～午後５時 27分 

平成 26年３月 10日（月）午前９時 30分～午後４時 54分 

２．開催場所：米原市役所山東庁舎 別館３階 第１委員会室 

３．出席委員：滝本善之委員長、松﨑淳副委員長、太田幸代委員、澤井明美委員、的場收治委員、 

山本克巳委員、前川明委員（総員出席） 

４．欠席委員：なし 

５．職務出席：なし 

６．傍聴議員：１日目 竹中健一議員、中川雅史議員、中川松雄議員、藤田正雄議員、 

吉田周一郎、北村喜代信（６名） 

２日目 竹中健一議員、中川雅史議員、中川松雄議員、藤田正雄議員、 

吉田周一郎（５名） 

７．事務局 ：春日局長、高木次長 

８．一般傍聴：１日目 １人 

２日目 ３人 

９．説明者及び補助員（執行部職員） 

平尾市長、西田副市長、山本教育長 

総務部：中谷部長 

（総務課）北村次長、宮川課長補佐、雨森課長補佐 

（財政課）上村課長、岩島課長補佐 

（管財課）高畑課長、清水課長補佐、柴田主査 

（人権政策課）多賀課長、土田主幹、野田主任 

会計室：伊夫貴管理者、藤田室長 

監査委員事務局：津田局長 

市長直轄組織：要石政策監 

（政策調整課）山田次長、西村課長補佐、川瀬課長補佐 

（広報秘書課）森本課長、安田課長補佐、吉田課長補佐 

市民部：膽吹部長 

（防災危機管理課）久保田次長、梶田課長補佐、北川主幹、大塚主査 

（収納対策課）吉田課長、飯村課長補佐 

（税務課）磯谷課長、細溝課長補佐、松岡課長補佐 

健康福祉部：岩山理事 

（子育て支援課）丸本課長、口分田課長補佐、須戸課長補佐、嶌課長補佐、川西主査 
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市民自治センター：本田地域統括監 

（山東自治振興課）森田課長、大橋課長補佐 

（伊吹自治振興課）的場課長、大澤課長補佐 

（米原自治振興課）本田課長、澤村課長補佐 

（近江自治振興課）宮崎課長、北川課長補佐 

（市民窓口課）川﨑課長、青木課長補佐 

教育委員会：坪井部長 

（教育総務課）田中次長、山田課長補佐、仲谷課長補佐、大林課長補佐 

（学校給食課）喜田課長、藤田課長補佐 

（学校教育課）左山課長補佐、一ノ宮課長補佐 

（生涯学習課）岩脇課長、大橋課長補佐、西出課長補佐 

（歴史文化財保護課）桂田課長 

（図書館）小北館長、土川副館長 

     

１０．審査結果： 

議案番号 件   名 審査結果 

議案第 ４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）

中、総務教育常任委員会の所管に属する事項 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第１２号 平成 25 年度米原市住宅団地造成事業特別会計補

正予算（第１号） 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第１４号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、総務教育常

任委員会の所管に属する事項 

賛成多数により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第２２号 平成 26 年度米原市住宅団地造成事業特別会計予

算 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第２７号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条

例の制定について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第２８号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関

する条例検討委員会条例の制定について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第２９号 米原市地域創造会議条例の制定について 総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 
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議案第３２号 米原市長の給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例について 

賛成少数により原案を否決

すべきものと決定 

議案第３３号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第３４号 米原市基金条例の一部を改正する条例について 総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第３５号 米原市使用料条例の一部を改正する条例につい

て 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第３６号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条

例について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第３７号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例の一部を改正する条例について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第４３号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正す

る条例について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第４４号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例

について 

総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

議案第４５号 権利の放棄について 総員賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定 

意見書第１号 集団的自衛権容認答弁に反対し、特定秘密保護法

の廃止を求める意見書案 

賛成少数により原案を否決

すべきものと決定 
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【第１日目】 

午前９時 30分 開会 

 

○滝本善之委員長 

  皆さんおはようございます。26 年度の当初予算並びに補正予算についての審議ということ

ですが、今日は、毎年だと天気がいいんですが、三寒四温といいますか、これから三日寒く

て四日暖かい、そういう日が繰り返されて春に近づいてくる、春になっていくという形に３

月はなっていくと思います。本当に今日は雪が降りまして、もっと降るのかと思っていまし

たが、大したことがなく被害もなくてよかったと思います。これから、今日と月曜日の２日

間にわたり総務教育常任委員会を開きますが、委員の皆さん方、執行部の皆さん方、活発な

意見を交換し合いながら、米原市づくりに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

  今日の出席委員は全員です。定足数に達していますので、ただ今より総務教育常任委員会を

開会します。 

本委員会に会議事件説明のため出席を求めた者は、市長、副市長外関係職員であります。 

傍聴議員は、竹中健一議員、中川雅史議員、中川松雄議員、藤田正雄議員、吉田周一郎議

員です。ただちに本日の会議を開きます。 

はじめに市長から御挨拶があります。 

○平尾市長 

  皆さんおはようございます。皆さん方、それぞれお忙しい中、委員会ということで御  

 出席を賜りました。まことにありがとうございます。間もなく３．11がめぐってまいります。

丸３年目を迎えようとしています。私たちあの当時の思いをやっぱりどこか、よそごとにし

てしまっているのではないか、風化させているのではないか、そんな思いを私は今していま

すが、やっぱり忘れえぬ出来事といいますか、心の傷、さまざまに今なお現地では苦しんで

いる方がたくさんおられます。そういう意味も含めまして、単に人生のめぐり合わせではな

くて、あるいは想定外であったからということではなくて、今こそ大震災に向き合う、ある

いは原子力発電所の問題も含めてしっかりと私たちは、同じ過ちを繰り返してはならないと

いう決意を新たにすべきではないか、そんな思いにこの３月ということでさせていただきま

した。くしくも実は昨日、米原市内から自衛隊に入隊をするということで、２人の若者が訪

ねてくれました。日光寺の奥村さんという方と磯の堀川さんという二十歳、二十一歳の若者

です。彼らは本当に崇高な精神で、国のためあるいは人のために役立ちたい、そんな思いで

入隊を決意したと語ってくれましたが、改めて私たち公の立場で何のために向き合っている

のか、どういう答えを出そうとしているのか、そういった点では公務に対するミッション、

使命ということを改めて問われたなという思いを私自身がさせていただきました。いずれに
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してもそれぞれ夢や希望をもってこの３月から４月に向かって、市内でも卒業式、入学式等

も行われますが、そういった節目、節目に公がどんな使命をもって何をしているのか、この

ことが厳しく問われていることを改めて感じました。さて本委員会お願いする案件です。総

務部及び市長直轄の組織、そして市民部、健康福祉部、市民自治センター、教育部、議会事

務局の所管します平成 26年度一般会計及び住宅団地造成事業特別会計当初予算を初めとして、

平成 25年度一般会計補正予算及び住宅団地造成事業特別会計補正予算、条例の制定と一部改

正などについてです。以上の案件につきまして慎重なる御審議をいただきますようお願い申

し上げまして、まことに簡単ですが委員会開会に当たっての御挨拶とさせていただきます。

２日間よろしくお願いいたします。 

○滝本善之委員長 

  御苦労さんでございます。お互いに頑張りましょう。 

 

【総務部】 

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、総務部の所管に属する事

項                       ＜総務課・財政課・管財課・会計室＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）中、総務部の所管に属する事

項、総務課・財政課・管財課・会計室です。順次説明をお願いします。 

○中谷総務部長 

  皆さんおはようございます。それでは、総務部の所管します平成 25年度の補正予算関係に

ついて御審議をお願いいたします。いつものとおり、財政課長のほうから全部の所管にわた

る部分につきまして説明をしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○上村財政課長 

  それでは、議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）の説明をさせてい

ただきます。１ページをお願いいたします。第１条は歳入歳出予算の補正です。既決の予算

総額に 15 億 12 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を 196 億 9,666 万 1,000 円としま

す。第２条では繰越明許費の補正、第３条では債務負担行為の補正、第４条では地方債の補

正です。いずれも追加と変更をお願いします。 

  次のページをお願いします。第１表では歳入歳出予算補正です。今回の補正に係ります款・

項の区分、当該区分ごとの金額、補正後の金額を表しています。２ページが歳入で、３ペー

ジ・４ページが歳出です。 

  次のページをお願いします。第２表の繰越明許費の補正です。平成 25 年度内に支出が終わ

らない見込みがあるため翌年度への予算の繰越を行います。追加としまして６款農林水産業

費・１項農業費 震災対策農業水利施設整備事業 700 万円のほか、７事業の追加をお願いし
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ます。合計としまして６億 3,185 万 4,000 円です。次に変更ですが、６款農林水産業費・１

項農業費 農業基盤整備促進事業 9,190 万円を１億 1,880 万円に変更します。次に第３表で

債務負担行為の補正です。いずれも公の施設の指定管理料に係るものです。追加につきまし

ては米原市立米原保育園管理事業です。期間は 26 年度まで、限度額は 278 万 2,000 円です。

変更のほうですが、これは先の 12月定例会で議決をいただきました債務負担行為の変更をお

願いします。米原市伊吹薬草の里文化センター管理事業ほか１件です。期間に変更はござい

ませんが、限度額の増額をお願いします。第４表に移ります。地方債の補正です。まず追加

につきましては災害復旧事業で限度額 230 万円です。起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、ほかの起債と同様としています。 

  次のページをお願いします。地方債の変更です。いずれも事業費が固まってまいりましたこ

とに伴い、限度額を変更します。まず一般廃棄物最終処分場整備事業につきましては 5,540

万円を減額して１億 2,620 万円に、道路整備事業につきましては 2,180 万円を増額し３億

8,640万円に、防災対策事業につきましては 120万円を減額して 2,640万円に、学校教育施設

整備事業については 3,250 万円を減額して 7 億 6,460 万円に、社会福祉施設整備事業につい

ては 1,670 万円を減額し 940 万円とします。起債の方法、利率、償還の方法については補正

前と同様です。 

８ページをお願いします。ここから歳入・歳出補正予算の事項別明細書になります。まず

総括では款ごとに補正前の額、補正額、計という形で整理をしています。８ページが歳入で

９ページが歳出、10ページは補正の財源内訳を表しています。 

それでは、総務部所管の補正について説明します。次のページをお願いします。まず歳入

ですが、三つ目の８款地方特例交付金・１項地方特例交付金・１目地方特例交付金の 730 万

2,000円の追加です。これは、本年度の地方特例交付金が確定されましたので、未計上分を計

上します。その次９款地方交付税・１項地方交付税・１目地方交付税の 11億 8,230万円の追

加です。まず、普通交付税につきましては、当初予算提示、決定いただきましたものにつき

ましては、国の交付税の特別会計の総額で調整をされており、減額調整がされていました。

今回の国の経済対策により補正予算によりその減額調整が戻されまして、調整率戻しがあり

ました。それで最終交付決定額は 55億 9,488万 6,000円となりました。それで既決済みとの

差額９億 8,230 万円を今回計上します。次の特別交付税につきましては、当初予算で５億円

を計上しています。２億円の交付見込額分として、２億円を追加します。 

次のページをお願いいたします。13款国庫支出金・２項国庫補助金・６目総務費国庫補助

金で、２億 1,609 万 9,000 円の追加です。これは地域経済活性化・雇用創出臨時交付金で、

いわゆる地域の元気臨時交付金です。これは平成 24年度の国の補正予算で創設されたもので、

経済対策におきまして追加された公共投資の地方負担、これが大規模でしたのでその部分に

ついて地方負担額をベースとして、財政力に応じて交付をされるものです。決定された金額
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につきましては、２億 8,309万 9,000円でした。それで、そのうち平成 24年度の補正予算で、

教育施設環境整備に 6,700 万円を充当をしています。その残り分２億 1,609 万 9,000 円を今

回計上します。充当先としましては、今回の補正で財源更生をさせていただきます分が、１

億 1,609 万 9,000 円を充当しています。それと今回基金として設立をするものについて 1 億

円を充当する予定です。 

次のページをお願いします。14 款県支出金・３項委託金・１目総務費委託金 590 万 4,000

円の減額です。これは参議院議員通常選挙の市町交付金ですが、執行経費の精査により減額

をします。その次が 15款財産収入・１項財産運用収入・１目財産貸付収入です。1,228万 7,000

円の減額のうち、１万 3,000 円につきまして追加をお願いします。これは土地開発基金に係

ります土地貸付収入を計上します。その次の２目利子及び配当金です。86 万 7,000 円の追加

です。財政調整基金利子ほか各基金の利子の追加をします。その次、２項の財産売払収入・

１目不動産売払収入で 1,965万 4,000円の追加です。そのうち 59万 5,000円が総務部の所管

の部分で、土地売払収入として法定外公共物の売り払いがありましたので今回計上します。

２目の物品売払収入で 153 万円の追加です。これは、公用車の更新のため、公用車更新に係

ります廃車の車あるいは更新しますパソコン等の事務機器、これらの廃棄するパソコン等に

ついて入札により売り払った収入です。その次が 16款寄附金・１項寄附金・１目一般寄付金

で 435 万 2,000 円の追加です。これは滋賀県下水道公社の解散に伴いまして、残余財産を処

分するため、旧町時代の出損金の割合に応じて寄附金として各市町に分配されたものです。 

次のページをお願いします。17款繰入金・２項基金繰入金・１目公共施設等整備基金繰入

金 4,381 万 3,000 円の減額です。これは、当初ルッチプラザの屋内運動場の防水工事に充当

する予定でしたが、先ほど説明しました地域の元気臨時交付金を充当することとしましたの

で、基金の取り崩しを取りやめます。次に３目の福祉対策基金繰入金です。4,178万 1,000円

の減額です。これは、びわこ学園が長浜市内に整備を進めています湖北地域重度心身障害者

通所施設整備事業、これに対する補助金交付に充てる予定をしていましたが、本年度の財源

調整が可能となりましたことから取り崩しを取りやめるものです。次に８目の一般廃棄物最

終処分場周辺地域環境整備基金繰入金 235 万 5,000 円の減額です。これは、新最終処分場の

周辺地域が取り組みます環境整備事業費が固まってきたことによる取り崩し額の精査です。

その次が 19款の諸収入・２項市預金利子・１目市預金利子で 19万円を追加します。 

次のページをお願いします。20 款市債・１項市債・２目衛生債で 5,540 万円の減額です。

これは、湖北広域行政事務センターが今建設しています新最終処分場に係る建設負担金に充

当する市債の精査です。これは合併特例債です。次が４目の土木債で 2,180万円の追加です。

一つは市道整備事業で 5,150 万円です。これは市道板戸市場線道路改良工事ですが、当初資

金手当てのみの起債を充当していましたが、緊急防災減災事業の起債が協議が整いましたの

で、そちらに振り替えるものが 2,860 万円です。そしてもう一つが、仮称下松尾江竜線の整
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備事業です。当初一般財源で対応をしていましたが、この路線につきましても緊急防災減災

事業として協議が整いましたので、2,290 万円を追加します。その下の市道整備事業ですが、

2,970万円の減額です。これは市道入江磯梅ヶ原線の新設事業と市道入江梅ヶ原線の改良事業

の事業費の精査による減額です。次に５目の消防債で 120 万円の減額です。消防資機材整備

事業で小型動力ポンプ、積載車を入札して事業費が固まりましたので減額します。これも合

併特例債です。その次が６目の教育債 3,250 万円の減額です。小学校施設整備事業につきま

しては、坂田小のトイレ設置工事の事業費による精査が 1,140 万円の減額、そして中学校施

設整備事業で大東中のエレベーター等の設置による事業費の精査による分が 2,110 万円の減

額です。その次が 7 目の災害復旧事業債で 230 万円の追加です。林道災害復旧事業で、国庫

補助事業で当初施越事業で計上していましたが、国の補正予算によりまして補助金が本年度

ついてくることになりましたので、あわせて対象事業として災害普旧事業債を起こすもので

す。その次が８目民生債で、1,670万円の減額です。仮称医療福祉複合施設整備事業の実施設

計の入札により事業費が固まりましたので、1,670万円減額します。これも合併特例債です。 

次のページをお願いします。ここから歳出になります。まず、２款総務費・１項総務管理

費・１目一般管理費の 370 万 9,000 円の減額です。ここでは人件費の補正をしていますが、

今回、年度途中の人事異動、あるいは育児休業等あるいは各種手当等の変更に伴います増減

をしています。総務費のほか民生費・衛生費・土木費・教育費についてそれぞれの科目で人

件費の調整をしていますのでよろしくお願いします。とびますが７目、同じ１項の７目です。

電子計算費で 250 万 8,000 円の減額です。電算機器の事務機器の使用料あるいは、ソフトウ

ェアの使用料について執行見込額を精査しまして今回減額をします。一つとばしまして４項

の選挙費・３目の参議院議員選挙費で 590 万 4,000 円の減額、そして次のページの４目の市

議会議員選挙費 1,505 万 8,000 円の減額です。いずれも執行経費が固まりましたので、不用

額を減額します。 

飛びますが 35 ページ・36 ページをお願いします。11 款公債費・１項公債費・２目利子で

4,356万 7,000円の減額です。市債償還利子の減額で、繰上償還に伴う利子あるいは新発債の

利子の利率の確定により減額をします。12 款諸支出金・１項基金費です。それぞれの基金に

つきまして、積み立てあるいは減額を行います。１目の財政調整基金費については９万 2,000

円の追加、基金利子の追加による積み立ての増です。２目の市債管理基金費 738 万 6,000 円

の減額です。これは基金利子と住宅団地造成事業特別会計からの繰り入れの減額をしていま

す。売却の見込みに伴う繰入金の減額に伴うものです。３目の公共施設等整備基金費５億

2,760万 5,000円の追加です。将来の社会資本整備や施設等の長寿命化等に対応するため積み

立ての積み増しをします。そして４目の教育施設整備基金費８万 6,000 円です。これは基金

利子の増額分を積み立てします。 

次のページをお願いします。基金費が続きますが、５目の米原ガンバレ！ふるさと応援寄



 

10 

 

附基金費で 110 万円の追加です。寄附金の受け入れに伴う積立金の増額をします。６目の交

通対策促進基金費で 3,735 万 9,000 円の追加です。米原駅東部土地区画整備事業区域内の市

有地の売却収入分、また駐車場特別会計からの繰入金の増額分及び基金利子の増額分を積み

立てます。その次の７目福祉対策基金費２億 100 万 3,000 円の追加です。将来の福祉施設の

整備のために積み増しをするものと寄附金の受け入れ分、基金利子の増額分です。11 目の上

水道軟水化処理施設整備基金費の 8,000円、そして 14目の土地開発基金費６万 7,000円、16

目の奨学資金貸与基金費 2,000 円につきましては、基金利子の増額分です。そして、17 目の

地域の元気づくり基金費１億円の追加です。地域の元気づくり基金を創設して、地域の元気

臨時交付金を積み立てます。 

次のページをお願いします。39ページは給与費の明細書です。人件費の補正を計上しまし

たので、それを調整しています。 

40 ページからは債務負担行為の追加と変更をしていますので、その調書をつけています。 

43ページをお願いします。43ページの下から４つ目にその部分を計上しています。 

次に 49 ページをお願いします。49 ページの１番上です。米原市伊吹薬草の里文化センタ

ーの管理事業を追加していますのと、次のページ 50ページの上から５つ目米原市山東グラウ

ンド管理事業について追加しています。 

最後のページ 52ページをお願いします。地方債の補正を行いましたので、それに関する調

書をつけています。それぞれ変更あるいは追加をしたものを加えまして、平成 25年度中の増

減見込みのところの起債見込額につきましては合計 22 億 6,373 万 5,000 円で、平成 25 年度

末現在高見込額の合計としましては、207億 1,129万 8,000円という見込みです。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。ただ今より質疑に入ります。質疑をお受けいたします。どなたからで

も結構ですから発言を求めます。 

○前川明委員 

  23 ページの選挙費についてお尋ねしたいが、参議院選挙で 590 万だが、市会議員の選挙で

1,500万円の減額ということで、その減額が出た主なもの、大きなものは何があるのか教えて

ほしい。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  まず、参議院議員につきましては、選挙の人件費といいますか、選挙の手当の関係が主な減

額の原因でございます。市会議員につきましては、公費負担といいますか、当初予算では 30

人分の候補者を見込んで予算を計上しておりましたけれども、現実には 26人でということで、

４人分の公費負担等が減額の主な要因と、人件費といいますか、手当の関係で減額をしてい

るのが主な要因です。 

○前川明委員 
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  市会議員は予定者数と差があったということで、公費負担分が大きい減額内容だということ

だが、選挙の投票率が、思ったよりは少なかったと思っているが、啓発活動、それが、もう

ちょっとあったらなと思ったが、そういった対策について、啓発関係が予算的に少なかった

んではないかと思うが、啓発に関しては、反省、課題とか何かあるか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  選挙の啓発につきましては、常時啓発でなしに、選挙時の啓発にということになるわけです

けども、限られた日数とか時間の中でやるということでございますけれども、選挙管理委員

会としましては、その期間において、できるだけの啓発はやらさせていただいたというふう

には思っております。これにかかります費用については、啓発費用はそんなにかかるもので

はありません。職員が広報するとか、防災行政無線なり、ホームページ等に載せるとか、そ

ういったことで、経費はそんなにかからないというふうには思っております。それと啓発に

つきましても、できることはやったかなというふうには思っておりますけれども。 

○前川明委員 

  大阪の市長選が話題になっており、その中で啓発に大阪市なので、選挙費用に６億くらいか

かるということで、本当に選挙があるかどうか、啓発活動で、いわゆる広告看板でなくて、

ネット関係の媒体を利用した啓発活動ということで、そういったものを利用すれば安くなる

ということで、そういった活動が今後、ネット社会になってくるので、そういった目にする

媒体等が有効だということで、それで選挙投票率を上げようとやっておられるみたいなので、

そういったことに対しても、新しい目で、もう少し啓発活動も、新しいやり方というのを研

究していただきたい。直接市民が参加する選挙なので、もうちょっと投票率を上げてもらっ

て、関心をいただけるようにしていただきたい。もう一つ要望だが、昨今多くの方が期日前

投票に行かれるので、投票所を、ぜひもう少し増設して、またかつ時間も延長すべきだと私

は思っているが、期日前投票所については、どのように考えているか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  期日前投票所につきましては、増やすことについてですが、なかなか簡単にはできない部分

があって、事前周知等もいろいろいりますし、検討はしてまいりたいと思っています。時間

の延長につきましても、米原については延長いたしておりますので、ほかの庁舎につきまし

ては、実績等も踏まえた形で現在のような時間というふうにしておりますので、御理解をい

ただきたい。 

○前川明委員 

  選挙には多くの予算がかかるので、今回減額は見込み違いということなので、それはそれで

よかったかなと思うが、選挙は市民の直接の関心ごとであるので、せひとも、投票率を上げ

るようにお願いをしておく。 

○松﨑淳副委員長 
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  15・16 ページの財産収入の物品売払収入で確認をしたいが、車とパソコンと言われたが、

内訳を細かく教えてほしい。  

○高畑管財課長 

  物品の売り払いですが、車両は２台です。給食センターの配送車とスクールバスが１台ずつ

あります。パソコン関係でございますが、ディスプレイが 32台。もう一度申し上げます。配

送車のほうが売り払いとしまして 35 万 2,800 円、スクールバスが 79 万 8,000 円、パソコン

関係のパソコンディスプレイ 32台で１万 5,860円、プリンターが 83台 10万 7,100円、パソ

コンが 260台、25万 7,250円です。 

○松﨑淳副委員長 

  スクールバスは意外だったが、塩害で下がさびさびだというのに、79 万 8,000 円で売れた

というのは、よかったとみなしていいのか。 

○高畑管財課長 

  使えないなり、廃車という思いでおりましたが、公売をかけたことによってこれだけの収入

を得たということで、本来は支出するような形、廃車処分費が必要であった部分が収入とな

りましたので、これはよかったというふうに思っております。 

○松﨑淳副委員長 

  対応年数ということで新しく置き換えされて、結果としてはよかったと思っている。 パソ

コン関係に関しても、よく値段がついたなという思いをしているので、対応年数とか、今後

もうちょっと詳しく精査をして、年数を延ばして維持費を減らしていく方法が必要かと思う

が、その点はどうか。 

○高畑管財課長 

  対応年数なども含めて、使えるものは使えるような形でもっていきたいというふうに思って

います。 

○的場收治委員 

  人件費の関係で補正がされているが、25 年度がこれでだいたい精査されるということだと

思うが、職員の異動等もというような説明がありました。現在、仕事ができていない職員も

中におられると思うが、そういう人達の異動も含めて、今回補正があったように思うが、今

の現状がどのようになっているのか。 

○宮川総務課長補佐 

  休職処分の状況ですけども、２月末現在で、休職処分をしている職員が５人おります。 

○的場收治委員 

  休職中の職員の給料は、どういうふうな規定になっているのか。 

○宮川総務課長補佐 

休職の前に、病気休暇ということで 90 日間特別休暇がありますので、特別休暇の 90 日間
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については、給料は 100％支給になります。90 日を超えますと、休職処分という形で、１年

間は給与額が 80％支給というような形になります。休職処分入りまして、１年間を経過しま

すと、無給というような形に規定されています。 

○的場收治委員 

  なかなかこういう形で仕事が休職中の５名がおられるということだが、貴重な米原市の戦力

だと思うが、復帰をしてもらったりするためにどのようなことをやられているのかというこ

とと、やはり、行財政改革の中で職員の定数もかなり削減されて、正職の中では、ぎりぎり

の状態でやっておられるというふうに思うが、５名休職されていることで、どのような影響

が出ているのか。 

○宮川総務課長補佐 

  まず、復職に向けての対応ということですけれども、休職処分者につきましては、病状にも

よりますけれども、一般的には、月に１回以上の面談を総務課のほうで行っております。合

わせて、主治医面談と平行受診で産業医さんの受診をしていただく中で、リバークのプログ

ラムをしていただいている方もありますし、状況によっては、家庭療養というようなことで、

時期を調整をしている方もあります。それぞれ個人いろんな状況なり病気の状態も違います

ので、個別、個別に対応をさせていただいているというのが一点目の回答でございます。休

職処分者に伴います職員の配置なり、補いについてどうしているかというようなことの御質

問だったと思いますが、一つは、今回の人事異動ということで、補正予算にも計上させてい

ただきましたけども、一般職につきましては、部長さんのほうに人事異動の人事権を持って

いただいておりますので、部内の全般を見渡していただく中での部内異動というような形で

対応をいただいているという側面が一面ありますし、もう一点は、緊急に臨時職員さんとい

う形で任用させていただいて、手助けをいただいているというような実情もあります。  

○的場收治委員 

  413名というような中で仕事をされている貴重な戦力だと思うし、どういう形で休職される

のか、個々の事情にもよると思うが、人事異動によってそこの職場が本人に合わなかったり

するようなこともあるように思うが、仕事ですから、どこへ行こうがしっかりとそこでやっ

てもらうというのが、本来の筋だと思うが、中には、そういう人でないような、そこがあわ

なくて、違うところへ行ったらしっかり力が発揮できるというようなことも今まで見てきた

ように思うが、その辺はどのように考えているのか。 

○宮川総務課長補佐 

  休職処分をさしていただいている方の中にも、身体の疾患なり、精神的な疾患の方も 多種

多様にございますし、特に、精神的な面でお休みをいただいている方につきましては、必ず

しも職場のみの原因ということではなくて、多種多様な要因があります。今御指摘にありま

した職場に起因するような要因で休職をされているような方につきましては、個別に原因な
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り本人さんの対応の仕方も含めて面談をする中で、人事配置も御相談をさせていただいてい

るというような実情でございます。  

○的場收治委員 

  しっかりとやっていただきたいと思う。 

○山本克巳委員 

  以前私は企業にいましたが、あまり聞きなれなかったんですが、債務負担行為とか繰越明許

の件ですが、繰越明許費の土木費の中に道路橋梁費という項目があり、そこの備考に軟弱地

盤の入れかえ等により・・・。 

○滝本善之委員長 

  それは土木部なので産建になります。総務に関係したことを、全体は言ってもらっても結構

です。 

○山本克巳委員 

  わかりました、結構です。 

○滝本善之委員長 

  あくまでも総務教育の所管に属する事項ですので。 

  そのほかございませんか。 

○前川明委員 

  14 ページの地域経済活性化・雇用創出臨時交付金で、聞き漏らしたので、内訳２億 8,000

万円のうち、もう一度内訳を教えてほしい。 

○上村財政課長 

  米原市の交付決定額が２億 8,309万 9,000円でございました。平成 24年度に既に充当をし

ております分が 6,700 万円でございます。これは、柏原小学校のエレベーターの設置あるい

は非常階段の設置、これに 4,000万円、河南中学校のエレベーター等の設置整備、これに 2,700

万円を充当をしております。残りの今回補正しました２億 1,609万 9,000円につきましては、

今回の補正で７事業に充当をしております。それと基金の積み立てに１億円でございます。

７事業に追加しているのが、１億 1,609万 9,000円ということでございます。  

○前川明委員 

  基金積立は、地域の元気づくり基金積立金か。これに充当されたということか。 

○上村財政課長 

  そのとおりでございます。 

○滝本善之委員長 

  今の関連だが、地域の元気づくり基金というのは、本年度 25 年度で初めて作られたという

ことか、それまでなかったから。目的が、地域の絆でまちづくり基金というのは、特例債を

積み立てて２年間続けてやって今 25億 6,900万円あるが、それと地域の元気づくり基金はど
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う違うのか。目的が何に使おうと考えてこの新しい基金を積み立てられたのか。それを聞き

たいのと、福祉対策基金で２億ほど積み立てているが、これは、毎年国保事業で赤字になる

から、それの補填で取り崩している部分か。  

○上村財政課長 

  地域の元気臨時交付金につきましては、平成 24 年度の国の経済対策に伴いまして、新たに

創設されたものでございまして、この交付金によって、地域経済の活性化あるいは雇用創出

を図っていこうという趣旨で交付されたものでございます。今委員長がおっしゃいました地

域の絆の基金は、合併の際に創設したものでございますので、整理をさせていただいていま

す。そして地域福祉基金の積み立てでございますが、基金の残額等を考慮いたしまして、今

後必要となります、来年柏原保育園の貸付金が発生をすると思いますし、また、障害者グル

ープホームの整備等が今後整備する必要が出てくると思いますので、それに備えるという意

味で、積み立てを行うものでございます。  

○滝本善之委員長 

  意味はわかるが、地域の元気づくり基金は、国の経済対策の中で出てきたということは理解

したが、それでは米原市として、今年は１億ほど積み立てるが、今後どういう形で、１億で

やめるのか、積み立てながら、この事業をどのように進めていくつもりか、経済対策でやら

れる以上は、目的があって基金を積み立てるのだから、何でもいいから積み立てるものでは

ないと思う。その辺についてはどうお考えか。 

○上村財政課長 

  あくまで、国庫補助金として来ているものでございまして、本来は、平成 25年度中に使う

というものでございますが、使えきれない部分につきましては、基金に一旦積んで、平成 26

年度の事業でしっかり使い切ってくださいというルールがございまして、そういった形で整

理をさせていただいております。  

○滝本善之委員長  

  わかりました。26 年度予算で出てるということですね。そういう理解をしたらいいんです

ね。それと２カ所債務負担変更で、伊吹薬草の里と山東グラウンドの管理、２つ債務負担の

増額変更が出てますね。この理由はなんですか。中身、債務負担する以上は、増やす以上は

その理由があったはずですから。あっ両方とも教育委員会ですか、わかりました。ごめんな

さい。 

  そのほか、皆さんありませんか。 

○山本克巳委員  

  先ほど柏原保育園の話が出たが、7,000万円という貸付の件だが、12月の一般質問でお願い

しますと言ったものの、不安に思っているのは、7,000万円の何年で、これだけの金額を貸し

付けるに当たっては、それ相当の見通しというのが必要だと思うが、具体的に不安なんです



 

16 

 

が。健康福祉常任委員会か。ごめんなさいね。 

○滝本善之委員長 

  流れ的にはどうなっているのかぐらい、教えてあげてもいいのでは。 

○山本克巳委員 

  何年か、30年なのか。 

○上村財政課長 

  はっきりと決まっているわけではございませんが、本市としては、30 年償還くらいでとい

うふうな思いはしております。法人側の年に償還する金額が、どれくらいできるのかも勘案

する必要もあると思いますが、そういった状況でございます。 

○滝本善之委員長 

  だいたい意見も出尽くしたと思いますので、この辺で議案第４号 平成 25 年度米原市一般

会計補正予算（第 10号）中、総務部の所管に属する事項についての質疑は打ち切らしていた

だきます。 

 

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、総務部の所管に属する事項 

＜総務課・財政課・管財課・人権政策課・会計室・監査委員事務局＞ 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、総務部の所管に属する事項

について、説明をお願いします。 

○中谷総務部長 

  それでは、平成 26年度当初予算の御審議をお願いいたします。説明の順番ですが、各課ご

とに説明をしますのでよろしくお願いします。それにつきまして、まず、このような資料が

お手元にあるかと思います。各課ごとに事業をビジュアル化した資料を用意しています。こ

れの内容をまず説明させていただきまして、その次に主要事業説明書があります。これで各

課の詳細な説明をさせていただきます。最後に、未来へつなぐ職員力ということで、いわゆ

るゼロ予算事業の資料があるかと思います。これにつきましても該当するところにつきまし

ては、これの部分も説明させていただきますので、あちこち資料がいきますがよろしくお願

い申し上げます。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  総務課が所管しています事業につきまして、まず、今ほど総務部長のほうから話がありまし

たように、総務教育常任委員会説明資料からご説明します。 

１ページです。認可地縁団体促進補助金ですが、地縁による団体の認可取得の促進と自治

会等の安定した資産管理に資することを目的として、補助金交付制度を新設し、予算額 100

万円を計上しています。補助制度の概要ですが、補助対象は、地縁団体が保有等する不動産
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を移転登記する時に発生する、登録免許税に相当する経費や司法書士等に支払う経費です。

補助率は対象経費の３分の１とし、１団体 30 万円を限度としています。補助期間を平成 26

年度から 28年度までの３年間と設定しています。 

続きまして、平成 26年度主要事業説明書のほうで御説明します。説明書の７ページからご

らんをいただきたいと思います。まず、総務管理事業ですが予算額 886 万 9,000 円で、市の

業務遂行上の過失等に起因をします損害賠償責任が生じた場合などに備え、賠償責任保険料

また、損害賠償金などの計上、それと、早く行政情報を知るために、引き続き官庁速報の情

報提供サービスシステム利用料を計上しています。それと先ほど説明しました認可地縁団体

促進補助金もここで計上しています。それと、非核平和宣言都市として平和を考える取組み

推進経費も計上しています。次に、人事管理事業の予算額 612 万円は、市役所組織体制の適

正化に向けた職員採用試験の委託料及び、職員の福利厚生、健康保持等のための定期健診や

産業医の委託料を計上しています。 

  次に、８ページです。行政事務事業で予算額 784万 8,000円は、市において多岐に渡り発生

する法律関係の問題について、相談や助言等を求めるために顧問弁護士委託料、それと条例・

例規の制定、改廃に伴う追録委託料、それとシステム使用料を計上しています。また、法令

等の改正や制度見直しにより再点検を行う必要があることから、行政手続整備支援業務委託

料も計上しています。次に、情報公開事業の予算額 620 万 4,000 円は、市が作成、保管等を

する公文書について、情報公開の請求行為や文書の適正な管理、保存のための費用として計

上しています。次に、人材育成事業の予算額 707 万 5,000 円は、職員の資質の向上や能力の

向上に向けて実施します研修センターの階層別職員研修、能力開発研修などの各種研修また、

各所属別職場研修として、特に公務員倫理などは継続実施をしたいと思っています。また、

職員の自主研究グループ活動につきましても引き続き支援するなど、それぞれの費目の経費

を計上しています。 

  次に、人件費につきまして９ページから 10ページに一括計上しています。まず９ページは

一般会計で、款別にそれぞれ１款の議会費から 10款の教育費まで、前年と比較した職員数と

人件費を計上しています。一般会計の人件費合計としまして、職員数 388人で 26億 4,625万

7,000円となります。 

10ページは特別会計と企業会計で、それぞれの会計区分に応じて、同じように人数と人件

費を計上しています。特別会計及び企業会計の人件費総額は職員数 22人で１億 6,312万 2,000

円となります。一番最後下のほうに全会計の合計を計上しています。平成 26年度の人件費総

額としまして、職員数 410人で 28億 937万 9,000円を計上しています。 

  次に、選挙管理員会も総務課で所管をしていますので、その関係です。飛びますが、78 ペ

ージをごらんください。選挙管理委員会では、平成 26年度中にそれぞれ任期満了となります

滋賀県知事選挙の執行経費 2,300 万円、米原市農業委員会委員選挙の執行経費 450 万円、入
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江干拓土地改良区及び天の川沿岸土地改良区の総代選挙の執行経費として 25 万円と 50 万円

について計上しています。それぞれの費目に基づいた計上です。なお、滋賀県議会議員一般

選挙の執行経費 520 万円は、平成 27 年４月 29 日に任期満了を迎えることから、県議会議員

選挙の準備経費として、平成 26年度執行予定分を計上しています。 

○上村財政課長 

  引き続き財政課の説明をします。まず、総務教育常任委員会説明資料をごらんください。②

番です。財政管理事業のうち、普通交付税制度に対する国への要望ということで取り組んで

まいります。このことにつきましては、合併市として不利な条件と思われる普通交付税の算

定方法の見直しを国に要望していきたいという考えでいます。まず、左の上の所で、普通交

付税算定イメージを表していますが、左側の黄色の基準財政需要額から右側の基準財政収入

額を差し引いたものが、不足する部分として交付税で交付されることとなっています。基準

財政需要額につきましては、各団体の諸条件に対応する合理的かつ妥当的な水準における財

政需要額として、必要な一般財源を算定します。右側の基準財政収入額につきましては、団

体の標準的な税収入の一定割合により算定するものです。この差引額が不足する場合、交付

税として算定されるわけですが、25 年度の場合ですと 116 億 7,000 万の需要額に対して、51

億円の収入額です。この差引額は本来ですと 65億 7,000万円の交付という形になるわけです

が、国の財政難によりましてその不足部分については、一定、国と地方で負担をしようとい

うことになっていますので、その割り当て分の９億 8,000 万円につきましては、臨時財政対

策債の借金をさしていただいてこれに振り替わっているということで、今年度の交付税につ

いては差し引いた 55億 9,000万円が普通交付税として来ているということです。御承知のと

おり合併特例措置を現在受けていますので、合併後 10年間は旧町が存在しているものとみな

して算定をしています。それが合併算定替えの部分です。それで、平成 27年以降については、

その合併算定替えの激変緩和期間に入りまして、徐々に一定の割合で減額をされます。ここ

のグラフに書いていますように、27 年度見込み、ここについては 10％の減額、28 年度は 30

パーセントの減額、29年度は 50パーセントの減額、30年度は 70％の減額、31年度は 90％の

減額となって、32 年度には本来の米原市としての算定額という形になるわけです。平成 25

年度につきましては、本来の米原市の算定額より 19億 3,000万円多く交付されているという

ところです。現行制度の問題点としまして、左側の矢印のほうでまとめていますが、普通交

付税の算定基準としましては、標準団体として人口 10万人の団体、そして面積が 160平方キ

ロメートルの団体をモデルとして算定をされています。米原市は人口が４万 60人、面積は格

段に多く 250.5平方キロメートルということで、人口密度がかなり低いのが本市の特徴です。

それで、問題点として３つ上げていますが、合併をしたことにより広域化したことや集落が

分散しているため、やはり支所機能は必要ということです。ここでいう支所機能というのは

旧役場のことを指しますが、標準団体ではこの支所が２カ所で想定をされています。本市の
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場合は、米原市米原庁舎を本庁としますと、支所が３カ所あるということです。２番目は、

ごみ処理など合併前から広域処理、一部事務組合で広域処理を行っています。こういう業務

につきましては、合併したことにより経費の削減効果が出にくいというところです。３つ目

には公共施設の統廃合にやっぱり限界があるというところで、住民のサービスあるいはコミ

ュニティというところではやはり公民館が必要ですし、そういったところで問題点があると

いうところです。それで、これについて国に要望をしていこうというところで、現在県下の

合併市町の十団体で議論をしていますし、全国の合併市で構成する協議会にも参加をして要

望していきます。１番の支所経費については、現在国の動きとして平成 26年度から３カ年か

けて３分の１ずつ見直しをする予定とされていますが、それ以降についても加算措置につい

ては継続的に行っていただきたい、やっぱり住民サービス、地域振興、あるいは災害の対応

という部分では必要ですので、そういった働きかけをしていきたい。そして、２番目につき

ましてはごみ処理に要する経費、これにつきましては、現在人口を基本として算定をされて

いまして、面積の考慮がされていません。したがいましてごみ収集など、面積が広大な市に

とりましては、もともと経費が高くついているというところで、この辺について面積を反映

した算定方法を導入していただきたいというところです。これについては、消防も同じよう

なことが言えるのかなという思いをしています。３つ目には公民館や図書館、社会教育施設

等の公共施設については、旧町エリアの数の部分で加算措置をしていただきたいというふう

なことを働きかけをしていきたいと思っています。 

  続きまして、別冊の主要事業説明書をごらんいただきたいと思います。これの 11 ページを

お願いします。11 ページの財政管理事業です。予算額としましては 339 万 8,000 円です。健

全な財政運営を図るために、財政収支の見通しの策定、これは財政計画のことですがこれの

策定、あるいは公会計制度に基づく財務書類４表を作成して、市広報あるいは市公式ウェブ

サイト等で公表をしていきたいと考えています。また当初予算書作成のほか、みんなにわか

るみんなの米原予算を発行して自治会回覧、あるいは出前講座の際等に情報を発信していき

たい。そして、市民の方から希望される方には無償で配付をしていきたいということで、市

がどのようなことを進めようとしているのか、こういったことについて財政の予算も含めて

関心を持っていただくように取り組みたいと考えています。それと琵琶湖の市町境界設定に

伴います普通交付税の増額分、これについて琵琶湖の保全活動に活用するため市町村振興協

会に支出をします。これが、5,700万円に対し普通交付税の増額の割合に基づいて負担金とし

て支出します。その次は、消費税増税に伴います増収分につきまして、社会保障経費、いわ

ゆる社会保障４経費と言われていますが、本市はどういった形で活用するのかというところ

です。まず、一つは保育所・幼稚園の保育料第２子以降無料化に伴います一般財源の増のと

ころ、それと小中学生通院費無料化、そして国保特別会計の健康審査事業の分の繰り出し等

に充当をしていきたいと考えています。それと２つ目の米印ですが、東日本大震災に伴う市



 

20 

 

民税増額分、これは市民税については均等割 500 円が増額されるわけですが、この分につい

て、防災備蓄関係経費に充当をしていきたいと考えています。その次が、水道維持管理事業

です。5,475万 6,000円。長浜水道企業団とか簡易水道の維持管理経費について、繰出基準に

基づく負担金を支出します。そのほか上水道軟水化処理施設の維持管理経費の２分の１、そ

れとＲＯ膜の交換費用を負担します。ＲＯ膜の交換費用については、基金の取り崩しで対応

をしたいと思っています。その次の下２つが公債費関係です。元金は 15億 3,705万 1,000円

の市債の定時償還を行います。利子のほうにつきましては、３億 1,094 万 5,000 円の利子の

償還です。一時借入の利子は 50万円を計上しています。 

  飛びまして 15 ページをお願いします。ここでは一般会計の新発債の充当予定事業の一覧を

あげています。総額は 27億 9,620万円です。このうち合併特例債が 20億 9,400万円です。 

  次の 16 ページをお願いします。左の上の表は市債残高の状況を一般会計、特別会計、事業

会計という形であらわしています。一番右が市民１人当たりの額です。その下が琵琶湖総合

保全市町交付金の充当予定事業の一覧です。先ほど本市の拠出額は 232 万 3,000 円と申しま

した。それで、交付金としていただく額が 300 万円です。ここにあげています事業に充当し

ていきたいと考えています。 

  17 ページをお願いします。県の自治振興交付金の充当予定事業の一覧をあげています。今

年度の予算計上額は 2,000 万円で、これらの事業、鳥獣対策マスタープラン推進事業ほか 17

事業について、このような形で充当していきたいと考えています。 

  続きまして、未来へつなぐ職員力事業の資料をごらんください。財政課は③番です。長期財

政ビジョン策定事業のページをごらんください。希望都市まいばらの実現に向けて、地域振

興や少子化対策など将来の投資としての施策を展開するため、財源を確保し、持続可能な財

政運営の指針として、財政計画を策定していきたいということです。どのような形で進めて

いくかということですが、左側の米原市行財政マネジメントシステムという形の中でこれを

つくっていきます。これは、計画・組織・行政評価・財源という４つの項目を一元管理する

ことによって、効率的かつ効果的な地域経営を目指していこうというところで、実施にあた

っては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて計画行政を進めていくというところです。総合計画の

実施計画については、総計には政策、その下に施策、その下に事務事業があります。この事

務事業レベルについて、平成 27 年から 29 年の計画をどのようにしていくのかというところ

をまとめていくものです。ここで優先順位の明確化、あるいは選択等集中を図っていこうと

いうところです。その下ですが行政評価です。これらの事務事業について、その目的の達成

度、今後の事業の方向性、こういったところを整理をして、改善が必要な場合は事務改善も

行っていく、廃止が必要な場合は廃止をしていくというところを整理をしていくものです。

そして右の上ですが、これらの事務事業を行う組織の考え方です。効率的な組織のあり方、

職員の意識改革・資質向上について考えていくもので、地域経営ができる組織作りを目指し
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ます。そしてその下が財政計画ということで、財源の部分でして、中長期的な視点でこの総

合計画実施計画と連携した財政計画を策定していくということです。これらについて、各所

管でこの事務事業について整理をしていただき、また、未来へつなぐ職員力事業の推進、あ

るいは進捗状況、スケジュール等も検討をしていただく、そして財源調整についても検討し

ていただく、そして財政・政策調整担当のほうでヒヤリング等をさせていただき、財政担当

としましては、収支の見通し、財源調整、国県の補助、あるいは市債、基金の活用等につい

て調整をさせていただきます。そして市長外三役でその辺の議論をさせていただき、財政計

画として策定をしていくというところです。 

○滝本善之委員長 

  この調子でやっていったら、夜８時や９時になっても終わらない。それでもいいんであった

ら、職員の皆さんよかったらいいですけど、基本的に、ゼロ予算については、あくまでも、

来年度 26年度の市長の目玉であり、みんな職員力を発揮して知恵を出し合っていくというこ

となのでよくわかる。その辺については簡略に説明していただき、皆さん、委員さん読んで

いただき、そして理解しながら、職員がどうやって頑張っていくか、それを見ていくという

形にしていきたいと思うので、これずっと説明してもらうと、これだけで 20分かかっている。

前へ進まないので、説明は簡略、明快にお願いしたい。それでは続いてお願いします。 

○高畑管財課長 

  総務教育常任委員会説明資料のほうで③になります庁舎等整備検討事業について説明しま

す。庁舎等整備検討事業につきましては、これまでの経過なりをあげています。その中で、

市民委員会を 23年８月に設置をされ、24年３月に庁舎等の在り方に関する提言書の提出をい

ただいています。その中で課題としまして、左の真ん中付近にありますが、１つの庁舎で手

続きが済まないことがある。庁舎の老朽化、耐震性能に問題があり、防災拠点としての機能

が低い。施設の維持管理経費の負担が大きい。行政事務の効率が悪いなどの・・・。 

○滝本善之委員長 

  すみません。あなた、文章を読んでいるから、前へ進まない。皆さんも書いてきているでし

ょ。そのとおり読んでいる。でなし基本的に、庁舎問題については、何回も従前のことは説

明されているので、今後どうしていくのかという形の手順を簡略に言ってもらえれば結構で

ある。 

○高畑管財課長 

  続けます。米原市庁舎等整備検討委員会の設置を 12月以降準備をしまして、設置を進めま

した。その中で庁舎等の現状と課題、庁舎整備の必要性、市民サービスの機能、基本理念・

基本方針、庁舎の規模・機能・位置などを審議をしていただくように準備をしています。そ

の中で、昨日になりますが、第１回米原市庁舎等整備検討委員会を開催しました。 

  主要事業の説明書のほうで所管します予算・事業について説明をします。12 ページをお開
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きください。まず、契約管理事業です。予算額 64万 9,000円です。公共工事などの入札や契

約を行う事務経費を計上しています。建設工事等入札参加資格審査の整理事務のための臨時

職員の任用など、事務処理を迅速に進めてまいります。 

次に、市有財産管理事業です。予算額 1,058 万円です。市が所有する土地や建物の適正な

維持管理をするために、市有地の除草経費などを計上しています。公用車や建物の修繕経費

なども含めて計上をしています。予算額の諸収入としまして、損害共済金などを適用する場

合の金額をあげています。 

  次に、市有財産整理事業です。予算額 3,167万 1,000円です。老朽化した公用車を９台更新

予定をしています。購入費用として、1,440万円を計上しています。また、老朽化しました市

有建築物の解体を行うために、測量設計委託料として、３施設分の解体設計費用 240 万円、

旧伊吹学校給食センター解体工事費の 1,440万円を計上しています。 

続きまして、先ほど説明しました庁舎等整備検討事業です。予算額 807 万 8,000 円です。基

本構想策定業務に係る委託料などを計上しています。 

  次に、電算管理事業で予算額１億 3,260万 2,000円でございます。電算システムの安定的な

使用のために電算システムの借上げや保守業務、電算処理業務を委託するための経費を計上

しています。各庁舎や出先機関を光回線で結び、電算業務を行うための通信費などを計上し

ています。先ほど申し上げましたように、財源、諸収入としまして水道事業での電算機器使

用料を計上しています。 

次に、地域情報化推進事業で、予算額 330 万円でございます。公的個人認証サービス用の

機器や、地方公共団体のコンピューターネットワークを相互接続した広域ネットワークの適

正な管理運営に努めています。 

○多賀人権政策課長 

  カラー版の４ページになります。男女共同参画社会の実現というのは世界的な課題だと思い

ますが、その中で特に市や地域の状況を見ていますと、そこにあります右のほうに２つの表

があって指標として出ているんですが、なかなか米原市は厳しい状況にあるなと思います。

そういった中で、具体的には左側にありますようになでしこネットの活用、男女共同参画フ

ォーラムの開催、またこころの悩み相談、こうした男女共同参画事業を積極的に進めていく

中で、そういった社会の実現を図っていきたいというふうに考えています。 

説明書のほうへ移っていただきたいと思います。13ページです。今ほどの男女共同参画事

業ですが、予算額は全体で 44 万 6000 円です。先ほどの３事業のほかに、第２次男女共同参

画推進計画をつくっていますので、進行管理として男女共同参画懇話会を継続して開催を予

定しています。また、まずは足元の市役所女性職員からということで、女性職員による自主

グループの政策提言を応援していきたいと考えています。 

14ページをお開きください。次に人権対策推進事業についてですが、予算額は 740万 2,000
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円です。事業内容は、様々な人権問題に対する正しい認識と理解を深め、人権意識の高揚を

図るための市民のつどいや、人権週間等に合わせた街頭啓発等を実施します。また、人権施

策を総合的かつ計画的に行うため、人権尊重のまちづくり審議会を継続的に開催し、米原市

人権施策基本方針に基づく人権施策推進計画を具体的に策定を始めていきたいと考えていま

す。さらに、外国籍市民の生活支援として、ポルトガル語及び中国語の通訳を２名配置して

いきたいと思います。そうした中で、窓口業務や生活相談の充実を図りたいと考えています。

また地域で生活する外国籍市民の方が交流をしていただく場として、米原市多文化共生協会

の活動を支援をしていきたいと考えています。 

次ですが、人権施設管理運営事業ということで、予算額は 6,390 万 2,000 円です。人権に

係る３施設、息郷地域総合センター、和ふれあいセンター、人権総合センター ＳＣプラザ

ですが、この人権３施設について、民間の視点に立った公共サービスの展開ということを目

指し、指定管理者による管理運営を実施していきたいと考えています。 

○伊夫貴会計管理者 

  委員会説明資料の５ページの資料で、会計の業務を簡単に説明させていただいて、その後予

算の説明をしますのでよろしくお願いします。 

  まず、地方公共団体の会計事務の処理は、命令機関と出納機関に分離されており、命令権者

が地方公共団体の長、いわゆる市長で、出納権者が会計管理者にあたります。これは、命令

機関と出納機関を分離いたしまして、相互に牽制することによって、会計事務の公正を確保

するために設けられているものです。会計管理者の職務は公金管理の原則である公金の安全

性、流動性、効率性を基本に、現金・有価証券・物品等の保管及び公金の支払いに関する審

査・決定・公金の管理・運用等を行うことになっています。この会計管理者の事務を補助す

る組織が会計室です。会計室職員が具体的な事務に当たっているということです。 

  それでは 26年度予算について説明します。主要事業説明書の 65ページをお開きください。

予算書は 48ページから 51ページです。本年度予算額 859万 2,000円で、対前年比 38万円の

増となります。諸収入は１万円です。予算の内容につきましては今ほど少し説明させていた

だきましたが、公金管理の原則にのっとりまして、収入・支出・決算調書の作成に伴います

事務のほか、基金等の証書管理や備品管理、源泉徴収に関する事務を行っていまして、それ

に伴います金融機関への手数料や収納事務手数料・郵送料が主なものです。 

○津田監査委員事務局長 

  説明資料の６ページをごらんください。監査委員事務局と公平委員会事務局のスケジュール

をあげていますので、これを参考にしていただいて、主要事業説明書の 79ページをごらんい

ただきたいと思います。監査委員事務局ですが、監査委員さんお二人を中心に事務局で事務

を行っています。公平で効率的な行政運営に寄与するため定期監査、これはだいたい 10月か

ら２月にかけて行っています。決算監査６月から８月です。例月検査、これは毎月行ってい
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ますが、等を行いまして監査制度の円滑な運営を図っています。予算額ですが合計 241 万円

です。内訳としましては、ごらんのような報酬・法律相談の謝礼・旅費・外部技術監査委託

料・負担金等です。 

次に公平委員会のほうですが、80 ページをお願いします。公平委員さん３人おられます。

公平委員会に関しましては、内部の職員の関係ですが人事行政における公平性や透明性を確

保し、委員会機能の充実を図るということで、スケジュールを見ていただきますとおわかり

のように、研修を中心にスケジュールを組んでいます。予算額 26万 1,000円のうち報酬が５

万 6,000円、旅費が 14万 2,000円、負担金等が６万 3,000円です。 

○滝本善之委員長 

  御苦労さまでした。 

一般会計の説明が終わりました。暫時休憩します。11時 20分まで休憩します。 

 

（暫時休憩：午前 11時 07分～午前 11時 20分） 

 

○滝本善之委員長 

  休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま、平成 26 年度米原市一般会計予算中、総務部

の所管に属する事項について、説明が終わりました。これについて、質疑を開始いたします。

質疑はございませんか。 

○澤井明美委員 

  ８ページの人権・接遇のところですが、庁舎に行くと、各庁舎いろいろだが、米原・山東庁

舎はよく寄せていただく。そこら辺の庁舎はきちっと挨拶もされているが、私は伊吹庁舎へ

行くと、こんにちはとこちらから声をかけるが、なかなか、向こうから職員同士がしゃべっ

ていて、こんにちはという声に対して、あいさつを返してもらえないのが現状である。やは

り、管理職の方が、まず、こんにちはくらいは返していただいて、その部下の方も、こんに

ちはという挨拶が返してくれると思うが、２回言ったが、そういう返事がなかったので、こ

れも接遇に入ると思う。そこら辺のところ、全部が全部ではないが、しゃべっておられて、

私の声が聞こえなかったのか、２回ともそうであった。何となく、女性だから、そのように

返していただけないのかと思って、やはり、行政は住民に対してサービスというのも大事な

ので、こんにちは、おはようございますとか、あいさつに対してきちっとマナーを守ってい

ただきたい。 

○滝本善之委員長 

  澤井明美委員から質問がありました。総務部として、今後どのような対応をされていくのか、

今までもされていると思うが、どうなっているのか説明してください。 

○北村総務部次長（総務課長） 
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  当然、挨拶は基本でございますので、全職員に接遇の研修、挨拶については、きちっとする

ようにということは、前々から言っておりますし、市長のほうからも、そういうことは、常々

言っていただいております。それで、今ほどそういったお話を聞きましたら、そういったで

きていない職員がいるというようなことでございますので、それにつきましては、総務課の

ほうからきちっと、そういうことは指導していきたいというふうに思っておりますので、あ

とで澤井さんのほうに、どこの部署とか、そういうことをお聞かせいただいて、直接行って

指導はさせていただきます。 

○澤井明美委員 

  ありがとうございました。 

○滝本善之委員長 

  基本的に、これは私も代表質問で言ったが、どこがとか誰がでなしに、全体的にきちっと、

それは当たり前のことだと思うので、その人だけを捉まえて言って、それがプラスになるか

というと私はならないと思う。基本的には、全体的に米原市がサービス業の最たるところで

あるということを、皆さんがきちっと頭にさえ置いておいたら、そんなことはないと、いつ

でも解消できると私は思うのでその辺はお願いしたい。 

○的場收治委員 

  ７ページの総務課の人事管理事業ですが、今回特に事業内容の中で、市に愛着を持って柔軟

に対応できる優秀な人材を確保するために、人物重視の採用試験を実施します、というよう

な表記があります。これは、今までと少し変わるような採用試験をされていくのかと思うが、

ここら辺の考え方を聞きたい。 

○宮川総務課長補佐 

  今年度から一般教養試験に加えまして、ＳＰＩ試験を初めて導入をさせていただきました。

このことに関しまして、結果的に応募の人員が約 1.5 倍くらいということで、非常に人数も

増えまして、そういった意味では、今回のＳＰＩの導入については、成果があったのかなと

いうふうに考えております。更に新年度に向けての拡充ということで、従来は、一次試験で

おおむね採用予定人数の３倍程度を、一次試験の合格者というふうな形で実施をしておりま

したけれども、次年度からは、一定の得点以上の者については、二次試験を２日間くらいの

日程で対応できるような形で、たくさん一次試験の合格者を確保して、その中で、より人物

重視の面接等、そういった新しい試験方法の中で職員の見きわめをしていきたいということ

で考えております。 

○的場收治委員 

  前々から職員採用試験に関しては、一般質問にも過去されていた議員もあります。より優秀

な人材を、米原市のためにしっかりと採用をしてほしいというふうに思う。もう一点、その

中で、社会人枠のことについて、説明をお願いしたい。 
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○宮川総務課長補佐 

  経験者枠につきましては、平成 25年度から実施をさせていただいております。特に、幼稚

園と保育園の先生方の採用に関してでございますが、新年度におきましても、経験者枠を通

常枠とは別に設けまして、３年以上の経験をお持ちの方については、別枠で採用をさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

○太田幸代委員 

  認可地縁団体補助金について、お尋ねしたい。地縁団体は、どういうものなのか教えてほし

い。 

○雨森総務課長補佐 

  まず、認可地縁団体といいますのは、従来自治会は権利能力なき社団ということで位置づけ

られていまして、例えば、法人格を持てないということで、自治会で実質所有管理している

土地とか、そういったものは、自治会名義で登記できないような制度でした。それが、平成

３年に自治法が改正されまして、自治会でも、市から認可を受けることによって、法人格の

取得が可能となって、市から認可されて、初めて認可地縁団体というような団体になれるん

ですが、そうなることによって、自治会名義で不動産を所有できるとか、そういったメリッ

トがあって、今まで問題となっていた財産管理上のトラブルが解消されたということで、い

わゆる認可地縁団体というのは、自治会とか自治会内の組でも該当するが、いわゆる地縁の

関係で結びついた団体、それが、自治体の認可を受けて法人格が取得できるといったもので、

そういったものが、認可地縁団体というようなものでございます。 

○太田幸代委員 

  今までは、こういう補助金はされていたのか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  今回初めて創設させていただくというものでございまして、この補助金をつくったという経

緯を説明させていただきたいと思います。この補助金につきましては、今ほど地縁認可団体

というのはどういうものかということでございまして、説明があったわけですけども、今ま

での現状というものを、申しわけございませんが、先ほど説明しましたカラーのページの資

料をもう一度見ていただきたいと思います。認可地縁団体促進補助金の資料を見ていただき

たいと思います。この中で、地縁団体の状況というのが書いてございます。地縁団体につき

ましては、米原市内 105の自治会のうち、71団体、約 68％が地縁団体の認可を受けています

けれども、残り 34団体、32％が無認可の状態ということがございます。それと、その下の財

産の状況でございますけれども、地縁団体が財産を持てるわけでございますけれども、その

財産の名義変更の状況でございますけども、ここに書いてございますように、約 61％は移転

登記のほうが、地縁団体のほうにされておりますけれども、残り 39％につきましては、市と

か、個人の名義のままになっているというような状況がございます。それと、認可申請につ
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いてですけれども、近年は年間２件程度というような状況が続いていまして、認可地縁団体

の認可状況が、膠着状態になってきたというような状況がございます。そのために、今回こ

ういった市の市有財産の適正化を図るという観点からも、こうした状況の呼び水になるよう

な制度として、今回創設させていただいて予算計上をさせていただいたというものでござい

ます。 

○太田幸代委員 

  予算額が 100万円ということだが、具体的にどういった方法で推進されていくのか。 

○雨森総務課長補佐 

  100万円の根拠ですが、先ほど説明させていただいた資料の中で、いわゆる地縁団体名義に

なっていない土地が約 420ほどございますけども、これらにかかります登録免許税 が約 800

万円ほどかかってきます。それと、司法書士にこういった登記関係を委託しますと、当然手

数料等がかかってきますので、そういった経費も見積もりまして、補助対象経費のだいたい

３分の１を上限 30万円として、補助金額を設定いたしておりまして、それを先ほど言いまし

た約 800 万円と司法書士等に支払います金額等を足して、３分の１で割りますと、約 300 万

円になります。それを説明資料にありますように、平成 26 年度から平成 28 年度までの３年

間というふうに制度を設定しておりますので、３年で割りますと約 100 万円というような形

で、100万円の予算計上をさせていただいているところでございます。もう一点、先ほど登録

免許税と言いましたけれども、補助対象経費が、先ほど説明させていただいたように、登録

免許税に相当する経費と司法書士に支払う諸経費が対象になっていますので、そういった形

で計上しております。 

○滝本善之委員長 

  地縁団体ですが、補助金つけるということだが、今までした人は、自分達でやって、一生懸

命努力して、司法書士使わなくてもできる。基本的に、市として地縁団体を組んでほしいと

いうことであれば、どれだけあなた方は努力して、各区に入られたのか。全然入っていない

と私は言いたい。なぜなら、私も委員長として、伊吹町時代から地縁団体を組むべきという

ことで、伊吹地域で６団体自分でつくりました。みな、して、登録しました。だから、登録

免許税が 300 万円とか、司法書士に頼まないとできないとかいう問題ではないはず。一つの

パターンがありますから、そのパターンの中で、きちっと市が指導さえしたら、そんな難し

い問題ではない。あなた方、本当に努力したのか。申しわけないけど。金を払ったら、でき

るというものの考え方はおかしい。その辺どう思われるのか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  努力したかということですけども、地縁団体の制度が創設されたときから、啓発等はさせて

いただいたということはあろうかと思います。ただ、それぞれ全ての自治会へ行って、啓発

といいますか、啓蒙等をさせていただいたということは、確かにございませんので、その辺
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については、反省するところではございますけれども、先ほども申しましたように、地縁団

体についても、ある程度はできていたけども、これ以上は、なかなか進まないことがありま

すので、こういった補助金を創設させていただいて、それを呼び水に、私らもこれから努力

もさせていただきますので、地縁団体の認可を促進させていきたいというふうに思っている

ところでございます。  

○滝本善之委員長 

  全然努力していない。私自身も６団体作った。自分で考えて、全部その地域に合わせて。市

役所と交渉しながら、きちっとつくった。私がつくったからどうかではない。あなた方が、

率先して地域へ入ってやるのが、あなた方の仕事である。今ごろ、こんなものを持ってきて、

お金でものを釣るというのは、地縁団体を組むというのは、その自治会がプラスになるし、

市としてもプラスになる。そういう状況の中で、啓発したというが、何を啓発したのか。何

もしていない。口では、入ってください、と言っていたが、 なぜ、これに入ったら、各区

がプラスになるのか、その辺も書いているだけである。それで、お金でものを釣る人を釣る、

私はナンセンスと言いたい。委員長としてでなく、個人的にも議員としても、地縁団体とい

うのはなぜ大切なのか、書いて市民に配りましたか。前たまたま、広報にも書いているけど、

真剣に市役所の職員さんでやった方もおられました。二、三年前に。その人が担当したとき

だけはやるけど、ほかの人は何にも入っていない。それで、お金でものを釣るような考え方

で、地縁団体を組んでくれというのは、あなた方、何をしてきたと言いたい。これ以上言っ

ても、あなた方、一生懸命やりましたで終わってしまうのもわかっているけど、その辺は、

もっともっと、職員力を上げるとか、ゼロ予算、極端に言ったらこれもゼロ予算でできる、

やろうと思ったら。何にも、市役所の職員さんが、その地域に入って行って説明して、そし

てきちっとやったらゼロ予算でできる。総務部の中の仕事の範囲内である。市長、その辺ど

う思われるか。お金でやることに対して、私は非常に問題があると思っている。 

○平尾市長  

  確かに、滝本委員長が言われるように、経過の中で、私も旧町時代に担当をしましたので、

よくわかっている部分もあるのですが、確かに地元の熱意があって、そこに市の担当職員が

少しアドバイスをすれば、確かにエネルギーいりますけども、でき上がってくる事務ではあ

ります。それが、今ほどの説明ですと、全体として組織率が 68％には近づいているけれども、

近年そこが滞っているといいますか、増えていないというふうな状況判断の中で、今回こう

いうインセンティブを与えるための、こういう制度で一歩前へ出そうということであったわ

けですけれども、御指摘のように、まさに職員が地域とのかかわりの中でその必要性をしっ

かりと説き、事務をいかにやれば、かなり可能性があると、いわゆる司法書士に任したり、

第三者的に丸投げをするようなことで、それではできないのであって、お宮さんの土地がど

うやとか、それぞれ個人の地域なりの特色があって、どこどこの誰々さんの名前になってい
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るけども、これは本来、大字のものであるとかいうところは、実際地元の人がその気になら

ないと、あるいは市の職員もそこへ入って専門的な登記上の手続きもある程度アドバイスを

しないとできあがってきませんので、そういう御指摘はごもっともだと思いますし、大いに、

今回地域担当制も含めて動かせていますので、そういう中でも含めて、従来の反省に基づい

て、できるだけ事業が促進されるように努力していきたいと思いますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

○的場收治委員 

  地縁団体を促進していこうということで、かなり前から市役所が進められている。最近にな

って、ほとんど進んでいかないという状況ですが、どういうことで進んでいかないのかとい

うようなことを、どのように分析されたのかということと、確かに、この制度に関しては、

合併後、早いうちに進めていかないと、土地の状況を知っている、市のほうの立場もわから

ないと思うし、地域のほうの人達も、先ほど市長が言われたように、どのような状況なって

いたのか、なぜそういう経緯で神社名義になったのかとか、米原市名義になっているのか、

その辺を一日も早くやっていかないとだめだという現状があると思う。そういうことで、今

さらだが、個々と向き合うのは、確かに制度的には総務課だったかもしれないが、自治セン

ターもあるし、自治会と向かい合っているのは地域の自治センターでもあるし、そういうと

ころとの連携もなぜ探らなかったのか、今さらのように思っている。確かに、インセンティ

ブで少しは動くかもわからないが、根本的に動かなかった要因、特に米原地域、地域名あげ

て失礼だが、一番低いが、どういったところに要因があって、今回の補助金制度を使いなが

ら、どのように分析した結果、動かしていきたいと思われているのか、最後にお願いしたい。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  まず、所有権の移転登記が進まない理由の一つといたしましては、保有している資産の中に

は、名義人が既に死亡されているものも多数ございます。これらの資産の所有権移転をする

に当たりましては、事前に相続登記の手続きを踏まなければならないといったようなことで、

ものすごく複雑になりますし、経費が膨大にかかるというようなこともございます。それと、

市の名義貸しという部分につきましては、市のままにほっておいても、デメリットにはなら

ないというようなお考えの自治会もあろうかというようなこともありまして、進まないのか

というふうに思っております。  

○前川明委員 

  ９・10 ページの職員の人件費のことで聞きたいが、特に職員の手当ての部分について、前

年度とどのように変わってきているのか、今年度分の分析を教えてほしい。 

○宮川総務課長補佐 

  手当ての関係でございますけれども、こちらのほうにつきましては、まず、一番大きいもの

としましては、時間外手当があるのですが、時間外手当につきましては、給与額の 9.5％とい
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うことで、今回見積もりをさせていただいております。この率につきましては、昨年の予算

計上と同率というような形で、総枠で計算させていただいておりますのと、それ以外の社会

保険料なり、共済組合、あるいは退職手当組合の負担金等につきましては、それぞれの新年

度の組合側からの確定額に応じて、積算をさせていただいているというふうなところでござ

います。 

○前川明委員 

  時間外手当のことで聞きたいが、昨年もいろいろと前議員さんが提案されていたが、その中

で一つ聞きたいのは、水曜日に残業ゼロとやっておられましたが、ノー残業デイというのは、

平成 26年度においても実施されていかれるのかどうかと、時間外手当について、いろんなこ

とで増えてくると思うが、不用額を出して、前年度と同じように 9.5％にされたということだ

が、今の時点では、時間外が増えるということでは見ていないのか。事業がこれだけ増えて

くると、それだけ時間外も増えてくると思うが、その見込みについては前年度と同じという

ことで、それでいいのか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  まず、水曜日のノー残業デイにつきましては、平成 26 年度以降も続けていきたいというふ

うに思っております。それと、平成 26年度当初予算に対する人件費の関係でございますけれ

ども、職員数も含めてでございますけれども、この予算につきましては、現行の人数をベー

スに予算計上をしているというのが現状でございまして、当然，新年度になれば機構改革等

もありますので事務量も変わってきまして、平成 26年度の体制になったときには、必要な人

員の確保をしていくというふうなことになるわけですけれども、それらにつきましては、補

正予算で、新年度新しい体制になったあと、補正予算の方で対応させていただくというふう

な状況でございまして、今の時点で、どれくらい新年度に時間外が増加するかとかいうのは、

十分見えていないという部分がございますので、あくまで予算ベースで、そういったところ

で今のところ予算計上させていただいているということで、きちっとそういった体制が決ま

った段階で、補正予算で対応させていただきたいというふうに思っています。 

○前川明委員 

  特に遅い課があって、特に山東庁舎では、一部健康づくり課は遅くまでやっているし、近江

庁舎でも通るたびに遅くまで電気がついているということで、ずっと言われているが、いま

だに電気が遅くまでついている。そういった状況だが、改善についてはやってこられたのか。  

○宮川総務課長補佐 

  時間外手当だけではなく、地球温暖化防止にかかる計画も策定もされていますので、そうい

った部分と合わせてノー残業デイも一つですし、特に夏場におきましては、ノー残業マンス

ということで、７月から９月までの残業抑制とか、そういったところも含めて、職員に啓発

をさせていただいているところです。 
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○前川明委員 

  私が心配するのは、職員の健康面で、残業で健康と家庭を皆さんお持ちの年代の方が残業さ

れているのが多いと思う。家庭を犠牲にしてまで残業されているというのがあるというよう

なことも聞いているし、子供があって、一旦家へ帰って子供の世話をして出て来られている

ような、そんなこともあると聞いているので、もうちょっと改善して、しっかりと残業のな

いようにしてほしいのと、これから土日の事業に対しても、職員が出向いていることが多い

と思う。そういったことに対して、休める時間がない、今の職員は労働的にはきつい、言っ

てみれば、サービス残業になっているのではないかというくらいひどい状況だと思うので、

もうちょっと改善をしていただきたいので、よろしく御指導のほうお願いしたいが、いかが

か。  

○北村総務部次長（総務課長） 

  今御指摘をいただきましたように、残業等については、当然職員の健康とか、今ほど議員お

っしゃっていただきましたように、マイナス面もたくさんありますので、なるべく効率的な

事務ができるように努めるよう、総務課のほう等からも啓発等もしていきたいというふうに

思っておりますし、なるべく残業を少なくするように努めていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○滝本善之委員長 

  今おっしゃった中で、市長が今度、新しく自分達の力で、地域担当職員制度を設けられまし

た。組む時には、やるということはわかっていた。何回もおっしゃった。そのときに、地域

担当職員制度は、土日なり時間外についてはつけますということであった。増えて当たり前

である。そういう意味で、増えましたということであればいいが、まだ、何とか減らします

と言うけど、本当にできるのか。市長が提案したその事業をきちっと皆さん把握した中で、

時間外も考えておられるのであればいいが、あのとき時間外手当はつけないようにと私言っ

たことがあったが、これは必要だということでつけますということだから、職員が地域に入

っていったら、自分の仕事の違うことで入っていくことはいっぱいあるので、時間外は特に

夜とか、土日に入るのがほとんどである。増えて当たり前である。そういう形で増えますと

いうことであれば理解したが、減らしますと、その辺は皆さん、きちっと考えて答弁をして

いただきたい。市長の施策を頭においた上で物事を進めていかないと、市長の施策は別だと、

ただ残業だけ減らします。もののわかったようなわかってないような、そういう形では、行

政は一つの輪になって動いていないのと違うかというような記憶になるので、その辺は注意

してほしい。これからの答弁は。これは質問でなしに、注意しておきます。市長の施策、ゼ

ロ予算、いろんな形の中で残業手当が減るということはないと思う。その中で、ついたとし

ても、こういう形の中で市民と一緒になってやっていくのだという気持ちの中で、皆さんが

おっしゃっているのであれば何も言わなかったが、減らす減らすと、減らせるはずがないと
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思っていたから、その辺だけは勉強してやっていただきたい。  

○的場收治委員 

  14 ページに、人権施設の管理運営事業だが、来年度も指定管理を委託されてこのような形

で支出をするということだが、事業内容で、民間の視点に立った新たな公共サービスの展開

というのは毎年同じ表記だが、毎年、新たな公共サービスの展開と、表記的には同じだが、

ここのところを毎年々、その都度その都度新しい公共サービスというのを展開されているよ

うなことをされるということで、このような表記をされていると思うが、説明をしてくださ

い。 

○多賀人権政策課長 

  一つは、指定管理という制度を使っておりますので、市役所が直轄でやるよりも、民間の力

を活用する、そういった意味での表記の仕方をさせていただいていると私は理解をしていま

す。毎年々、次々、前年度と違うことをやるとか、そういうことではありません。よりよい

変革、変更というのはあるかと思いますけれども、基本的に、民間の力を活用していくとい

う意味での表現となっております。 

○的場收治委員 

 今言われた意味もよくわかりますけれども、民間の視点に立った公共サービスの展開を具

体的におっしゃってください。 

○滝本善之委員長 

  私いつも言うように、答弁は課長補佐以上がするとしていますので、忠告はしていただいて

結構ですけど、答弁はあくまでも管理職がやってください。 

○多賀人権政策課長 

  具体的な形で少しお話をさせてもらわなあかんかなというふうに思うのですけれども、まず、

先ほど時間外の話やらもいろいろ出ていましたけれども、民間という中で、例えば、休みを

ほかの曜日に取ることによって、実際の事業を土・日曜日にしていただいたりとか、また、

何と言いますか、今現在のところ、ＮＰＯのほうで事業実施を指定管理を受けていただいて

おりますので、ＮＰＯの独自の活動、そういった展開と、それから、隣保館なりまた人権セ

ンターで行っているそういった研修や、またイベント等のコラボと言いますか、そういった

中でやっていくということが、具体的には進んで行くんじゃないかなと考えております。 

○的場收治委員 

  指定管理に出されて、日々市民のために、よりよい方向で公共施設のサービスを提供してい

こうというような考えのもとやっておられると思うが、私が指摘させてもらったのは、そう

いう視点に立ったら、表記の仕方を、やっぱり少しは変えていくべきだというふうな立場で

発言したつもりだが、そちらが、そのような答弁をされるのであれば、まだまだ、いろんな

ことを言いますよ。 
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○中谷総務部長 

  申し訳ありません。同じ表記のままでやっていたことについては、反省をいたします。今ほ

ど申し上げました民間の活力の関係でございますけれども、やはり、行政がやっているより、

迅速性という部分もあるかと思いますし、経費の部分でも、工夫をしていただく部分がござ

いまして、そういう部分で民間のノウハウといいますか、そういうとこら辺を発揮していた

だいて、事業を展開していただいておりますので、そういう部分で、民間の活力を活用した

いということでございますので、よろしくお願いします。 

○的場收治委員 

  毎年々こういうのをせっかく作られて、しっかりと、作られるほうも、こういうことを作る

ことによって、再度、その事業の再認識をしたり、されていると思うので、全く同じ表記は

いかがなものか、いうふうに思う。もう一度その点についてお願いしたい。  

○中谷総務部長 

  おっしゃるとおりでございまして、このことにつきましては、毎年作る段階におきまして、

昨年の踏襲ということでは意味がございませんので、そういう部分では、気をつけているつ

もりでございましたけれども、私のここら辺のチェックが十分でなかった部分がございまし

て、御容赦を願いたいというふうに思います。そういう中で、少しでもビジュアル化といい

ますか、そういう部分でこういう資料を作らせていただきましたので、こういう部分も活用

しながら、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○松﨑淳副委員長 

  ８ページの情報公開事業のところで、公文書の管理・保存ということだが、どういう手順で

日常業務の中で、これを公開していくというようなフローは定めているのか。 

○雨森総務課長補佐 

  フローといいますか、情報公開条例の施行規則がありますが、その条例・規則等に基づいて

事務手続きをさせていただいております。請求がありましたら 15日以内に決定をして、請求

者に公開か非公開か、あるいは一部公開かというのを決定通知をさせていただいています。 

○松﨑淳副委員長 

  今回取り上げたのが、開かれた市政と常々おっしゃっていることだが、であればこそ、広報

紙であったりウエブであったりとか、様々なチャンネルを使っても、とにかく、まず公開と

いうのを原則で、それをもっと積極的に進めていっていただきたいという思いがあって、ウ

ェブを昨年からリニューアルされて、ページのレイアウトとか変わって使いやすくなったが、

いまだに足りていない情報、公開されているはずなのに、何でホームページに出ていないの

であろうということがいくつかある。例えば、委員会開催にしても、各部課まで入っていか

ないと、委員会開催される情報がないので、市民が傍聴に来たくても行けなかったりとか、

イベントをやるにしても、イベント情報が載っていなかったりとか、施設の案内とか、いろ
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いろ不足しているところがあるので、もっと積極的に進めてほしいが、その関連についてお

願いしたい。 

○雨森総務課長補佐 

  委員おっしゃることはごもっともで、行政が持っている情報は、公開が原則だと思います。

非公開が例外的に扱うというのが原則ですので、これは間違いないこと。ただ、今おっしゃ

いましたウェブサイト上での公表につきましては、所管が広報秘書課の方で担当しておりま

すので、その辺も詰めていきたいと思います。 

○澤井明美委員 

  男女共同参画の中で、４ページのカラーですが、やはり、女性の委員は少なく、米原市 25.7％

となっています。それにちなんで、米原市の女性の管理職だが、51 人管理職がおられるが、

その中の４人が管理職と聞いているが、これはどういうことか。少ないように思うが。 

○多賀人権政策課長 

  人事の内容につきましては、総務課のほうで答弁をお願いしたいと思いますが、県下の状況

が表になっておりますので、そういった意味では、本当に少ないと実感はしております。 

○中谷総務部長 

  今ほどの御指摘の関係ですけども、私どもも、その辺は確かに低いという認識でおります。

その辺をどうしたらいいかという部分がございますので、先ほども説明がありましたですけ

ども、まず、職場の女性の職員から、どうしたら女性の職員が意欲を持てるというか、そう

いう仕組み、その辺をどうしていったらいいかという部分を研究をしていただいて、政策提

案といいますか、その辺の提案をしていただきたいと思っております。そういう部分で、積

極的な女性の登用という部分も考えていかなければならないと思っております。 

○澤井明美委員 

  平成 26年度は、女性の登用はないでしょうか。 

○中谷総務部長 

  その件につきましては、人事の話になりますので、ここでは回答を御勘弁いただきたいと思

います。 

○澤井明美委員 

  できるだけ、女性の方も有能な方がいらっしゃるので、ぜひ管理職にお願いしたい。 

○的場收治委員 

  あまり時間もないので、２点違う質問をする。まず、庁舎等の整備検討事業ということで、

これは今後の米原市を大きく左右する事業だと思うが、その中で、既に１回委員会が開かれ

たということで、傍聴に行けばよかったが、傍聴に行っていないので、委員会の委員のメン

バーが、まだ資料としてもらっていないので、資料としてもらえるのであれば（滝本善之委

員長発言：その問題については、月曜日にきちっと説明してもらいますので、ご理解を）。
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わかりました、それについてはまた。次の質問で、11 ページの水道維持管理事業についてで

すが、軟水化処理施設の維持経費と、ＲＯ膜の交換の経費について、２分の１を相変わらず

支出されるということだが、前にも議論があった中で、水道会計の中でというような話もあ

りました。それから、２年ほど経っているが、その中でどのような検討がされて、今もこの

ような形にされているのか、聞かせてほしい。 

○上村財政課長 

  これにつきましては、旧町の経緯もあって、一般会計で持っているということでした。軟水

化については、水道事業として、商品として売っておりますので、原課と協議して、水道の

ほうで持っていただく、基金も残は渡してしまうという一定の整理・方向性はつけておりま

す。ただ、伊吹のほうの軟水化の調査を、もう一回今年度 26年度でやる予定をされておりま

して、その辺の整理がつき次第、移管をしたいというふうに考えております。来年 26年度中

には、そういうふうにしたいと思います。 

○的場收治委員 

  ＲＯ膜も同じことか。 

○上村財政課長 

  はい、そのとおりです。 

○山本克巳委員 

  13 ページの電算管理事業だが、前年も１億 3,000 万円、今回も１億 3,200 万円あがってい

るが、まだ、今も話が出ましたが、庁舎等が仮にこの計画が進んでいくと、電算システムも、

若干費用がかかってくると思うが、今のところは毎年これくらいの費用がかかっているのか

ということと、ここに制度改正に対応するという、この制度改正というのは、具体的に何の

制度の改正に対応するということなのか。  

○高畑管財課長 

  今ほどの予算額につきましては、毎年この程度の金額を予算として計上させていただいてお

ります。制度改正に対する対応の部分でございますが、その辺につきましては、国のほうで、

個人番号制度の法なりが定められてきておりまして、その辺の改修なり、その辺の部分の一

部事前に準備をしていく部分がございますので、その辺の経費を一部見込んでいるところが

ございます。  

○山本克巳委員 

  そのほかに、回線等通信費というのも結構な金額がかかるが、仮に庁舎ができても、通信費

というのは、逆に増えるように思うが、庁舎ができたから削減できるのか、この部分はどう

なのかなと思うが、その辺とか見越しているか。 

○高畑管財課長 

  庁舎の整備検討委員会の中で、御議論をいただく中で、庁舎の在り方なりを決めてくる部分
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がありますので、その部分は一つあると思います。今の４庁舎の段階で、４庁舎を結んだり、

行政サービスセンターを結ぶための回線費用という部分がございますので、庁舎の在り方が

どういう形になるかわかりませんが、支所なり行政サービスセンターのほうを残していくと

いう形になると、この費用は必然的に変わらないというような思いでおります。 

○山本克巳委員 

  分庁舎のままでいくのか、統合庁舎ができるのかで、だいぶん先々変わってくると思うが、

このシステム全体の取り扱いしている機器だが、例えば、庁舎ができるに際しては、ある程

度破棄するようなことにならないか、例えば、使い回しができて、いらん経費がかからない

ように、そういうふうな見通しを立てての計画になっているのかどうか知りたい。 

○高畑管財課長 

  システム保守なりは、今長期継続契約という形で５年をめどに契約を結んでおります。もち

ろん、今ほどおっしゃっていただいたような形で、利用なりができる形のことも考えていき

たいというふうに思っております。  

○山本克巳委員 

  結構、ソフトウェアも単なるＣＤとかＤＶＤ１枚のことだが、ライセンス料とかものすごく

高くつくものだと思うが、例えば、ＯＳがウィンドウズＸＰが、サポート終了しているが、

その辺の関係はどういうふうになっているのか。  

○高畑管財課長 

  ＸＰがなくなるといいますか、サポートがなくなるということになるのですが、その辺の対

応は今、現在進行で今月中には完了する予定をしております。 

○山本克巳委員 

  ＯＳが変わるというのか、ゆくゆく、現在ＸＰも使用されているのがほとんどだと思うが、

ＯＳを変えるに当たっての、例えば、秘密性というか、情報漏れとかそういうのは、その辺

の対策というのは特に何か考えられているか。こういうときに限って漏れやすい。 

○高畑管財課長 

  ファイヤーウォールとかそういうセキュリティなりで、何重かかけるような形でセキュリテ

ィを確保しているような状況です。 

○山本克巳委員 

  そのあたりは、ときどき、いろんな自治体で新聞にいろいろ情報漏れで出てくるが、非常に

危惧するところなので、ぜひとも注意して、ＯＳの移行もしていっていただきたい。 

○松﨑淳副委員長 

  細かいところをいくつか、まず、11 ページの財政課のところで、財務書類４表とか、みん

なにわかるみんなのまいばら予算とか、米原の数字を表す以外に、比較対象というのがある

とわかりやすいと思っていて、議会とかでもそうだが、県内の他市との状況とか、ほかの全
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国の同じような規模のある自治体との比較とかいうのがあると、よりわかりやすくなると思

うが、そこら辺をお願いしたい。どうお考えか。 

○上村財政課長 

  財務書類４表については、非常に各団体によって状態が、今の米原市の状態がどうやという

ことを測定するものでございますので、一概に類似団体との比較を出して、それでどうなん

やというのがちょっとあるので、また検討させていただきます。 

○松﨑淳副委員長 

  見ていると、ほかの市で、自分の市はどこにあるかというのが、あるのが結構多かったので、

検討をしていただきたい。次が 12ページの管財課の公用車の更新だが、９台今回購入される

ということだが、選定基準の中に、燃費とか新しいもの、ハイブリットだとかディーゼルと

か、そういったもの、買うだけの単発の費用とは別に、維持費という継続的に発生する部分

に関して、どのような基準を持たれているのか。 

○高畑管財課長 

  もちろん、今ほどの話の中で、かなり古い公用車を更新しておりますので、排ガス規制なり

があると思いますが、その辺は、最新のものに切り替えていくような形にしておりますので、

燃費等も伸びてくるということになると思います。もちろん維持費も、その分下がってくる

ような形になるというふうに考えております。 

○松﨑淳副委員長 

  最後に、78ページ、選挙管理委員会のところで、７月に知事選があるが、要望にもなるが、

できたら開票を県内で一番早くできるように、迅速な取り組みをお願いしたいがいかがか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  できる限り早くできるように努力させていただきます。 

○滝本善之委員長 

  それでは、だいたい質疑もつくされたと思いますので、議案第 14号 平成 26年度米原市一

般会計予算中、総務部の所管に属する事項については、これで質疑を打ち切ります。暫時休

憩いたします。開会は１時 15分といたします。 

 

（暫時休憩：午後 12時 17分～午後１時 13分まで） 

 

議案第 32号 米原市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について 

＜総務課＞ 

○滝本善之委員長 

  それでは、お揃いですので、休憩前に引き続き会議を開きます。議案第 32 号 米原市長の

給与の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。説明を願いま
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す。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  それでは、議案第 32 号 米原市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

て、御説明をします。今回の改正は、副市長及び教育委員会教育長の給料月額を、平成 26年

４月から引き下げるため、条例の一部を改正するものです。改正内容としましては、題名中

の名称を米原市長等に改め、第１条におきまして、副市長の平成 26 年４月１日から平成 29

年３月５日までの特例期間における給料月額について、100 分の 20 に相当する額を減額する

条文を追加するもので、具体的な金額としましては、現行月額 67 万円を 53 万 6,000 円とし

ます。また、第２条として、教育長において、副市長と同じ特例期間における給料月額につ

いて、100 分の 20 に相当する額を減額する条例を新たに設けるもので、具体的な金額は、月

額 64万円を 51万 2,000とするものです。なお、附則におきまして、この条例は平成 26年４

月１日から施行するものです。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。それでは質疑に入ります。質疑はございませんか。 

○前川明委員 

  考え方を聞きたい。市長については、選挙戦で訴えてこられたことを実施されて減額をされ

ていますけれども、今回、副市長と教育長も含めて減額をされるということで、主たる根拠

をもう一度確認をさせていただきたいので、減額をされる根拠についてお聞きをしたい。 

○西田副市長 

  今回お願いしております案件についてですが、根拠といいますか、私は昨年６月に副市長に

就任させていただきました。そのときにも市長にお願いしたわけですが、今回に至りました。

市長は就任以来削減されて、施策推進に頑張っておられます。今回私どもも、条例案のとお

り削減をし、三役一体となって、事業推進に当たっていきたいと、そのことで、米原市役所

一丸となって、米原市施策推進を図っていきたいと、そういう思いで今回お願いしておりま

すので、御理解をお願いします。 

○山本教育長 

  私も昨年の８月に就任させていただいて、今年度末でちょうど定年退職を迎える年齢になり

まして、ちょうど就任させていただいて１カ月くらいしたときに、議会がございまして、議

員さんも減額というような議決もされまして、そして、広報にも市長の減額が出ておりまし

て、私もこのままでいいのかなという思いもありながら、平成 26年３月で一つの区切りとし

て、特別職として、今副市長が申されましたように、三役一体となって米原市のために私も

貢献したいし、特に教育に関しては、先日の代表質問等で説明させていただいたように、魅

力ある教職員づくりというのは、私の多きな課題だというふうに思っています。そういった

意味で、特色ある地域とともに歩む学校づくりと教師、それは私は身を持って、身を削って
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でも、がんばるぞというＰＲを発信もしていきたいという思いもありますので、御理解のほ

どをお願いしたいというふうに思います。 

○前川明委員 

  よくわからないのですが、今の経済状況なんか見てみますと、給料が減ってきたということ

で、ベースアップの要求をされて、給料自体はほとんどアップするような状況になっている

中で、減額をされていくというのは理解ができない。それと、職員に対して、職員も減額さ

れていて、若干今回戻りますけれども、その中で、トップが減額をする、職員に対しても意

欲が減少するのではないかと思うが、その減額されることについて、影響とかは考えていた

のか。  

○西田副市長 

  減額で影響と申しますか、昨年、職員、災害で、国の関係で１年あれですが、そのときも、

私６月でしたが、お願いしていたわけですけど、途中の条例の提案の議会等もありまして、

今回に至りました。そういう意味でいうと、１年間職員頑張っていて、その分もというのも

ありますが、先ほども申しましたように、経済状況がどうのこうのもあるかと思いますが、

私の意気込みで、職員一体となって、トップやさかいということで、トップ三役がそういう

意味であったら、職員の皆さんも、一生懸命頑張らなあかんなという思いになってくれない

かと、そういう思いもあります。 

○山本教育長 

  私も、教職員も含めて、国民なり県民なり市民の税金で教職員は給料をもらっていますので、

やはり、全体の奉仕者として、より一様そういった意味で、自分の資質能力も十分高めて、

よりよい教育の充実というのは、もう一度改めてみんなに気づいてほしい部分もありますの

で、私もそれでやってきましたし、実際、結構今まで私は、土日も含めて、いろんな教育活

動をやってきて、やはり、前半に出てました行政サービスという部分でのことも意識しなが

ら頑張ってもらいたいという、私もそういう思いでいますので、御理解のほどお願いしたい

と思います。 

○前川明委員 

  私は、本当に逆行している考えだと思うので、これは職員が、じゃ職員も減額せなあかんよ

うな、そっちの方にいってしまうような、それと、やはり、対価に対して、報酬は報酬とし

て、審議会等で正当な額として提示されているものであるので、私はちょっとおかしいと、

あまり理解できないので、この件については、理解できないと言っておきます。 

○的場收治委員 

  基本的な給与の考え方はそれぞれが判断するのではなくて、本来は、特別職の報酬審議会等

を、米原市も当然そういう条例があって、その条例のもと、特別職の報酬というものは、当

然そこで議論されて、それを条例にあげて、金額もあげて、それを可決するというような形
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で決まっているというふうに思っている。今回、特に米原市において不祥事が生じたとか、

大きな財政的な危機があるとかいうようなことは、私達議員のほうも、東口の開発が少し見

通しがたったらというような、９月議会で、そういうような発言もありながらの可決をして

きたわけだが、今回それから半年経ちまして、少し４者ほどが引き合いに来ているというよ

うな情報もありますし、少し前向きになってきているように思う。前川議員も言いましたよ

うに、世の中、社会の情勢においては、特に民間企業においては、ベースアップも含めて、

少し給料を上げていこうというような流れの中で、なぜ今の段階で、しかも、期間が任期中

というようなことで、そこまで長いのであれば、やはり、特別職の報酬審議会を召集しなが

ら、今現在の報酬が米原市の今の状況の中で、どのような状況なのかということも、しっか

り検討しながら、あげられてきたのであれば、それはそれでしっかり尊重しなければならな

いと思うが、今までの状況の中だと、自分の与えられた給料は自らカットしていく意気込み

を見せるだとか、そういうようなことで、今後米原市がいくのであれば、そこはいろんな個

人の見解の中で、こういったことが展開されていくというようなことだと思う。今回滋賀県

の 13 市においても、国の方針が３月 31 日で切れるということで、ほとんどの職員が戻ると

いうことで、それに伴って、特別職もカットされていたのを、全部元に戻されます。米原市

だけが、どういうわけか逆行をしているが、今、当事者の副市長と教育長から、意気込みと

いいますか自ら意気込みを示してというようなことを言われるが、どうしても理解ができな

い。特別職の報酬審議会の考え方を一度聞かせていただいて、なぜ、そこで今回そういうこ

とを召集しないのか。こういうようなことに関して、不祥事があって、例えば、何カ月給料

５％カットしますとか、そういうものは全然承知をしていきたいと思うが、そういうことで

はなくて、今回の要因、前川明議員も言いましたように、市長は選挙で 30％カットというふ

うに言われてきている。じゃ、今回副市長と教育長が 20％カットということになりますと、

今後、市長がそのような公約をあげられたら、副市長も教育長も、そこに準じた形で了承す

る人しか、なかなか迎え入れられないというふうなことになると思う。教育長は、現職の校

長から今回教育長になられました。今回 20％カットすることによって、４月から、普通でい

きますと定年になるのですか（山本教育長発言：定年です）。だから、少なくしていいとい

うものではないと思うが、もし、もう一年あったら、逆転現象が起きているかもわかりませ

ん。そのようなことも、当然不自然なことだと思うし、今一度、私が言ったことに対して、

何か発言をしてほしい。  

○西田副市長 

  今的場收治議員のほうから、副市長なり教育長を任命するのに、そういう、右に倣えの者し

か採用できないというような発言があったわけですが、今回この案件につきましても、市長

から言われてというのではなく、昨年６月に就任させてもらったときも、私のほうから申し

出たわけですし、先ほども何か不祥事があって削減するというのは、そういうあれがありま
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すけど、逆の場合もあってもというのが私の思いでありますので、その辺は御理解をお願い

したいです。 

○山本教育長 

  私も相談、一緒にということじゃなくて、予算立てのときに、実はこんなことを思っている

という話を副市長にしました。副市長は、もうちょっと早く決断をしておられたという話を

聞きまして、私はこうですという話をしまして、あくまで、特に今回、特色ある学校づくり

という部分で、そこの面で、私は教育長として、現場をリードする立場で、そちらのほうも、

予算立てにも有効に使って頑張ってほしいという、そういった気持ちでいますので、ただ、

的場收治議員が言われるように、こういうことが恒例になると駄目だという話は、確かによ

くわかりますけれども、先日の代表質問・一般質問でもあったように、非常に厳しい状況の

中で、私も非常に責任も感じながら、何とかせなあかんという、そういう強い意欲を持って

ますので、御理解のほどお願いしたいというふうに思います。 

○的場收治委員 

  仕事を一生懸命やってもらう、当然大前提です。そのことが、なぜ 20％削減につながるの

か全く理解できないのと、それと、特別職の報酬審議会、そこを経てきたいろんな額であっ

たりするので、そこを大きな事案もない中で、なぜ、このような形で提案されるのか。そこ

を活用しながら、今の情勢だと、今ふさわしくないというような答申が出たら、それはそれ

で、また条例として提案されたほうがよかったのではないかなというふうに思うが、そこの

考え方だけもう一度聞かせてください。 

○中谷総務部長 

  特別職の報酬審議会というところからの提案もどうかということでございます。そこのとこ

ろからは、以前の特別職の審議会の中で、現在の報酬額が決められておりまして、そこへの

今回の形につきましては、提案という形はとっておりませんけれども、今ほど 副市長、教

育長さんが申されておるようなことで、御自身のお考えということがありまして、今回の提

案をさしていただいておりまして、そういうことでございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○的場收治委員 

  だからこそ、私は特に思う。市長が言われたから下げたということ、それはひとつも思って

いない。今回も副市長、教育長が自ら提案されたというようなことも聞いている。先ほどか

ら言いますように、何の不祥事もない、しかも、平成 26年度は基金を取り崩さずに 190億の

大型予算が組めたと、そういうような状況の中で、20％が意気込みを先ほど語っていただき

ましたけれども、そういった意気込みで、こういうような報酬審議会から出てきている給料

を、自ら 20％カットして意気込みをみせるだとか、そういう軽いものではないように思うが、

私はそのように今のところは思っている。 
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○山本克巳委員 

  附則で４月１日からということだが、条例はいつまでということか（平成 29年３月までの

市長の任期までと声あり）。 

○松﨑淳副委員長 

  減額された分が、市長は３割だが、２割とされた根拠を教えてください。 

○西田副市長 

  根拠というのは、先ほど、教育長昨年の 10月ですか、あれがありました。私６月でお願い

して、その時点は、こういう時期だということで出たわけですが、そこで議会のほうで 10％

というのが出ました。それは、いろいろな思いがある。そのときの思いというのも、私はわ

からなかったのですが、そういう意味で 10％。こういうこと言うとあれかもしれませんが、

市長は 30％で、これでいくと 20％で額的にも、議員の倍くらいのあれで、ということで、私

個人は思って言ったわけです。  

○澤井明美委員 

  特別職の給料ですけど、行政改革に入らせてもらっていたときも、必ず特別職の市長が 30％、

その後は副市長が 20％、教育長も 20％にほかの県はされていました。私は、なぜここは、米

原市はされない、市長だけなのかとかえって思っていた。今副市長がおっしゃるように、そ

れが市民のために役立つことなら、私はそれでいいのではないかと思うが、今市長も、地域

の居場所づくりのほうにお金を充てられておられますので、そう思ったら、それで市民のか

たは、すごく喜ばれるのではないかと私は思う。 

○松﨑淳副委員長 

  市長が削減された分は、お茶の間創造事業等に回すという形になっていますけど、今回の分

は何か想定されているか。  

○西田副市長 

  市長は、選挙のときにマニフェストということでしました。私らは、政治家というあれでは

ないので、各全般にと、この事業という特定は思っていません。 

○山本教育長 

  私は教育長という立場なので、教育に関する経費ということで、特に、特色ある学校づくり

という部分については、私も言葉での支援と、そういった経済的な支援も含めて、何とか頑

張っていただけるように、魅力ある学校をつくっていただくということで、思っております。 

○平尾市長 

  確かに、今ほどの議論、なるほどという議論、特に的場收治議長おっしゃった報酬審議会を

経て、粛々と処理すべきではないかという意見、私もごもっともだと思いますが、ただ一点

御理解いただきたいのは、私も市長という、いわゆる特別職、これは選挙で選ばれる政治の

立場で、報酬の問題は自ら律していきたい、決めていきたいということで、30％削減を掲げ
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て、当選させてもらいました。そのことについては、就任早々議会の御理解を得て、決定し

ていただいたわけです。そのことに、決して右にならえとか、私の思いで、そういうふうに

結果をつくったわけではなしに、それぞれ副市長、教育長が発言しておられますように、極

めて堅い御意志のもとに、いっしょになって市政にあたっていきたい、そのためには、一定

の緊張感を持ちながら、自ら身を削るという、律するというスタンスをもって、ものごとに

あたりたいと。そのことが、民間の企業のあるいは職員の給料、このことに影響するとは、

私は全く考えておりませんので、まさに特別職として、実際の三役、これは、それぞれの分

野での責任があります。その責任に応じた報酬として、自らは、これくらいの金額というこ

とについて、一定の意見、意志を持ってもしかるべきであろうというふうに思っております

ので、報酬審議会を経なくても、我々の意志として、こういった給料の減額については、議

会にお諮りをするという手続きは、ぜひ取らせていただきたいと思いますし、そのことにつ

いて、議会の御判断が出るものというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す 

○滝本善之委員長 

  いろいろと御意見、議員のほうからも出ました。ただ、やはり、全て特別職、我々も含めて

ですけど、報酬審議会の中で、基本的にはいろんな問題が出て、例えば、今議員が 10％カッ

トしている問題も、もともとは、平成 20 年か 21 年か、平尾市長のときに、報酬審議会にか

けていただいて、30 万円という中でやった。そのあくる年に執行ということになったが、そ

のあくる年にリーマンショックが出たために、議会も、これは国全体がマイナス材料だと、

だから、市会議員もとりあえずそのまま据え置きでいきましょうとやってきて、我々の世界

は政治ですから。そのあと、一応国の一般情勢も落ち着いてきたから、30 万もともとに戻し

てもいいんですけれども、もう少し景気も 100％までいっていないので、10％をカットしよう

という形で議会で議決したのは間違いないです。ですから、今の副市長、教育長がやるのと

趣旨が違うと思う。ただ、カットすることは一緒なんですけど、積み上げ方式の中で、きち

っと世間の景気なり動向を見た中で議会はやってきたと思います。今回については、逆に、

的場收治委員が言ったように、いろんな問題点はあるけれども、諮問委員会なり、そういう

審議会の中で、ある程度やってもいいし、ただ、個人の判断ですから、個人が提案しても悪

いことではないですけれども、やはり、これから、職員の給与なり、いろんな形の中で、ベ

ースアップも民間がしていった中でやっていかなければならない。その中で、我々だけは、

報酬審議会が 100 と、これがベターといって認めた金額をカットしていくのは、本当にいい

姿かなと、それも途中からですので、余計に。平尾市長の場合は政治家だから、我々と一緒

ですわ。公約をつくって、その中で議論をしてやったと思うけど、特に教育長なんかは、副

市長と報酬体系が違いますわね。いろんな形の中で、それを十把絡げで下げていくというの

は、本来のいい姿かなという疑問は持っています。それは、報酬審議会で、最低これだけは
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もらえることによって、三役が機能しながらやっていく。さっき、澤井明美委員がおっしゃ

ったように、確かにそれを市民のためと言うけど、それだけの問題で解決していったら、あ

まりにも報酬審議会とか、いろんな形の公の決めた問題が、ないがしろにされていくような

形で、適当に自分らが言ったらいいと、議会が認めたらできるんだという形が、本来の姿か

なというふうな不安は持っています。職員さんの給与かって、極端に言ったら、何か起きた

ときに、わしらもここまで頑張って、頑張っているのに、お前らそのままやけどもうちょっ

と何らか、例えば、滋賀県知事でも退職金今度はもらうと言うてたでしょ。なぜか言うたら、

今までは拒否していたけども、やはり、財政も安定したし、借金もある程度返したから、今

度は退職金もらいましょうという形になってきました、嘉田知事も。いろんな形で、きちっ

とした財政運営している間は、私はできる限り 100 の形をしてあげてほしいなと、ただバラ

ンスを考えたときには、市長の給与よりも 20％下げんとバランスがとれないということもわ

からんことはないけども、それだけで、私は報酬の問題を審議するのはいかがなものかとい

う気はしています。ここで、結論が出たわけでも何でもないですけど、一応そういうみんな

の意見を取りまとめながら、また委員会で議論をして、最終的に皆さんに提示させていただ

きたい、このように思います。 

  意見も出尽くしたので、この問題につきましては、質疑を終結させていただきます。 

 

議案第 33 号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について                         ＜総務課＞ 

○滝本善之委員長 

  次、議案第 33 号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。説明を求めます。 

○北村総務部次長（総務課長） 

議案第 33 号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例について、御説明します。今回の改正は、平成 23年の人事院勧告に準拠する昇給回復措

置であり、国家公務員においては本年度末に給与構造改革に伴う経過措置の廃止と昇給回復

措置が実施されることから、本市においても昇給回復措置を実施するものです。今回の改正

による昇給回復措置は、国においては、国家公務員の給与改定・臨時特例法に基づく減額措

置が終了する平成 26 年４月１日に合わせて実施するため、この条例は平成 26 年４月１日か

ら施行するものです。また、昇給回復措置の対象者は、附則第３項に規定する平成 19年１月

１日、平成 20 年１月１日及び平成 21 年１月１日の定期昇給において昇給抑制を行った者の

うち、規則で定める年齢に満たない、これは 45歳未満の職員になる予定ですが、その職員が

対象となり、これらの職員を１号給上位の号給に回復するものです。 

○滝本善之委員長 
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  説明が終わりました。第 33号について質疑を求めます。質疑はありますか。 

○的場收治委員 

  今総務課長のほうから説明を受けたが、簡単な説明でなくて、非常にややこしい説明でした

が、簡単にいうとどういうことなのか。国の制度によって、昇給が抑えられたのを、その項

目を外すということだけのことか。 

○北村総務部次長（総務課長） 

  これは、平成 18年度の給与構造改革ということで、給与水準の引き下げというのが、行わ

れております。それについて、それらに基づいて、給与の昇給が押さえられてきたという経

緯がございます。それを国のほうも、それについては廃止するということがありますので、

本市においても、そういったことを、人事院勧告に基づいてやってきたことについて、全て

回復さして元の状態に戻すということでございます。 

○滝本善之委員長 

  いつも言うように、そんなん元へ戻すだけのことだから、難しいことを言わんといてくださ

い。簡単に、きちっと、何年にやったやつを本年度はそこへ元へ戻しますという形でしょ、

来年度は。お願いします。これからは、楽に、きちっと言ってください。 

 

議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例について      ＜財政課＞ 

○滝本善之委員長 

  次に、議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。

財政課の説明を求めます。 

○上村財政課長 

  議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例について説明します。これにつきまし

ては、国から交付される地域の元気臨時交付金、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金を積

み立て、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とした基金を設置するために、

この条例を改正するものです。補正予算でもお願いをしました国から交付されます地域の元

気臨時交付金、これを基金に積み立てて 26年度事業の財源として活用していこうとするもの

です。裏面の条例の案文をごらんいただきたいと思います。第３条に各基金の表がありまし

て、この表の一番下に地域の元気づくり基金という名前で、設置目的は国の趣旨に準じまし

て、地域の経済の活性化及び雇用の創出を図る資金に充てるためということで加えたいとい

うものです。附則におきまして、施行は公布の日から施行するとしています。 

○滝本善之委員長 

  議案第 34号の説明が終わりました。質疑はございませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 
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  ないようですので、質疑を打ち切ります。 

 

議案第 36号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について ＜管財課＞ 

○滝本善之委員長 

議案第 36 号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてを議題といたし

ます。管財課の説明を求めます。 

○高畑管財課長 

議案第 36号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、説明します。 

地方自治法第 238 条の４第２項の規定により、行政財産は、その用途または目的を妨げな

い限度において、その使用を許可することができる、と改正されています。本市においても、

法改正を受けて、米原市行政財産使用料条例について見直しを行い、現状と差異が生じてい

るところや、一部施設において貸し付けに切りかえるため、条例の一部改正を行うものです。

議案書の裏面のほうですが、こちらのほうが条例改正後の物になります。1枚おめくりいただ

きまして、新旧対照表がございます。新旧対照表の中の別表第２条の部分で、１から４に該

当する部分を削除します。 

○滝本善之委員長 

  議案第 36号の説明が終わりました。質疑はございませんか。 

○松﨑淳副委員長 

  グリーンパークとジョイいぶきと柏原と、これがなくなることによって、今後算出される金

額の根拠はどこに移るのか。 

○高畑管財課長 

  グリーンパーク山東の使用料につきましては、今現在この施設につきましては、指定管理施

設の中に含まれております。その中で、行政財産使用料という形の条例からは、そぐわない

ということで、除くものでございます。２点目、３点目の伊吹薬草の里文化センターと柏原

宿歴史館使用料につきまして、この２つにつきましては、行政財産の貸付という形に制度の

変更をしていくような形で考えております。  

○松﨑淳副委員長 

  それは、貸付の部分に関しては、規約だとか、いうのはあるのか。 

○高畑管財課長 

  規約といいますか、貸付になりますので、一定の契約行為の中で、規定という形をとってい

きたいと考えています。 

○松﨑淳副委員長 

金額は関しては。 

○高畑管財課長 
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  金額につきましては、一般的な貸付としまして、行政財産使用料条例のあがっているような

形の貸付の算定根拠をもっております。これを最低制限価格として、公募なりで入札という

形でかけていって、金額を決定していきたいというふうなことを考えております。  

○松﨑淳副委員長 

  そうすると、今の年額 30万円、20万円となっているが、それが、契約のたびに変わってく

るのか。 

○高畑管財課長 

  今契約をされている部分がございますので、その辺は、基本的には継続する部分が出てきま

すが、今後公募を考えていったときには、先ほど申し上げましたような形の入札という方法

をとっていきたいというふうに考えています。 

○滝本善之委員長 

  例えば、薬草の里のハーブラウンジで、その都度、１年も経たないうちに、やめてかれます。

なぜかいうたら、やっぱりお客さんが少ない。年額 30万円、今は公募で、変わるということ

は、公募でやったときに、誰も来なかって、ただやったらいいですわと、ただいったら１円

でも。入札に応じて１円になったときにも、それでいいということですか。  

○高畑管財課長 

  ハーブラウンジにつきましては、今この金額でということで提示をさせてもらっています。

薬草の里文化センターにつきましては、指定管理者制度を導入している施設でございますの

で、その中の一体施設として、指定管理者の中で、その辺の運用といいますか、その部分を

含めての指定管理施設として考えていっていただくよう、指導していきたいというふうに思

っております。 

○滝本善之委員長 

  意味わからんことないんやけど、指定管理者に任すということやったら、タダでも貸せるし、

例えば、一応どっかで今言われたように貸付の規則が何かつくったら、それによって、そこ

に金額入るんでしょ。そこで、公募しなさいとか、とやかくおっしゃった。私に言わしたら、

例えば、指定管理に任したんやったら、タダでも運用してもいいんか、悪いんか。例えば、

指定管理料の中に入っているのであれば、ハーブラウンジについては、指定管理料をどうい

う格好に考えてやっておられるんか、それを教えてください。 

○高畑管財課長 

  現在ハーブラウンジについては、指定管理者の範疇外になっております。今現在は範疇外と

なっておりまして、行政財産の貸付になっております。 

○滝本善之委員長 

  行政財産の貸付になっているんでしょ。貸付になっていたら、行政財産の中で全部やるん違

うの。今先ほど指定管理者に任せるとかいう話をされるし、今は貸付になっているて、あわ
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へんの違うの。 

○高畑管財課長 

  今現時点では、指定管理者さんの業務範疇外になりまして、目的外使用という扱いで、行政

財産使用料条例に基づいて使用許可をしている形になります。今、30 万円です。今後という

ことになるのですが、今後ということで、指定管理者さんの更新時に、ハーブラウンジも含

めた形で業務仕様を作りまして、その中で運営をしていっていただくような形で考えていき

たいというふうに思っております。  

○滝本善之委員長 

  更新時というのは、平成 28年か。それまでは、例えば、実際あそこに定着する飲食やって

くれている人がないんですよ。その中で、みんな困っている中で。平成 28年までは、この規

約がそのまま生きてくるということか。交付の日からというのは、４月１日か。どうなって

いるのか。 

○中谷総務部長 

  整理をしたいと思います。新旧対照表をごらんいただいていると思いますが、今申し上げて

いますように、現行のグリーンパーク山東、ハーブラウンジ、柏原宿の歴史館の関係、この

部分につきましては、地方自治法の改正によりまして、行政財産であっても、貸付というこ

とができるようになってきましたので、例えば、庁舎の中に自動販売機置いています。ああ

いう部分につきましても、貸付という形で今やってまして、入札によって、金額が今までよ

り多く使用料がもらえるようになってきています。そういうふうな制度を活用して、ここに

あります施設についても、貸付の感じにしていきたいというのが趣旨でございまして、それ

に伴います根拠となる数字につきましては、その下に、今までのあります表がありまして、

計算根拠がそれぞれついております。例えば、建物という部分でいきましたら、１㎡の単価

が決められるようになっておりますので、この部分で計算させていただいて、それを最低制

限価格というような形に使用料として定めまして、まずは、公募なりいろんなことをやって

いきたいと。公募なりやってもない場は、随契という部分も出てくるかと思いますけれども、

そのときには、契約という部分になりますので、そのときの相手方との交渉の関係で、金額

が定まってくるかというふうに思いますけれども、少なくとも、今申し上げましたように、

計算根拠に基づいた形の部分は、確保をしていくべきだというふうに考えているところでご

ざいます。今申されましたように、指定管理者の部分につきましては、指定管理者さんの裁

量になってまいりますので、そこは、そこの裁量の部分でやっていただくことになると思い

ますし、使用料についても、協議をしていただいて、決定ということになってくるかと思い

ます。  

○滝本善之委員長 

  ハーブラウンジは、指定管理者の範囲、言われたように今は別でしょ。それを、平成 28 年
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の指定管理が更新されるときまでは、今のままでいって、その後は、指定管理者に任すとい

うことでよろしいの。  

○高畑管財課長 

  この条例に従う形ではなくて、貸付の方向には切り替えます。あくまでも、貸付の契約行為

に移ります。その後、指定管理の更新時には、指定管理者さんの範疇の中で、その部分も含

めて管理運営をお願いしていく形を考えたいと思っております。  

○滝本善之委員長 

  だから、これ施行するのは４月交付の日からですわな。そこから、指定管理の満期になると

きまではそのまま貸付でいくということやろ。その後は、指定管理を受けたところが、その

範囲の中でやっていくということやね。そういう理解をしたらいいか。 

○岩島財政課長補佐 

  補足させていただきます。今までの制度でいうと、今まで使用許可という手続きになってお

りまして、マックスで１年しか許可ができないという制度になっておりました。借りるほう

も、１年の許可の範囲内では、やはり複数年契約したほうが、入られる店側にとっても長期

的な計画もできますし、貸付にすることによって、初めて複数年契約ができるようになった

という法の趣旨がございまして、借りる側も借りやすくなったと。あと、金額につきまして

は、改正前のグーリンパークでいいましたら、50 万円が本当に適正なのかという、条例に書

いていますけども、実際それだけ黒字が出るかということも経営者側で試算をしていただい

て、最低制限価格でよりよい独自の使用料を札を入れていただくという形で、複数年長期の

契約ができるようになったという法改正の趣旨がございますので、御理解を願いたいと思い

ます。 

○的場收治委員 

  今の契約のことだが、細かいことを聞くようだが、金額の上下が当然あると思うが、公募さ

れるので。その中で、契約にいたる最大の要因が契約金というのか、お金が、最大の要因と

なることになってくるのか。例えば、柏原宿歴史館の喫茶厨房及び売店に関しては、今まで

から長い歴史があるように思うが、例えば、ほかの人が来て、ぜんぜん高い金額をあげられ

たら、その人達に移行するというような制度になるのか。  

○高畑管財課長 

  今的場收治委員さんからのお話ですけども、その辺は、もちろん市の施設ということもあり

ますので、その仕様といいますか、金額だけでは諮れない部分もあるかと思いますので、そ

の辺は所管課のほうなりと条件設定なり、仕様の設定をしながら進めていきたいというふう

に思います。 

○的場收治委員 

  制度を使用料条例から外して、制度自体を変えるということで、運用については、米原市の
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今までのほかのいろんな形と同じような運用の仕方をしていくというような、詳しいことは、

お互いになかなか言いかねますけれども、そのような理解でいいか。 

○滝本善之委員長 

  柏原の歴史館は、直営か。前は指定管理になって、いろいろもめて、元へ戻った経緯があっ

たから、歴史館は。これは、喫茶、わかるけど。そこが直営しとって、指定管理に出さん限

りは、直営のままで、同じ敷地の中にあるのだから、同じことと違うのか。 

○中谷総務部長 

  しくみを変えるということでありまして、今までがんばってこられた方を損するわけにはい

きませんので、その辺は考えていきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  わけのわからないように、この前みたいに指定管理にして、もめて、柏原が横向いたとなら

ないように、頼みますわ。あのとき、ひどかった。 

  ほかにありませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  質疑もないようですので、これで質疑を終了します。 

 

議案第 37 号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正す

る条例について                         ＜管財課＞ 

○滝本善之委員長 

  それでは、議案第 37 号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。管財課説明求めます。 

○高畑管財課長 

議案第 37 号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正

する条例について、説明します。米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

例において、第 13条に選定委員会を設置する旨を記載しており、その一部を改正するもので

す。平成 26年４月１日から本市の行政組織機構の改編に伴い、こども未来部が制定されます。

これに伴いまして、この条例第 13条において、こども未来部が所管する公の施設の指定管理

者を選定するための選定委員会の設置を記載するものです。本市においては、多種多様な公

の施設に指定管理者制度を導入しており、その指定管理者を選定するにも、各部局において

施設を管理運営に必要な知識を有する方などに選定委員会に入っていただき、指定管理者を

選定することとしておりますので、このような形でこども未来部の部分を改正します。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。質疑はございませんか。 
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今度、こども未来部ができて、指定管理、米原保育園くらいは思いあたるが、そういうこ

とを具体的に、ここが該当していますと、親切に、そのくらい教えてほしい。それくらいの

ことを言っても、みんなわからないので、どこかとなってしまうので、その辺はいかがか。 

○高畑管財課長 

  該当する指定管理施設としましては、現在のところ、米原保育園がございます。指定管理者

は、社会福祉法人の大樹会でございます。 

○滝本善之委員長 

  そのくらい親切に、どこかわからないのだから、どこかとなってしまうので、それくらいは

親切にお願いしたい。 

これにて、総務部所管に関する部分については、終わりました。それでは入れ替っていた

だいて、市長直轄組織、お願いします。 

 

【市長直轄組織】 

 議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、市長直轄組織の所管に属

する事項                        ＜政策調整課＞ 

○滝本善之委員長 

  それでは、市長直轄組織の部分で、議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第

10 号）中、市長直轄組織の所管に属する事項につきましてを議題といたします。当局の説明

を求めます。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  それでは、議案第４号中、市長直轄組織 政策調整課所管分の補正予算の説明をさせていた

だきます。まず、歳入から御説明します。補正予算書、15・16 ページをごらんください。16

款寄附金・１項寄附金・２目総務費寄附・１節総務管理費寄附金では、米原ガンバレ！ふる

さと応援寄付金において、一口 100 万円の大口寄付をいただくなど、たくさんの寄付をいた

だきましたので、その増額分として 110万円を補正するものです。 

これにあわせまして、歳出につきましても補正をお願いするもので、37・38ページをごら

んください。12 款諸支出金・１項基金費・５目米原ガンバレ！ふるさと応援寄付基金で、寄

付金を基金へ積立するために、歳入と同額 110万円の増額補正をお願いします。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。何か質疑はございますか。 

○前川明委員 

  米原ガンバレ！ふるさと応援寄付金だが、テレビなんか見ますと、かなりの寄付金が集めて

いるところがあるが、米原市の手法として、これでいいのかと思うくらい少ないが、今の状

況の中で、どういったメニューでふるさと応援寄付金をされているか。 
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○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  現在は、メニューを７つ用意させていただいております。鉄道の薫り漂うまちづくりへをは

じめまして、シンボルキャラクター、あるいは、思い出あふれる学校事業、蛍、あとは７つ

といいましても、指定がないもの、どれでもいい、そういうものも含めまして、７つ用意し

ております。ちなみに、件数は、ここ数年増えております。 

○前川明委員 

  全国的に地元活性化を取り入れて、かなり工夫して集められているところがありますし、こ

れが今テレビの媒体によって、さらに増えているような状況がある。予算に絡んでしまうが、

ぜひとも、創意工夫して、商工会等絡んでやられておりますけども、そういったことで、今

後対策のほう、よろしくお願いしたい。 

○的場收治委員 

  今言われたように、米子市か、いろんな市で突出して、ふるさと納税を受けておられて、突

出して受けているところはそれなりの物を出して、その経費を考えるとそれほど果たしてい

いのかどうか、というような議論もなされていることも事実である。今米原市がふるさと応

援寄付金を受けられている状況の中で、それに関する経費とのバランス、その辺の考え方は

どのように思っているか。  

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  今御指摘いただいたように、各地様々な特典を出されております。基本的に、ふるさと納税

は、例えばお聞きいただきたいのですが、米原市出身の方が、東京に出られていて、東京で

税金を納める分を、わずかでもふるさとで使っていただきたいということで、こちらに、ふ

るさと納税をされるということが、本来の趣旨と考えています。今寄付金が、特典ですごく

増えているというところがかなりあるのですが、実は、その特典にかなりの費用をかけてい

らっしゃいます。１万円の寄付金に対して、例えば、5,000円なり、8,000円の特典をつけて

いらっしゃるところもありますし、実は寄付金以上の特典をつけていらっしゃるところもあ

ります。それは、それぞれ市町の考え方で、ＰＲということでされているというふうにも聞

いておりますが、米原市では、現在 2,000 円から 3,000 円相当の特典を送らせていただいて

おりますので、例えば、１万円をいただいたら、7,000円か 8,000円は税収になるということ

で、今のところ、今後もこの体制で取り組んでいきたいと考えております。  

○的場收治委員 

  米原市がやられる方向は理解をしました。今言われたように、本来の目的、米原市出身者の

方が、ふるさとを何とかしたいというような形で、寄付をしていただくというようなことで、

そこで少し恩恵があるというような、そこを、まず第一義的に進める方法をさらに推進して

いただきたい。これは要望です。 

○滝本善之委員長 
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  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、市長直轄組織の所管に属する事項 

＜政策調整課・広報秘書課＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、市長直轄組織の所管に属する事項を議題

といたします。当局の説明を求めます。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計当初予算について、私のほうからは政策調整課所

管の分につきまして説明をさせていただきます。説明の順番ですが、今ほど、本日お配りし

ました委員会説明資料、次に主要事業説明書、最後にみらいへつなぐ職員力事業の順に説明

をさせていただきます。説明は簡潔にしますのでよろしくお願いします。 

それではまず、委員会説明資料ということで、本日お配りしました資料をごらんください。

まず１ページ目、政策基礎調査事業です。今年度は、国や県の政策の動向や社会情勢の変化

などを的確に把握し、年度途中でも新たな行政課題などに迅速かつ適切に対応するための調

査等の経費としまして、政策基礎調査事業委託料を 500 万円計上しました。イメージ図のと

おり様々な課題や情勢に合わせた迅速な対応をしたいと考えております。 

２ページを、続きましてごらんください。まいばら協働事業提案制度です。ここでは、今

回ほかの議案で、付属機関の条例議案として、後ほど御審議いただく議案がありますので、

イメージ図として提供させていただきました。審査委員会の関わりなど、制度の流れを左側

で表し、本制度によるこれまでの採用事業を図示させていただきました。協働事業として、

26 年度に当課で所管しておりますのは、この図では黄色で表しております、まいスキッ発行

事業、Ｍｙばらプロジェクト、伊吹の天窓、ルッチまちづくりネットの４つが該当となりま

す。なお、本事業の財源としましては、地域の絆でまちづくり基金の運用益を充当していま

す。続きまして、これからの４つ事業は、水源の里の取り組みの中で、重点地域として指定

した地域を中心に展開してきたこれまでの取り組みを踏まえて、26 年度に新たに展開する事

業を説明します。 

まず、３ページ、水源の里まいばらイメージづくり推進事業です。本事業では、シティセ

ールスプランの策定とあわせ、米原ブランドの育成に取り組みたいと考えています。シティ

セールスプランは、本市の魅力を育て、発信し、人やもの、お金や情報などを呼び込み、経

済を活発にするとともに、まちのイメージの向上に戦略的に取り組むための活動を、計画と
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してまとめるものと考えています。また市としては、合併 10 年を間近に控えていますので、

積極的に取り組まなければならない重要な課題と考えておりますし、皆様にも情報提供させ

ていただきましたが、水源の里の指定地域での、これまでの取り組みを踏まえた提言書の中

にも触れられています。外から見た米原市への評価や、住民や職員が普段気付かない長所や

短所などを、有識者の意見とともに整理し、専門的な視点やアートなどの表現テクニックな

どの力も借りながら、シティセールスを展開する上で必要なものと考えています。また米原

ブランドの育成につきましては、伊吹の天窓実行委員会などとの協働事業を展開し、モデル

事業として、水の恵みをテーマとしたまいばらマルシェを開催したいと考えています。 

続きまして、４ページをごらんください。総合的空き家等対策推進事業です。今や全市的

な課題となっています空き家の再活用や、環境面、防災面などを含めた総合的な空き家対策

を進めるために、これもほかの議案で後ほど御審議いただきますが、付属機関の条例を提案

していますが、その付属機関で調査、検討をしたいと思いまして、提案をさせていただいて

います。また、中間支援を担う民間主体の団体も育成して、民間と連携しながら総合的な対

策に取り組みたいと考えています。 

  続きまして、５ページになります。地域の縁結びによる誇り創生推進事業です。地域の住み

よさ向上支援として、集落間連携によるまちづくりへの取り組みや、都市住民との交流事業

などに対して支援する補助金として、今回新たに創設しました。連携組織の取組内容に応じ

最大上限 40万円、４組織分の 160万円の予算計上をしています。 

６ページをごらんください。新規就農者等育成支援ネットワーク推進事業も計上しており

ます。新規就農希望者が実践的な農業を学ぶ場の提供を目的に、集落営農団体や農業法人等

とネットワークを構築して、就農希望の若者への積極的な働きかけを行うことを目的に事業

を創設しています。ガイドブックの作成や若者の受け入れ経費として 40万円を計上していま

す。 

続きまして別の資料になりますが、主要事業説明書のほうに移らせていただきます。当初

予算書では 52ページからが対応となります。まず、１ページをごらんください。このページ

では、総合計画進行管理事業の中で、市民意識調査をする経費や、自治基本条例推進事業で

は、市民投票などについて議論いただくための推進委員会の経費、また、行財政改革推進事

業では、市民会議の運営経費を計上しております。 

次に、２ページをごらんください。最初にあります市民活動団体等支援事業につきまして

は、先ほどイメージ図のほうで簡単ですが説明しましたので、省略させていただきます。 

次にガンバレ米原応援事業としまして、280 万 3,000 円を計上しています。うち、145 万

1,000円は応援寄付金の基金からの繰入金を充当しております。事業の内訳としまして、米原

のまちづくりへの応援者を増やすために、寄付をいただいた方々へ、そのお礼として市内の

特産品の詰め合せをお返しするための経費をここで見ています。また、米原駅の自由通路ギ
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ャラリーでの企画展委託料としまして、180万円を計上しています。 

  次に３ページから４ページにかけての水源の里振興事業につきましては、先ほど４つの事業

に分けて、イメージ図をもちまして簡単ですが説明をさせていただきましたので、省略をさ

せていただきます。 

最後の資料になりますが、未来へつなぐ職員力事業の説明をいたします。めくっていただ

きまして１ページをごらんください。（仮称）市民活動協働センター設置事業につきまして

は、市内に多くある市民活動団体の、活動拠点や情報交換の場として同センターの設置を検

討していく事業です。現在遊休施設となっている息郷小学校を活用し、気軽に活動できる環

境を整備し、27 年度からの本格的な稼働を目指します。そのための経費をあげています。こ

れにつきましては、現在各種団体に対しアンケートを実施しております。最終的には、条例

制定あるいは、指定管理者の指定までつなげていきたいと考えております。 

また、同資料の６ページには、地域担当職員制度について資料をつけさせていただいてい

ます。システムにつきましては、皆様にも御承知いただいていることと思います。右側に現

在の取り組み状況を一覧としてあげさせていただいています。これは２月末現在ですが、本

日現在で、これに加えて米原区と日光寺区が申請をされています。 

○森本広報秘書課長 

  引き続き広報秘書課所管の主要な事業について説明をさせていただきます。まず当課の新規

事業について説明しますので、委員会説明資料の７ページ、行政放送伊吹山テレビ高画質化

事業をごらんください。伊吹山テレビは平成 19 年 10 月にデジタル放送を開始しましたが、

画質が標準画質のＳＤでありますので、今回、株式会社ＺＴＶが所有しています伊吹山テレ

ビ放送用機器を、高画質のＨＤのものに変更改修しまして、10 月からの放送の開始を予定し

ています。資料書の部分に示していますとおり、①から④の番組制作環境と放送環境をそれ

ぞれ改修し、そのうち、市が負担する経費として 552 万 2,000 円を予算計上しています。あ

わせて議会の生中継専用回線につきましても、現在の中継用回線がアナログ回線１回線のみ

ですので、障害発生時の対応が困難な現状にあります。そこで、株式会社ＺＴＶの全額負担

で新たに回線を整備し、放送の安定化を図ってまいります。 

次に８ページの公式ウェブサイト・メール配信利便性向上事業の資料をごらんください。

当市の現公式ウェブサイトに掲載しています地図情報は、スマートフォン対応ができていま

せんので、管理システムをスマートフォン対応に改修する経費として 98万 1,000円を予算計

上しています。あわせて広域避難所の位置情報を電子地図化いたしまして掲載をいたします。

また、災害情報や犯罪情報をこれまで別々に発信しています広報秘書課所管のメール配信シ

ステムと、防災危機管理課所管の緊急速報メールの操作の一元化を図りますために、管理シ

ステムの自動連携を可能にするための改修経費として 21万 4,000円を計上しています。 

 その他の主な事業につきましては、主要事業の説明書により説明をします。説明書の４ペ
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ージをごらんください。予算書につきましては、44ページからが対応ページになっています。

秘書一般事業、予算額 451 万 9,000 円です。当事業では市長、副市長の円滑な公務執行のた

めに必要な経費を計上しています。特別職並びに随行者の旅費として 100 万円、市長交際費

として 50万円、全国・近畿・滋賀県市長会への負担金等として 179万 7,000円を計上してい

ます。 

次に市政情報発信事業、予算額 3,533万 8,000円です。予算書は 48ページからが対応ペー

ジとなります。ここでは、市民と情報を共有し透明性の高い市政運営と協働のまちづくりを

推進するための経費を計上しています。広報まいばらの発行経費として 638 万 3,000 円、伊

吹山テレビ番組制作委託料などケーブルテレビ運営経費として 2,115 万 2,000 円、市勢要覧

の発行準備経費として 130 万円を予算計上しています。そのほか下記の事業は、先ほど御説

明しましたので省略させていただきます。 

 ５ページをごらんください。地域情報化推進事業は先ほど御説明しましたので省略します。 

 その下の指定統計調査事業、予算額 769 万 2,000 円です。予算書につきましては、68 ペー

ジからが対応ページになります。平成 26年度に実施いたします調査は、記載のとおり農林業

センサス 464 万円、経済センサス基礎調査及び商業統計調査 171 万 3,000 円、全国消費実態

調査 80万 1,000円、工業統計調査 28万 7,000円、平成 27年度に実施をします国勢調査の準

備調査として 25万 1,000円です。 

 最後になりますが、未来へつなぐ職員力事業について説明します。資料が変わります。未

来へつなぐ職員力事業の２ページをごらんください。市民の声を市政に生かすＳＮＳの活用

事業の資料になります。当市では平成 25年９月から、市公式フェイスブックページの運用を

開始していますが、市民とのさらなる情報共有の推進を図り、システムを有効に活用するた

めの検討を進めますとともに、職員皆が活用できる素地づくりを行ってまいります。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。平成 26 年度米原市一般会計予算中、市長直轄組織の所管に関する部

分について、質疑を求めます。質疑はありませんか。 

○山本克巳委員 

  メールの配信システムのことだが、今どき、皆さん昔のガラ型と違って、スマホが増えてき

ていますけども、お年寄りの方もスマホを持っておられます。その辺の配信システムがそこ

まできちっと、いわゆる設定ですね個人々の、若い人なら、配信システムの設定、どういう

形になるのかわからないが対応はできると思うが、お年寄りに対しての設定というのは、ど

こまで、どういうふうに周知してやってあげられるのか、お聞きしたい。 

○安田広報秘書課長補佐 

  今ほど山本克巳委員、御指摘いただきました高齢者の方の部分もございますし、市内には障

害をお持ちの方等々ございますので、例えば、団体さんから要望があれば、視覚障害をお持
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ちの方ですとか、聴覚障害をお持ちの方の団体のほうに、説明をさせていただくような機会

もございましたし、伊吹山テレビを通じまして、登録の方法等御案内を申し上げております。

ただ、それぞれ携帯電話の設営会社ごとに、セキュリティの設定ですとかございまして、登

録そのものはＱＲコードとか、簡単な個人登録だけで済むのですけれども、メールが届かな

いというような部分がございまして、このセキュリティの解除につきましては、我々でお問

い合わせがあれば、個別対応もさせていただいておりますし、基本的には、各携帯電話のサ

ービスセンターなり窓口のほうで、解除をしていただくというふうな御案内を申し上げてお

ります。 

○山本克巳委員 

   私でも最近設定の仕方でもわからないことが多々あるが、伊吹山テレビで周知、広報して

いますというのも、一つの手段として、ただ、その辺はやはり、ちょっとしたことなんだが、

各携帯端末の各会社の設定解除にしろ、いろいろやり方はあると思うが、そういったときこ

そ、ちょっとのことで解決できることも結構あるので、たまに老人会でよく聞かれるが、聞

かれても、私自身も携帯の会社によっても違うので、なかなかうまく説明ができないので、

その辺だけを、例えば担当職員制度という中で、そういったことも、ちょっとかゆいところ

に手が届くようなことができると、かなり喜ばれるのと違うかなと思うが、半ば、そういう

ことは、わたしらあかん、年寄りは全然そっちはわからんへんわ、という逆にあきらめの人

も中にはおられるので、その辺はやさしく、障害を持った方でもそうだが、対応してあげて

ほしい。 

○森本広報秘書課長 

  市といたしましても、電話なり来客によるお問い合わせ等がございましたときには、できる

限りの対応はさせていただきたいというふうに考えておりますし、今後そういった説明の場

が必要ということであれば、対応してまいりたいというふうに考えております。また、地域

職員派遣制度のほうの活用につきましては、当該団体のほうから、そういった提案等があり

ましたら、その段階で御協力をさせていただくというふうに進めてまいりたいというふうに

思っております。 

○的場收治委員 

  政策調整課の今回メインの事業、政策基礎調査事業ということで、昨年度までなかったやつ

を、今年度 500万円の事業費を計上されています。その中で、まさに、そのとおりだと思う。

背景、課題等ということで、こういったことをされなければならないというようなことだと

思うが、その中で、この事業を委託されて、委託料が 500 万円というふうになっているが、

この中の多くが、職員が自ら取り組むべきものではないかなと思うが、この委託料の考え方

を教えてほしい。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 
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  今御指摘いただいたように、確かに職員で対応させていただくべきと考えておりますが、た

だ、緊急な対応ということが必要になりますので、調査やまとめをするための委託をさせて

いただきたいということで、ここであげさせていただいております。もちろん、最終的には

職員がさしていただくということになります。 

○的場收治委員 

  まとめをするというようなこともよくわかるが、実際問題として、そういうまとめて何かを

仕上がったもの作り上げるということが目的でなくて、こういうことを常日ごろからやって

いかなあかんというようなことが大事ではないかと思うが、いかがか。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  普段から職員がそういうことに対応するべきだ、という御指摘だったと思います。もちろ

ん、何でもかんでも委託をしていくというわけではなくて、職員が対応できるところはさせ

ていただきます。ただ、緊急的に対応する中で、非常に専門性の高いこともあると思います。

そういうことを委託料としてさせていただきたいということで、考えております。 

○的場收治委員 

  そういうことが、積算していくと 500万円くらい必要だということか。 

○松﨑淳副委員長 

  ５ページのメール配信システムだが、災害関連の情報というところで、防災危機管理課との

連携とか、そこら辺はどのようにお考えか。  

○安田広報秘書課長補佐 

  今ほどの松﨑淳委員のお尋ねですが、基本的には、防災関連情報から含めまして、メール配

信の中には 20項目の生活関連情報を含めて情報カテゴリーがございます。防災情報につきま

しても、平時の注意喚起であるとかいうふうな部分につきましては、それぞれ所管部署が直

接配信をすると、ただ、市民に危害が及ぶ可能性が高いとか、気象の急変があるとかいうふ

うな場合には、当然のことながら、職域組織内にそれなりの管理体制がしかれますので、そ

の管理体制でしかれた中には広報秘書課も入っておりますので、その場合は一元管理をして

いきたいと、従来の災害対策の場合でも、災害警戒なりの段階で、広報秘書課が本部のほう

に入りまして対応させていただいております。 

○松﨑淳副委員長 

  個人的な思いとして、防災無線は記録に残らないので、あまり信頼性がないと思っており、

メールとか形に残る、履歴が残るものに徐々にシフトしていったらいいと思っているが、で

あれば、防災無線の見直しも掲げられているが、その中で、メールというものをもうちょっ

と強化していくという方向を、市長直轄のところからも働きかけをしていったらどうかと思

うが、いかがか。  

○安田広報秘書課長補佐 
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  今ほどおっしゃっていただきましたように、新しくできた媒体、当然活用すべきですが、や

はり旧来の方法、例えば、自動車による市内街宣であるとか、複数の媒体でより多くの方に、

より多くの情報を流せるということも必要ですので、例えば、防災無線が変更になっても、

引き続き主要な機器でもございますし、複合的な活用を進めるべくということで、担当課の

ほうとも協議を図っております。 

○的場收治委員 

  まいばら協働事業の財源が、地域の絆でまちづくり基金というふうに説明を受けました。地

域の絆でまちづくり基金は、先ほども話が出ていましたように、現在 25億 6,000万円ほど基

金があって、その果実を本来地域創造事業のほうに充てるということで、運用をされていま

した。今回これにも、今までからあったかな、今現在の運用益はどのくらいあって、これか

らの地域の絆でまちづくり基金の考え方を、ここで問えるのかな・・・。  

○要石政策監 

  予算書の 31 ページに財産収入の欄がございまして、利子配当金の中の上から５番目でござ

いますが、ここで地域の絆でまちづくり基金利子ということで、980万 2,000円を歳入として

あげております。歳出については、財政課のほうと調整しながら、充当先を決めているとい

う状況でございます。 

○的場收治委員 

  こういった協働事業なり、自治センターの創造事業なり、地域が元気になる、こういった事

業にしっかりと予算を手当していくというような、米原市これからもあれですし、現在もこ

ういうことをしっかりとやっていくというような方針を立てられているということで、非常

に喜ばしいというふうに思っているわけだが、果実運用だけでなしに、基金のそのものを少

しずつ取り崩しながらというようなことも、前に少し議論があったように思いますが、そこ

の方向性だけを教えてほしい。 

○上村財政課長 

  今の話、確かに昔、話がありました。今現段階では果実運用の中で、十分回れますので、取

り崩しまでは考えておりませんが、今後事業費が大きくなってきたときには、その辺ルール

化をしながら調整していきたいと思います。 

○的場收治委員 

  基金を償還した分に関しては、取り崩せるというような制度になっていたように思いますし、

今課長が言われたように、この部分がどんどん広がっていくことが、まちが少し地域が元気

になったり、まちが活性化されたりというようなところもあると思いますので、その辺の運

用の仕方を今後ともよろしくお願いしたい。 

○滝本善之委員長 

  市民活動協働センター設置事業、例えば、旧息郷小学校跡地、ここは確か答弁で、防災備蓄
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倉庫にという話は聞きました。しかし、こんな事業があるということは一切聞いていません。

それが、ある新聞に載っていました。これはどういうことか。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

   今の御質問ですが、市民活動協働センターにつきましては、議員の皆さまには、平成 26

年度当初予算案の概要というものを、２月の全協時にお配りをさせていただいている中で、

その中の 29ページのところに、未来をつなぐ職員力事業として、簡単な表記だけさせていた

だいておりまして、本日新聞に載っていたような詳細の説明をさせていただいていなかった

ことは反省すべき点と思いますが、本日新聞に載りましたことも、これを受けまして、記者

のどういいますか、記者活動の一環として取材をこちらのほうにされてきましたので、本日

皆様にも、資料をお配りするのでということで、お答えをさせていただいたものです。 

○滝本善之委員長 

  それとこれは別や。基本的に、議会に一応こういう形のものがあると、どうなっていくかこ

れからわからない中で、頑張っていけない事業である。だから、それだったら、もっと早く

２月何日か、簡単な資料で配りました、それは、あくまで配っただけであって、こういう形

の事業が、今後考えてますよという一言でもあれば、何にも今日私言う必要なかった。そや

けど、先新聞見たら、家内から、お父さんこれ何、知らんでと言ったから、何かと見たらこ

れやった。今聞いたら、一応配ったけど説明してなかった。結構詳細に書いていました。そ

こまで、新聞社に、なぜあなたがたは、いくら取材活動に来ても議会終わってからしてくだ

さいとか、言えるはずや。だから、それを見た人は誰も議員さんは、おかしいということに、

怒っていることではないが、注意しないと。先出た、もっと重大な問題だったらこんなこと

ですまない。だから、そういうこともあるので、そういう計画しているのであればしている。

旧息郷小学校は、防災備蓄倉庫ということまで言っているので、この前一般質問で。それで、

一緒にこういうこともしていますとか、何か議員に知らせておく必要があったと思うが、ど

うか。 

○要石政策監 

  新規の展開の部分でありますので、議会に丁寧な説明ができていなかったという点について

は、反省をいたしたいと思います。ただ、報道の関係でございますので、ある程度の、報道

協定らしい話はしていたのですが、フライング的な部分もありましたので、しっかりその辺

は、広報の立場からもしっかり協議してまいりたいと思います。 

○松﨑淳副委員長 

  先ほどの委員会説明資料の中の水源の里まいばらイメージづくり推進事業だが、アートで米

原を売り出そうという芸術性と書かれているが、それの評価をどうされるのか。何をもって

効果があったとかいうのを、具体的にお金がどれだけ増えたとか、人が増えたとか、判定す

るのが難しいという気がするが、というのも、このイベントに関して、地元に金が落ちて来
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ない、外の業者さんがたくさんいて、地元に何が還元されているのかという声を、結構いろ

んなところから聞いてまして、それで評価できるものが定まっていれば、こういう成果があ

る、こういう結果が導き出せるというところで、説明できると思うが、そこら辺はどのよう

にお考えか。  

○川瀬政策調整課長補佐 

  今ほど私どもが申しましたプランの中身についてですが、その評価というのは非常に重要な

部分であると思います。プランの策定については、このシートにも書かせてもらっています

ように、大きな目的としましては、上質な米原市ブランドの確立でありますとか、都市間競

争力の向上というような、やや抽象的な表現になっております。この部分を含めて、どうい

った視点でこの評価を持つのかというふうなことも、マーケティングの手法の中で、今後議

論をしていきたいというふうに思っています。 

○松﨑淳副委員長 

  先ほど総務部所管のところで、情報公開のことに関して聞きまして、全体のフローとして、

情報公開を定めていくということであったが、特にそれがもう一段階降りてきた段階で、ウ

ェブだとか広報紙とかにもっと積極的に公開していってもらいたいという思いがあって、そ

こら辺について、例えば、今ホームページで部課別まで深く入らないと、委員会の情報が見

られないとか、イベントの情報が載せていなかったりとか、もっと積極的に情報公開という

のを進めていっていただきたいという思いがあるが、その点について、お考えをお聞かせく

ださい。 

○安田広報秘書課長補佐 

今ほど御指摘いただきました、広報紙また複数の媒体を含めた形の情報提供のあり方とい

うところも含めてだと思っておりますけれども、おっしゃるとおり、特にウェブサイトにつ

きましては、情報の過不足があるというような認識にはおります。ただ、当然、広報秘書課

のほうには、各種媒体に掲載する情報ということで、こちらのほうにも、市内、職場内の情

報がございますので、当然市として発信すべきということで、各担当課のほうには要請して

おりますけれども、まだまだ不十分な点がございます。この後、機構改革等々も今のところ

予定されておりますので、今ほどのページのたどり方につきましても、部署なりが変更され

る中で、全てのコンテンツ改めて見直しまして、過不足であったりとか、古い情報の整理、

また不足している情報の追加等の指示するように、今調査まとめておりますので、今後なお

一層情報の発信には注力していきたいと考えております。 

○的場收治委員 

  水源の里の推進事業だが、毎年のようにシティセールスであったり、米原市ブランドという

ような言葉が、毎年のように出てきておりまして、今さらシティセールスプラン検討有識者

会議を今さら設置かというふうに思うが、この言葉が出てきてから、数年前からこの言葉が
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出てきておりまして、昨年度もイメージづくりのためのアンケートを作成されたりだとか、

プレスツアーを企画されて、プレスに発信してもらったりとか、いろんなことをやっておら

れて、その結果シティセールスプランの検討有識者会議ということだと思うが、それにして

も、遅々として進んでいないと、中身の具体的なことは詳しくわからないが、同じような言

葉が出てくるので、その辺のイメージづくり推進事業というのは前々からやられているので、

今現段階でどの辺まで来ているというふうに思われるか。 

○川瀬政策調整課長補佐 

  イメージづくりでありましたり、ブランディングというブランドづくりの部分ですが、これ

までから、市としても取り組んできたところでございます。とりわけ、水源の里振興の中で

も、一つは水源の里米原というふうなイメージというふうなものをつくるために、これまで

５年間を取り組んできたというふうなことだと思います。先に提言いただきました中でも、

もう少し水源の里振興の取組の延長上には、定住化対策という問題であったり、起業とか働

く場所であったり、もう少し大きな概念で見たときに、水源の里振興だけでなく、もう少し

米原市の魅力みたいなものを発信する中で、それを補完するイメージというふうなものをつ

くっていけないかというふうなことが、提言の趣旨だったと思います。その辺を含め合わせ

まして、もう少しマクロな視点から、米原市のイメージが発信できるような戦略というふう

なものが必要ではないかというふうに思っておりまして、今回計画に、そういった部分を含

めて盛り込んでいけたらというふうに考えております。 

○的場收治委員 

  そういうことで、戦略的に外に向かっても、いろんなことをやられていくというようなこと

は重々わかって、これからもやっていただきたいというのは思うが、この提言書にもありま

すように、住んでいて誇りが持てる地域づくりであったり、今住んでいる人が、本当にこれ

からも安心で、安全で、暮らしていける地域づくり、そういうことが目的だったと思う。そ

この大前提を基本として、今後もやっていただきたい。 

○山本克巳委員 

  委員会資料の６ページの新規就農希望者等育成支援ネットワーク推進事業だが、読めば読む

ほど、すごい魅力あるあれかと思う。事業費も 40 万円で本当にいいのかと思ったりするが、

その中で、私も田んぼも畑もありまして、最近よくそっちのほうにも出かけているが、荒れ

た田んぼそのまま、ここに耕作放棄地というのか、ほったらかしになっているところとか、

たくさん見かけます。ここで、こういう事業で、就農希望者、移住希望者、そしてここに女

性、右下に書いていますけど、とりわけ就農希望する女性を積極的に受け入れることでとア

ンダーラインが入っていますけど、具体的に何かここの就農を希望する、男性・女性なかな

か、それだけでも来る人というのは、なかなかそっちのほうに目を向いてくれる人ないと思

うが、ここに女性を積極的に書いていますけど、その辺の何か目的とか、それについての手
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段というか、魅力的なもの何かイメージされているのか、お聞きしたい。 

○川瀬政策調整課長補佐 

  女性の就農希望者については、女性に限らず、若者の就農希望者というふうなものにつきま

しては、ある調査によりますと、平成 18年から昨年までの間で、ほぼ倍くらい数が増えてき

ているというふうな調査もございます。そういった中で、女性については、マスコミ等でも

さまざまな形で報道されていますが、農ギャルと言われる方々であったりとか、秋田のほう

でさまざまな農業品で特産品６次産業化をするというふうな、そういった取り組みをされて

いる女性なんかも非常にクローズアップされているわけでございますが、そういった女性の

方々の本市に対する問い合わせなんかも、年間数件ございます。そういった皆さん方に、い

かにして、この地域で農業との出会いであったり、また人との出会いというふうなものをつ

くっていけるかというふうなことが、今後の持続可能な農業のあり方というふうなものを考

える中で、非常に重要ではないかというふうに考えております。今回ネットワークを構築す

る中で、女性と就農希望者への農業の実践的な学びを提供する中で、地域の方々、また地元

の若者農業者との出会いの場を提供していきたいと考えています。 

○山本克巳委員 

  ということは、実際に今まで女性からも問い合わせとか、そういった就農したいという兆候

があっての上で、こういった事業を考えられたということか。  

○川瀬政策調整課長補佐 

  そんなに女性がというよりも、若者の就農希望というのは非常に、とりわけ震災以降、特に

顕著に見えているというふうな状況ですし、また、その中にも女性は数人含まれております

し、また、米原市にある特産品をいかに加工して、次の特産品につくり直す、新たな特産品

をつくりたいというふうな、そういった希望を持つ女性もいらっしゃいます。そういうふう

な状況でございます。 

○山本克巳委員 

  確かに私もフェイスブックとかやっていると、すごい興味を持たれている方は、若い方たく

さんおられるという感じは持っている。ここにある真ん中の就農希望者の育成支援ネットワ

ークというので、営農さんとかの協力を得てだと思うが、その辺が、既にコンタクトをとっ

て、そういう話に持っていかれているのか。そして、またワークショップみたいなものを設

けたりとか、その辺特に米原市も田畑がたくさんあるので、これ軽く 40万円くらいで、今回

はこれくらいなのかと、それ以上のことはわからないが、これから大事にしていかなあかん

事業ではないかなと思うので、その辺のきちっと最後の最後までアフターフォローを含めて、

それの最初の出だしいかんで、これから全然変わってくると思うので、よければまた予算を

上げればいいと思うが、その辺どうか。 

○川瀬政策調整課長補佐 
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  非常に重要な取り組みになってくるかなと思っています。米原市水源の里として、豊富な水

資源でありますとか、また自然環境があるわけでして、これも重要な米原市の資産であると

いうふうに思っております。それを活かす方々を積極的に招き入れたり、出会いをつくると

いうふうなことに、今後の可能性というふうなものを考えまして、この事業の推進をしてい

きたいというふうに思っております。 

○山本克巳委員 

  私もこういう立場になってから、米原市にこんなのがあったんやなとか、情けない話で今ご

ろ気づくことがたくさんあります。もちろん、水はきれいな水があるというのもわかってい

ましたけれども、それ以外にいろんな事業をやられている方もおられますし、そういった方、

よくよくたどっていくと、他府県から来てやられている方も多数おられて、自分の回りのそ

ういった輝くことが、全然気がついていないのかと思うところもあるし、十分そこを引き出

して、これはいい事業と思うのでよろしくお願いしたい。 

○滝本善之委員長 

  今の中で、確かに若者やら女性の方が農業に入っていく、それは何も構わない。ただ、営農

組合とか、そういう形の中では、人は非常に雇うのは難しいというのは御存知だと思う。み

んなで農業を営んでいる間は、そういう形で、給与を補償しなければならないという問題が

出てくるので、それはきちっと理解した上で、やはり、法人化したことによって、その人が

中心になって、その組合なり法人組合を引っ張っていくくらいの能力をもって、未来をやっ

ていくと。その方にはきちっとした給料を払うと。そうでないと難しい。それから、やはり

農業だけでは大変だから、今６次産業化と出ています。それは、生産から販売までの一貫し

たいろんな形をやっていく、そういうものを冬場どう取り入れていくかというのは、ここに

入ってくる。その中で、若者やら女性がはじめて活躍していくのではないかと思うので、や

はり法人化事業をどういう形で推進していくのか。ここは、産業建設でないからいいですけ

ど、ただ水源の里の中で、そういう問題を取り上げられたのであれば、そういうこともきち

っと理解した上で、話をしていただければありがたいと思う。  

○松﨑淳副委員長 

  ホタルンの着ぐるみが、新らしくなりましたが、評判はいかがか。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  ホタルンの着ぐるみを作りましたあとは、かわいいという意見が一番多かったですが、当時

イメージキャラクターを決定するに当たりまして、ホタルン自体が子どもでずっとぬいぐる

みのままであるというようなイメージを持っていらっしゃる方からは、大きくなったことに

対する批判の声もいただきましたが、多くは歓迎の言葉が多いです。 

○松﨑淳副委員長 

  私個人の思いとしては、ちょっとグロテスクかと思っているが、今後さらにイメージをよく
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していくためには、活性化ということで、代表質問の中でも、結婚式に例えば出向いたりと

かということで、活用方法を提案されていましたが、ふなっしー対抗とかいうくらいまで、

高いレベルで目標設定して、お父さんお母さんのイメージアップについて、具体的に何か戦

略的なものを考えているか。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  戦略とまでは今のところいっておりませんが、せっかく作らせていただきましたので、いろ

んなイベントで紹介をしていって、米原市をアピールしたいということで考えています。ま

た、今後のシティセールスプランを作成する中でも、そういう対応も話し合えるのではない

かということで考えています。 

○滝本善之委員長 

  今イメージキャラクターの話が出たけど、その地域でも作ろうとしているところ、伊吹生産

組合。白イノシシを 60万円くらいかかる、熊本か。あそこで作るとかいう話、もう近々４月

にでき上がるのではないか。そういう形で、その地域のイメージキャラクターも作りながら、

白イノシシは伊吹山、武尊（タケルノミコト）、それをイメージしながら、伊夫岐神社をイ

メージしながら、伊吹地域全体の形にも使ってもらったらどうかという形で、生産組合が中

心になってやってかれる。それは、それなりに地域としてがんばっていく、そういうのをあ

なたがたもアイデアをもっとどんどん入れてあげて応援してあげるとか、そういう形は、恐

らくお田植祭が４月 29日にあるので、それまでには発表すると思うが、そういう形でみんな

が、地域も努力している以上は、だから、地域担当職員制度、今はないけど、とりあえずそ

ういう形で進みながら、また提案してくると思うので、そういうのに対してどんどんどんど

んアドバイスをしていっていただくことが、私は地域の活性化につながるのではないかと思

うので、大いに頑張っていただきたいと思う。 

○澤井明美委員 

  まいばら協働事業提案制度だが、これは 26年度以降、27年度もやられるのか。  

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  現状では、このまま継続さしていただく予定です。 

○澤井明美委員 

  女性の会も男女共同参画の視点で、イクメン、育児で若い世代のお母さんを助ける意味で、

イクメン、育児のそういうことを提案させていただいたのですが、規模が大きい方が取り上

げられてもらいやすいのかと思うが、中身的なものか。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  事業の採択に当たりましては、審査会を設けておりますので、審査会で審議していただいて

おります。ただ、今御質問の規模がどうのこうのということは、特に考えておりません。米

原市にとって必要なものかどうかということで、判断をさせていただいておりますが、ただ、
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提案いただいている内容が担当課と十分協議ができていなくて熟度が足りないとか、そうい

う場合には、翌年度またチャレンジしてくださいという意味もありまして、遠慮いただくと

いうこともあります。ただ、それが協働事業にふさわしくないということで、落としている

わけではありませんので、その辺御理解いただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

議案として入っている部分で提案をされたのですから、その答えが返ったのですから、そ

れ以上議論はやめてほしい。 

○山本克巳委員 

  さっきの松﨑淳委員のつけ足しみたいなことだが、ホタルンの話だが、著作権とか、その辺

の法的なものに、あとから問題が出ないように、きちっとされておいたほうがいいと思う。

というのは、彦根市のヒコニャンというのは、非常に言葉悪いが、扱いにくいキャラクター

で、例えば、事業者の何かの車にラッピングするなり、非常に法的にクリアしなければなら

ない足かせがたくさんあって、私は失敗かと思う。せっかく人気があるのだが、ただホタル

ンもどこでうけてくるかわからないので、本当にうけてきたら、それこそ、損するか得する

かの話である。その辺りをきちっと探っているのか、その点だけ。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  今御心配いただいている点につきましては、担当課のほうも十分理解しておりまして、著作

権があるものにつきましては自由に使っていただけないということで、こちらのほうも、表

立って自由に使える素材としては提供していませんし、着ぐるみをつくる際にも、これが大

丈夫だということでさせていただいておりますので、今のところは、その辺も十分慎重に対

応していただいているつもりです。 

○的場收治委員 

  空き家対策をしっかり条例制定しながらやっていくということで、それは本当にぜひ進めて

いただきたいというふに思うが、その中で実務を実際やっていくということになると、非常

に大変で、その辺のところを民間が主体の中間支援組織を育成するということだが、今年度

は 25万 8,000円で、委員の報酬だけの予算計上だけだが、実際こういった民間を活用した組

織を育成していくということであれば、この辺の支援に対して、金額的にもある程度支援を

して、本来なら行政がそこの調整部分もやらなければならないのかもわかりませんけれども、

民間主体でやっていくということなので、確かに民間主体でいいと思うが、その辺の考え方、

今後の考え方を教えてほしい。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  今の御質問につきましてですが、空き家対策総合支援事業としまして、現在、緊急雇用の事

業で民間の組織を立ち上げていただいております。そちらのほうで、現在支援をしておりま

すので、そのあとにつきましては、平成 26年度中に考えていきたいと思いますので、現状は
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そういうことで御理解いただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  それでは、だいたい質疑も出尽くしたと思いますので、ここで議案第 14号につきましては、

審議を打ち切らさせていただきます。 

 

議案第 27号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定について 

＜政策調整課＞ 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 27 号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定につい

てを議題といたします。説明を求めます。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  それでは、議案第 27号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定について

御説明いたします。本市では、協働のまちづくり推進のために、先ほども御説明しましたが、

平成 24年度からまいばら協働事業提案制度を実施しています。この制度は要綱に基づく審査

委員会を設けて、審査、事業の採択から、実績までを審査をお願いしています。今回、任意

の委員会から付属機関として委員会とするため、本条例案の制定をお願いするものです。 

議案書の条例案をごらんください。第１条では、設置について記載しており、第２条では

所掌事務、あと第３条から７条までの構成で、それぞれ委員の人数、あるいは委員の任期、

会議の運営、委任規定等を定めています。なお、附則において、施行期日を平成 26年４月１

日とし、委嘱または任命後初めて開かれる会議は、市長が招集すると規定しています。 

○滝本善之委員長 

  それでは、議案第 27号について、質疑を行います。質疑はありますか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  質疑もないようですので、議案第 27号の質疑を終結いたします。 

 

議案第 28 号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会条例の制

定について                        ＜政策調整課＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第 28号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会条例の制

定についてを議題といたします。説明を求めます。 

○山田市長直轄次長（政策調整課長） 

  議案第 28号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会条例の制

定について御説明いたします。この検討委員会は先ほどもお話に出ていましたので、背景等
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の説明はさせていただきませんが、条文の構成としましては、第１条では設置規定を、第２

条では所掌事務を、第３条では組織について委員を 10人以内としています。第４条では諮問

から答申までの期間とさせていただき、その他会議の運営等７条構成で定めています。なお、

附則において、施行期日を平成 26年４月１日からとしています。 

○滝本善之委員長 

  ただいま議案第 28号の説明が終わりました。質疑を開始いたします。質疑はございません

か。 

○松﨑淳副委員長 

  委員の数が 10 人となっていますが、今時点で検討されている具体的な組織とか、そういう

のはあるか。 

○山田政策調整課次長 

  現状では、学識経験者と言われる先生方も当然入っていただくつもりですし、今回は不動産

業者あるいは司法書士等の方も入っていただけないかなと思っております。  

○松﨑淳副委員長 

  地元区とか、そういったものは、地域は入っていますか。 

○山田政策調整課次長 

  申しわけありません。説明が不十分でした。区長会の代表、あるいは市民の方からの代表も

入れたいと考えております。 

○滝本善之委員長 

  そのほかございませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

ないようですので、これで質疑を打ち切らせていただきます。 

  それでは、暫時休憩をいたします。25分まで休憩いたします。 

 

（暫時休憩：午後３時 15分～午後３時 24分まで) 

 

【市民部】 

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、市民部の所管に属する事

項                       ＜防災危機管理課・税務課＞ 

○滝本善之委員長 

  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。市民部 議案第４号 平成 25年度米

原市一般会計補正予算（第 10号）中、市民部の所管に属する事項について、説明を求めます。 

○膽吹市民部長 
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  御苦労さまでございます。議案第４号 平成 25 年度補正予算ですが、お手元の議案書によ

り御説明しますが、平成 26年度の一般会計予算につきましては、今日お手元にお配りした資

料等あわせまして、主要事業説明書により関係各課長より御説明します。 

○滝本善之委員長 

  申し上げておきますが、各部に言ってますが、簡潔・明瞭に御答弁をお願いしたい。文章を

だらだら読んでもらっても意味がないので、自分がこれとこれは大事やから、これについて

は説明しますという形で結構ですから、そのぐらい簡潔・明瞭でも結構ですから、きちっと

わかりやすく説明を求めます。それではお願いします。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

   防災危機管理課の所管に関する事項につきまして説明します。予算書の 21・22ページをお

開きください。歳出ですが、２款総務費・１項総務管理費・６目企画費において、負担金補

助及び交付金の減額補正をお願いするものです。これは、路線バスの老朽化により、事業者

の湖国バスがバスを更新したことに対する補助ですが、実施による残を減額するものです。 

次に予算書、31・32ページをお開きください。９款・１項消防費におきまして、消防関連

の補正です。１目常備消防費の湖北地域消防組合への負担金の増につきましては、高速道路

での事故による消防本部救急隊の出動に係る負担金の増額でありまして、高速道路の管理者

が、米原市、長浜市それぞれの自治体を通して支払っているものです。今回、高速道路の管

理者から米原市へ支払われる、今年度分の支弁金額が決まりましたので、補正をお願いしま

す。２目非常備消防費では、消防団員退職報償金の減ですが、退団員数の実数によるもので

す。旅費の費用弁償は、消防団員の出動手当でして、火災による出動件数が増えたためです。

３目消防施設費の備品購入費では、小型動力ポンプ５台と積載車２台の更新に係る執行残で

す。 

  次に、歳入についてですが、17・18 ページをお開きください。19款諸収入の雑入のうち８

節消防費雑入として、消防団員退職報償受入金においては、消防団員等公務災害補償等共済

基金、いわゆる消防基金からの受入金を、退職報償金の減額に合わせて減額するものです。

高速道路支弁金は、高速道路管理者から支払われる増額分です。 

○滝本善之委員長 

  議案第４号について、説明がこれで終わったんやね。税務課があるんやね。 

○礒谷税務課長 

  税務課が所管します補正予算を説明します。21・22ページをお開きください。２款総務費・

２項徴税費の委託料に係ります標準宅地鑑定評価業務委託料の減額です。これは入札に伴い

ます執行残が発生しましたことから、不用額を減額するものです。 

次に歳入です。11・12 ページをお開きください。１項市民税の法人分の現年課税分です。

これの増額補正をしました。当初予算においては、景気の動向等を勘案し、前年比マイナス



 

70 

 

を見込んでいましたが、予算を上回る収入が見込まれましたので増額補正をします。２節の

滞納分の増額についても、収入実績による補正を行います。 

次に市税のたばこ税の補正です。増額補正をしました。現在健康志向の観点と販売数量が

減少していることもありまして、当初 10％減を当初予算で見込みましたが、予想に反しまし

て５％程度の減少にとどまることから、増額補正をするものです。 

○滝本善之委員長 

  市民部の議案第４号について説明が終わりました。ただ今より質疑を開始いたします。質疑

はございませんか。 

○前川明委員 

  12 ページの法人税の関係で、当初予算よりかなりの増額ということで、どういった事業と

か、どういった種類かわかりますか。増えた要因は。  

○礒谷税務課長 

  業種までの分析はできておりませんけれども、実質当初予算よりも 500万円以上の差が見込

まれました企業が９者あります。それで、その９者につきましての増額補正をさせていただ

いたということでございますけれども、その９者につきましては、製造業もありますし、観

光業者等の企業がありまして、一概に詳細に分析はさしていただいていないのが現状です。 

○前川明委員 

  これは、うれしい見込み違いといいますか、かなりの増額でありますので、是非とも、こう

いった増額で、次年度についても、かなりの予算を見込まれておりますし、その中で、その

下の滞納繰越分という部分があるが、いつからの滞納を計上されているのか。 

○礒谷税務課長 

  何年度分がいくら入ったかまで、手持ちの書類を持ち合せていません。申しわけありません。  

○滝本善之委員長 

  それは、資料を提出してください。委員会はやっていますので。先ほどの法人税の会社、ど

ういう形で、種類別にどうなっているのか。なぜかいうたら、今後米原市も予算設定すると

きには、どういう企業がプラスで、どういう企業がマイナスになるとか、分析されると思う。

だから、そのためには、今現実にどういう企業が法人税が上がっているのかとか、そういう

のも必要だし、過年度分についても、どういう形で取られてこられたのか、その基準がどこ

におかれているのか、過年度分が。例えば、ゼロに過年度分回収するようになっていたのが、

40万円増えたのか。それとも、150万円にしていたのが、190万円になったのかとか、その設

定基準もあると思う。その辺をきちっと、今持っておられないのであれば、本来は持って来

てほしかったが、仕方ないので、後々出していただきたい。 

○膽吹市民部長 

  今の件につきましては、業種別ということで、個人というか法人名税別でなくてもよろしい
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ということでよろしいですか。 

○滝本善之委員長 

  業種別でだいたいわかりますので、どういう傾向を見たいということですから。 

  そのほかございませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  それでは、審議も尽くされたようですので、これにて、議案第４号 平成 25年度米原市一

般会計補正予算（第 10号）中、市民部の所管に属する事項についての質疑を打ち切りいたし

ます。 

 

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、市民部の所管に属する事項 

                     ＜防災危機管理課・税務課・収納対策課＞ 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、市民部の所管に属する事項

を議題といたします。説明を求めます。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  それでは、平成 26年度予算について説明します。市民部防災危機管理課所管にかかる事項

です。まず、配布しております委員会説明資料より説明させていただきます。災害に強いま

ちづくり①というものです。自主防災組織の強化につきましては、自主防災組織活動の熱意

に格差があることや役員交代で活動が広がらないということから、自治会での防災意識を高

めていただくために、自主防災組織の強化を図ります。備えるでは、自治会で災害時に必要

となる資機材の備えについて、補助をします。学び合うでは、リーダーとなる人の養成とし

て、講演会やリーダー養成講座などを開催します。５月 18日には地域防災リーダーとして活

躍されている方の講演会を予定しています。話し合うでは、日頃の備えや危険個所の点検、

あるいは避難の仕方や要援護者への対応などを地域の方で話し合っていただくために、地域

に出向いていきます。地域担当者制度の活用もその一つです。次に災害に強いまちづくり②

の防災行政無線再整備の検討につきましては、４町合併で、それぞれ違った機種をまとめて

操作できるようにしていましたが、既に山東地域では 24年経過しているなど、機器の老朽化

が著しくなっていることなどにより、26 年度は防災行政無線の再整備について検討を進めま

す。内容は、国が進めているデジタル化を基本に、米原市の特性に合った手段の検討や戸別

受信機のあり方などを検討し、27 年度には再整備事業のプロポーザルができるよう基礎資料

をつくります。次に、災害に強いまちづくり③の総合防災訓練の実施につきましては、26 年

度は 10月５日に伊吹第一グランド周辺を会場として開催します。今回の訓練では、孤立対策

を中心に、さまざまな実践や訓練を行います。また、ここには書いていませんが、伊吹地域
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の全自治会と連携した同時訓練を予定しており、区長さんにも防災訓練の同時開催を検討し

ていただくようお願いしています。以上が、資料の説明です。 

   次に平成 26年度主要事業説明書により説明をさせていただきます。説明書の 22ページを

お開きください。まず、公共交通対策事業につきましては、財源の県支出金は、コミュニテ

ィバス・タクシーの運行補助金です。繰入金は、米原ガンバレ！ふるさと応援寄付金基金か

らの繰入金です。諸収入は、ＪＲ醒ヶ井駅、柏原駅での乗車券販売手数料です。事業内容で

すが、まず、市内を走る６路線のコミュニティバス運行対策費補助金として、運行経費の赤

字分を、事業者の湖国バスに対して補助します。また、老朽化した広域路線バスの更新に対

して、バスの購入費用を補助します。 

次に、まいちゃん号・カモン号の乗合タクシーの運行によるコミュニティタクシー運行対

策費として、運行経費の赤字分を近江タクシーに対して補助します。次に、ＪＲ柏原駅及び

醒ヶ井駅での乗車券類の販売業務をシルバー人材センターに委託します。さらに、長浜市と

ともに、湖北地域の鉄道の利便性と鉄道を活かした地域振興・活性化を図るための協議会、

鉄道を活かした湖北地域振興協議会において、26年度は、新幹線開業 50周年に当たることか

ら、各種記念事業経費と、今後の北びわこエリアの活性化を検討する委員会の設置運営に係

る経費として、255万円を計上しています。 

次に、交通安全対策事業につきましては、高齢者の交通安全対策と、交通安全協会への補

助金に充てております。市内の事業所から出していただいている交通指導員や、自治会から

出ていただいている交通安全推進員により、街頭啓発等の交通安全運動を推進します。また、

活動団体である安全協会や交通対策協議会、安全運転管理者協会への補助を行います。 

次に、23ページの防犯対策事業ですが、市内の防犯啓発活動を進める米原市防犯自治会や

地域の安全を守っていただいている防犯パトロール隊に補助を行います。また、防犯灯の設

置・維持管理や、自治会が管理する防犯灯の設置に対し補助を行います。26 年度は、自治会

への補助としてＬＥＤ化 316基分を、また市が設置する防犯灯は９基を整備します。 

次に、湖北地域消防組合事業では、常備消防に係る経費です。諸収入は、高速道路への救

急隊出動支弁金です。 

次に、市消防団事業では、諸収入は、消防基金からの消防団員退職報償受入金と公務災害

補償受入金等です。この事業は、消防団員の処遇に係る経費でして、団員の報酬や退職報償

金や、出動手当である出動費用弁償のほか、各分団の活動やポンプ操法訓練等の活動補助金、

また、団員の基礎教育や研修等を担っている消防協会米原支部への補助を行います。さらに、

団員の活動服や装備品の購入、さらに団員の災害補償共済や退職報償または福祉共済の掛け

金を負担しております。 

次に、消防施設維持管理事業では、消防車両の維持管理や消防ホース等の交換を行います。

また、消火栓の新設改良工事に係る費用を負担します。 
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次に、消防施設整備事業では、財源の起債は合併特例債です。この事業は、おおむね 20年

を経過した老朽化した消防車両や小型動力ポンプの更新事業です。26 年度は、小型ポンプ５

台と積載車２台を購入します。また、あわせて安全中継金具 60個を配備します。 

次に、災害対策事業としまして、国庫支出金では、自治会避難所の耐震改修工事に係る補

助金です。内容ですが、防災行政無線に係る経費ですが、山東地域区、米原・近江地区、伊

吹地域の３通りのシステムによる維持管理をはじめ、屋外拡声器の改善やバッテリー交換な

どの修繕、また戸別受信機故障による交換費用等をみております。また、備蓄計画に基づき

まして、備蓄資材の整備と備蓄コンテナ倉庫の設置を行います。備蓄物資は、保存食・飲料

水・毛布・カセットコンロ・その他避難所マットやテント等、全部で 21品目を備えます。コ

ンテナの倉庫は、大型が３台で、伊吹小学校と米原中に２台、小型は甲津原・曲谷・河内・

上丹生に各１基置きます。また、補助金として、各自治会への消防防災施設機器の購入に対

する補助と、自治会避難所の耐震改修に対する補助金として、1件、宇賀野区の会館を予定し

ています。以上、主要事業の説明です。 

ゼロ予算事業として、未来へつなぐ職員力事業ですが、7 ページをご覧ください。原子力

防災事業としまして、市民の方が、よく分からないまま恐れるのではなく、正しく原子力災

害を理解していただき、正しい知識と有事の際に適切な行動がとれる訓練を通しまして、市

民の方の防災意識を高めていただこうというものです。 

○礒谷税務課長 

  税務課所管の事業説明をします。24 ページです。まず、税政総務管理事業です。これは、

税務事務の一般経費で、主なものとしては、繁忙期におきます雇用の臨時職員の賃金、その

他消耗品、各種協議会負担金等です。 

次に、賦課徴収事業です。市税の賦課等に係る経費で、主なものは納税通知書等の郵送料、

電算処理料、諸用紙の印刷費並びに過年度還付金などです。 

続いて歳入です。26ページの市税収入内訳をごらんください。まず市民税です。25年の現

計予算と比較して 1.0％の減収を見込んでいます。26 年度の住民税といいますと、25 年の給

与の額に基づきまして課税を行うもので、県の総務部統計課が行っておられます調査におき

ましても、24 年中の平均賃金より 25 年度の１月から 10 月までの平均給与なんですが、それ

を見て比較すると下がっているというデータもありましたし、そういった意味で給与所得は

伸び悩むのではないかという形で積算もしています。次に法人分です。これは基本的には、

25 年度の補正後も現計予算と同程度の税収ということで見込んでおり、過去の事業実績等も

踏まえました結果 0.8％の増収という形で計上しています。次に、固定資産税です。現計予算

と比べ 0.1％の増額と見込んでおり、土地の税制改正による上昇分と、家屋の新増築分等によ

る増加もあるということで見込んでいます。 

次に、軽自動車税以下の諸税については、25年度の収入見込み額等から伸び率等を考慮し、
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それぞれ若干の増額または減額という形で計上しまして、予算総額 60億 9,600万円という形

での予算計上をしました。 

○吉田収納対策課長 

  収納対策課所管の事業説明をします。27 ページの上段をごらんください。市税、国民健康

保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、水道料金、下水道使用料、下水道受

益者負担金の過年度分の滞納につきまして、徹底した収納管理、そして納付の折衝を行ない

ますということです。主な経費としましては、口座振替の通知書なり催告書、督促状の発送

経費、そして滞納整理につきましては滞納対策事務経費としまして、印紙代、郵送代、そし

て不動産の鑑定等委託料、インターネット公売経費等、ここに掲載しています経費により事

業を進めることとしています。 

○滝本善之委員長 

  議案第 14号の説明が終わりました。ただいまより質疑に入ります。御質疑はございません

か。 

○松﨑淳副委員長 

  22ページの鉄道を活かした 50周年イベント、長浜市と組むとのことだが、長浜市は新幹線

関係ないので、米原独自で何かやられることはありますか。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  米原駅の新幹線 50周年記念事業でございますけれども、米原市が中心となってやるわけで

すが、基本的な考え方ですが、まず記念式典がございます。そして、子供たちによる絵画の

コンクールの表彰式、また、いろいろと子供たちを中心としたアトラクション、また映像で

見る鉄道の 50年というような形で、さらに、鉄道総研の高速試験車の特別公開ということも

考えております。また、それに合わせまして、米原の曳山祭りのＰＲ、それに合わせていろ

んな店舗の出店等も含めて考えております。費用としましては、主にＰＲのチラシの費用で

ございます。 

○松﨑淳副委員長 

  総研のところ公開すると、例年、曳山の時期にやられているのとは別にやられるのか。それ

とも同じとこに合わせて、今回は特別に大きくやられるのか、どちらか。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  今までやっておられたやつをやるのですが、もう少しイベント等合わせて大きくやりたいと

いうふうに思っております。 

○松﨑淳副委員長 

  せっかく、東海道新幹線のイベントということなので、ＪＲ東海が恐らく絡んでくると思う

が、在来線の部分もＪＲ東海管轄ということで、せっかくですので、米原とＪＲ東海が、も

うちょっと近づくきっかけづくりになると思うので、連携を密にして進めていってほしい。 
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○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  そのように対応させていただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  基本的に、新幹線 50 周年、本来は、ＪＲ東海が基本的にやって市が応援する形が、本来の

姿と私はそう思っている。ＪＲ東海、何も今まで米原市にとって、プラスになったことほと

んどない。マイナス材料はあっても。特に、自由通路にしても、市の土地であっても、下が

東海だから使ったらいけないとか、そんなことばかりやってきて、この 50周年だけは、そう

いうやつだけは、お前のところでやれと、わしのところは銭出さんけど金は儲けると、人集

まったら、という考え方だけに。だから、いつも、ＪＲ東海との交渉の仕方が問題あるので

はないかと、ずっと言い続けて、あの自由通路の問題もあった。今回もまた、米原市が中心

になってやっていくということで、ＪＲ東海にどのような協力をさすのか。その辺は話をさ

れたのか、次長。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  実際ＪＲ東海さんは、委員長がおっしゃるようなことで、かなり、勝手にやってくださいと

いう思いもあるわけなんでございますけれども、それは・・・。 

○滝本善之委員長 

  イベントやることに対しては、やったらいいと思う。50 周年ということでなしに、米原市

の駅前のまちづくりの中で、ちょうど 50周年になるので、そこで何かイベントをやって、市

民をたくさん集めて、活性化をしていきたいというけど、あくまで、50 周年記念事業でやる

となってしまっているので、それやったら、東海をもっと巻き込みなさいよと言わざる得な

い。その辺を精査しながら、本来の姿の中で、255万円も使うのか、そのうち何ぼか知らんけ

ど（久保田市民部次長（防災危機管理課長）より 125万円と発言あり）。125万円、約半分を

使うのだから、100万円と簡単に言うけど、簡単にお金儲かるものではないので、そういうと

ころはきちっと市民にも理解できる説明をしないと、結局自由通路に絵を貼ったり、どこで

発表会するとか、総研でするとしても、総研はあくまでも総研ですから、外でするとしても

雨が降ったらできないし。いろんなことを考えながら、やはり、お金は大切に使ってもらい

たい。50 年だから、一生懸命市税を使って、これやったって、やらんかって、何も変わらな

いと思う、正直言うたら。そんなに活性化にもならないし、人は集まってこないし、子供は

来るかもわからんけど。だから、夢があるような形をつくってほしいなと、今副委員長の発

言の中で思った。その辺、皆さんどういう夢を、米原市の新幹線駅、特に北陸新幹線は市長

も、持ってこなあかんのやとおっしゃている、そのためには、あそこに降りてもらわなあか

ん。そのための施設をどうやってつくっていくのか、いろんなこともあるので、ほんまに活

きた金を、せっかくやったら使ってほしいと思うが、次長、部長でも結構ですが、どう思わ

れますか。  
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○膽吹市民部長 

  今回のイベントにつきましては、持ちかけてきたのは、行政側のほうからの働きかけという

ところで、この米原駅というのは非常に湖北圏域、あるいは滋賀県でも、もちろん新幹線そ

のもの自体は、ここで止まるというところでありますけども、一体的に市の米原駅の注目を

内外ともに、させていきたいという思惑があります。長浜も、ここに、ともにと書いていま

すけども、どちらかと言うと、米原が長浜を巻き込んでやっていきたいというような思いで

ございますので、意気込みとしては、この思いを酌み取っていただければと思います。  

○滝本善之委員長 

  米原が長浜を巻き込むと、そんなん無理ですわ。行政区は、あくまで米原なので、そんなと

ころへ長浜に、一緒にやりましょうと、お金をどんと投資してくれたらありがたいけど、そ

ういうことはあまり期待しない。やるんやったら、どうしてやったらいいか。例えば、市長

は公約の中で、この米原駅をアジアの玄関口にしていきたい、そのためには何をしていくの

かと。50 周年の中で、そういう取り組みをしながら、外からいう誘客をするとか、そういう

いろんな工夫がないと、何にもなしで、ただ、お金を使うだけでは、私は気になっている。

使う以上は、これは生きた金にしてほしい。市長、その辺はお願いします。 

○平尾市長 

  今ほど、滝本善之委員長の御指摘を受けているとおりでありまして、昭和 39年から 50年経

ったんですよ。ところが、米原駅周辺は、本当に恥ずかしいというべきか、我々の力不足と

いうべきか、何の変化もないまま、新幹線が走っているという状態。むしろ、私は、これは

逆手に取って、50 年間かかってこの実態であるということをつぶさに見せていこうと思って

います。その中で、あとから全体の議論の中にありますけども、いわゆる東口の２ヘクター

ルの県有地、これも含めて、滋賀県はどういうふうな意志を持っているのか。そして、鉄道

事業者である本来のＪＲ東海、あるいはＪＲ西日本も近江鉄道も、米原駅にどのような関わ

りをしてきて、あるいは、これからどのような関わりをしていかないかんのかということを、

もちろん、来年の３月に金沢北陸会議も始まるわけですね。その点について、滋賀県は、や

やようやくというか、危機感を持ち始めて、実はこの新幹線 50周年イベントも、県の交通政

策課が、ある意味、言いだしっぺであるわけです。そういう意味で、交通政策課においても、

いわゆる北陸線の在来線のしらさぎ等が、運行停止あるいは廃止路線になってしまうかもわ

からんという危機感の中で、関西広域圏の中での滋賀県、滋賀県の中における琵琶湖東部、

琵琶湖東部における米原、ここで新幹線 50年ということを契機にして、もう一度、地域振興

なり地域開発、未来展望をどうつくっていくのか、全体のストーリーはそういうことが背景

にありますので、今おっしゃるように、私は市民の皆さんにもう一度、米原駅といいますか、

米原市の将来展望を含めて、鉄道を使って、あるいは新幹線を使って、どうすべきなのか、

また、できるのかというところを議論ができる、そういうイベントとして、背後で組みたい
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と思います。もちろん、表では、人が来る、子どもが寄って来る、歌舞伎がある、新幹線車

両・実験車両の公開があります。さまざまいろいろ出て来ると思いますけど、表の話は表の

話としてお金をかけざる得ないと思いますけど、背後で我々が勝ち取るべきは、50 年間何ら

成果を得られなかったことを、これからどのように成果を積み上げるか、そういう答えが出

せるような議論のイベントにしていきたいと思いますので、もちろん、議会の皆さんとも、

そこらあたりは、いろんな戦略も含めて議論ができる、そういうきっかけにしたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 

  やったあと、市長そこまでおっしゃるのであれば、検証したけど、結果どういう形だという

ことは、きちっと報告していただきたい、それだけお願いしたい。検証しないで、結局終わ

ってしまった、今まではそういう形が多い、イベントは。だから、今市長おっしゃったのは

検証もしながら、あとを見ながら、どうしていくかということをおっしゃいましたから、検

証した結果については、また御報告をいただければと思います。 

○前川明委員 

  22 ページの路線バス、合わせて乗り合いタクシー、まいちゃん号・カモン号だが、今 鉄

道事業の運賃については、消費税分を加算ということで、ＩＣＯＣＡ（イコカ）なんかは１

円単位で精算できるということだが、カモン号・まいちゃん号についての、今現行の料金に

ついての消費税増税分については、どのようになるのか。  

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  まいちゃん号・カモン号につきましては、もともと、料金の体系といいますか、300円でご

ざいますけども、これは、当然採算に合う金額でないのですけども、そのため、設定も確た

る積み上げで出てきたわけでないのですが、そういうことで、今回消費税につきましては考

えていないです。ただ、既にこれからこの方針がスターとしまして、10 年ほど経つわけです

けども、この合併 10年という節目でもありまして、一度、公共交通の体系の見直しも含めま

して、料金のことも今後検討をしていく必要があるというふうに考えております。 

○前川明委員 

  検討課題ということだが、いつごろ、会議が開かれるのか、予定とかあるのか。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  具体的な会議の日程等の予定はございませんけども、まず、基礎資料の収集等からしていく

予定でございます。 

○的場收治委員 

  まず、交通安全対策事業だが、今年に入ってから、市内では死亡事故が多発してまして、本

当に交通安全にもっと真剣に取り組まなければならないというふうに思うが、その中で、市

の立場でどのようなことをしていいのかというようなこともあるが、看板等消耗品が 26年度
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は、23 万円というようなことだが、危険な地域で事故が多発したり、今回死亡事故が起きた

ようなところを、看板で啓発したりするようなことも大切だと思うが、23 万円で十分いける

のか。  

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  市だけでなく、いろんな関係団体の方にもお願いしているんですけども、26 年度は交通安

全協会への補助金ですけども、例年 70万円ですけども、97万円に上げさせていただいてまし

て、この中で、さらに協会と連携しながら、交通の看板も含めて啓発活動の対策を広げてい

きたいというふうに思っています。 

○的場收治委員 

  前にもお願いなりしたことがあるが、私の地元でも、事故が多発した時期があって、そのと

きに、看板をぜひ早急に設置してほしいというような要望をしたところ、市民部へ行ったら、

それは土木のほうの建設の管轄だというようなことで、建設へ回されて、建設のほうは、私

どもと違うで、やっぱり、防災の関係、交通安全の関係は市民部のほうだと、たらい回しに

されたり、自治センターであったり、行くたびにお金がない、お金がないと言われて、私は

実感として体験しているが、人の命に関わることなので、もっと真摯に向き合っていただい

て、確かに自治体は予算至上主義で、予算がなければ何もできませんけれども、そういった

ところは、流用はおかしいですけれども、いろんなところから出してきて、すぐに対応でき

るというふうなシステムというか、そういうのは大切だと思うが、その辺副市長はどう思わ

れますか。  

○西田副市長 

  緊急、生命に関わるというものにつきましては、先ほどもありました、土木、交通関係で、

そういう 100 万円単位まではいきませんですけど、そういう看板程度といいますか、そうい

うのにありますし、また今言いました協会なり団体と、補助金出しながらの協議会がありま

すので、そういうのについて、その時点であるお金を使って、緊急に対応していきたいと思

います。 

○的場收治委員 

  いろんな事案に対して、全くできないということでなしに、いろんな角度から、早急に対応

できるように、ぜひともやっていただきたい。柔軟な対応といいますか、本当に命に関わる

ような場合は、そのような対応をぜひともしていただくように要望していきたいと思います。 

○前川明委員 

  防犯対策の関係でお伺いするが、昨今の凶悪な犯罪があって、その中で、防犯カメラがかな

り威力を発揮していて、この間の柏市でも防犯カメラで、かなり鮮明に行動を捉えたという

ことで、その中で、防犯カメラの設置については、今回、前々から要望があるが、防犯の絡

みですね、そういった絡みで、柏原・長岡・醒ヶ井駅、そういったところに設置してほしい
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というようなことがあるが、その中で、ＪＲについては、委託で今のところ有人、ある程度

時間帯によっては有人ということになっているが、そのあとについては無人化してしまうと

いうことで設置要望があるのですが、防犯の絡みでは、そういったことは対応していかなあ

かんと思うが、その考え方だけ聞きたい。防犯としてお願いします。  

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  防犯カメラの設置につきましては、米原警察署からも要望があるわけでございますけれども、

基本的に、施設管理者の方が設置していただくということでお願いをしているわけでござい

ます。駐輪場の場合、駐輪場を管理している都市計画課のほうで設置していただいておりま

す。ＪＲのほうは、ＪＲでやって、ＪＲの場合は、構内のほうだけですけども、駅前広場と

いうのは、なかなかそこまで、ＪＲもそう言っているわけでございますけれども、そこら辺

ところ、ＪＲと協議をしていかなあかんと思っております。設置できる適切な場所にも限り

がありますので、そこら辺ところいろいろと検討しながら進めていきたいと思います。 

○前川明委員 

  防犯灯の関係で、ＬＥＤ化されるということで、それに対して自治会の補助で、かなり各自

治会が弱っておられて、金額が大きいので、その補助と設置台数、そういった要綱とかはあ

るのか。 

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  防犯灯に関しましては、補助の設置要綱がございます。補助率は２分の１でございまして、

１灯当たりの最大が 12,000円でございます。 

○前川明委員 

  補助率２分の１ですが、ＬＥＤがかなり高額になっているということで、12,000 円で、本

当にいけるという見込みか。 

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  本体だけの入替えですので、12,000円でたいがい、いけていると思います。 

○的場收治委員 

  今の防犯灯の関係だが、米原市が持っている、設置している防犯灯は、確か 900くらいだっ

たと思うが、米原市のやつをＬＥＤ化されて、それによって、年間の電気代はどれくらい節

約になったか。その結果を受けての 336万円の予算計上か。 

○梶田防災危機管理課長補佐 

  軽減額、実績を見ながらということで、25 年度の実績を見ながら、計上させてもらってお

りまして、この額でいけるというふうに考えております。前回は、360万円計上させていただ

いておりまして、今回 336万円に下げさせていただいております。 

○的場收治委員 

  25年度は 396万円で、60万円ほど減っているということだが、全部ＬＥＤ化によって、そ
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の前もＬＥＤをしたわけだから、25 年度だけでやっていないから、前の電気代と比べて、ど

のくらいＬＥＤ化したことによって、電気代だけではないが、もの自体も長寿命化ＬＥＤと

いうことで長寿命化するのですが、その辺の効果が、こういうことなので、ＬＥＤ化も必要

だという説明を、しっかりとしてもらわないとあかんので、それのデータは持っておられま

せんか。 

○梶田防災危機管理課長補佐 

  データ自体は、今すぐには持っていないのですが、電気代の値上げ等もございまして、単純

に比較する材料が、なかなか難しいこともございまして、なかなかお示しできないのが状況

でございます。 

○的場收治委員 

  だいたいのところは、しっかりと所管課としては把握していないとあかんと思う。頼むわ。

もう一点、自主防災組織の強化ということで、一面にこのようにしっかりあげていただいて、

確かにこのことが必要である。さっきも体験で私話をさせていただいたが、数カ月前に春照

地先で、ハウスのぼやがありました。そのときに、隣の住民の人が的確な消化をされて、大

きな被害にあたらなかったということで、その対処された方は、実は春照区が三、四年ぶり

に訓練をされました。その訓練をしたことが、すごく活かさせたというようなことを、初期

消火に当たられた方が言われていました。まさに、そのことで、自主防災組織の強化が必要

だというようなことだと思う。105集落のうち九十いくつ、残り十何集落かがまだだと思うが、

そこの自主防災組織の設立と、さらには、自主防災組織を持っていても、組織持っているだ

けで、ほとんど活動していないところがあると。そこに対して、市としては、しっかり指導

をしてほしいということで、前も何回もやりとりさせてもらったが、105集落のうち、１カ月

に１集落が訓練したとして、10 年くらいかかりますよとか、わけのわからない答弁をされた

のですが、そんなことでなく、いろんな事例をあげながら、１年間に１回か２年間に１回か

は、せめて、訓練をやってほしいというようなことを徹底的に訴えるべきでないかと思うが、

その辺は今どのようにされているか。  

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  今おっしゃったことですけども、25年度でアンケートをとりまして、現在 99の自治会で設

置されておりまして、未設置が６自治会でございます。しかし、その中で実際に防災訓練を

されているのは、105自治会中 75自治会でございまして 71％でございます。あとの残りのと

ころにつきましては、こちらから声掛けをさせていただきまして、指導に行くなり出前講座

でも行かせていただく、そういうことで、実際市の職員が入っていきたいというふうに思い

ます。さらに、26 年度は、自主防災組織の役員さんらを集まっていただきまして、講演会は

もちろんですけども、リーダーの養成講座的なことも進めていきたいというふうに思ってお

ります。それで、いろいろと情報交換等をしていただき、防災の意識を高めていただきたい
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というふうに思っております。 

○滝本善之委員長 

  今 75 自治会が実施していると、それは、皆さんに報告をしてもらっているのか。なんで、

わかるのか。 

○梶田防災危機管理課長補佐 

  自主防災組織のほうに、アンケート調査をさせていただきまして、聞き取りなんかもさせて

いただいているのですが、きちっとした防災訓練のところもあれば、イベントの中で、例え

ば、運動会の中で消火訓練をされたりとか、そういったものも含めて、75 自治会というよう

なことでお話をさせていただきましたので、全ての自治会が本格的な防災訓練をされている

ということではございませんので、そこを御理解いただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  いつアンケートをしたのか。それは区長にしたのか。 

○梶田防災危機管理課長補佐 

  ６月でございます。 

○滝本善之委員長 

  10 月５日に防災訓練を伊吹の第１グラウンドですると、区の自主防災訓練も一緒にやりた

いという話をされました。どこまでの区の自主防災訓練を一緒にやろうと考えておられるの

か。伊吹の第１グラウンドでするのだから、春照だけを目標にされているのか、上野も、例

えば高番があるかないか知らないが、その辺のどこまでをここに入れてやろうと考えておら

れるのか。 

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  会場的に、全伊吹の自治会は無理でございますので、各自治会単位でやっていただいて、そ

れぞれの訓練をやっていただいて、それの避難訓練の情報伝達とか、そういうことで、伊吹

地区内の自治会同時にやりたいという思いでございます。各自治会においてやっていただく

ということで。 

○滝本善之委員長 

  自治会は自治会で、防災訓練をやりなさいと。自治会によって、やる訓練が違う。いろんな

形がある。自主防災の隊長によって。マニュアルは、何か報告をしなさいとか前にありまし

た。自主的にどういう形で考えておられるのかわからない。なんで言うたら、私自主防災の

隊長です。今までは、今でも、10 年間。だから、隊長のものの考え方によって、今動いてい

る。次、かわったら、違う形でされると思うけど。その中で、市の防災訓練はどういう形で

やるのか。伝達訓練、避難訓練、救出訓練と書いているが、これは市がやられる。自主防災

なんかは、そんな大きなことはできないので、何をするかということを主眼にやっておられ

るので、その辺は、どうやって連携をとるのかと思うが。あなた方は、中に入ってやってい
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ないから、机上の中では言えるかしらんけど、ほんまに中に入ってやっておられるんかな、

それが疑問である。 

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  10 月５日は、事前に各自治会でどのような訓練をされるかを、聞きとりをさせていただき

まして、市がどのように関われるかを検討して、そこで調整をしていって、同じ日に伊吹地

域全員が、避難訓練をやったと、そういう形にしたい。ただ、地域の特性によって訓練があ

ると思いますけれども。それに対して、行政がどのように関われるかを事前に検討していき

たいと思っています。 

○滝本善之委員長 

  行政がどうやって関わるのか。あくまでも、何か事故が起きて地震が起きて、どうのこうの

なったときに、行政が関わることは無理ですよ。その自治会をいかに守るのか、その人命を

どうやって守るんかということしか考えていない、その地域の人は。行政が入ってきて、そ

れはずっとあとのこと、２日か３日経ってから、あるか知らんけど、それまでは必死に、生

きることで、例えば、福島にしても、津波にしても、行政がかかわるのはそのあとで、今か

ら訓練で、例えば、地震が起きたとき、どういう形で避難しなさい、どういう形でやりなさ

いとか、今は関われますわな。防災訓練やっているときに、行政がどう関わるのか教えてほ

しい。だから、机の上で言うなと言っている。あなた、防災訓練を地域でやっているか。 

○久保田市民部長（防災危機管理課長） 

  関わり方でございますけれども、避難のときには、一緒にしまして、そのときのどのような

安否確認をするとか、擁護者の人をどういうふうに助けるとか、そういうのを一緒にやって

いくということでございます。 

○滝本善之委員長 

  あなた方職員さんは、地域に帰って一緒にやるのか。例えば、部長さん伊吹の人だから、い

つも出て来られますわ。ちゃんと、綱引っ張って、きちっと、そこに退避してとか、一緒に

地域におられる方はやっておられるけど、ないところはできないし、簡単に言うけど、口で

は言わんといてくれと言いたい。例えば、西山だったら、西山の自主防災組織がどういう格

好になっているか、それをきちっと把握した上で議論をしてほしい。そうでないと、何にも

わからんままで入ってもらっても、できるものと違いますよ。机の上だけはやめといてくれ

と。いつも現場に行って、地域担当職員制度でないけど、現場に行ってきちんと把握した上

で、それから、職員さんはこういう場所でも的確に答弁してほしい。それだけですわ、何も

あなた方を非難しているわけではなしに、やはり、これから 10 月まで時間がありますから、

どういう形になっているのか、地域に入ってきてもらわんと、理想論ばかり言っていても、

理想では災害のときにはできません。私はそう思っています。皆さん必死ですから、生きる

ために。その辺だけはわかった上で、やっていただければありがたい。 
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○膽吹市民部長 

  今回の防災訓練ですが、持ち回りで合併以降続けてまいりました。来年は米原市の中で伊吹

地域というところが、決まっているというところ。日付につきましても、通常では年度始ま

ってからと決めていたのですが、しっかりと今から通知ということで、各区長さんにもお願

いをさせていただいて、10 月５日にやらさせていただくということで、お願いをしていると

ころでございます。防災訓練ですが、いざ有事になったときに、果たして、伊吹地域だけあ

るいは米原地域だけで限定されて、いわゆる災害が起きるということはあり得ないと思って

おります。ですから、米原市全体で防災訓練を一斉にやるべきではないかというところから、

発想いたしました。５万人という小さなまちですから、やろうと思えば、全体でやれるとい

う思いの中で、とりあえず、来年は伊吹地域というところが決まっておりますので、20 集落

の自治会の区長さんと一体的になって、実際いざ有事になったときに、招集訓練したときに、

しっかりと本部のほうへ伝わっていくのかというところも踏まえてやっていくと。その中で、

地域の中では頑張って防災訓練やっている集落もあれば、やっていない集落も実際あること

は承知をしております。ですから、そこら辺は、全体的に会議に集まっていただいて、でき

ないところを、頑張っていただいている自主防災組織の方が、やっていないところも刺激を

与えるといいますか、全体を盛り上げていくような、そんな流れを作っていけないだろうか

というような思いでございまして、合併 10周年は、ぜひ、生活圏域４地域の中、一斉に防災

訓練をしていって、４万人の人口ではございますけれども、多くの方が防災訓練に参加でき

るような環境を作るという、その前段ということで、来年度伊吹地域の自治会、あるいは自

主防災組織の皆様に御協力をいただいて実施をしていきたいと、そんな思いでございますの

でよろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 

  頑張って身のある形にしてください。そうでないと、机上の空論だけで終わってもらっては

困る。それだけです。 

○松﨑淳副委員長 

  防災訓練に関連してですが、伝達訓練ということで、衛星電話とか画像転送システムという

ことで、去年の総合訓練に参加したときに山東でやったが、通信会社による見本市のような

印象を受けまして、果たして本当に有益なのかという疑問を感じたが、その辺どうお考えか。  

○梶田防災危機管理課長補佐 

  今年、メディアリーシステムというのを購入させていただいております。また、衛星電話の

ほうも購入させていただいていますが、先ほどの訓練のところにもくるかもわかりませんけ

ども、今現在考えていますのは、それぞれ各集落のほうで、避難訓練をそれぞれ各自治会の

避難所等に集まっていただいて、その状況を、避難何人されたとか、そういったものを市の

ほうへ伝えていただくとこともあると思いますし、また、実際そういった機器を通じまして、
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現地のほうへもその機械を持ち入りまして、実際の状況を画像で、どういう状況なのか、百

聞は一見にしかずではないですけど、情報がなかなか届かないことには、対策等々練れない

部分もございますので、その辺をそういった機器を通じて把握したいというようなことで確

認したいと考えております。有益でありたいと思っております。 

○松﨑淳副委員長 

  職員力の資料の中に、２ページ目で広報のところに入っている、市民の声をＳＮＳで使って

いくところに、災害発生時にタブレットを使って災害本部に情報をやるという話が出ている

が、さっきの市長直轄のところでも言ったのですが、防災無線に関しても、更新をここで検

討されていると、一方で、災害メールというのを広報のほうで担当されているというところ

で、ちゃんと部課の連携というのが取れているのかというところも、もう一度確認させてほ

しい。 

○久保田市民部次長（防災危機管理課長） 

  情報政策のほうとこちらの防災のほうが連携が取れているかという御質問だと思いますが、

お互い、絶えず連絡し合って、実際情報を、例えば、プレス発表するにしても、情報の管理

のほうからしていただくとなっておりますので、絶えず、連携はとっております。今ほどの

メディアリーシステムとかありますけども、これは基本的に孤立した場合に、相手の状況が

わからないという、そういう状況をいち早く本部のほうが知りたいというので設置させてい

ただきました。衛星電話におきましても、通常の携帯でも連絡がとれないときには、これや

ったら必ず連絡がとれるという、そいう意味で設置させていただいたわけでございまして、

しょっちゅう使うものではございませんけれども、万が一のときに備えて置かさせていただ

いているものでございます。また、情報に関しましては、絶えず、情報関係部局と連携をと

って進めているわけでございます。 

○松﨑淳副委員長 

  新しい、目新しいものとかやるときに、華々しいものを打ち上げて、実際災害が起きたとき

に全然回らなかったというケース、結構いろんなところで見ていますので、こういう訓練と

いう場も使って、実際、発揮してはいけないんでしょうけど、もし、災害が発生したときに

は、使えるように対応していっていただきたいと思います。 

○前川明委員 

26ページの市税収入の内訳の分で、市民税、説明の右端に、個人については、給与所得の

減によるものという見込みですけども、法人税は収益の増、企業に収益が増になったら、個

人も増えるのではないかと思うが、その見込みについては、どのようにされているのか。  

○礒谷税務課長 

  一つは、市税につきましては、先ほど申しました県の資料等のデータもありまして、25 年

の収入につきましては下がるのではないかというデータがございまして、それで見込んでお
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ります。主要事業の法人につきまして、一応 0.8％の増という形であげさせていただいており

ますが、これにつきましても、基本的には、25年の現計予算と比較した中で、0.8％増という

ことですけども、同等程度の収入があるであろうということで、今回 26年度を見させていた

だいているところで、積算させていただいております。 

○前川明委員 

  今回現計予算との比較ということで、現在の比較ということでわかりやすいんで、個人につ

いては本来ならもっと増えるはずだが、そんな中で、法人の絡みで、復興税加算分が前倒し

で廃止されるということで、その影響についてはどのように考えているか。  

○礒谷税務課長 

  そこの影響までの分析をさせていただいた中での積算までは、できていないのが現状でござ

います。 

○前川明委員 

  法人税については、企業収益が上がるというようなことであるが、復興税も若干絡んでくる

と思うので、その中で、実行税率でいうと、若干法人税下がってくるのではないかと、予測

が、見込みが若干数字的には変わってくると思うので、その辺はしっかり見据えていただき

たいのと、法人税にかなり景気が回復しておりますので、企業に対して、しっかりと指導調

査してほしいと思うが、米原市における法人の数というのはだいたいどれくらいあるのか。 

○礒谷税務課長 

  689です。 

○滝本善之委員長 

  コンビニ収納していますね。２年ほど前にできたのはいいが、コンビニ収納の実績はどうな

っているか。今 16万 1,000円ほど金をかけているが。 

○吉田収納対策課長 

  年々増加には間違いないのですが、全体の２割程度がコンビニに依存しています。 

○滝本善之委員長 

  市役所に持って来られない人、そういう人にコンビニ収納をしていくと。また、分割払い、

いろんな形の中で、コンビニ収納を始められた経緯があったと思うので、それはそれで機能

しているのであればいいが、その辺だけは確認をしておいてください。 

  それでは、質疑も出尽くしたと思いますので、議案第 14 号につきましては、これにて質疑

を終了いたします。市民部の方御苦労さまでした。 

 

【健康福祉部】 

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、健康福祉部の所管に属する事項 

                             ＜子育て支援課＞ 
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○滝本善之委員長 

  それでは健康福祉部に移らせていただきます。議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予

算中、健康福祉部の所管に属する事項で、子育て支援課に関してですけれども、あらかじめ

申し上げておきます。５時を回る可能性がございますので、一応時間延長を申し出ときます。

それでは説明を願います。 

○岩山健康福祉部理事 

  健康福祉部子育て支援担当からは、県内一子育てのしやすいまちの実現に向けて、平成 26

年度 米原市一般会計予算と幼児教育の振興を図る観点から、保護者の所得状況に応じた経

済的負担の軽減を図る国の幼稚園就園奨励費補助の補助要件を満たすための、米原市立幼稚

園保育料徴収条例の一部を改正する条例について、平成 26年４月１日からの本市の行政組織

機構の改編に伴う、米原市少年センター条例の一部を改正する条例についての３議案の御審

議につきよろしくお願いします。なお、詳細につきましては順次、担当課長より御説明いた

します。 

○丸本子育て支援課長 

  それでは、主要事業説明書 44・45ページをお開きください。まず、幼稚園管理運営事業と

しまして、6,009万 9,000円を計上いたしました。これは、より充実した就学前の保育・教育

の推進に努め、生涯にわたる人間形成の基礎である生きる力を育てるため、市内、公立の５

つの幼稚園の管理運営経費でございます。主な経費は、園の管理運営経費として、臨時教諭

23 人分の賃金ほか 5,814 万 7,000 円でございます。また、子育てに係る経済的負担を軽減す

ることにより、安心して子供を産み育てる環境づくりを推進するため、平成 25 年 10 月から

実施しております 18歳未満の第２子以降を対象とした保育料の無料化については、引き続き

実施をいたします。その無料化に伴う幼稚園保育料の軽減額は、1,469万 9,000円でございま

す。なお、平成 26 年度入園児申し込み状況は、１月現在で 434 人と対前年比 40 人の減で、

年々保育所志向が増えている状況です。 

次に、次代を担う青少年育成事業 263 万円を計上しました。これは学校、家庭、地域団体

等が連携し、社会全体で子供を育てる環境づくりのための経費で、青少年育成市民会議、子

ども会育成連合会、ＰＴＡ連絡協議会の事務局として、団体活動の支援や運営補助を行うも

のでございます。 

最後に、少年センター事業 354 万 4,000 円を計上しました。不登校、非行、児童虐待、い

じめ、犯罪被害などから少年を守るために、学校、地域、関係団体などと連携し、日常的な

補導活動、相談活動、環境浄化活動を実施し、また、無職少年対策として就労、就学などの

学習支援や相談事業を実施するもので、市の少年センターを管理運営するための経費として、

市補導委員 37人分の謝礼をはじめ非行防止のための啓発経費でございます。 

○滝本善之委員長 
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  説明が終わりました。質疑はございませんか。 

○的場收治委員 

  幼稚園の臨時職員の人件費が 23 名分ということなので、正規の職員は幼稚園に関してはど

れくらいおられるのか。 

○丸本子育て支援課長 

  正規の職員につきましては、保育園幼稚園合わせまして正規の職員は 61 人となっておりま

す。そのうち、産育休 10人を含んでおりますけども、正職員は 61人となっております。 

○滝本善之委員長 

  幼稚園で何人かと聞かれた。保育園は関係ない。 

○丸本子育て支援課長 

幼稚園では、正職員は 22人でございます。 

○的場收治委員 

  そうすると、幼稚園だけを限定すると、幼稚園に関わっておられる職員の、教諭の方は全部

で 45名おられて、その内の半分以上が臨時職員ということでよろしいか。 

○丸本子育て支援課長 

  幼稚園につきましては、今ほど言いましたように正が 22人で、臨時職員が 11人、特別支援

の方８人入れまして、合計 41人ということでございます。 

○的場收治委員 

  現在の状況で、26年度は 23人になる予定ですか。臨時職員人件費の 3,882万 5,000円の 23

人というのは、何ですか。 

○滝本善之委員長 

  資料に書いている。資料に書いている以上は、それを言ってもらったらいいのでは。 

○須戸子育て支援課長補佐 

  今ほど申し上げました臨時職員 23 名ということで、計上いたしております 3,882 万 5,000

円の分で、正規職員 22 名、臨時職員 23 名、合計 45 名で、平成 26 年度を計上させていただ

いております。失礼いたしました。 

○的場收治委員 

  そうすると、先ほどの説明の中で違う数字があったのは、現状というような解釈でよろしい

か。そこから４人増えるということですね。まず、それはいいが、その中で、幼稚園に関わ

っている教諭が、26 年度が 45 名という体制でやられるということなんですが、その内の 23

名、過半数が臨時の職員だという現状で、いろいろ聞くわけですけど、正規の職員でなくて

も、臨時の職員の形態をとりたいというような人も中にはおられるようです。ところが、基

本的には正規の職員であるべきことだと思うので、クラスの担任であるとか、そういう人ら

は、正規の職員が持つべきはないかと思うが、その辺の充当率は、正規の職員で十分対応で
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きるのか。 

○須戸子育て支援課長補佐 

充当率と申しまして、今の正規職員と臨時職員のだいたいの割合を、幼稚園だけで申しま

すと、22人と 23人ということですけれども、確かにおっしゃるように、臨時職員の方は御経

験も豊富でスキルも高い方もいらっしゃるので、そういった若い保育士教諭の指導も兼ねな

がら、保育の内容の向上に努めておりますので、こういった正規職員・臨時職員のバランス

を考えながら、今後も園経営の充実を図っていきたいとは思っているのですけれども。 

○的場收治委員 

 現状がこういう形の中で、雇用の関係からいいますと、やはり、正規の職員を増やすべき

だというふうには思うが、その中で、人員の適正人員というのが米原市にありまして、その

辺の影響もあるかもわかりませんけれども、26 年度の現状で、このような正規の職員と臨時

職員というような、臨時職員が多いという現状を私はちょっと異常ではないかと、数字だけ

を見る限り思うのですが、どのように分析はされているか。担任に、正規の職員が一人ずつ

つかれているのか、臨時の職員のほうが今、臨時の職員さんのほうがスキルが高かったりす

る場合もあると言われたのですが、本来は、確かにそうかもわからないけれども、正規の職

員さんの中には、ほとんどがそういう人であって、１年目・２年目は経験不足かもわからん

けれども、全部戦力としてやってもらわないといけないので、本来なら、正規の職員は、全

てその辺のスキルまで早い段階でいってもらわないとだめやと、そういうような体制づくり

を中でするような体制づくりもしっかり必要なんではないかというふうに思います。研修に

行ってもらったり、職員会議でどんどんどんどん、やっぱり、いろんなことをやりながらス

キルアップするような、そういう中で鍛え上げられてかないとだめだと思う。正規の職員の

能力が足ならい部分を、臨時の経験している人の力を借りるというようなことではだめなん

ではないかと思うが、それの見解はどうか。 

○須戸子育て支援課長補佐 

  おっしゃるとおりだと思います。ただ、正規職員の中の内訳としまして、育児休業３、産休

の対象者の方が 10名おられます。その関係で、10名おられる中で、代替職員として対応させ

いただくのは臨時職員というふうな部分で、どうしても割合が変動するというのは、いた仕

方ないことやと思っていますし、合わせまして、特別支援の加配保育士におきましては、年々

対象児さんの増加に伴いまして、変動的な人数でございますので、そこら辺の配置は正規職

員ではなかなか難しい状況がございます。 

○的場收治委員 

  今育児休業されている正規の職員が 10名もおられるというような、40何名のうち、10名、

相当な確率で、育児休養されると。 

○須戸子育て支援課長補佐 
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  今幼保一元化で米原市進んでおりますので、こういった幼稚園・保育園の人事交流は、幼稚

園・保育園の中で流動的に行っておりますので、今の産育休の関係の対象職員は、保幼合わ

せて 10名となっております。 

○的場收治委員 

  保育園のほうが、認定こども園ですと、長時部のほうがどんどん多くなっているという現状

がある中で、そういうことで、保護者の方が外へ出られる機会がどんどん多くなっていると

いうような、よく理解できるのですけれども、そのことによって、就学前の教育環境が悪化

するということになればそれは意味がないと思う。そこのところをしっかり担保するような

制度でなければならないと思うし、そういう職員の体制づくりが必要だというふうに思って

いる。そこで、いぶき認定こども園が創設されたころ、一時期、短時部と長時部の教諭であ

ったり、保育士の方がローテーションを組みながら長い時間、保育時間をやったりするとい

うことで、なかなか次の日のいろんな準備、そして職員会議が開けないというような状況も

あったというふうに聞いていますが、その辺は、いぶき認定こども園で検証された結果、か

なん認定こども園、おうみ認定こども園、今度できる２つの認定こども園も、しっかりと職

員の配置はしていくというようなことで理解をさせてもらっているのですが、何回も言うよ

うですけれども、保育士が少ない現状の中で、今後保育士の確保について、今一度どのよう

な覚悟を持っておられるのか聞かせてください。 

○須戸子育て支援課長補佐 

  保育士確保というような部分では、本当に慢性的な保育士が不足しておりますので、処遇改

善も含めまして、働きやすい職場環境というふうなことを考えまして、職員の恒常的な研修

も含めて進めてまいりたいと思っております。合わせまして、認定こども園で職員配置の部

分では、長時部の保育を充実するという意味では、長時部保育の担当を位置づけまして、ゆ

とりのある保育環境を、また途切れることなく、継続した保育を実施できるような体制整備

を行ってまいりたいと思います。 

○的場收治委員 

  前回もお話をさせてもらいましたが、26 年度からこども未来部の管轄になるというような

ところで、ところが就学前の教育保育に関して、小学校へあがってからのいろんな小学校の

子供の育ちにすごく影響があると思う。そこのところは、教育委員会との連携をしっかり保

ちながらやっていただきたいというようなことがあります。教育委員会のことはあとにして、

今、子育て子育ち、県内一子育てがしやすいということで、そこにかかる経済的な負担を少

しでもやわらげていこうというような市長が方針をとられています。そのことは、確かに、

効果がこれから出てくると思いますけれども、中の体制づくり、そこもすごく重要なことに

なると思う。そこのことに関して、市長のほうからそこの意気込みを聞かせてほしい。 

○平尾市長 
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今的場收治委員がおっしゃている、長時部・短時部の保育のあり方が、悪化をするとか。 

○的場收治委員 

  そんなことは言っていない。かつて、いぶき認定こども園が設置されたときに、いぶきの幼

稚園といぶきの保育園を足した保育士の数が 29名ほどいたのが、いぶき認定こども園になっ

て、しっかり覚えていませんが、５名か６名削減されたというような経緯がありまして、そ

こで結構職員の仕事の内容もきつかったというようなことも聞いていますので、そのことを

言っただけですわ。 

○平尾市長 

  誤解しました。申しわけありません。おっしゃっている幼保一体化の中で、ほとんど流れと

して、長時部というよりも認定こども園、こういう形に、就学前の教育も保育のあり方もな

っていかざる得ない状況になってしまったと思っています、そういう意味では。だから、そ

の環境でどうしていくのかという点では、第一に人の確保です。人の確保というのは、幼稚

園教諭であり保育士の確保、これがどれだけできるかということが、環境を整える一番大事

なところだと思っています。  

○的場收治委員 

  遮ってすいません。そこのとこを、どのように、大きな問題になると思うので、そこの覚悟

を市長に答えてほしいというような意味で質問をしたので。 

○平尾市長 

  でありますから、私は、むしろ、０歳から１歳・２歳の無料化も、ぜひやりたいと思ってい

ます。その条件も重ね合わせますと、もちろん、キャパシティー、場所の問題、それから人

的マンパワーの問題、これは大きな課題があると思っています。そう意味では、26 年度中に

その辺の問題を解決するために、一つは先ほど、須戸さんも言いましたけど、処遇の改善で

す。臨時であれば、これは賃金体系を、やっぱり彦根・長浜よりも勝てるような形で人材確

保をしたいと思っています。さらにもう一点は、働く環境の問題です。特に、臨時やパート

の保育士の皆さんに聞いていると、子育てをしながら、そういった臨時やパートに出ておら

れる方たくさんおられます。まだ、実現可能性、今検討中でありますけれども、仮に子供を

抱えながらでも、短時間のパートやパートによる保育士、あるいは幼稚園教諭、そういう人

達も確保しながら体制を整えていかないと、正規で朝７時から夕方５時まで勤めていただけ

る、いわゆる臨時とか、あるいは正規の職員、これだけを持ってしては、私は、マンパワー

完備できないであろうと思っています。夕方だけとか、早朝だけとかいうような形の、いわ

ゆるマンパワー、保育士・幼稚園教諭、この人達の援助ももわらないとできないであろうと、

そうなると、勢い、私は今子育て中ですから、とてもそんな時間帯は出られませんというよ

うな事実もあります。そこを、どうクリアーしていくかという意味では、いわゆる、事業所、

一般民間企業でいいますと、事業所内保育所です。このことも備えるような形で、保育士な
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り幼稚園教諭、確保していく、そういう方法もとっていかざるを得ない。例えば、極端な例

ですけども、決してそれが全て成功しているから絶賛しているわけではないですけれども、

具体的な例でいいますと、米原市内で、ひだまりで、ヘルパーさんといいますか、そういう

従業員も確保しておられる形態を言いますと、例えば、小学生までくらいの子供をかかえて

いるお母さんにパートで来てもらっていると、３時に子供を迎えに行って、その子供さんは、

もちろん事務所かどっか別のところにいてもらうのですが、そういうことをしながらでも働

いてもらう。そういう民間でも、いろんな働くお母さん、女性の労働環境をどうつくるかと

いうことで、雇用を広げている実態がありますので、我々もそういうことに手を入れてかな

いかんのではないかと、昨日あたりの中日新聞に出てましたけど、そういうふうに、滋賀県

内でも、どっかの厚生労働省の表彰を受けていた事業所は、施設内保育所を充実していると

いうことで、女性の働く機会を増やしているし、働いている女性の労働環境をよくしている、

そういうことも含めてやらなければならないのではないか。総じて、私は、一貫して子育て

環境を滋賀県一にしたいと言っていることはお金だけの問題ではなくて、究極は、どれだけ

の人に協力してもらえるか、そういう点では、もちろん時間外の問題とか、早出の問題あり

ます。この辺も、全部保育所がかかえるのかという点では、この前、澤井さんのほうから一

般質問が出てましてけども、ファミリーサポートセンターのような形で、出迎えとか、迎え

に来るとか、いうことのお手伝いもしてもらえるような、いろんな支え方を工夫していく、

保育所・幼稚園だけでない、今度認定こども園だけでない、そこにいるスタッフだけでない

者も巻き込んだ形をつくっていきたいと思っています。若干、まだ整備できていない部分が

ありますから、必ずしも実現するものばかりではありませんけれども、それほど少し枠を広

げて考えたいと思いますし、この辺は議会の皆さんのいろんな御意見も賜りたいと思ってい

ます。  

○的場收治委員 

  いろんな力を借りて、行政ができる範囲は限りないということではありませんので、いろん

な力を借りてかなあかんというような、今市長からもありましたけれども、もう一点は、働

き方があるんですけれども、その働き方の中で、米原市として発信していくべきもう一つは、

子育て中の家庭に対する支援というか企業の支援、残業がないようにとか、なるべく早く帰

りなさいとか、子供たちが小さいうちは早く帰れるような体制づくりをするとか、そういう

ような呼びかけを、行政のほうから米原市はしっかり発信しているんやというようなことが、

米原市は子育てにすごくしっかりと取り組んでいる町だというふうなことをイメージとして、

よそから見たら思うんです。その辺を率先してどんどん発信してほしいということと、やは

り米原市役所自体が、そういうような働き方でできたらあってほしいというふうに思うんで

すが、その点について。  

○平尾市長 
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  もっともな話でありまして、私もいろんな場面で、タウンミーティングだけではなしに、子

育て中のお母さんとしゃべる機会をできるだけつくってるんですけれども、この前、当たり

前の発言でちょっとびっくりして、あちこちでお話をしているのですが、ある人が私に直接、

市長一つお願いがあるんです、とお母さんが言われ、何ですかと聞きましたら、私が勤めて

いる事業所のオーナーの、マスターといいますか、その人に、私の子供が病気になって熱が

出たというときに、行ってこいよと笑顔で私を送り出してくれるように言うといてとか、さ

らに言えば、今おっしゃったように、事業所側の理解、雇用者側の、ここを行政としてちゃ

んとやってくれんと、いくら行政お金安くしてる、保育所整備してる、私達は働きながら保

育所にあずけている、働いている職場の商店や事業主の人がむっつりしていると、私は物を

言えんのですよということを、行政がしっかり言うてくれんと、と聞きまして、今的場收治

委員がおっしゃったのと全く同じ感覚で、私もこれはどうすべきかと、もともと、子育てに

熱心な、４年前もそういうようなステッカーを貼ったりやってきましたけど、ああいう形で

はなくて、ちゃんとそのことを訴える場面をつくって、米原市全体が、企業も事業者も市民

も一緒になって、みんなで子供を育てるところなんやというところに一歩出るためにどうし

たらいいか、ぜひ考えたいと思いますし、また御支援賜りたいと思います。  

○太田幸代委員 

  45 ページの少年センター事業のところで、無職少年対策として相談事業とあるが、だいた

いどれくらいの人数の方が利用されているのか。 

○丸本子育て支援課長 

  相談件数ですけれども・・・。 

○滝本善之委員長 

  子育て支援課で誰かわかる人、教えてください。課長が答えなくてはいけないが、少年セン

ターについては、まだ今は教育委員会の管轄だからわからないのは当然かもわからないが、

今年からか、25年度からやっているのか。それならわからないといけない。 

○口分田子育て支援課長補佐 

  今年度の数値はわからないのですが、平成 24年度で相談活動ということで、述べ 470件と

いう報告をいただいております。 

○太田幸代委員 

  就労・就学等の学習支援は、どなたがされているのか。 

○滝本善之委員長 

  無職少年対策として、就労・就学などの学習支援や相談事業を誰がしているかということ。

そういうことですね。 

○丸本子育て支援課長 

  少年センターには、所長と副所長で、無職少年対策指導員の喜田先生がおられまして、喜田
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先生のほうで対応していただいているのと同時に、県のほうからも、サポートステーション

のほうからも、そういった就労活動の支援の相談を、月２回やっております。 

○太田幸代委員 

  先生ということは、教員免許を持っておられる方か。  

○丸本子育て支援課長 

  学校の先生のＯＢということです。 

○澤井明美委員 

  今後は、だんだんと保育園も幼稚園も一体化となっていくと思いますが、その免許はどちら

も持っている方を採用されていかれるのか。 

○須戸子育て支援課長補佐 

  正規職員の雇用に関しましては、幼稚園免許・保育士資格、両方をお持ちの方を採用してま

いりたいと思います。臨時職員のかたはその限りではございません。 

○滝本善之委員長 

臨時職員さん、保育園・幼稚園でも、基本的に臨時職員は半年更新の１年契約ですね。こ

れを逸脱したら、本来は違反ですわね。実際違反やっているのは現実だけど、近いと１日お

いて更新みたいな恰好になっているから、本来は、これは妥当ではない。だから、非正規雇

用をできるだけ正規雇用にしなさいよというのが国の施策であるけど、地方自治体はお金が

ようけかかるから、それもいらん。ただ、臨時職員さんにも、今市長が言われたように、い

ろんな形の中の臨時職員さんわかるけども、正職員になりたいけど臨時職員さんでおらざる

を得ないという方、結構多いと思う、正直。だから、本来法律的には違反やけど続けざる得

ないと。これは、保育園・幼稚園だけではない。ほかのところもある。例えば、保育園・幼

稚園には嘱託職員を置くことはできないか。嘱託であれば、しいて、毎回毎回、特殊技能を

持っておられる方ですから、特殊な方については、市もある程度嘱託職員を入れておられる。

免許持って。そういう形に置きかえて、ある程度、そういう非正規でも正規に近い形の雇用

の方法は考えられないのか。その辺、理事どうですか。 

○岩山健康福祉部理事 

  それにつきましては、総務課担当と議論をしていきたいと思います。 

○宮川総務課長補佐 

  今ほどの嘱託職員さんの考え方ですけれども、専門的なお立場ということは当然ありますけ

れども、もう一つの一面では、非常勤の特別職ということで、最大勤務が、通常の職員の４

分の３以内と決められています。そういったところでの制限がありますので、別の意味で、

平成 25年度今年度から、今おっしゃった部分もフォローできるようにということで、経験者

枠の採用枠というのをつくらせていただきまして、まさに臨時職員で勤務いただいた方が、

正規職員として入っていただけるように、年齢制限も、おそらく県下で一番高いと思います
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が、45 歳を上限とした経験者枠として、本年度から実施をしておりますので、今後新年度も

含めて継続的に一般的な大卒者と合わせて、経験者枠の採用も継続していきたいというふう

に考えています。 

○滝本善之委員長 

  経験者枠だから、一応臨時職員だけで回してあげるのは、臨時職員かわいそうですよ。極端

に言うたら法律的に厳しくない、今はあれですけど、どんどんどんどん雇用が増えて、厳し

くなったらいらないと言われても仕方がない、半年契約ですから。１年が最大延長になって

いる。その辺は、市としてどうしてあげたら専門職の人を助けられるのかとか、看護師なん

かも一緒です。だから、そういう形もきちっと、回りを把握して法律的にある程度有効にな

るようにしてあげてほしいと思う。そういう格好でやるということですから、それ以上は言

いません。 

  そのほかよろしいですか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  それでは、議案第 14 号につきましては、質疑も尽くされたようですので質疑を終結いたし

ます。 

 

議案第 43号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について 

＜子育て支援課＞ 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 43 号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について

を議題とします。説明を求めます。 

○丸本子育て支援課長 

議案第 43 号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について御説明しま

す。第２子以降の幼稚園保育料無料化の実施方法の変更等に伴い、この条例の一部を改正す

るものです。改正の要旨として、本市では平成 25 年 10 月から、第２子以降に該当する園児

の幼稚園保育料の無料化を実施しているところですが、国においても幼児教育に係る保護者

負担金を軽減し、無償化へ段階的に取り組むこととされました。これにより、平成 26年度か

ら幼稚園と保育所の負担の平準化を図るため、国の幼稚園就園奨励費補助において、低所得

世帯と多子世帯の保護者負担の軽減を行うこととされ、本市としても、幼児教育の振興を図

る観点から、保護者の所得状況に応じた経済的負担の軽減を図る幼稚園就園奨励費補助の補

助要件を満たすため、この条例の改正をするものでございます。それでは、新旧対象表をご

らんください。主な改正内容といたしましては、国の幼稚園就園奨励費補助の補助要件を満

たすよう、第２条第２項に掲げる無料化規定を削除し、引き続き第２子以降の幼稚園保育料
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の無料化を実施するため、第６条において減免規定として追記し、保育所保育費との整合を

図るため、新たに徴収猶予などを規定するものです。なお、付則において、施行期日を平成

26年４月１日からとするものでございます。 

○滝本善之委員長 

  議案第 43号について説明が終わりました。質疑はありますか。 

  これについては、先もっていろいろ勉強会も開いていただきました。皆さん、委員さんは理

解はされていると思いますが、その中で、何か質疑があればお願いします。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  質疑もないようですから、議案第 43 号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する

条例について質疑を終結します。 

 

議案第 44号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例について 

＜子育て支援課＞ 

○滝本善之委員長 

続きまして、議案第 44号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。説明を求めます。 

○丸本子育て支援課長 

議案第 44号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例について御説明します。 平

成 26年４月１日から、本市の行政組織機構の改編に伴い、米原市少年センターを教育委員会

から市長の機関とすることから今回改正をするものです。あわせて、文言整理も行うもので

ございます。それでは、新旧対象表をごらんください。第４条第２項中、米原市教育委員会

を市長に改め、同項第４号中、前各号を前３号に、教育委員会を市長に改め、同条３項中、

２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。を２年とし、再任さ

れることを妨げない。に改め、同条第４項を委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。に改め、第５条中、教育委員会規則を規則に改めるものです。な

お、附則において、施行期日を平成２６年４月１日からとするものでございます。 

○滝本善之委員長 

  議案第 44号の説明が説明がおわりました。質疑はございませんか。 

○太田幸代委員 

  第４条第２項の米原市教育委員会を市長に改めるためだというのは、その理由は何か教えて

ください。 

○丸本子育て支援課長 

  第４条第２項、これは審議会の委員を 15人で組織して、今まで、教育委員会が委嘱すると
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いうこと、また任命するということになっていましたが、今回の機構改革によりまして、こ

ども未来部が市長部局になったという中で、今回、教育委員会のこの条例以外に教育委員会

規則がございましたが、先般、定例の教育委員会を開催していただきまして、委員会のほう

の教育委員会規則を廃止していただいたということで、今回新たに市長部局になったという

ことで、市長が委嘱するということでさせていただいて、規則についても、教育委員会規則

から規則に変わったということで、御理解いただきたいと思います。  

○滝本善之委員長 

  もうちょっと簡単に説明できないか、くるくる回らんと。基本的に教育委員会で今まで決め

ていたが、市長部局で今度は決めるようになったんやとこれだけのことでしょ。難しいこと

言わんと、簡単に言ってくれたらいい。余計に頭が混乱する。太田幸代議員、わかりますか。 

  何かあるんやったら言ってください。質問をどうぞ。 

○的場收治委員 

  所管するところが変わったということで、管轄が変わって、委員の任命も変わるということ

なんですが、少年センターの事業でも、45 ページに載っていますように、就学等の学習支援

をしたりとか、教育委員会にすごく関わるような事業も中でしておられますので、その辺の

関わり方は、どのように今後なっていくのか。  

○山本教育長 

  当然、少年センターは、子供の育ちの中で、未成年まで含めてのことになりますので、こど

も未来部ができて、子供の育ちを備えていく中での部の再編と、教育に関しては、当然中学

校の生徒指導とか、小学校の生徒指導、あるいは学校教育課の生徒指導担当も含めて、少年

センターの事業には関わっていくということを思っていますし、私も今まで教育部局の中で

の委嘱ということがありましたけど、委嘱は市長部局になりましたけれども、顧問という形

で少年センターの事業には関わっていくという形を思っていますので、一体となって取り組

んでいきたいと思います。 

○的場收治委員 

  まさに教育長が言われたように、一体となって取り組んでいただかないと、教育委員会知ら

んというようなことにならないように、ぜひとも、組織横断的にしっかり取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

○山本教育長 

  先ほどから議論されていました保育・幼稚園の件に関しても、こども未来部ですけど、教育

という部分で、校園長会も含め、一体となって校園長会をやって、同じような中で情報を共

有しながら、子供の保育・教育に携わっていきたいと思っております。 

○滝本善之委員長 

   新聞紙上で、教育委員会の改編とか、市長部局が強くなると、これは、金を出しているの
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は市長のところだから、当然、金を出した以上は発言をしたいと言いたい気持ちもわかるし、

その辺は、これから国がどう動くかわかりませんけど、教育の独立性と、市長の思いをうま

く関連させながらやっていかないと、どっちが勝ってもどっちがやってもうまくいかない。

大津市のいじめ問題から、こういう問題が発展してきたが、少年センターは大切ですわ。少

年センター、特に、私教育長に一つだけ小言を言いたいのは、少年センターというと、校長

先生あがりしかない。私はそうじゃないといつも思っている。教育の部分に長く携わってこ

られたのですから、頭は教育の人であっても、民間の人、市役所のＯＢでも、一緒になって

やっていかないといつでも先生である。校長先生が２人入っている。それは違うと。やっぱ

り先生も必要だが、民間なり、一般の職員さんでも、部長さんでも、一生懸命やってきた人

も、そういう中で仕事ができるシステムを、市長部局に変わったから、つくりやすいと思う

けど、市長どうか。やっぱりなんでもかんでも教育委員会というのはいかがなものか。 

○平尾市長 

  おっしゃるとおりだということから始めるのですが、確かに教育委員会、具体的に言うと、

学校校長のＯＢの方の人材、貴重な面もあるのですが、社会に向き合ったときに全部学校の

先生の経験だけで社会に向き合えるかどうかという点では、むしろ、行政の経験とか、民間

でのさまざまな試練を持ってきた人達が、もう一度、社会に役立ちたいという点で広くそこ

の人材を充てていくといいますか、門戸を開いていく、これは大事なことですし、その辺は、

山本教育長とも就任されて以来若干話もしていますので、すぐには実際難しい、人材という

のはそう簡単にはおられるようでおられません。結果として、学校の方に誰かいませんかと

言わざる得ない実態も一方でありますが、市民に開かれた、むしろ民間経験を教育の現場に

も入れていく、そういう努力はしたいと思いますので、御理解賜りたい。  

○山本教育長 

   今の議論については、市長ともさせていただきまして、学校のＯＢが必要なところはここ

だというふうには、私も大事にしながらお話をしていますし、ここは一般の行政経験者のＯ

Ｂですとか、ほかの見識をもった方が対応できる部署であれば、そこは対応してもらった方

がいいということで、今後すぐにはなかなかできませんが今後検討していきたい。 

○滝本善之委員長 

  皆さん、ほかにはよろしいですか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  それでは、議案第 44 号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例については、質疑

を終結します。 

本日はお忙しい中、皆さん、執行部の方、最後までおつき合いいただきありがとうござい

ました。月曜日には、新たに９時 30分から、自治センター・教育委員会・議会事務局の順に
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審議をしますのでよろしくお願いします。 

これにて閉会します。本日は御苦労さまでした。 

 

 

午後５時 27分 閉会 

 

 

 

【第２日目】 

午前９時 28分 開会 

 

○滝本善之委員長 

  皆さんおはようございます。皆さんお揃いですので、ちょっと早いですが開会させていただ

きます。７日に続きまして、本日、総務教育常任委員会を招集しましたところ、全員出席の

もと、また執行部の皆さん方には大変お忙しい中、議案説明のために御参集いただきありが

とうございます。今日もまた雪です。雪は白いですから、心を白くしてみんな一から一生懸

命これから米原市のために頑張っていく施策を提案していただきましたので、議員の皆さん

よろしくお願いしたいと思います。 

  全員出席ですので、ただ今から委員会を再開いたします。 

傍聴議員は、竹中健一議員、中川雅史議員、中川松雄議員、藤田正雄議員、吉田周一郎議

員です。 

 

【市民自治センター】 

議案第 ４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、市民自治センターの所

管に属する事項                     ＜伊吹自治振興課＞ 

○滝本善之委員長 

  それでは審査に入ります。まず市民自治センター、議案第４号 平成 25 年度米原市一般会

計補正予算（第 10号）中、市民自治センターの所管に属する事項ということで、伊吹自治振

興課から説明をお願いします。  

○本田地域統括監 

  皆さんおはようございます。御苦労さまです。それでは、議案第４号 平成 25 年度米原市

一般会計補正予算（第 10号）中、市民自治センターの所管に属する事項について、的場伊吹

自治振興課長のほうから説明をさせていただきます。   

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  おはようございます。早速ですが、議案第４号 一般会計補正予算（第 10 号）中、市民自
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治センターの所管に関する事項につきまして御説明いたします。補正予算書の 17ページ・18

ページをお開きください。17 款繰入金・１項特別会計繰入金・１目住宅団地造成事業特別会

計繰入金の 775 万 5,000 円の減額につきましては、住宅団地造成事業特別会計は、土地売り

払い収入から販売促進経費を差し引いた金額を一般会計に繰り出しますが、住宅団地造成事

業特別会計の年度内執行見込みの精査により、一般会計への繰出金が減額となることから、

住宅団地造成事業特別会計繰入金を減額するものです。なお、住宅団地造成事業特別会計の

年度内執行見込みの詳細につきましては、議案第 12号 住宅団地造成事業特別会計補正予算

（第１号）で説明します。 

○滝本善之委員長 

  ただ今説明が終わりましたが、質疑はございませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  12号で説明を受けて、そこで質疑をしていただきますか。委員の皆さんよろしいです  

 か。 

  それでは質疑もないようですから、質疑を終結いたします。 

 

議案第 12号 平成 25年度米原市住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

                               ＜伊吹自治振興課＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第 12号 平成 25年度米原市住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号）について説

明を求めます。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

   議案第 12号 住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、御説明します。

まず歳出ですが、補正予算書８ページ・９ページをお開きください。１款住宅造成事業費・

１項造成費・１目造成費の 79万 2,000円の減額補正につきましては、年度内執行見込みの精

査によります不用見込み分の減額です。主な内容としましては、12 節役務費の広告料の不用

見込み 12万円及び、既存の３区画を４区画に再整備して１区画当たりの面積を縮小する再整

備を予定していましたが、事業対象区画内の１区画が販売できたことによる、再整備事業未

執行分に係る 13 節委託料の登記事務委託料 25万 3,000 円、19節負担金補助及び交付金の水

道工事負担金 20万円の不用見込み分です。続きまして、２款諸支出金・１項繰出金・１目一

般会計繰出金 775 万 5,000 円の減額につきましては、年度内執行の歳入・歳出の精査により

一般会計へ繰り出す分についての減額です。 

   次に、歳入ですが、６ページ・７ページをお開きください。１款財産収入・１項財産売払

収入・１目不動産売払収入の 855万 1,000円の減額補正につきましては、当初は４区画分 3,400
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万円の土地売り払い収入を見込んでいましたが、販売実績が３区画 2,544 万 9,000 円となる

見込みから減額補正をするものです。引き続き早期完売に向けて、販売努力に努めてまいり

ます。続きまして、２款繰越金・１項繰越金・１目繰越金の 4,000 円の増額補正につきまし

ては、平成 24年度住宅団地造成事業特別会計の繰越金によるものです。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。ただ今より質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○的場收治委員 

  ４区画ということで、その内の３区画が販売できたということですね。３区画を４区画にし

て、少し区画を小さくして、少しでも販売していこうということで、ところがその内の１区

画が売れたということで、そうすると、そこの区画に関しては、今後どうされる予定か。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  ５区画が連続で残っておりました。それの南側から連続の３区画を４区画にしようとする計

画があったのですが、そのうちの真ん中の区画が販売できたことによって、その区画を整備

するのを見送ったということです。逆に、北側の３区画が連続して残っているので、そこを

４区画にすることも検討しましたが、前面市道から土盛りする必要がある等、販売条件が悪

くなることで、今年度は事業執行を見合わせました。今後は、縮小しました、既に 24年度で

縮小しました部分の販売状況を見ながら、今後、不動産関係者等の御意見をいただきながら、

ニーズに合った整備を検討したいと思っております。  

○的場收治委員 

  課長が言われていたところは、実は一番販売しにくい場所が全部残っていて、そこが何とか

販売に少しずつこぎつけていると状況やと思います。今課長が言われたように、小さいほう

がいいということであれば、再度残っている２区画をどうするか、しっかりと 26年度で検討

していただきたい。とにかく、一日でも早い販売にこぎつけていただきたい。最終的には何

区画残っているのか。  

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  26 年１月末で、６区画残っている状況ですが、その内の２区画が、この３月から一部引き

合いで話を進めている状況でございます。 

○的場收治委員 

  初めに 77区画だったと思うが、最終的には何区画になるのか。全部売れたとして。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  再整備をしている関係で、72区画ございます。当初 71区画でしたが、３区画を４区画にし

た関係がありまして 72区画です。 

○澤井明美委員 

売れていないところは、伊吹山が見えるところで売り出されたと思うが、造成されて伊吹
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山が見えるようになるのか。なかなかあそこ低いから、伊吹山が見えにくいと思うが。 

○滝本善之委員長 

課長、意味わかりますか。ちょうど伊吹山の下にあるから、伊吹山が見える形で南川団地

は売りに出されたのと違うかということなんですが、実際はそうではなかったと思ってたん

ですが、その辺どうですか。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  南川住宅団地、当初は次男・三男というか定住促進のために、シンボルの伊吹山が見える等

の位置を、山林を造成されたと思います。造成の過程で残っている地域が、反対側北側から

いいますと、1.5メートルから２メートルくらい下がっておりますが、実際１区画が建ってい

ますが、建ちますと、２階からは兆候が望めるような雰囲気になるかと思っております。 

○澤井明美委員 

  隣の家から、これから建てられる家の見られるとか、そういうのはないか。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  今までは、一段低い南側６区画連続で残っているわけですが、先ほど言いましたように、そ

の内の 1 区画が、今家が建ちました。実際建ってみますと、その地域のイメージがわくこと

になりまして、北側からの見下ろしが、住宅メーカー等の御相談で、壁を遮蔽するなりのよ

うな方法で対応されているなというのは、私見に行った実感でございますので、今後敷地面

積も広いので、敷地内での建築条件等を確認されながら建築が進めばと思っております。 

○澤井明美委員 

  よろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 

  あそこは、団地、裏側に、伊吹山側に、雑木林が結構広くあるので、近いから見にくいのは

事実ですので、その辺は別にしてできるだけ早く売れるようにやっていただかないと。一般

会計の中で処理されている特別会計ではないので。特に造成については、本来は造成した金

は作った経費にプラスしてやるのが本来ですけど、造成費を、売れないから市で負担してい

る現状があるので、その辺は、市としてもできるだけ、税金を使ってやっているので、早い

目に売っていかないと問題が出るのではないか。本来は、造成費は必ず住宅の作った分にプ

ラスという形、下水道とか水道、みな作り替えているので、みな市費で出ていますので、そ

の辺は、的場課長、自治振興課が本来やるべきところではないと感覚は今でも持っています。

しかし、そういう形の組織の中でやっておられるので、早く売るために伊吹地域としてどう

するか、それは検討材料に頑張ってもらわないといけない、そう思います。 

  そのほかありますか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 
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  それでは、質疑も尽くされたようですので次に移ります。 

 

議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、各市民自治センターの所管に属する事項                      

＜各自治振興課・市民窓口課＞ 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、各市民自治センターの所管

に属する事項を議題といたします。各自治振興課・市民窓口課の説明を求めます。 

○本田地域統括監 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、各市民自治センターの所管に属する事項

について、まず、本日提出させていただきました資料、伊吹山活性化プランについて、的場

伊吹自治振興課長から説明をさせていただきます。その後、主要事業説明書に基づき、各自

治振興課の説明をまとめて宮崎近江自治振興課長から説明をさせていただきます。その後同

じく、主要事業説明書に基づき市民窓口課の分を川崎市民窓口課長から説明します。最後に

未来へつなぐ職員力事業について、各担当課長から説明をさせていただきます。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

   まず、市民自治センターに係ります新規事業について御説明します。お手元に配布させて

いただいております資料、まちづくり活動支援事業 伊吹山活性化プラン策定事業をごらん

ください。伊吹山活性化プラン策定事業につきましては、策定経費として 217 万 9,000 円を

計上しています。伊吹山は、米原市のシンボルの一つであり、観光資源が豊富な山ですが、

スキー場事業者の撤退による観光客の減少、日本鹿による貴重植物への食害など危急の課題

があります。しかし、地元上野区による貴重植物の保護活動、健康志向による登山者の増加

など、新たな流れも現れてきました。このような状況の中、伊吹山を生かした新たな観光の

魅力づくりや伊吹山の利活用による地域振興を図るため、活性化プランを策定してまいりま

す。新たな観光事業や３号目高原の利活用などの取り組み内容については、地元上野区が主

体的にかかわってもらえるよう連携を図り、実行性のある活性化プランになるように努めて

まいります。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  それでは、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算のうち、自治センター所管に係る

事業について説明を続けます。主要事業説明書の 18ページをお開きください。予算書につき

ましては 44 ページから 63 ページとなっております。一般管理事業ですが、各庁舎における

事務経費として、コピー機、印刷機の使用料、事務用品等消耗品の購入などの管理経費と、

それと米原庁舎にあります市有バス運行に係るバス借り上げ料、運転手の賃金などの経費と

して、合計 1,541万 3,000円を計上させていただいております。 

文書広報事業につきましては、各庁舎における郵便代、月２回の区長発送業務委託、市の
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共通封筒印刷等に係る経費として、合計 1,351万 9,000円を計上させていただいております。 

庁舎管理事業につきましては、各庁舎の光熱水費、電話代、修繕料のほか庁舎の維持管理

や公用車の維持管理に係る経費として、合計 9,900 万 6,000 円を計上させていただいており

ます。 

まちづくり活動支援事業につきましては、20ページの資料をともにごらんください。集会

施設修繕・改修事業 として、大鹿・すみれヶ丘・新庄・宇賀野の４つの自治会、合わせて 342

万 5,000 円を計上させていただいております。多目的広場等整備・修繕事業として、高溝・

万願寺・下多良・西円寺・リバティ近江の５つの自治会合わせて 277 万 3,000 円を計上させ

ていただいております。コミュニティ施設備品等整備事業としては、磯・菅江・大鹿・堂谷・

曲谷・高番・南川・下多良・中多良・上丹生・多和田の 11 の自治会、合わせて 184 万 1,000

円を計上させていただいております。掲示板等設置事業として、本郷・リバティ近江に設置

されるものとして、29 万 1,000 円を計上させていただいております。また、防災かまどベン

チ事業ですが、南川区に設置されるものとして５万円を計上させていただいています。この

ほかに、まいばら協働提案事業として、柏原地区で 100万円、東西プロジェクト事業で 72万

円、先ほどの説明のとおり伊吹山活性化プラン策定事業を合わせまして、合計で、まちづく

り活動支援事業は 1,227万 9,000円となります。 

  次に 19ページに移ります。地域創造支援事業につきましては、21ページの資料ともにごら

んください。各地域で展開される特色ある多様なまちづくり活動を支援する仕組みづくりを

市民目線で行い、協働のまちづくりを推進します。山東地区からは６団体、伊吹地区からは

７団体、米原地区からは６団体、近江地区からは９団体、市全体で合わせて 28団体を予定し

ております。これら事業補助金と地域創造会議運営費を合わせまして、843万 8,000円を計上

しております。 

行政事務連絡調整事業につきましては、事務嘱託員報酬、これは区長、自治会長に支払う

ものですが、それと広報等配布に係る事務取り扱い交付金、区長会開催の経費、合わせまし

て 4,108万円を計上させていただいております。 

行政サービスセンター管理運営事業につきましては、吉槻行政サービスセンターの維持管

理等運営経費として 45万 3,000円計上しております。 

消費者行政事業は、市民からの消費生活におけるトラブルの相談や啓発等に係る経費で、

米原庁舎の自治振興課に配置している相談員がトラブル相談に応じる経費としまして 22万円

計上しております。 

○本田地域統括監 

  今説明の中で、地域創造支援事業の予算額を 739 万 4,000 円と説明しましたが、正しくは

843万 8,000円ですので訂正させていただきます。 

○川崎市民窓口課長 
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  引き続きまして、市民窓口課の所管に属する事項について御説明申し上げます。主要事業説

明書の 19 ページをお開きください。また予算書につきましては 62・63 ページです。あわせ

てよろしくお願いします。戸籍住民基本台帳事業予算額 352 万 2,000 円の事業内容につきま

しては、各庁舎の窓口、各行政サービスセンターで受付しています出生、死亡、婚姻、離婚

等の戸籍の届け出や転入、転出、転居等の住民の異動届、さらには印鑑登録申請などの受付

受理、また各種証明書の交付、そして本人通知制度、これにつきましては本年２月１日から

スタートさせていただきました。その実施を行います。また、総合窓口としては、各種届け

出のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、年金、税等の手続や福祉に係る受付など、多様

な手続を行いますとともに、出生お祝いメッセージカードまた結婚のお祝いメッセージカー

ドを交付するものです。主な経費ですが、戸籍住民基本台帳一般事業につきましては、主に、

醒井行政サービスセンターの臨時職員さんの賃金です。また、証明書の偽造防止用の用紙と

して、印刷製本を含めまして 324 万 8,000 円を計上しています。住民基本台帳ネットワーク

事業９万 4,000 円については、主にプリンターのトナーの消耗品の購入でございます。出生

お祝いメッセージカードについては、子供の健やかな成長を願い、平成 23年度から始めまし

たものですが、本年度も継続して出生届を提出していただいた方々にお渡しするメッセージ

カードの印刷として８万円をお願いします。結婚祝メッセージカードは、本年度より新たに、

婚姻届を提出された方へのお祝いの証として交付するもので、結婚から出産、子育てまでの

一貫した応援をしていくという意味を込めています。そのカードの印刷経費として、10 万円

をお願いするものです。財源につきましては、使用料及び手数料で 345 万 6,000 円、そして

国庫支出金で 2,000円、県支出金６万 4,000円でございます。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  続きまして、未来へつなぐ職員力事業の、④転入促進・ＪＲ東海道本線３駅周辺地域活性化

事業について御説明いたします。資料をご覧ください。この事業は、ＪＲ東海道本線柏原駅・

近江長岡駅・醒ケ井駅周辺の利便性を生かし、転入促進が図れるよう支援策の創出と共に基

盤整備を目指します。また、事業実施に向けては、国庫補助事業などの活用に向けた具体的

な取り組みを行うこととしています。まず、この地域を転入促進地域と位置づけ取り組みを

行うことについてですが、３駅の現状を見てみますと、駅を利用するに際し、駐車場や駐輪

場の使い勝手が悪いまた、これまでのにぎわいのあったまち並みも空き家や空き地の増加が

目立つようになってまいりました。しかし、この地域には、従来より既に公共施設等が整い、

住みやすく、既存の地の利を生かせばまちづくりに取り組みやすい地域でもあります。この

ことを基本に、さらに駅活用の利便性を高めることにより、利用者が増加、駅周辺基盤整備

と転入促進支援策の整備をすることにより、転入促進が図られるということでこの地域を位

置づけました。このような取り組みと同時に、市内全域を対象として、空き家の利活用など

として空き家対策、あわせて、市内全域へ定住につながることを目的として住宅団地などの
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検討もこの中で行います。このような方針から、昨年９月に職員による米原市転入促進拠点

地域整備検討会を設置し、この間、２回の会議と現地踏査１回を実施しました。内容は、主

には各駅前の周辺集落の課題の把握、どのような支援策が考えられるか、あわせて、国土交

通省近畿地方整備局の現地視察を契機に、補助事業化に向けまして、県ともこの間２回協議

を行いました。 

平成 26年度には、これらを具体化するために、基盤整備・定住支援策・空き家対策事業な

どの方針の決定、また社会資本整備総合交付金事業の活用を目指した手続きの実施、そして

重要となる地域の方との具体的協議の開始、市内へ定住化に結びつくよう住宅団地の検討も

入ります。当然、市だけではなく、住宅事業者による整備が促進できるよう協議も進めてい

きたいと考えています。具体的に、平成 26 年度には、補助事業化に向けた整備方針の作成、

またそれとともに県等関係機関との協議を行います。そして、平成 27年度には基盤整備事業

の着手、また支援策、制度の実施を図っていきたいと考えています。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  未来へつなぐ職員力事業の５番目、坂田駅周辺市街地まちづくり事業のシートをごらんくだ

さい。この事業は都市計画課と近江自治振興課が所管をしています。平成 19年度の坂田駅周

辺整備構想検討委員会設立をもととしまして、翌年には住民の代表者で構成されます坂田駅

周辺まちづくり委員会が発足しました。まちづくり計画をこちらで策定し、その意向に基づ

き、民間の資本、民間のノウハウを活用させていただく形で整備が進んでいます。昔の国道

８号線に該当する南北に延びる県道を挟みまして、東側をＡ地区・西側をＢ地区と区分して

います。開発が先に進みましたのはＡ地区のほうで、既に住宅エリアと商業エリアが活気づ

いてまいりました。住宅エリアでは 84 区画中 52 区画の販売が完了しています。30 世帯以上

を基準とする自治会も昨日誕生いたしました。商業エリアではドラッグストア・衣料店・100

円均一ショップ・スーパー・それと飲食店などがオープンしました。1日当たり 3,500人集客

が現在発表されています。これからは、県道の西側のＢ地区におきまして開発が予定されて

まいりますが、日用雑貨や園芸資材などを販売されるホームセンターの進出希望が現在ある

状態です。平成 26年度着工を目指し関係者と協議、手続きを進める所存です。 

   申しわけありません。地域担当職員制度につきましては、既に政策のほうで発表しています

ので、今回、こちらでは省略させていただきます。 

○滝本善之委員長 

  全て、議案第 14号については説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はございません

か。 

○前川明委員 

  20 ページ、まちづくり活動補助事業ですが、４地域に分かれているが、申し込み状況と採

択の関係で、今回全部採択なのか、申し込み状況を教えてほしい。 
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○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  ４地域合計で要望件数が 31件ございます。そのうち、採択件数は 23件となってございまし

て、取り下げ、まはた不採択ということでは８件ございます。 

○前川明委員 

  活動補助事業はいろんなメニューがありまして、自治会が要望の仕方がわからない、どうい

うふうに活用するかが、まだ自治振興課として説明が十分でないかと思う。区長会で一回説

明して、こういうメニューがありますということだけで、あとのフォローがないので、そう

いったことで、今回、地域担当職員制度ができたので、それを絡めてやっていってもらいた

いと思うが、地域担当職員制度は、区からの申し出ですので、その辺も難しい状況であるが、

自治振興課として、メニューについての説明はどのようにされているのか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  年度初めの地区区長会のほうで、まちづくり補助の冊子を皆さんにお渡しいただきまして、

それぞれ４地区に分かれまして、その中で、一旦説明をさせていただいております。それか

ら、夏の要望時期、次年度に向けての要望があがってまいりますと、この中で、こういうメ

ニューもございますと御紹介をさせていただきます。今ほどお話がありましたように、さら

に丁寧にＰＲまたはお知らせ等させていただきたいと思います。 

○前川明委員 

  合併して、コミュニティの中で、不備なものがかなり増えてきているのと、宝くじの要望も

なかなか採択されないので、どっちにしようかということで迷われているところがあると思

うので、宝くじの関係のほうは、要望はどれくらい出ているのか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  コミュニティ、宝くじにつきましては、９団体のほうから要請がございます。これにつきま

しては、100％補助ということもございまして、先ほどのまちづくり活動の補助金とは異なり

まして、事業実施が当該年度どうしてもとなりますと、まちづくり補助へ移行をお願いさせ

ていただいています。 

○前川明委員 

  思っていたより少ないが、それはなかなか採択されないということで、そうなっていると思

うので、まちづくり活動の補助金の事業費、事業費枠とかあるのか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  コミュニティ助成ですが、今一度数字を御確認させていただきたいと思います。まず、一般

コミュニティ助成で現在要望がございますのが 13件、コミュティセンター助成で１件、地域

防災組織育成助成で先ほど９件と言いましたが、18 件が要望としてあがっています。こちら

につきましては、県下で審査をされるということもございまして、合計が 18件ということで、

地域防災組織育成助成事業につきましては４件で、合計、米原市のほうで各４地区のほうか
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らあがっております要望件数は 18件ということになっております。こちらのほうを県のほう

へ申請を現在あげているというところです。採択につきましては、県のほうに委ねていると

ころもございまして、我々のほうでは、若干十分把握ができていないところです。 

○前川明委員 

  まちづくり活動の補助の事業費に、補助金額については、枠はどのように考えているのか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  まちづくり活動補助金につきましては、特に枠を決めておりません。補助の要件に該当する

かないかの確認をさせていただきながら、要望のほうをあげさせていただいています。  

○前川明委員 

  事業採択に向けて、各自治会に詳しい説明を、自治会に入って、自治会が要望できるように

お願いしたい。 

○的場收治委員 

  地域創造支援事業で、補助の要綱を各自治センターで、いろいろ決めておられるということ

で、かつては、補助率が４地域で違ったということで、統一していこうというようなことだ

ったと思うが、その中でだいたい２分の１か３分の２というようなことだが、今回 100％の補

助がついているところが一つあるが、説明してください。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  大野木の長寿村のまちづくり会社という組織でございますけれども、昨年・一昨年からの事

業でございまして、26 年度で３年目になる事業でございます。したがいまして、以前の経過

もございまして、座長による市長への答申ということもございまして、10分の 10ということ

で、補助金をあげております。 

○的場收治委員 

  事業の説明、どういうことか。ここで検討されたことが、市長へ答申されると。そのような

内容なので、10分の 10で支給しているというような説明か。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  市長が特に認める事業ということで、要綱にもありますので、24年からあがっています。 

○的場收治委員 

  市長が特に認めるという項目があって、その項目で 10分の 10という支給ということですけ

れども、地域創造支援事業、これ３年目という事業で、今さら、今の説明を受けると地域創

造支援事業でやるべきことでなくて、市長の答申でするということであったら、市長の思い

を受けてそのような事業をされて、その事業に関しては 100％そこへ委託するというようなこ

とのほうが、今さらなんですが自然ではないかと、なぜ地域創造支援事業の中でメニューが

あるのか、今一度説明を。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 
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  以前からの継続事業で、昨年の 10月にプレゼンをやっていただきまして、それの評価をし

ていただいております。したがいまして、それの答申につきまして、市長への御決裁をあげ

なあかんわけですけど、現在の段階では、10分の 10ということで、あげさせていただいてお

ります。  

○的場收治委員 

  よくわかりませんけれども、今後の方針についてはどのように、この事業ということではな

くて、今後の補助率については。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  現在、要綱がありまして、後ほど条例について説明させてただきますが、要綱の下に、各補

助金の要領がございます。この要領が、４地域についてそれぞれございまして、それぞれの

地域の特色を出すために定められております。今年度は、要綱を条例に変えまして制定させ

ていただきまして、その後５月に、委員さんを改めて改選させていただきます。その後、要

領につきまして、今現在４つあります要領につきましての統一を図るために、10 月の新しい

募集の前に、改正をさせていただく段取りを考えております。  

○的場收治委員 

  しっかりと精査をして、今後のよりよい支援事業にしていただきたい。その中で、10 分の

10 を決して否定しているわけではなくて、かつて、今年はあがっていないので不思議だが、

柏原中学校の地域貢献、あれは 10 分の 10 ということで、委員会でもほかの委員からも何ら

異論もなくてということだったと思う。10分の 10を全て否定するわけではないが、この事業、

今聞いたところによると、ここで取り上げるのがいいのか、ほかでやったほうがいいのでは

ないか。そういうのもあると思うので、精査の仕方をしっかりと今後はしていってほしい。  

○滝本善之委員長 

  山東の場合は、一つの座長がおって、そこで諮問委員会で検討してあがったやつを、なんぼ

にしましょうということで決めてこられた。非常に高かった、よその地区に比べたらむちゃ

くちゃ高かった。それは、平等性に欠けると、各伊吹、近江、米原に比べたら。それはいけ

ないのではないかと提案したこともあるし、監査でも言ったことがある。そしたら、特殊性

があって山東だけは別だという言い方をされたから、そういう形ではいけない。お金は有効

に使ってもらうかわりに、市民みんなが平等に使ってもらわないとおかしいということで、

一時改正になったと思っていたが、10分の 10、確かにこれが市長の決裁を得るとか得ないと

かの問題ではなかったと思う。市長の決裁を得るとか得ないとかでなしに、創造支援事業に

ついては、山東は山東の中の審議会の中で、座長がおって、その中で、これをなんぼにする

か決めていくということになっていたと思う。ただし、ある程度の統一した線があったと思

う。それをほかの地域は守っていたけども、山東だけはそれを無視していた。だから、それ

は直しましょうということで、直ってきたけど、市長へ答申する意味、最終的にこういう格
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好で全部出しますよ。出すけど、決めるのは、そこで決めるので、答申する材料でないと思

うが、その辺、課長は間違っていないか、統括監どうか。 

○本田地域統括監 

  この大野木の長寿村まちづくりの会社につきましては、24年度に３年間の分ということで、

24 年度が当初で 100％補助ということで決めておりまして、それが、25・26 年度と続いたと

いうことでございます。今後は、課長が申しましたように、要領の統一を図っていきますの

で、その中で、先ほど言いました学生と、中学生とかでしたらお金がないので、そういう部

分については 100％の補助が必要かもしれませんが、なるべく、３分の２に抑えるような形で

今後見直しをしていきたいと考えています。  

○滝本善之委員長 

  地域がみんな平等の中で、その中でも、高いやつと低いやつがあります。例えば、春照の太

鼓踊りとか 220万円の予定に 50万円しかつかないとか。いろんな形の中で、理由づけがきち

っとできるように、平等にしてあげてもらわないと、４地域がいつまでも争っていてはいか

ん。それは、一つの規定の中でやってほしい。この中にも、永久につけてくやつと、３年間

というやつと、１年間とある。色分けをしっかり見ながら、１年間であれば高いのか、３年

ならどうするのか、その辺は自治振興課の中で決めていただきたい。 

○的場收治委員 

  そうは言いながら、ここの地域創造支援事業につきましては、平尾市長も１期目のときに、

一番初めたくさんの予算をつけながら、４つの地域にしっかりとやってほしいというような

ことで当初やられていたと思います。そのような形が今このようになってきていると思いま

すが、あまりここで、委員がこのことに関してガンガン言って、使い勝手の悪い、そういう

ようなことだけはやめてほしいと思う。ここは、米原市の地域創造支援事業の特徴のある事

業で、地域の人達が元気になる事業としてやっておられるので、本当に使い勝手のいいやり

方を今後も要望しておきます。 

○松﨑淳副委員長 

  創造会議に関係して見ていますと、集落単位で、自分達の集落のためにやるやつに対してお

金という、本来の趣旨と異なったケースで申請されているケースが多いと見受けているが、

申請される段階で、これは自分達の字のことだったら、当然字の予算でやるべきことであっ

て、なぜここで支援するのかというときには、横との連携であったり、外との接点を増やす

とかという目的があるということを明確に提示していかないと、集落も勘違いされることも

あると思うので、逆に交流を図っていくこと、ほかの地域とも連携していくということを強

調して、もっと窓口を広げていってもいいのかと思うが、その点についてどう考えるか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  本年度先ほど申しましたように、要領の再整備をさせていただきますので、その中で今ほど
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のお話の内容も検討してまいりたい。 

○山本克巳委員 

  この補助金の特にこの事業なんかは、ここに表に総事業費と補助金額と補助充当率、割合、

何％補助しているのかというのと、不足分がどういうふうにお金を準備されて運営されてい

るかまで、もう少し別紙か何かでわかるとわかりやすいと思うがどうか。 

○滝本善之委員長 

  意味わかりますか。残りは、各自主財源でやっておられると。寄附をもらったりしながらや

っておられるんかとか、はじめての委員にしたら流れがわからないので、その流れがわかり

やすいように資料提供をしてあげてくれたらありがたい、そういうことでいいんですね。 

○山本克巳委員 

  例えば、春照の太鼓踊りは、全体 220万円で 50万円と、残りはいったいどういうふうに準

備されて、ほかの方に回りに負担がかかっているのかを知りたい。 

○本田地域統括監 

  申請書の中に収支予算書とか、実績報告書の中に収支決算書もございますので、必要があれ

ば、それを出させていただきます。  

○滝本善之委員長 

  提供まで必要ですか。 

○山本克巳委員 

  ＪＲ東海道本線３駅周辺活性化事業と名をうって、転入促進ということであるが、これは、

市とＪＲとのいろんな協力の中で進めていかなあかんこと、一番大事なことだが、以前、市

長はＪＲ東海のほうまで陳情にこの間行かれたと思うが、よく言われるのが、３駅なんです

が、ＪＲ東海というのは、市場確保、最高収益をあげている会社で、むちゃくちゃ景気がい

いわけです。ところが、簡単に言いますと、ＩＣＯＣＡカードとか、３駅は導入されてはい

ないが、今一番業績がいい企業に対して、今やってもらわないともう導入は無理なのかと、

あれがないというのは、私は通勤は電車を使っているわけではないので実感はないが、たま

に駅からよそへ出かけるときに、駅員さんがいないときもありますし、切符も何もなしに電

車に乗ってしまう。着いたところで精算をしたり、例えば、駅にエレベーターをつけるとか、

障害者の方のためにとか、それはなかなか金額的にも莫大な金額がかかるのは聞いています

けども、このＩＣＯＣＡカードの導入は陳情の中で話題になっていたのかどうか。学生さん

がＩＣＯＣＡカードを持てないので、楽に都会だと通して行けるわけだが、ちょこちょこそ

ういう話も聞きますし、３つともいっぺんに導入というのも難しいですけども、醒ケ井に水

宿の駅がある。順番的に醒ケ井からでも入れてもらうことができないか。  

○平尾市長 

  ３駅のいわゆる利便性、具体的にＩＣＯＣＡあるいはＴＯＩＣＡカードが使えない、自動改
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札装置がないということについては、ＪＲ東海もＪＲ西日本へ行くたびに、私のほうから、

かなり厳しく指摘もしていますし要請もしています。それがないということの地域評価が極

めて低くなっているということについて、地域の住民は非常に落胆しているし、もっと極端

に言えば、ＪＲいわゆる鉄道事業者として、地域を、あまり使っていい言葉でないが、格差

どころか差別しているのではないかと、かなり厳しく地域評価を落としめていると、鉄道事

業者、サービス事業者の責任を問う形でやりとりもしております。もう一点は、あれがない

ということで、はっきり言って、不正乗車が公然と行われていると。このことは、青少年に

対する、いわゆる犯罪防止の問題も含めて極めて不誠実だということで、この点も厳しく問

いただしています。さらに、ＩＣＯＣＡ、ＴＯＩＣＡカードについて私が知る限りでは、い

わゆるユニバーサルデザインという形で、障害を持っている人達にとって、使い勝手のいい

改札という形ででき上がったものが、完全にここは隔離されているという、この３点からお

いても、どうしても許せないということで一貫して言い続けていますけども、向こうの理屈

に我々は勝てていません。というのは、ＪＲ東海あるいはＪＲ西日本あるいはＪＲ東日本と

いう形での営業エリアごとに、どこかで分けなければならない。ちょっと言い方忘れました

けど、はざまといいますか、そういうのをどうしてもつくらざるを得ないと、それを越えよ

うとすると、日本列島全体を網羅できる巨大なコンピューターによる、うんぬんかんぬん必

要だということを言うのでが、私はどうしても納得できなくて、私が持っているＪＲ西日本

のＩＣＯＣＡカードが東京都内の施設でも使えれば、東京の東日本の環状線で使えるのに、

何でそれが使えんのか、さんざんやりとりを、理論的に持っていないものですから負けてし

まっています。いずれにしてもこのことは、交通対策は防災危機管理課ですけど、そのとき

に全く違う形で、２者に対する抗議をするようなことも考えたらどうかということで、内々

準備をさしてますけど。若干それを市長がやると問題があるかと思いますので、議会にもい

ろんな知恵を借りられたらと思っていますけど、いずれにしても、これは市民運動として許

せないと、３駅をほってかれると、使い勝手が悪い駅にしていることについては、許せない

という立場でＪＲに向き合っていきたい。一面ですけど、けんかごしばかりではいけません

ので、正しく指摘をしながら、鉄道事業者に対する地域への協力を求めていく、それはやっ

ていきたい。 

○山本克巳委員 

  何度も言いますけど、一番稼いでいる企業で一番大企業だが、今プッシュしないとなかなか

導入も難しいと思うが、３駅の学生さんにとっては、あのカードを持つことがステータスで

ある。ほかの人が持っていても、使えない駅に住んでいるということで、駅を周辺を活性化

で、そのカードを入れてそれを導入して乗降客が増えるかというたら、それはまだあれです

が、ただ、私ももともとＪＲ出身だが、今も残っている同僚に聞くと、そんなに費用はかか

らないがＪＲは乗降客の数とか数字を言ってくると、それに準じて導入するかしないかの検
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討なんかもされるということは聞いてきますけど、追いかけっこになりますけど、導入して

乗降客が増えて周辺活性化できるか、周辺活性化してにぎやかになってきたから、ＪＲさん

も乗降客も増えてきたから導入しようかと、どっちが後か先かわからないが、ぜひとも、何

とか進めていってほしい。過去にも、柏原駅はなくそかという、ＪＲ行っていたときもそん

な話ありました。柏原駅は通過してしまうとか、ただ、今、中山道の関係でちょこっと活性

化されてきているが、ぜひとも、カードについては前向きでいってもらいたいのと、ＪＲさ

んの駅前周辺の土地の地権者は、結構ややこしい。例えば柏原駅でも、半分がＪＲで、こっ

からこっちは区の土地とか市有地とかありますけど、そこで、柏原駅の駅員さんに話を聞く

と、除雪と融雪の装置があるが、その上に車を勝手に止めて電車に行かれてしまって、例え

ば、除雪ができなかったりとかいろいろ話を聞いたが、土地の地権者とかＪＲさんの、例え

ば長浜駅でも、ロータリーの中に市有地もある。ものすごく話がしづらいと聞いたが、その

辺はどうか。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  長岡の事例ですけれども、ＪＲと市有地との境界なりは把握はしているつもりなんですけれ

ども、使い勝手、消雪なんか入れられてますわね。それを入れたときの協議内容等が、私ど

も把握していない状況です。今おっしゃられるような状況になっていることは事実です。 

○山本克巳委員 

  いろんな話を進めて聞く中で、つきつめてくと、そういう土地の絡みが出てくるので、きち

っとしてもらわないと、なかなか、例えば、駐車場整備をするにしても、なかなか、不思議

と駅周辺の土地というのはどこの駅でもそうだが、長浜駅も複雑で市の土地と個人の土地も

中に含まれている。駅のロータリーの駅側がＪＲ西日本であって、半分が長浜市の市有地に

なっていて、駅周辺でもめてくるのは何かというと、駐車の件についてもそうだが、花壇ひ

つとで長浜駅も都市計画課さんといろんな話をしたことがあるが、この３駅については、何

も施設らしいものはないので、ぜひとも有効な使い方ができるように、活性化の話もそれか

らのことだと思うので、できるだけ使いやすいように、長岡の駅前でも止められるところが

あるのか。柏原駅も平気で止めて電車に乗っていかれてしまう方もいるが、醒ケ井駅はある。

そういったところの連携というのも、そのあたりをきちっとお願いしたい。 

○本田地域統括監 

  事業を進める上で、他人の土地を勝手にさわるということはあり得ませんので、地権者も調

べた上で、事業にかかっていきたいと考えておりますし、確かに３駅の周辺でいいますと月

借りの駐車場とかがありますが、時間貸しの駐車場とかありませんので、できたら、そうい

う時間貸しの駐車場をつくって、使い勝手のいいようにしていきたい。  

○山本克巳委員 

  話が戻りますが、ＩＣＯＣＡカードとか使えないというのが、例えば、青少年のキセル乗車
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とか話をよく聞くので、そのあたりも非常に心配なところなので、駅周辺の防犯についても、

先週も防犯のカメラとかの話も出ていましたけども、そこまで人が流れるかというとそうで

はないと思うが、駐車場でも今のところ、３駅の中に例えば、コインパーキングみたいに導

入も費用もかかると思うが、できるだけとめやすいように、観光客がどこにとめたらいいで

すかというのもあるので、あたりに案内看板を置くなり、１日とめていても大丈夫ですよと

かいう、とめていいのかどうか、駅周辺に来たけどもどうなのか思われてしまうと、そこで

逃げていってしまうので、何とか。 

○的場收治委員 

  先ほどのＩＣＯＣＡカードとＴＯＩＣＡ、その件に関しては、議会のほうも要望活動 をし

ていまして、県議会、県ともども、そういうことを年１回ＪＲへ要望活動に行っているが、

乗降客が１日 3,000 人をクリアーしないことには、話にのってこないというような状況があ

ります。まずそのことをクリアーしないと何も進まないということであれば、なかなか前へ

進んでいかないので、市長も先ほど言われたように、市民の応援も非常に必要であるし、う

まくマスコミを利用したり、いろんな方法を考えて、議会も執行部と一緒になってやってい

かんとあかんのだが、市民の応援をどのような形でＪＲのほうに伝えていくのか、またマス

コミの利用の仕方もどのような方法がいいのか、もっと情報をしっかりと共有しながら、議

会のほうもぜひともしっかりとやっていきたいと思うが、共有の仕方を市長、もっと綿密に

やりながらやっていかなあかんと思うがどうか。とにかくやっていかなあかんと思う。  

○平尾市長 

  いずれにしましても、防災危機管理課の交通係の段階で、ＪＲ西日本のエリアでさえも長す

ぎて、新大阪から博多までで、はざま区間を設けているということもあって、それはどうも

かなり意図的に、そこをやっても大丈夫そうなところをやっていると。我々はどうも狙い撃

ちされていて、関ヶ原を越えてから、柏原と醒ヶ井と近江長岡と、この駅の乗降客、昔から

ＪＲ東海とやりとりをするときに、一番厳しく腹立たしく思ったのは、夜８時過ぎたら回り

が真っ暗っですよね、ということを何回も言われたことがあって、こういう評価をＪＲ東海

はしているのかと、そのことは簡単に乗り越えられません。急に人が増えて、夜中にネオン

がつくような町ができるわけがないので、そこを突いてきて、公然のように遅れたところは、

いつまでも遅れたところなんですよと、私達の商売の相手にしていませんよと、彼らははっ

きり言っているわけで、そこをどうやっていくかという点では、相当知恵もいると思います

が、こういう時代ですから、メディアとか、市民の意識あるいは鉄道利用者、ここが困って

いるということを言い続けることだと思うし、例えば具体的に、柏原へウォークラリーとか

いう形でＪＲのお客さんが降りても、帰るときにまた 180 円か 190 円の入場券なり切符を買

わないと使えない。降りてくるときも、例えば、名古屋で乗った人が柏原で降りられますけ

ども、今度は乗れないと。どっかで精算をしないとこのカードが使えないと、非常に不便な
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状態がありますので、米原市民だけでなしに、米原に来てくれる皆さんにも協力を求めるよ

うな形で問題を提起していく必要があると思います。いずれにしても、交通係のほうでやり

ますけども、議会のいろんな要望活動とも綿密に連携させてほしい。 

○滝本善之委員長 

  ＪＲ３駅につきましては、３つとも非常に難しいところがある。米原市の土地はほとんどな

い。一般質問の統括監の答弁で、とりあえず駐輪場と言われた。柏原はできている。近江長

岡はない。近江長岡につくろうと思うと、私立の駐輪場があって、駅前は全部ＪＲ東海の土

地であって、あとは民有地である。そういう中でどういう格好でやっていくか。回りの状況、

３駅の状況がどうなっているか細かく分析して、それから市が買収してでもできるとか、で

きないとか、私立の駐輪場とは競合しないとか、いろんな形を調査してからやってもらわな

いと、ただ、漠然とやりますでは難しい。だから 26年度以降の取り組みとか書いていますけ

ども、きちっと守ってやってもらわないと、そんな甘くないと。空き家対策も書いているが、

住宅団地をつくりますと簡単に言うけど、どの辺につくるのか、長岡だったらどこにつくっ

て、柏原は家が建つところがない。北にたくさん団地があるし、地域を見た上で、ただ漠然

と住宅団地つくります、空き家対策します、では難しいと思う。だからその辺は分析して、

市民が使い勝手のいい駅にまずしていくことによって、市民がよかったら、そこに外部から

入ってくる可能性はある。その辺は理解してやっていただきたい、それだけは。答えてくだ

さいと言っても、今はありきたりしかできないと思うので、言いませんので、だからそれは

きちっと守ってもらいたい。頑張ってもらいたい。 

○松﨑淳副委員長 

  ３駅についての要望になると思うが、手ぶらでＪＲ東海へ行っても、3,000人に足りていな

いのではね返されても仕方がないかなという思いをしています。というのは企業で働いてい

た立場になるので。だったらお土産として、観光客を増やす、名古屋から現金の客が増える、

米原の人が大垣とか岐阜に行くのではなくて、外から呼ぶ金を増やすために、米原は名古屋

地区で宣伝しました、ポスターを貼りました、というようなことをやって、それが 3,000 人

にいかなかったとしても、のぼるという傾向があれば、ＪＲとしても、米原が努力をしてい

るのであれば、何かやってあげようかなという気になる気がしますのでやっていただきたい。

もう一点が、駐車場整備ということで、駅前の話だけであったが、例えば、柏原とか醒ヶ井

にしても、空き家はたくさんある。だけど、車を止められる場所もない。若い人が入ろうと

思ったときに、電車に乗って米原の平和堂とか、大垣のアクアオークに買い物に行く人は一

人もいないので、車に乗って買い物に行く、その車を止められる場所ということで、取り組

みの中で駐車場整備という、駅前に限らず市街地の中でも駐車場整備に関して重点的に取り

組みをしていただきたい。お考えがあれば。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 



 

115 

 

  今の御指摘の中で現在検討しておりますのは、駅周辺を中心とした駐車場の検討をしており

ます。空き家対策の中ででも、転入者の方につきましては駐車場も必要というふうにも認識

もさせていただきますので、今後検討の中で組み上げていきたいと思います。 

○山本克巳委員 

  市有バスの運転手という項目があるが、移動手段で乗せてもらうことが多々あるが、以前の

仕事がら思うのは、例えば、この間、大きなバスの事故がありましたが、アルコールチェッ

クとか、そういったところの管理というのはどうなっているのか。もちろん信頼しています

し、御苦労かけていますけども、これからそういったところは社会的に問題になりやすいと

ころで、この間のバスの事故でも、無呼吸症候群とか、前の会社でもたくさんいました。そ

ういった方は、きちっと直るまで乗せなかったですし、皆さん健康な方だと思うが、そのあ

たりはどうか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  バスの運行につきましては、自治振興課でバスを保有していまして運転手を手配しておりま

す。確かに御指摘のとおり、日々の運行にかかる管理につきましては、鍵を渡すときだけし

か運転手さんとのやりとりがありませんので、そのときにどれだけ把握ができるかというと

難しい部分がございます。今後は、今ほどのお話も受けながら安全運転につながるような仕

組みをつくっていきたいと思います。 

○山本克巳委員 

  管理は自治振興課か。単なる鍵を手渡すだけでなく、日々の健康をどうですかと声をかける

くらいの運転手さんの状態を把握というのは大事だと思うし、公用車動かす時も同じことだ

と思うのでよろしくお願いしたい。 

○松﨑淳副委員長 

  19 ページの行政事務連絡調整事業で、区長さんに配布物をお願いしているが、いっそのこ

と全て電子化して、配達をしない家庭とする家庭とを大きく分けて、完全ペーパーレスにし

ていく。これに関しては、配る配らないでなくて、やるかやらないかの大きな二つに分けて、

とにかく全部電子化する。現時点で、紙も全ての世帯に行っているとはいえ、三世代家庭と

か、若い家庭は一切広報物を見ていないというケースもあると思うので、電子化について、

どういう取り組みをされているか。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  電子化ということにつきまして、市役所の中では何回も今まで議論も起こっております。た

だ、物を配るという領域のところだけを自治振興課が窓口とさせていただいております。電

子化のところにつきましては、広報秘書課のほうが所管、政策のサイドで中心となって議論

をしていただくことになろうかと思いますので、御了承ください。 

○的場收治委員 
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  伊吹山の活性化振興は大きな課題だと思うが、活性化プランを策定するという方向性だが、

その中で、プラン策定に関して、もう少し具体的にどのような委員が入りながら、どういう

ような形でプランの策定をされていくのか。それと伊吹山は伊吹山財産区ということで、特

にその中で上野区との関係が非常に、いつもいつも取りざたされて、上野区の意向というよ

うなことがすごく重要視されてきます。というのは、上野区がイエスかノーか言わないこと

には、ものが動かないというような現状が今までありました。現実は確かにそうかもしれま

せんけれども、伊吹山の問題は、上野区だけの問題ではありません。米原市の問題であり、

滋賀県の問題であるというふうに思うので、その辺で地元との連携強化というように書いて

いますが、その地元というのは、大きなものが地元だという考え方も必要ではないかと思う

が、プラン策定にいたる今後の経緯を聞きたい。  

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  伊吹山活性化プランにつきましては、資料にもありますように地元との連携強化というよう

な部分をあげさせていただいております。その具体的な手法としましては、地域とともに、

ワークショップというような形で、問題解決を図るための会議等を開催するような経費を計

上しておりますので、その機会を利用しながら地元との連携強化、地域の意向等の確認を、

地元のまちづくり団体の協力を得ながら行っていきたいと考えております。また、検討委員

会のあり方につきましてですが、伊吹山の保全等を活動する団体がございます。その団体等

の御意見を聞きながら、自治振興課が主導になりながら、策定のほう進めてまいりたいと考

えております。地域の上野区財産区ですが、伊吹山の米原市側につきましては、ほとんどが

伊吹財産区になっております。周辺には、伊吹・弥高等もありますし、そのふもとにつなが

る地域もありますので、講演会なりを開催しながら、学習会を開催しながら、伊吹山との関

わり等を確認していきたいと思いますし、歴史文化につきましては、教育委員会等の御協力

も仰ぎたいと考えております。 

○的場收治委員 

  地域とのワークショップ等を開催しながらということがあったが、地域というのは、どうい

う地域を指すのか。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  現在、主体的に思っておりますのが上野区でございますが、そこに関わるエリアにつきまし

ては、伊吹地域の部分を呼びかけていくというか、その辺は、伊吹地域ないしは市内を思っ

ております。 

○的場收治委員 

  今までから旧町時代から伊吹山のことをやりとりする段階で、とにかく上野区というふうな

ことになります。課長も言われたように上野区との協議ということだと思うが、そこをもう

少し範囲を広げていただいて、上野区が中心になることはまず間違いないと思うが、もっと
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もっと多くの人の意見を聞きながら、伊吹山の問題にあたっていくというようなことが大切

ではないか。核になるのは上野区かもわかりませんけど、そこに地域の上野区以外の地域の

人の意見をしっかりと聞き入れられる体制づくりが必要ではないかと思うが、どうか。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  今伊吹山に関わっていただいている団体、環境保全等含めまして、伊吹山再生協議会なり伊

吹山を守る会等、そこで活動されている自然観察会のグループ等がございますので、その辺

の団体との意見調整のほうは図っていきたいと考えております。 

○的場收治委員 

  確かに、そのような形で今伊吹山の中で環境を守るために活動されている方や、伊吹山再生

協議会というような中もあるかもしれませんが、そのほかに例えば、周辺地域の代表の中か

らいろんな意見を聞くというようなシステムづくりも必要ではないかと思う。というのは、

今活動されている人の意見を聞いてやっていくことは必要だと思うが、それ以外の外の視点

というような立場も必要と思うので、今一度どうですか。  

○本田地域統括監 

  プランをつくる上では、観光客であるとか、地元の方へのアンケートとかを実施しまして、

そのアンケートの結果を基にして、進めていきたいと考えています。  

○的場收治委員 

  しっかりと早急にやってほしいというふうに思うが、今回、市長も伊吹山に関しては相当の

思入れをされて、伊吹山の活性化に対して、最後のチャンスと言いますか、そのようなとき

を迎えていると思います。これは、議会のほうも一緒になって、この問題は解決に向けて真

剣にやっていかなければならないというふうに思いがあるが、その中で、今回山麓道路の整

備計画も林道を少し拡幅しながら、違う道をつけながらその辺も検討されるというようなこ

とで、非常に観光客誘致と自然保護と両極端といいますか、二つの立場からこれをしっかり

と検討していかなければならない問題だと思います。例えば、山麓自動車道が実現して、３

号目までどんどん車であがってもらえるような状況をつくった場合に、自然が破壊されると

いうような心配をされる方もいると思います。それは今後の問題だと思うが、両方の立場か

らしっかりと議論をしていただくようなことを、どちらかの立場だけでなしに、両方の立場

からしっかりとした議論をぜひともしていただきたいと思いますし、先ほど、駅の活性化の

中で駐車場の問題も出ましたけれども、伊吹山もとにかく山麓道路も必要だと思いますけれ

ども、伊吹山の周辺に大きな駐車場がなければ観光客の誘致もできませんし、観光バスがど

こか山麓に停まってそこから登山ができたり、そこから何らかの形で上へ人をあげられるよ

うな方法ができたりするようなことがあれば、また再活性化になるのではないかと思います。

いろんな検討をしっかりとしていただきたいが、検討するにあたって、いろんな人の知恵を

借りる体制づくりをぜひともお願いしたい。市長、今一度あれば。 
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○平尾市長 

  決して私だけの思い出ではなくて、旧の伊吹町の皆さん、これもだけではなくて、的場收治

議長おっしゃったように、滋賀県全体の自然保護の問題、それから、いわゆる名勝としての

霊峰伊吹と言われるものを、県民がどう評価するのかということまで追いつめていって動き

をつくらないと、そういう大きな動きをつくらないと、上野区とか、上野の財産区が動かな

いという状況があるのではないか。そういう意味では、回りをどうつくるのかという、的場

收治議長が再三言っていただいている体性づくりだとか、周辺の声をちゃんと聞けよとか、

周辺を動かさなあかんぞとかおっしゃっている意味だと思いますが、私も全くそういう観点

で、どういう戦略を練るかということは、相当知恵を絞らないといかんなと、私もずっとこ

の間、旧伊吹町の歴代のこれに関わってきた人からいろいろ聞きました。ことごとく、財産

区と大字上野区、もっといやらしい言い方をすると、その中の人間関係も含めてどっかでね

じれてしまうとうまくいかないと。はっきり言ったら、回りがいらいらすることがずっと続

いてきていますので、ここはやり方を間違わないようにと言いますか、間違ってはならない

正攻法をしっかりみんなでつくって進みたいと思います。そういう点では、林道、山麓道路

の問題、それから、３号目高原、そこにみんなが、結果として潤うような条件を整えること

で、地元が固まってほしいというように思いますので、とりあえず、周辺の問題、どういう

体制をつくるか、これも再三ですけども、まさに議会のいろんな人脈もあろうかと思います

ので、そこはぜひ貸していただきたいといいますか、連携させていただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 

  伊吹山の問題、自治振興課でもやっていただく、伊吹の自治振興課がそこにあるからと思う

けど、的場收治委員が言ったように、基本的に、もっと大きな米原市全体、また県の問題も

含めてやっていくのであれば、政策で全部取り上げてやっていく。ただ、米原市の場合、例

えば南川団地にしてもこれもだが、そこにあるから、そこの自治振興課が取り上げるという

ことは、あまりにも細かい。ただ、市長が言っている地域担当職員制度がこれから利用する

から、それを活用しながらとおっしゃると思いますけど、大きなプランについては、政策で

きちっと論じて、その中でどうしていくか、道筋をつけた中で、初めて地域におろしてあげ

る。そうしてあげないと正直いって振興課がもたない。課長が全部責任をもって、やってい

かなあかんのだから。いろんな組織的な問題も含めて、伊吹山については、26 年度はスター

トするので、やるとしても、策定プランなんか大きな問題は、先ほどいろんな財産区の問題、

伊吹財産区は、大久保から弥高まで全部が共有している財産。ただその中で、上野が昔から

持っている土地が伊吹山の南斜面ということで、基本的に、地縁団体も上野はつくってます

から、それを本来はきちっと整理して、上野の財産であれば、上野の地縁団体の中に組み入

れて、そしてどうしていくかを考えていかないと。今は、税金対策だけで財産区を運用して
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るだけですから、本来の財産区を解散してでもやっていく、それを応援するのが市だと思う。

財産区を抱えていたら市長のところはえらい。伊吹山のピステジャポンがパーになって、あ

れも結局、財産区だから管理者である市長がハンコ押してますわね。そういういろんな問題

があるので、その辺をきちっとやっていかないと、これから、こういう問題も含めて大変だ

と思いますので、この４年間のうち、あと３年間は市長はやっていくということだからやっ

てもらわないかんのやけど、そう甘くないので、性根を入れて市全体で取り組んでもらいた

い。 

○的場收治委員 

  結婚のお祝いのメッセージカードを 26 年度からされるということだが、せっかく新しくお

祝いをされるということなので、何かアイデア等はありますか。 

○川崎市民窓口課長 

  現在、子育て支援課とタイアップしまして、案を練っている最中でございまして、もう少し

時間をいただきたいと思います。 

○的場收治委員 

  せっかく出されるのであれば、もらってうれしいカードを作成してほしいというふうに思い

ます。誰かアイデアマン、行政のアイデア豊かな、せっかくもらってうれしいカードにして

いただきたいと思います。もう一点、電気代とか水道代が値上がりしていますし、するとい

うようなことも含めて、今回光熱水費と電話代等が昨年度より少し予算が大きく計上されて

いると思いますが、その辺に対する対応はどのようにされていくか。少しでも経費削減がで

きるような対策などを考えているか。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  地球温暖化対策で、月々の使用料というのは厳密に調整を図らせていただいております。無

駄なところは、徹底的に省くということで、省エネ対策で、例えば電灯の数をギリギリのと

ころまで削らせていただいたり、節水対策に挑んでいるというところが現状でございます。

ただ、計上している経費に対しまして、現行かかっている決算の数字とちょっと開いている

分については調整をして、それから、消費税の増税分を乗せさせて、実態というところで、

今回予算計上させていただいた次第でございます。これからも、節電・節水に対しましては、

地球温暖化対策という一つの枠を基準に考えながら、厳密に整理をさせていただきたいと思

っております。 

○的場收治委員 

  そんな中で、電気をギリギリまで消すというか、少し暗くしてもいいということになります

と、その辺はどの辺の基準が正しいのかよくわかりませんけれども、執務に、仕事に支障が

ない程度の明るさはしっかりと保っていかなければならないと思います。そのことによって、

職員が疲労を感じたりするようなことは、絶対あってはならないというふうに思います。こ
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の間、新聞を見ていましたら、大津市は再生可能エネルギーを大津市の家庭が出すエネルギ

ーの、今まで約１割が目標だったのが、２割くらいにしていきたいというふうな目標を掲げ

て今後市政運営をされるというような、新聞情報ですけれどもそういうような情報がありま

した。自治センター直接ないかもわかりませんが、再生可能エネルギーの検討をここでなし

に米原市としてどのような目標値をもってやっていくのか今回代表質問でもあったが、目標

値は持っていないというようなことでありました。公が消費するエネルギーに関しては、今

後再生可能エネルギーの活用も、もう少し普及をしていったほうがいいと思うが、ここに金

額が出ていますので答えられる範囲でお願いしたい。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  再生エネルギーそのものにつきましては、御答弁する立場でございませんので、お許しいた

だきたいと思います。電気代で抜けたところも含めてお話をさせていただきますと、デマン

ド計算というところが大きいわなになっておりまして、１年の電気代の基礎になる部分が、

ある日の最高出力によって影響を受けるというのが事実でございます。庁舎によりまして、

夏にピークがあるところと、冬にピークがあるところがございます。その日のうち、ある一

定の時間の一つのタイミングで、ある枠を超えてしまうと、年間の電気代の基礎計算が非常

にあがってしまうところがわなになって、そこに到達しないように庁舎のほうは工夫して、

我々汗をかかしていただいているというのが実態でございます。例えば、夏の８月に電気代

が一番大きく伸びるような庁舎としては、午後２時の 15分手前くらいで一旦エアコンを緩め

て窓を開けると工夫をしたり、あるいは２月にピークがあるところにつきましては、朝わざ

と窓を開けることで、体感する温度を調整して、職員が集まってからスイッチを入れるとい

うことで、室温はそれでも４度・５度上がってからスイッチを押す形になりますので、最高

出力を軽減することができます。そういう工夫をしながら、現在成り立っていることだけ御

説明します。  

○的場收治委員 

  そういうふうな努力をされているということで理解はしましたけれども、庁舎間であったり、

いろんな施設の責任者であったり、そういう人達との情報共有、やりとりをするような場所

はありますか。統括監が指令を出しているとか、そういうことなのか。 

○本田地域統括監 

  役所の中に、地球温暖化対策推進本部というのがありまして、そこに、本部長が副市長、各

部長が入っていますので、その中で、事務局が環境保全課になりますが、そこで役所が定め

た削減目標がどのようになっているのとか、そこら辺の情報共有はしています。 

○山本克巳委員 

  各分庁舎の自動販売機は設置されていますけども、それの電気代とかは、どういうふうに契

約されているのか。 
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○本田地域統括監 

  電気代も含めて、設置につきましては入札をして業者を決めている形で取り組んでおります。

別にメーターがついています。自動販売機にかかる電気代につきましては、業者負担という

形になります。 

○滝本善之委員長 

  坂田駅前のまちづくり、近江自治振興課、都市計画課、環境とか、いろんな形の中で連携さ

れているが、Ｂブロック、この行程表を見ると、案として、27 年３月に開発許可、工事着工

になっていますけど、ここの地域は青地、青地は既に白地に変えられて、これで地区計画を

提案されているのか。今開発されたところは、みな白地でしたからよかったんですけど、今

度は青地のところを地区計画でやる場合も、白地に転換せなあかん。その辺はどういう形で、

来年の３月から着工と入っているから、その辺の行程を教えてほしい。 

○宮崎近江市民自治センター長（自治振興課長） 

  工程の細かいところにつきましては、自治振興課は苦手としているところでございまして、

申しわけございませんが、この部分については、主に都市計画課が中心となってやってくれ

ています。地区計画、青・白の転用につきましては、まちづくり委員会の事務局として各課

の代表者が全部入っておりますので、その中で調整されて可能というギリギリのところの数

字を現在入れております。委員御指摘のとおり、現在の時点で青地でありますが、農振除外

地申請もし、最終的には大店舗法というものをかける規模のものになりますので、そこまで

を含んだ状態のことをイメージした準備ということで御理解いただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  今商業地域として活性化して住宅団地ができた。その白地でも大変時間がかかった。地区計

画にもっていくだけでも、大変だった。それが、１年以内に全部できるようになっているか

ら、こんな計画を立てられて、できるのか。私どこは苦手です、都計計画課とか経済環境部

がやっているとか、それだったらここで説明せんとほかのところでやってくれたらいいけど、

した以上は、きちっと、私どこは苦手ですでは困る。しなかったら、これは経済環境部とか

わかるけど、総務でした以上は、責任をもって答弁してもらわんと困る。提案する以上は、

全部資料を揃えて、説明がきちっとできるように今後してください。  

○澤井明美委員 

  伊吹山活性化プランのところで、小泉のとこら辺で、イヌワシ等の生息している場所にカメ

ラマンが１日多いときで車 20台くらい、大阪とか一宮とか、今日も朝早くから来ておられま

した。来ていただくのはありがたいし観光になるが、行く者と来られている側の危険が生じ

ると思うので、私達もそこはスピードを落としていますが、それの対策は何か考えておられ

るのか。  

○滝本善之委員長 
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  交通対策になる。伊吹自治振興課として、あの辺のことをどう考えているかでいい。交通対

策は防災危機管理課になると思うので、その辺は割り切って話してもらっていい。。 

○的場伊吹自治センター長（自治振興課長） 

  小泉地先のイヌワシ等のカメラマンですけれども、ここ近年増えてきまして、昨年ラインの

路側線等の引き直しをしていただきました。その関係がありますので、そこからはみ出ない

ような形で写真を撮ってもらうというようなことになるのですが、守られない場合について

は、職員通勤時等に発見した場合は、警察等への連絡をするなりの形で、安全確保のほうは

させていただいている状況です。 

○滝本善之委員長 

  市民窓口課で、戸籍住民基本台帳とか住民基本台帳、これは、滋賀県の市の中で、だいぶん

コンビニ収納ができるようになってきている。ただ、これが、小さな自治体は七、八千万円

かかる、確か登録するのに。それは知っているが、今後米原市として、コンビニでとれる形

を考えておられるのか。県とかあっちへ行っている人はそこでとりたいんやけど、米原市ま

で帰ってこないととれないとか、そういう問題が今一部出ているんで、あなた方は今後、予

算化してやっていく考えがあるんかないのか、それだけ聞かせてください。  

○川崎市民窓口課長 

  県下の情勢につきまして、若干御報告申し上げます。まず、コンビニ交付で、全ての部分が

できるのは愛荘町、そして彦根市のほうが今取り組んでおられました。長浜市も現在やって

おられますが、それは印鑑証明と住民票でございます。あと 26年度の内容を県下のほうで情

報を聞いてみますと、大津市さんのほうが、やるだろうというようなお話は聞いています。

従いまして、現在やっておられます彦根・長浜・愛荘、そして 26年度されるという大津以外

は、このコンビニ交付について、今検討されているという内容でございます。次の御質問で

ございますけれども、今委員長がもうされましたとおり、このコンビニ交付については、ラ

ンニングコストとイニシャルコストがかかります。イニシャルコストにつきましては、数千

万円、そして、ランニングコストについては、年間七、八百万円というものがかかります。

前回の委員会の中でも副委員長が御質問されたのですが、個人番号制度とこのコンビニ交付

との部分についてどうなのかというような御質問があったのですが、個人番号の開始が、27

年の 10月が交付がされまして、28年の１月から個人番号の利用開始になると、したがいまし

て、どこの市町村もそこなんですけども、その 28 年度をどうとらえるかということなので、

現在本市におきましても、鋭意検討させていただきたいと思っています。 

○滝本善之委員長 

  入れよとか入れないとかでなしに、基本的に時代というのは流れていくので、入れざるを得

ない時期が来ますわ、これ住民のいろんな要望の中で。ただ 28年、29年というたら、だんだ

んだんだん金がなくなって行く時期だから、その辺も含めて、市長としてどういう判断され
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るかわかりませんけど、それはそれで検討していってもらう必要があるんじゃないかと思っ

たから、ちょっと聞きました。 

  そのほかございますか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

なければ、議案第 14 号につきましては、質疑を終結いたします。休憩をします。25 分ま

で。 

 

（暫時休憩：午前 11時 17から午前 11時 25分まで） 

 

議案第 22号 平成 26年度米原市住宅団地造成事業特別会計予算 

                               ＜伊吹自治振興課＞ 

○滝本善之委員長 

 それでは、休憩前に引き続き会議をはじめます。議案第 22 号 平成 26 年度米原市住宅団

地造成事業特別会計予算について、伊吹自治振興課の説明を求めます。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  議案第 22号 平成 26年度米原市住宅団地造成事業特別会計予算について、御説明します。

主要事業説明書の 92 ページをお開きください。予算書は、355 ページから 367 ページです。

住宅団地造成事業は、平成 16年度から宅地の販売を開始し、物件情報の提供、販売条件の緩

和、区画再整備などを行い販売促進に努めてまいりました。平成 26年１月末現在では、全 72

区画のうち 66区画を販売し、残り６区画となっています。当初予算につきましては、早期完

売に向けて媒介契約の活用や広域的に販売チラシの配布を行うなど、さらなる販売努力をし

てまいります。予算額は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,730 万円と定めました。主要事

業の概要としましては、販売促進経費として、春と秋の年２回のチラシの配布に要する経費

36万 6,000円、不動産業者への媒介手数料２区画分 73万 4,000円を計上しました。また、一

般会計繰出経費として土地売払収入から販売促進経費を除いた 2,610万円を見込んでいます。 

歳入につきましては、財産収入として近年の販売実績から３区画分の土地売払収入 2,730

万円を計上しました。予算では、３区画分の土地販売収入を計上していますが、残り区画が

早期に完売できるよう販売促進に努めてまいります。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。ただ今から質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○松﨑淳副委員長 

  先ほどの話の中で、２件引き合いがあるとおっしゃったので、あってますでしょうか。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 
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  92ページの下の米原市の南川住宅団地の地図をごらんいただきたいと思います。現在、Ｂ・

Ｃ・Ｄ・Ｆ・Ｇ・Ｈの６区画が残っている状況なんですけれども、うち、ＧとＨにつきまし

ては、現在引き渡し、譲渡に向けまして、手続きを開始させていただいている状況です。 

○松﨑淳副委員長 

  ということは、来年度は３区画目指すうちの、もう二つは既に着手されているということな

ので、３区画と言わず、売れるだけ売ってください。  

○滝本善之委員長 

  今の中で、これだけ言っておくけど。特別会計から一般会計へ戻した時点で、１年３区画ず

つしか売れません、売りません、目標定めませんというのはもってのほかと私言いたい。一

般企業だったら、当然当たり前に残っている区画をいかに努力して、１年以内に売り切るか、

これが、あなたがたの目標と違うのか。決まった年までに売れなかったのですから、それを

また、毎年、あと６区画残っている内、３区画だけを目標にしました。次３区画売れたら、

100％達成でした。そんな計画はないと思っています。前も言うたはずや。そんなことやめと

きなさいよと。売れんかったのはあなたがたの努力不足ですから、基本的に言うたら。その

不足の分は、毎年々、全区画をあげて、売りきるためにどうしていったらいいか、それを創

意工夫するのが、皆さんの仕事と違いますの。その辺が理解できない。その辺についてどう

思われます。 

○的場伊吹市民自治センター長（自治振興課長） 

  ６区画のうちの３区画というような形で、歳入予算のほうをさせていただきまして、これに

つきましては、近年の販売実績をもとに、算定をしたものでございます。予算としては、歳

入歳出の必要なものを見込むというような形で、作成をさせていただいておりますが、残り

の部分についても、早期販売に向けて努力はさせていただきたいと思っております。  

○滝本善之委員長 

  努力するのは、みんな努力している。結果が全てなんですよ。だから、もう既に特別会計が

終わったということは、その年は、そこで全てが終わった。本来は、そこで売り切っとかな

あかん。特別会計を解除したときには、もう既に本来の販売時期よりも、だいぶん遅れて閉

めたはずですわ。それやのに、３区画ずつ入れるて、ナンセンスやと。自分らの目標設定を

低くしといたら、売れたら評価されるという考え方は違うと思う。売れなかった時点で、都

市振興課から自治振興課へ変わった時点で、あの時点から既に売り切らなあかん時期だった。

それは、目標に設定するには、ちょっと甘いのではないか。言いわけするのはいくらでもで

きるし、大変だと思うが、100をあげることによってなんぼやったと。努力目標は 100だから。

当たり前のことなんですよ。だから、それはどうしても理解できない。統括監どう思われま

すか。 

○本田地域統括監 
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  今後は、全区画を販売目標ということで、あげさせていただきます。 

○滝本善之委員長 

  予算を組んでしまっているから仕方ないにしても、今年度で６区画全部売るんやという意気

込みだけはもって、意気込みはありますけど、また、伊吹山の活性化で、あれがあるので忙

しくてできませんということは絶対に言わしませんよ。これは、絶対あかん。 

その辺、統括監なり副市長、副市長地元ですから答弁してください。 

○西田副市長 

  正直なところ言いますと、８年前によせてもらって合併で伊吹町から引き継ぎまして、その

時点から見て、昨年来て、これだけ売ってくれたかなと、そういう感じがします。そういう

意味で、大きい敷地が小さいのを望む需要があるということで、そういう区画変更なりをし

て努力はしました。ただ、委員長がおっしゃるように、目標設定は残り全部売る、そういう

のは当然やと思いますし、今後も努力してもらうということで頑張ります。 

○滝本善之委員長 

  委員長が先に言ってしまって、申しわけありません。ただ、これは長いから。平成 16 年に

売りだしてから、平成 26年に入るので、10年間もかかって、民間であれば金利とかいろんな

計算をしていったら大変な損失ですからね。その辺を含めて、きついことを言いましたけど

も、お願いしたい。それだけです。 

  それでは、議案第 22号につきましては、質疑も尽くされたということで次に入ります。 

 

議案第 29号 米原市地域創造会議条例の制定について    ＜山東自治振興課＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第 29号 米原市地域創造会議条例の制定についてを議題といたします。山東自治振興

課長説明を求めます。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  それでは、議案第 29 号 米原市地域創造会議条例の制定について御説明します。この条例

は、既存の多様なまちづくり支援のための地域創造会議設置要綱に基づく機関から、地方自

治法第 138 条の４第３項の規定に基づく付属機関に改めるため、今回、新たに条例を制定す

るものです。まず第１条では、米原市地域創造会議の設置規定を定めています。次の、第２

条では地域創造の所掌事務として、第１号では地域まちづくり活動の在り方に関すること、

第２号では、地域まちづくり活動に係る補助事業計画の審査に関すること、第３号では、地

域まちづくり活動に対する支援に関すること、第４号では、第３号に掲げるもののほか、地

域まちづくり活動を推進するために必要な事項に関することを定めるものです。次の第３条

では、組織として、第１項で米原市市民自治センター設置条例第２条に定める各市民自治セ

ンターの所管区域ごとに地域創造会議を置くことについて、第２項では、地域創造会議の名
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称及び担当する区域を、第３項では、委員の数をそれぞれ 10 人以内とした委員数の規定を、

第４項 1 号から４号までの各号では、委嘱の基準について規定しております。次の、第４条

では委員の任期を２年と定めています。次の、第５条では会議の座長・副座長とその職務内

容について定めています。次の第６条では会議の運営について定めています。次の、第７条

では補助事業計画の審査後の結果の報告について定めています。次の、第８条では会議の運

営に関し、条例に定めるもののほかについては規則で定めることとしております。この設置

条例の施行日は、平成 26年４月１日からとし、また、経過措置として、現在、御就任いただ

いております委員様の任期が本年、平成 26 年５月 31 日までとなっていることから、最初に

委嘱された委員の任期は平成 26 年５月 31 日までとするものです。同じく、会議の招集につ

いても、委嘱後初めて開く会議の招集は、市長が招集するものといたしております。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。この内容については、古い議

員さんはよく知っておられる。 

○前川明委員 

  今まで要綱なりで設置されておったやつを、条例としてされるわけだが、先ほども地域創造

会議の事業として提案がされている事業がありましたけど、４つの地域に区域を分けておら

れるが、今までどおりということですが、一つにして一本でできるのではないかと思うが、

４つに分けられているのは、採用は４つの地域ごとということで、分けられているのはどう

いう意味か。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  事務量がかなりの量になりまして、それで分けてるわけでございますけれども、それ以前の

問題としまして、各地域の独自性を出すということもありますので、４地域に今までどおり

分けさせていただいているということでございます。  

○前川明委員 

  もうちょっと小さく分けることも考えられるわけでありまして、地域のまちづくりを考えた

場合には、学区くらいの地域が考えられるが、そこまでは考えておられないのか。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  そこまでは、考えておりません。 

○前川明委員 

  第３条の４の項目で、自治会その他地域を代表する団体等で活動する人が入っていますけど

も、それは、地域で提案されるようなところとかぶるのではないかと思うが、どうか。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  あくまでも、自立していただくということが前提でありますので、かぶる場合もございます。 

○前川明委員 
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  審査する上で、その辺は、他の地域だと思うが、審査する側と提案する側ということでそれ

はまずいと思うが、どうか。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  審査のときに、当該団体の方は、一応降りていただくというような措置をとっていただいて

おります。 

○的場收治委員 

  前も言っていたと思うが、地域創造支援事業の中で、その地域を元気にするということで、

活動されている事業に関して支援をしていくということで、しかも、それぞれ４つの創造会

議があって、４つの創造会議が所管区域を決めて審査をされているというような中で、前か

らあったやつを文字に落として付属機関にするということで、このような条例提案であると

いうことですが、その中で、地域を越えた形で活動されている事業に関しても支援をされて

いるし、今回も出されているということで、そこのところは、何かそのようなことも今後必

要だと思うし、この事業に関しては特に必要だと認めているから、支援をしていくというよ

うな答弁やったと思います。今回もここで予算化されているので、そのような考え方のもと

やと思うが、何か文字に落とすようなことができなかったのか、地域創造会議の運営に関し

て必要な事項は規則で定めると、この規則のところに、何かそのようなことを持たれている

のかどうなのか伺いたい。  

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  それぞれ審査につきましては、今回御提案させていただいているこの会議にて、それぞれ４

地域に分かれまして審議をするわけですが、提案をされる団体の活動は、確かに今おっしゃ

っていただいたように二つの地域にまたがるとか、そして、三つにまたがるとか、いうふう

な事業を提案されます。それにつきましては、今後、先ほども申しましたが、要領または要

綱等で整備していく中で再考もしていきたいと思いますし、現在もそのような対応をさせて

いただいております。 

○山本克巳委員 

  山東地域に長岡と柏原学区で、活性化懇話会というものが活動が行われているが、それの位

置づけは、これからこの中に含まれるという形なのか。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  地域創造事業の中には入っておりません。近江長岡の活性化については入っておりますけれ

ども、あとの柏原については入っておりません。  

○山本克巳委員 

  それは、どういったあれで。 

○森田山東市民自治センター長（自治振興課長） 

  柏原につきましては、協働事業のほうで手をあげられまして、そちらのほうで、参加をされ



 

128 

 

ています。先ほど説明できていないのですが、柏原地区古民家活用サポート事業というのと、

東西プロジェクトということで、柏原のほうは協働事業のほうで参加されているということ

でございます。 

○滝本善之委員長 

  的場收治委員が言われたように、他地域との連携もあり得ると。例えば、逆に言ったら他地

域でも米原市内と限らない場合もある。外へ出ていく場合。いろんな事業の中で、一緒にや

って、そういうことも入ってくるということか。書いていないから、要綱で定めると言って

いるけど、その辺は、頭に置いておかないと、例えば、関ヶ原と何か連携の中で、こっちの

地域の発展のためにも活用しながら連携をしたと。そやけど、よそだから駄目だとか、その

辺も、これからどんどんどんどん、中だけでできない部分も出てきますので、それはどう考

えているのか。 

○本田米原市民自治センター長（自治振興課長） 

  現在の活動範囲といいますのは、やはり、市域全体で活動をされるというイメージをしてい

ますけれども、そこを基本において、やはり、他へも発信をして、米原市のＰＲをしていく

というような団体がありましたら、そこは、事業の審査の中で、それぞれの創造会議の中で

議論をしていただいて、我々もその中で検討させていただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  いろんなキャラクターとか、ぬいぐるみとかある。当然、それを持って、外との交流、いろ

んな交流をしたり、それによってこっちの宣伝をして、相手にも盛り上げてもらうとか、こ

れから、もっと広い視野の中で行動が出てくる可能性がある。そういうところに対して、市

としては、地域やから地域創造しか駄目やという形に持っていくと、またいろんな問題点が

出てくる可能性があるので、その辺は、附則か要綱できちっと定めておいてほしい。ここに

書けとは言いませんので。それは、これからのまちづくりの中で、あり得ることかと思いま

すので、頭に置いていただきたいと思います。 

  そのほかありませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  なければ、議案第 29 号 米原市地域創造会議条例の制定については、質疑は尽くされたと

思いますのでこれにて終結いたします。 

  市民自治センターの皆さん御苦労さんでした。 

  

【教育部】 

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、教育部の所管に属する事

項       ＜教育総務課・学校教育課・生涯学習課・歴史文化財保護課＞ 
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○滝本善之委員長 

  それでは、教育部、議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）中、教育

部の所管に属する事項について説明を求めます。  

○坪井教育部長 

  それでは引き続きまして、教育部が所管していますそれぞれ予算の説明を、この後、次長・

課長のほうから説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、教育総務課所管に係る

部分について説明します。歳出からお願いします。補正予算書の 21ページ・22ページをお願

いします。２款総務費・１項総務監理費・５目財産管理費の 13節委託料の施設維持管理業務

委託料の 225万 6,000円の減額のうちの 80万円の減額は、旧息郷小学校の廃棄物や薬品の処

分費用を減額します。 

補正予算書の 33 ページ・34 ページをお願いします。10 款教育費・１項教育総務費・３目

教育振興費の８節報償費の園統合協議会委員報償の 101 万 2,000 円の減額は、(仮称)おうみ

地域認定こども園設置協議会に係る経費について、設置協議会の開催が平成 26年度になった

ことなどにより減額するものです。13節委託料の登記事務委託料の 90万円の減額は、米原高

校用地登記事務委託について、不要となる 90万円を減額するものです。相続人が多いことか

ら分筆作業が難航している状況があります。今年度の実績はわずかですが、次年度以降につ

きましても県教育委員会と協議をしながら進めていきたいと考えています。２項小学校費・

１目学校管理費の 19 節負担金補助及び交付金のバス通学費補助金の 60 万円の減額は、実績

見込みが立ちましたので、不用となる見込み額を減額します。３目施設整備費は、財源更正

を行うもので、地域活性化・雇用創出臨時交付金 3,457 万 7,000 円を充当しています。３項

中学校費・２目教育振興費の 14 節使用料及び賃借料の事務機器使用料の 90 万円の減額は、

双葉中学校コンピューター教室用機器リースの入札差金を減額するものです。３目施設整備

費も財源更正を行うもので、学校施設環境改善交付金 1,817 万 8,000 円を充当しています。

４項幼稚園費・１目幼稚園管理費の 14 節使用料及び賃借料の自動車借上料の 60 万円の減額

は、幼稚園バスリースの入札差金を減額します。 

次に歳入につきまして、13 ページ・14 ページをお願いします。13 款国庫支出金・２項国

庫補助金・５目教育費国庫補助金・１節学校教育費補助金の学校施設環境改善交付金 1,817

万 8,000 円は、大東中学校エレベーター設置工事について交付決定を受けたことに伴い、増

額するものです。 

19 ページ・20 ページをお願いします。20 款市債・１項市債・６目教育債の１節学校教育

施設整備事業債の 3,250 万円の減額は、坂田小学校トイレ設置工事と大東中学校エレベータ

ー等設置工事に国庫補助金を充当することにより、合併特例債を減額するものです。 
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５ページをお願いします。第２表繰越明許費補正ですが、10款教育費・３項中学校費の中

学校施設整備事業 大東中学校エレベーター設置等工事 5,770 万円は、消費税増税前の建設

資材の駆け込み需要により納期が遅れ、年度内の完了が見込めないことから繰り越すもので

す。４項幼稚園費の認定こども園施設整備事業 （仮称）おうみ認定こども園建設工事２億

5,210万円は、当初想定した年度末における請負業者への工事中間払いがないことから繰り越

すものです。４項認定こども園施設整備事業（仮称）かなん認定こども園建設工事１億 3,510

万円は、当初想定した年度末における請負業者への工事中間払いがないこと、及び法定外公

共物の用途廃止業務に日数を要し、年度内の完了が見込めないことから繰り越すものです。 

７ページをお願いします。地方債補正の学校教育施設整備事業の７億 6,460 万円へ 3,250

万円の減額は、地域活性化・雇用創出臨時交付金と学校施設環境改善交付金の充当により、

合併特例債を減額するものです。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  学校教育課長は、今日、不在でございまして、補佐の一ノ宮です。よろしくお願いします。

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、学校教育課所管に係る歳

出について説明します。33ページ・34ページをお願いします。10 款教育費・２項小学校費・

１目学校管理費の委託料 87万 4,000円の減額につきましては、各小学校の教職員の健康診断

受診者の減による減額です。続きまして同じく 33 ページ・34 ページです。10 款教育費・３

項中学校費・１目学校管理費・11節需用費の光熱水費 40万円の減額につきましては、水道代

などの執行見込額の精査による減額です。13節委託料の健康診断業務委託料 56万 6,000円の

減額は、各中学校の教職員の健康診断受診者の減による減額です。 

○岩脇生涯学習課長 

  35・36 ページをごらんください。10 款・５項・１目でルッチプラザ改修工事費に国県支出

金で地域経済活性化雇用創出臨時交付金を充当し、その他財源で公共施設等整備基金繰入金

と一般財源を減ずる財源更正を行ないます。10 款・６項・２目で伊吹Ｂ＆Ｇのプール改修工

事費に国県支出金で地域経済活性化雇用創出臨時交付金を充当し、その他財源を減じる財源

更正を行っています。 

  お戻りいただき、６ページをごらんいただきたいと思います。第３表債務負担行為補正につ

いてです。米原市伊吹薬草の里文化センター管理事業は、薬草風呂の燃料である灯油を現時

点の購入単価で積算したことにより、指定期間内における限度額として 408 万円の増額をお

願いするものです。次に、米原市山東グラウンド管理事業につきましては、グラウンド外周

の芝生広場の維持管理をこれまでは指定管理者が担っていましたが、芝生の維持管理には専

門的な知識が必要であり、その経費を積算し、指定期間内における限度額として 61 万 2,000

円の増額をお願いするものです。 

○桂田歴史文化財保護課 
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まず歳出ですが、議案書 35 ページをごらんください。10 款教育費・５項社会教育費・５

目文化財保護費につきまして、４節共済費から 14節の使用料及び賃借料まで総額 310万円の

減額をお願いするものです。これは、埋蔵文化財調査事業のうち、番場に予定されている不

燃物最終処分場及び民間開発の状況により、今年度、発掘調査の必要性あるいは事業見込み

がないためです。 

続きまして歳入ですが、13・14ページをごらんください。13款国庫支出金・２項国庫補助

金・５目教育費国庫補助金・２節社会教育費補助金で 50万円の減額です。続きまして一つ飛

ばしました下段ですが、14 款県支出金・２項県補助金・９目教育費県補助金・２節社会教育

費補助金で 25万円の減額です。 

続きまして、議案書の 17・18ページをごらんください。19款諸収入・４項受託事業収入・

４目教育費受託事業収入・１節社会教育費受託事業収入で、210万円を減額するものです。 

○岩脇生涯学習課長 

  先ほど、35ページ・36ページで、10款・５項・１目の社会教育総務費で、一般財源を減額

すると申しましたが、その他財源の減額です。訂正をさせていただきます。 

○滝本善之委員長 

議案第４号について説明が終わりました。 

12時を回りましたので、暫時休憩をいたします。再開は午後１時とします。 

 

（暫時休憩：午後 12時３分～午後１時 00分） 

 

○滝本善之委員長 

  休憩前に引き続き会議を開きます。議案第４号については説明が終わっていますので、質疑

に入ります。質疑はありませんか。 

○太田幸代委員 

  ５ページの大東中学校のエレベーター設置に関して、４月から障害者の子が入学されるが、

繰り越すということは４月には間に合わない形になると思うが、その辺の対応はどうされる

のか。  

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  繰り越しという措置をとっておりますが、４月の入学式にはエレベーター部分は活用できる

ように業者と調整しています。  

○的場收治委員 

トイレの部分はどうか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  トイレにつきましても、セットで工事を進めている関係もありまして可能な限り使えるよう
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に現場調整を進めているところです。 

○的場收治委員 

  ということは、入学以降使えると、対応するということか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  限りなく影響のないように調整していきたいというふうに思っています。 

○滝本善之委員長 

  できるのかできないのかどちらか。できないのなら無理とか、なぜ無理かをきちっと言われ

た方が、後々できなかったら大変ですよ。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  とにかく使えるように調整をしております。 

○的場收治委員 

  債務負担行為の変更で山東グラウンドの管理事業の中で、芝生の管理に関して専門的な知識

がいるので指定管理者では無理だという説明に聞こえたが、ほかでも芝生を管理している施

設が結構あると思うが、ここだけどういう形で無理という判断をされているのか具体的に説

明を求めたいと思う。  

○大橋生涯学習課長補佐 

  山東グラウンドは今２年目のグラウンドです。それで今回債務負担の増額をお願いしている

部分につきましては、芝生が植栽されています。その部分については、グラウンドと同じと

きに造成しまして山土なり山砂で下地を施工されている関係で、元肥が全くない状況からの

芝生の育成を初めている関係で最初の肥料の部分とか、今後の追い肥なりの肥料のやり方等

については指定管理者に知識がありませんので、その部分について維持管理の委託をすると

いう経費を今回みさせていただいております。 

○的場收治委員 

  予算の支出の仕方だが、指定管理者の指定管理料の中ということか。どういうふうに具体的

になっていくのか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  現在、指定管理に出させていただいていますので、指定管理者からの再委託ということで、

メンテを行っていただくような思いでいます。  

○的場收治委員   

初めの造成したときに原因があるということだと思うが、その後専門的な知識がいること

がわかってきて今回というようなことでこのような対応になると思うが、26から 27年の２年

間を変更金額とされているが、いつごろまでこういったことが必要なのかということと、指

定管理者が専門的な知識を専門業者に委託したときに、その金額は指定管理者が入札なり見

積りなりをされてそのような経緯をたどっていくのか、市がどのように関与されるのかそこ
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だけ教えてほしい。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  御指摘のとおり、27 年度までの指定管理期間でございます。あと２年あるわけでして、こ

の２年間である程度の土壌の下地ができれば、後々につきましては施肥なり芝刈りなり夏場

の水やりということで、そこまでの専門知識はいらないかなということを思っておりますの

で、28 年度、次回からの指定管理の期間につきましては、その辺も考慮しながら指定管理料

の積算にあたっていきたいと思っています。市の関与につきましては、その辺の指導も一緒

にこの２年間で見ながら状況を見てやっていきたいと思っていますので、まったくの指定管

理者にお任せという思いはしておりません。 

○的場收治委員 

  具体的に現実問題として、芝生は上手く育たない状況なのか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  最初にも言いましたように、まったく肥料っけのない山土なり山砂が下地になっている関係

で、ここ今２年たちましたが横への育成、根の張りとかが不十分な部分、また伸びにつきま

しても、芝刈りができるまで伸びきっていないというような状況ですので、今回の追加の部

分をお願いしている状況です。 

○的場收治委員 

  ということになると、初めの設計自体に問題があったと理解してよいか。 

〇大橋生涯学習課長補佐 

  そのとおりだと思っております。 

〇的場收治委員 

  山東グラウンドの芝生に関しては、いろんな議論があったところだと思うが、今後このよう

なことがないようにお願いしたいと思う。 

○滝本善之委員長 

  この芝生は高麗芝を植えているのか、ベント芝を植えているのかどちらか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  高麗芝になります。 

○滝本善之委員長 

  高麗で横へ伸びないとは、高麗芝はどんな土でも伸びるのだが。２年たったら密集するのが

当たり前であって、土が悪いとか山土だったら十分伸びるが、管理ができていない、逆に言

えば指定管理者が管理していなかったと言われても仕方がないのではないか。その辺どうか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  御指摘のとおりなんですけれども、この手間の部分は実際指定管理のほうに、芝刈りの手間

は見ておったわけですが、施肥なりの部分が見ていなかったということがありまして、山土・
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山砂、本当の表土的な山土でしたら養分も含んでいるわけですけれども、全く養分けのない

山土での盛土をされていますので、このようなことが起きたと思っております。 

○滝本善之委員長 

  指定管理をした以上は、指定管理者の責任の中でやるべきであって、確かに市が指定管理者

から大変だからということを言われたのだと思うが、芝生の管理は、例えば家に植えていて

も高麗芝であったら、こんな四角いものを 30、40センチメートルはずしてべた張りするわけ

である。それがずっとつながっていくのが普通の形であるし、肥料がなくても必ず根を張っ

ていくものである。それができていないのはいかがなものか、プロに任さなければならない

というのは信じられないが、指定管理者は指定管理を受けた以上は責任をもってそれを管理

していくというのが、僕は基本だと思う。グラウンドも去年、一昨年できたのか、２年前か。

その間に何をしていたのかと、その辺が指定管理にふしている米原市役所の人の責任、それ

を管理していないということになるので、それは今後きちっとやってもらいたい、今後二度

と同じようなことを繰り返さないということだけはお願する。 

○的場收治委員 

  学校の教師の方が健康診断を受けている人が少ないということで減額、34ページにあるが、

減額が結構あるが単に先生の数が少なくなったということなのか、健康診断を個人の理由で

受けておられないのか、どういうことか。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  当初予算は教職員の人数をあげておりますが、人間ドッグ等で受けられている方がおられま

すので、その分は少なくなっているということです。  

○的場收治委員 

  人間ドックで受けておられるということは、人間ドックは個人の費用で受けておられるとい

うことか。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  一部は補助が出ております。公立学校共済のほうから補助が出ております。 

○的場收治委員 

  それはそのように教師がその時の自分の体調も含めて、どちらかを選択されているというこ

とでよいか。 

〇一ノ宮学校教育課長補佐 

  そのとおりでございます。 

○山本克巳委員 

  学校の情報発信の部分で以前一般質問もしたことがあるが、各校の事業の中に入れるのかど

うかあれなのだが、ホームページなどはどういう状況なっているのか。ばらつきがかなりあ

ると思うが、どう考えておられるか。 
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○滝本善之委員長 

  議案の中にありますか。ない場合は関連があると申し出てもらって、それを受けたら答弁し

てもらいますので。 

○山本克巳委員 

  はい。 

○滝本善之委員長 

  当初予算にあるのでは。 

○山本克巳委員 

  その辺で組まれているのかどうなのか。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  ホームページにつきましては、各学校で依頼しているところでありますので、その学校の状

況に応じてということで進めてもらっております。 

○的場收治委員 

  先ほど息郷小学校の処分、というようなところの減額補正があったと思うが、これから公共

施設の統廃合が今もされているし、学校や園であるが、息郷小学校は河南小学校に統合され

たが、息郷小学校がまだあった状態の中でのいろんなものが息郷小学校にはかなりあって、

この間学校教育課の職員がそれを整理していた状況があるが、学校の管理者の現場の方たち

が整理をすることが大前提ではないか。そこら辺が管理者である教育委員会の学校教育課が

最終的に責任を持たなくてはならないと思うが、どの辺までを残されてやっておられるのか。

行く機会があって中を見てきたら、図書であったりが山積みされていてこれは誰が整理する

のかと思ったりした。それはどういうことか。 

○左山学校教育課長補佐 

  ほかの学校に必要なものを譲りまして、最終に残りましたものについて確定して図書につい

ては廃棄の処分に進めていこうと考えておるところです。今ほぼ固まりつつありますので、

今の時点では仮置きしているということで御理解いただきたいと存じます。 

○的場收治委員 

  私が言っているのはあるから駄目だとかいうことでなく、学校の現場の責任者の方たちが実

際どこまで整理とかそういうことをされて、きれいな状態で出ていかれるということの方が

大切なことであって、最後、職員が出向いて何もかもしなければならないということになる

のか、その辺がどういうことになっているのかを知りたい。 

○山本教育長 

  今回の場合統廃合ということで、２つの学校が１つの学校になるということで、必要なもの

はどれかという精査を息郷小学校ぐるみで、河南小学校へ持って行くものはこれですよと、

持っていかないものはこれだけですよと、その中で教育委員会の教育総務課と学校教育課で
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市内の学校にこういったものがあります、まだ使えそうなものがこれだけあります、公募と

いう形で申し出てもらって一つのものに数人が手をあげたらそこでくじを引くとか、そうい

う形で今整理をしているのが現実です。 

○的場收治委員 

  その中でもう一点気がついたが、本等少し見た限りでは、もっと早く廃棄をできるような図

書が相当あったが、そういったものの管理はどうされているのか。 

○山本教育長 

  学校図書館の主任がいまして、図書館司書がいる学校あるいは学級数が少ないところは図書

館司書はいないわけですが、日常の業務プラス図書館の整理はやっていくところですが、な

かなか古いものが廃棄できない状況はあったと思っています。一旦は前の整備率の関係で米

原市は 100％に到達していますが、古い本も残っての 100％という現実がある状況です。 

○的場收治委員 

  教育長が言われたように、２年ほど前に整備率 100％に到達するために、その辺は弊害だと

思うが、しっかりと管理、整理をしていただきたいと思う。 

○滝本善之委員長 

 ほかにありませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員委員長 

 ないようですので、これで議案第４号の質疑を打ち切ります。 

  

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、教育部の所管に属する事項 

＜教育総務課・学校給食課・学校教育課・生涯学習課・歴史文化財保護課＞ 

○滝本善之委員長 

 議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、教育部の所管に属する事項についてを

議題といたします。説明を求めます。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、教育総務課所管の予算について、説明さ

せていただきます。主要事業説明書の 66ページをお願いします。教育総務課につきましては、

主要事業説明書の 66ページからスタートをさせていただきます。66ページ、事務局教育振興

事業は 1,089 万 8,000 円です。子供たちに幅広い体験ができるようバスを運行し、各小中学

校などの校外・園外活動の充実、学校間の交流を促進するためのバス管理経費、それと米原

高校の未登記土地に係る登記事務委託料などです。増額の主な要因は、校外活動バスを市直

営方式から借上げに切り替えたことによるものです。 

 次に、小学校・園統合検討事業は 657 万 4,000 円です。主なものは、かなん認定こども園
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は、平成 26年９月開園に向けて備品の移設費や園旗、園章パネル、園歌額などの経費、また、

（仮称）おうみ認定こども園は、平成 27年４月の開園に向けて、新園設置協議会経費や、備

品の移設費、園旗、園章パネル、園歌額などの経費を計上しています。 

 次に、小学校管理運営事業は 4,922 万 2,000 円です。小学校施設の安全で良好な学習環境

確保のため、施設、設備等維持管理業務委託料、事務機器使用料、管理備品費のほか、不足

しているＰＨＳ子機の整備費 53台分、特殊建築物調査費や非構造部材調査費などを計上して

います。また、スクールバス運行費やバス等通学者への助成、老朽化した中部スクールバス

の購入経費などを計上しました。増額の主な要因は、ＰＨＳ子機整備、特殊建築物調査等業

務委託料、中部スクールバス購入などです。 

  67 ページをお願いします。小学校教育振興事業は 1,218 万 8,000 円です。コンピューター

教室の機器を継続的に配備し、情報教育の充実を図ります。また、就学援助費及び特別支援

教育就学奨励費について必要額を計上しました。 

次に、小学校施設整備事業は７億 4,936 万 5,000 円です。安心、安全で快適な教育環境の

確保を図るため、９校分の空調設備設置工事、春照小エレベーター設置・給水管改修工事、

大原小・河南小グラウンド改修設計業務委託などを計上しました。また、トイレ改修設計業

務の３校は洋式率の特に低い米原小、息長小、春照小から着手しますが、あわせて、学校全

体のトイレの洋式化の整備方針を定めます。ＰＨＳシステム改修工事は、ＰＨＳ子機の不足

台数の補充では対応できない坂田小学校、息長小学校について、電話機本体も含めてＰＨＳ

システムを改修するものです。施設整備事業に係る財源については、国庫補助金では学校施

設環境改善交付金において空調設備工事で 7,251 万 3,000 円、春照小エレベーター設置工事

で 1,512 万円、計 8,763 万 3,000 円を見込んでいます。また、繰入金では地域の元気づくり

基金繰入金１億円を空調工事に、合併特例債４億 8,650 万円を空調設備設置工事、トイレ改

修設計業務、河南小・大原小グラウンド改修設計業務、春照小エレベーター設置工事に充当

することとしています。 

  次に、中学校管理運営事業は 1,788万 3,000円です。中学校施設の安全で良好な学習環境確

保のため、各施設、設備等維持管理業務委託料、事務機器使用料、管理備品費のほか、不足

しているＰＨＳ子機の整備費 35台分、特殊建築物調査費や非構造部材調査費などで、主な増

額要因は、ＰＨＳ子機整備、特殊建築物調査等業務委託料などです。 

次に中学校教育振興事業は 1,520 万 8,000 円です。コンピューター教室の機器を継続的に

配備し、情報教育の充実を図ります。また、就学援助費及び特別支援教育就学奨励費につい

て必要額を計上しました。 

  68 ページをお願いします。中学校施設整備事業は１億 4,644 万 8,000 円です。安心、安全

で快適な教育環境の確保を図るため、大東中学校グラウンド整備工事、双葉中配膳室防水工

事、米原中体育館防水・カーテン・タイル改修工事、双葉中テニスコート改修設計業務委託、
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空調設備設置工事設計業務委託６校分などの経費を計上しました。また、双葉中のＰＨＳシ

ステム改修工事につきましても、不足台数の補充では対応できないため、電話機本体も含め

てＰＨＳシステムを改修するものです。施設整備事業に係る財源については、国庫補助金で

は、学校施設環境改善交付金において大東中グラウンド整備工事に 2,379 万 4,000 円を見込

んでいます。また、合併特例債 8,880 万円を大東中グラウンド整備工事と空調設備設置工事

設計業務に充当することとしています。主な増額要因は、大東中グラウンド整備工事です。 

  次に、幼稚園管理運営事業は 2,086万 6,000円です。幼稚園施設の適切な管理を行い、より

安全な教育環境を維持するため、施設、設備等維持管理業務委託料や、事務機器使用料、管

理備品費のほか、特殊建築物調査費や非構造部材調査費、園児用スクールバス運行経費など

を計上しています。 

  次に、幼稚園施設整備事業は 12億 4,104万 9,000円です。より安全・安心できる教育環境

の確保を図るため、（仮称）おうみ認定こども園幼児棟建設工事は、平成 26年７月末の完成

を目指して工事を進めています。（仮称）おうみ認定こども園乳児棟建設工事については、

後ほど、別添の図面で説明します。かなん認定こども園建設工事は、平成 26年９月の開園を

目指して工事を進めています。そのほか、遊具の修繕工事や消防設備、不都合箇所等の営繕

費用を計上しました。施設整備事業に係る財源としましては、合併特例債 11億 5,090万円を

おうみ、かなんの両認定こども園建設工事に充当することとしています。 

次に、（仮称）おうみ認定こども園乳児棟建設工事につきまして、別添の図面をごらんく

ださい。お配りしています図面をお願いします。１枚目の図面が乳児棟計画概要です。乳児

棟建設工事は、幼児棟の南側駐車場の東よりに定員 100 人の鉄骨造り２階建ての建物を建築

する工事の契約議決を６月議会に提案できるように入札準備を進め、平成 27年２月末の完成

を目指します。また、この工事の関連工事として、防球ネット、屋外トイレ、周辺道路の舗

装など、周辺環境の最終調整を行いたいと考えています。裏面をお願いします。乳児棟の平

面図です。延床面積は 1,179.19平方メートルで、総２階建てです。子供の発達段階に応じた

保育スペースを確保しました。出入り口は１階と、２階は隣接する駐車場から直接入れるよ

うにスロープを設置します。２枚目の図面をお願いします。乳児等の西立面図と南立面図で

す。幼児棟と一体感が保てるように配慮しました。裏面をお願いします。こちらの図面は東

立面図と北立面図です。 

次に、未来につなぐ職員力事業について、説明資料の 17ページをお願いします。小中学校

トイレ洋式化改修方針策定事業です。学校全体のトイレの洋式化の整備方針を定め、今後の

トイレ整備を計画的に進めようとするものです。トイレの洋式化率の現状は、率の低い学校

では９％台となっています。資料にあげております洋式トイレ整備における課題を整理しな

がら、全小中学校の改修方針を今年の秋頃までに策定するものです。 

○喜田学校給食課長 
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  次に平成 26 年度一般会計予算学校給食課所管分について御説明申し上げます。主要事業説

明書の 69ページをお開きください。平成 26年度は３億 3,084万 4,000円を予算計上を行い、

財源として学校給食費保護者等負担金として１億 8,797 万 4,000 円、いぶき認定こども園長

時部及び本年９月から開園予定のかなん認定こども園長時部の給食費分 266 万 9,000 円を分

担金として見込んでいます。給食センタ－では、市内 21校園の子供たちに、栄養バランスの

とれた安全で安心なおいしい学校給食を提供していきます。東部給食センターは 15校園、約

2,500食、西部給食センターは６校園、約 1,800食で、食物アレルギーへの対応や栄養士によ

る食に関する訪問指導を行います。給食の賄材料費として東部・西部２センター合わせて１

億 9,059万 5,000円、臨時調理師等の賃金 臨時調理師 32人が 5,450万 3,000円、給食配送

業務委託料 1,259 万 5,000 円などを計上しました。そのほか、施設の維持管理経費等となっ

ています。その他、東部給食センターでは学校や一般市民への施設見学や調理実習の受入れ、

市主催による親子料理教室などを計画しています。また、厨房施設や厨房機器の定期的な保

守点検、修繕等を行います。 

引き続きまして、お手元の資料に基づいて、平成 26年第１回定例会の総務教育常任委員会

説明資料に基づく説明をします。③の学校給食事業の学校給食「目指せ残菜ゼロ！」事業で

す。学校給食課がゼロ予算事業として取り組みを進めます給食の残菜削減について資料によ

り説明します。現状における残菜は、残菜量１日あたり約 100 キログラム、この 100 キログ

ラムは野菜クズ等も含んだものです。残菜率にしまして約 10％となります。この 10％は、１

日の給食材料の重量に対する比率で、５％以下にしたいと考えています。具体的な取り組み

は、学校給食課を中心に各学校の養護教諭、給食主任等で取り組みを推進するための会議を

組織して、「めざせ 残菜ゼロ！」のキャッチフレ－ズを掲げ、毎月ゼロのつく日、10 日と

20 日に各学校等の創意工夫で取り組み実践を行っていただきたいと考えています。また、学

校給食関係のアンケ－トや取り組み実態調査等を実施していきます。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、学校教育課所管の予算について主要事業

説明書に基づき説明をさせていただきます。70 ページをごらんください。米原市の将来を担

う子供たちの教育の向上を目指し、事務局教育振興事業は、1,603万円を計上しました。地域

に根ざした特色ある学校づくりに、300万円。また、学校関係者、保護者、地域の方々が、地

域とともに歩む学校の在り方について語り合える場として、教育フォーラムを開催します。

また、いじめの未然防止、早期対応に努める「米原ストップいじめプロジェクト」を毎月開

催し、いじめ等対応支援員賃金、新たにスクールソーシャルワーカー謝礼を計上しました。

さらに、臨時職員賃金に 652 万 8,000 円を計上しています。主なものは中学校の非常勤講師

の賃金です。非常勤講師の時間数を増やし、全ての教科の学習指導の充実を図っていきます。 

次に、子どもサポートセンター事業は 3,779 万 7,000 円を計上しました。特別な支援を要
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する児童生徒への指導を充実するため、子どもケアサポーター３人を増員し、20 人を学校へ

派遣します。 

次に、教育センター事業は 249 万 1,000 円を計上しました。幼稚園・保育所・小中学校の

教職員の指導力の向上を図るために研修講座を行います。また、児童生徒の実態に応じた効

果的な指導を行うため、小学校５年生、中学校２年生の児童生徒に学力状況調査を実施しま

す。 

次に、小学校管理運営事業は、7,540 万 8,000 円を計上しました。小学校の児童が安全・

安心で質の高い教育が受けられるよう、適切に学校管理を行うために、各小学校の光熱水費、

事務機器使用料、通信運搬費、臨時学校用務員賃金８校などを計上しました。また、児童が

健やかに学校生活を過ごせるように、児童教職員診断事業を行います。 

71 ページをお願いします。小学校教育振興事業は、4,041 万 4,000 円を計上しました。教

育活動や修学旅行、校外学習などの体験活動の充実を図るため、各教科等の教材備品や消耗

品費、児童用図書費、修学旅行や校外活動の補助金などを計上しました。また、外国語活動

を推進するため、ＡＬＴ 外国語指導助手２名、ＭＧＴ 米原市国際理解協力員２名を配置

します。さらに、校長がリーダーシップを発揮し、思いを反映していく教育活動が実現でき

るように、新たに予算の一部を校長に委ねる学校経営予算事業を計上しました。増額の主な

要因は、各教科等の教材備品や消耗品費、学校経営予算事業費です。 

 次に、中学校管理運営事業は 5,656 万 7,000 円を計上しました。適切な学校管理を行うた

めに、各中学校の光熱水費、事務機器使用料、通信運搬費、臨時学校用務員賃金５校などを

計上しました。また、生徒が健やかに学校生活を過ごせるように、生徒教職員診断事業を行

います。 

次に、中学校教育振興事業は、4,342 万 3,000 円を計上しました。教育活動や修学旅行、

校外活動などの体験活動の充実を図るため、各教科等の教材備品や消耗品費、生徒用図書費、

修学旅行や部活動の生徒派遣補助金、職場体験活動経費などを計上しました。また、英語活

動の充実を図るため、ＡＬＴ 外国語指導助手４人を配置します。さらに、小学校と同様に

予算の一部を校長に委ねる学校経営予算事業を計上しました。増額の主な要因は、各教科等

の教材備品や消耗品費、学校経営予算事業費です。 

あわせましてもう１枚の平成 26 年第１回定例会の総務教育常任委員会説明資料で説明を

します。めくっていただいて、小規模学校支援事業です。米原市の学校は、ほとんどが小規

模校の学校です。地域の学校を応援する学校支援本部等により、地域で学校を支援する仕組

みづくりを促進し、それぞれの学校が地域の実態を把握し、小規模校の良さを生かしてより

充実した教育活動を展開していきたいと考えています。その中で、そういう活動の成果を発

表したりあるいは、周知を図ったりというふうなことで、市内で教育フォーラムの開催を予

定しています。 
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続きましてめくっていただいて、米原市特色ある学校づくり支援事業です。本事業では学

校・家庭・地域がともに一体となって知恵を出し合い、地域の豊かな自然や文化遺産、そこ

に生活する人々の多様な知識や技能を取り入れ、地域に根ざした活力ある学校づくりを進め

てまいります。平成 25 年度は６校で取り組みを進めてまいりました。平成 26 年度は、全 16

校がただ今エントリーをしています。子供たちは地域の人たちとのかかわりの中で、さまざ

まな生き方があることを学んだり、さまざまな場面で自分の持っているよさや能力に気づい

たりしてくれると考えています。明日、３月 11日にルッチプラザで事業プレゼンテーション

の審査会を行い実施校を決定してまいります。平成 26年度の実施状況については、随時ホー

ムページ等で紹介していく予定です。 

○岩脇生涯学習課長 

 議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、生涯学習課の所管につきまして御説明

いたします。主要事業説明書の 71ページをごらんください。社会教育総務管理事業から御説

明いたします。予算額 46万 6,000円、この事業は、社会教育委員会に係る経費や家庭の教育

力を向上させるための経費です。 

次に 72ページですが、生涯学習のまちづくり事業、予算額 1,349万 6,000円、市民が生き

がいや現代的課題の解決のために学び、学んだ成果を生かす循環型学習環境社会の構築に向

け、まなびサポーターや行政職員による出前講座の取り組みを実施し、市民との協働のまち

づくりを推進するもので、各生涯学習センターの指定管理等による管理経費です。 

次に、人権教育推進事業、予算額 167 万 4,000 円。この事業は人権問題の早期解消や人権

が尊重され擁護される住みよいまちづくりの具現化に向けて、人権教育、啓発を推進するた

めの経費です。 

次に、地域人材育成事業、予算額 94万 5,000円。この事業は、個人の学習成果をまちづく

りに生かすをコンセプトに、ワークショップやフィールドワークなどの講義を導入した学び

の場としてのルッチ大学の運営事業で、講師謝礼や費用弁償が主な経費となります。 

次に、文化のまちづくり事業、予算額 431 万 7,000 円。ゆとりある心豊かな暮らしができ

る文化の創造を目指すため、文化協会への補助や米原市芸術展覧会を開催するための経費で

す。 

次に、文化芸術振興施設管理運営事業、予算額 7,177 万 5,000 円。複合施設であるルッチ

プラザの施設管理経費、ベルホールを活用した自主事業等の運営費、温水ヒーターや電話交

換機の更新経費などです。前年度と比較し、減額の主な要因は、ルッチプラザ駐車場防水工

事費の減額によるものです。 

73ページをごらんください。次に、文化芸術振興施設管理運営事業のうち、伊吹薬草の里

文化センター管理運営事業として、予算額 5,539 万円。これは、伊吹薬草の里文化センター

の効果的な施設運営のための指定管理料と防水工事のための設計委託料を計上しております。 
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次に、次代を担う青少年育成事業として、予算額 76 万 8,000 円。成人式の開催経費です。 

  次に公民館管理運営事業、予算額１億 260万 7,000円。公民館の運営を指定管理者によりサ

ービスの向上を図りながら効果的な運営管理を行うための、山東・米原・近江の各公民館の

指定管理料が主なものです。近江体育館解体後の駐車場整備工事費分が増額となっています。  

  次に体育施設管理経費、予算額１億 1,025万 6,000円。これは、市内各体育施設の指定管理

などの経費を計上しています。施設ごとの内訳は、ごらんいただいているとおりです。この

中で、伊吹第２グラウンド用地購入費を計上しているため昨年度に比べ大幅に増額となって

います。 

  次に、74 ページ、生涯スポーツ推進体制整備事業、予算額 2,933 万 7,000 円。ここでは、

スポーツの振興を図ることを目的としたスポーツ大会出場激励金、スポーツ団体やイベント

への活動支援のための補助金などの経費を計上しております。前年度と比較し減額の主な要

因は、スポーツ推進計画策定経費分の減額によるものです。 

  次に、未来へつなぐ職員力事業のうち、18番の家庭教育力向上事業について御説明します。

この事業は、家庭や地域などあらゆる分野において子育てを支援し、家庭の教育力の向上を

目指すものです。26 年度の取り組みとして、関係部署の代表者によるプロジェクトチームを

編成し、子供の学齢期に応じた子育て＆親育ちマニュアルを作成していきます。このマニュ

アルは、学校や幼稚園・保育園での実態調査を行い、子供の学齢期に応じた基本的な生活習

慣や子育てのポイントなど、家庭教育を行うための知識をわかりやすく盛り込んだものにし、

各家庭や地域での子育てに役立ててもらうほか、各課の既存事業の中でも活用し子育て親育

ちを支援していきたいと考えています。 

○小北図書館長 

  主要事業説明書の 75 ページをお願いします。図書館管理運営事業です。こちらでは米原市

にあります山東・近江２つの図書館の管理運営事業で、暮らしに役立ち親しまれる図書館の

運営と維持管理を行うための予算で、臨時職員の賃金、図書や雑誌の購入費・図書館システ

ムやその他施設管理に係る費用などが含まれます。本はともだちおはなし隊派遣事業ですが、

こちらは、図書館配本車に絵本等を積んで、保育所や幼稚園に出かけて絵本を貸出し、ボラ

ンティアの方々に読み聞かせをしていただく事業です。読書活動推進事業は、学校支援地域

本部事業という補助事業で、地域コーディネーターを中心にボランティアの方との協同で、

市内の全小学校の全クラスに毎月本を届ける巡回文庫の実施や学校図書館の整備に取り組ん

でいます。 

○桂田歴史文化財保護課 

  平成 26 年度米原市一般会計予算中、歴史文化財保護課所管の予算について御説明いたしま

す。まず最初に、文化的景観保護推進事業についてですが、カラー刷りの資料、一番最後の

ページ、４ページをごらんください。まず文化的景観ですが、この文化的景観というのは、
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自然が作り出した景観に対して、人々の暮らしと自然とのかかわりの中で形づくられた景観

のことで、新しい文化財の一つとなっています。東草野地域は、自然景観にすぐれるだけで

なく、雪の多い地域の暮らしの中で、そこに住む人々の日常の生活が自然と調和し作り出さ

れた山村景観として、平成 25年度に国の重要文化的景観に選定されました。そこで、文化的

景観を生かして東草野地域の魅力を高め、地域が元気になるために、まずそこに暮らす人々

が、地域の良さ・魅力を再発見し、地域を愛するということを根底にして、地域の皆さんを

中心に外部有識者を加えた（仮称）整備活用委員会を設置し、地域資源の整備活用などの具

体的な計画づくり、地域の核となる五色の滝あるいは桂の木の整備などを、地域が主体とな

って進めてまいりたいと考えています。 

 続いて、主要事業説明書の 76ページをごらんください。文化財保護事業として予算額 1,371

万 2,000円で、主な事業としては、まず江戸時代の万治３年から昭和 30年の約 300年にわた

り、柏原のさまざまな出来事を記録した、非常にまれで第一級資料である古記録萬 留 帳
よろずとめちょう

の

翻刻調査事業、それから指定文化財の保存・整備などに対する文化財保護保存活動補助金、

３番目に伊吹山頂草原植物群落の国指定 10周年を機に、伊吹山に対する共通認識と知識を深

め、伊吹山の自然保護と観光をテーマにした伊吹山フォーラム事業、市の重要な埋蔵文化財

など歴史遺産の中で、石造物関連の散策ルート設定やパンフレット作成などの埋蔵文化財活

用事業を計上しています。 

 次に、文化財施設管理運営事業ですが、予算額 2,182 万 7,000 円。これは、郷土の歴史、

文化資料を保存活用し、市民文化の向上を図るため、文化財施設の適切な管理運営を行い、

サービスの向上を図るために、市内各資料館等の指定管理料など管理運営費などを計上して

おります。 

○滝本善之委員長 

議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、教育部の所管に属する事項の説明が終

わりました。ただ今より質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○太田幸代委員 

  教育総務課の中から２つお尋ねしたいが、66 ページの事務局教育振興事業の中の校外活動

等バス経費があるが、私が 12月議会のときに、夏休みのプール利用にスクールバスを使用し

てほしいと質問したが、その予算は組み込まれているのか。  

○坪井教育部長 

  12 月に御質問いただきまして、あのときには形式的な回答をさせていただいたかと思って

いますが、その後、市として要望にどうしたら応えられるのかいろいろと検討させていただ

いています。その一つとして、この中にはその経費は含まれていないのですが、一つ申し上

げますと、柏原のＢ＆Ｇのプールがありますね。あそこが無料の送迎バスを走らせています

ので、夏休みにこのバスに乗って柏原で泳いでいただくというのが一つできるのかなと、た
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だしこの場合に水泳のプール代として 100円の負担が必要になってくるのかと思います。 

もう一つは学校サイドとも協議をしておりますが、先だっての回答の中で教育長から答弁

があったと思いますが、市内のいくつかの学校で泳げない子供もいますので、そういう子供

たちを応援する意味で、学校による水泳教室の開催が考えられるのかなと、ただしこれにつ

いても課題がありまして、その期待に応えられるだけの日数、回数が難しいのかなと、数日

程度というようなことで今整理をさせていただいております。もうしばらく整理をさせてい

ただいて方向性を出してまいりたいと思っています。 

○太田幸代委員 

  検討してくださったということで、区長会からも強い要望が出ているのでぜひ何とか改善し

てほしいと思う。もう１点ですが、67 ページの小学校中学校の教育振興事業の中で準要保護

についてお尋ねするが、小学校が 152人、中学校が 94人、この数は年々増加してきているの

か教えてほしい。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  準要保護の数は、26年度の見込みにつきましては 25年度の実績から積算しているところで

すが、ここ５年間ずっと 21年以降見てますと数は増えてきています。 

○太田幸代委員 

  今度、国の生活保護の基準が変わったが、その影響で準要保護の世帯への影響は出てくるの

か。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  現在のところでは影響はないと考えています。  

○太田幸代委員 

  米原市の今の基準は 1.3倍だが、それはまだ変わっていないか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  1.3倍の仕組みは今現在も同様です。 

○太田幸代委員 

  低所得者世帯の子供たちの間で不公平があると困るので、ぜひ今後も水準は変わらないよう

にお願いしたい。 

○山本克巳委員 

  71 ページの小学校教育振興事業、中学校教育振興事業の中の、理科の教育設備整備費等補

助金充当という項目があるが、小学校が 90万で中学校が 105万ということで、各校均等に割

り当てられている金額か。 

○左山学校教育課長補佐 

  こちらにつきましては、国庫補助が２分の１ということで、90 万なり 105 万ということで

すが、各校に均等にというわけではなくて、各校の規模等を勘案してトータルで小学校にお
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きましては 180 万円、中学校においては 210 万円を予算計上させていただいているというこ

とで御理解をお願いいたします。 

○山本克巳委員 

  隣の彦根市とか長浜市とかの金額を聞くと、米原市の理科の先生が言うにはかなり違うとい

うのは、人数でそういうふうに金額は違うのか。 

○左山学校教育課長補佐 

  学校の規模等に応じて、金額等は変わってくるかと考えております。 

○山本克巳委員 

  聞いた数字を忘れてしまったが、大分違うような金額で聞いていたが、その辺は今理科もリ

ケジョとか言ってクローズアップされてきているが、ちょっとまだ足らないのかとも思った

りするが、その辺はどうお考えか。 

○山本教育長 

  今まで枠予算という中で予算どりを積み上げてきた経緯があって、学校現場も理科備品に国

庫補助はありながらもたくさん要求できないといいますか、そういうような部分もございま

して、以前から議会でも話題に出していただいているように、米原市の理科備品の充足率は

かなり低いという状況にあります。私も現場におりまして理科備品も大事なんですが、もっ

とほかに予算で必要な経費があるという中で遠慮した部分がございます。そういった部分が

今の充足率が他市に比べて低いというところがあると思います。今後その充足率を上げるた

めに、今年度は教育費は全体の予算をかなり増額をしていただきましたので、これからます

ます特に教科備品という形で充足率を上げるような働きかけを私からもしていきたいと思い

ますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○山本克巳委員 

  ぜひ期待しているので、よろしくお願いする。 

○的場收治委員 

  関連で、山本克巳委員言われて教育長が答えられたように、過去の委員会の中でも理科の教

材、特に新学習指導要領が変わったときに、随分と教材の手当てをしなければならないとい

うようなときに、その要因の一つに枠予算があったというような答弁も今いただいた。しか

しながら今後そろえていくということであるが、25 年度も国のほうでまだまだ予算があるの

で、足りないところはしっかり使いなさいというような通達が２月に実はありました。その

辺のことで今、教育長が少し足りないのではないかというような発言を受けたが、国の補助

金、交付金を活用しながら手当てをしていくことはまず考えられなかったのかということを

一つと、教材とか子供たちが学ぶために必要な備品は、当然しっかりそろえていってもらわ

なくてはあかんというようなことがあると思う。今回、空調設備とトイレの洋式化に向かっ

て大きな予算が必要になってきている。そこに目をとらわれてしまって、そこがたくさんあ
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るのでほかの教育予算が削られるという事態があっては本末転倒だと思う。空調設備をなぜ

整えるのか、なぜトイレの洋式化をするかというと、学校で子供たちにしっかり勉強しても

らうという体制づくり、整備づくりをすることが大前提であって、とにかく勉強する、基礎

学力をしっかりと身につける、米原市の子供たちが社会に出たときにしっかりとした基礎学

力があるという子供たちを作り上げていかなければならないのが大前提だと思う。そこにお

ける教材備品の関係は、山本克巳委員が言われたように隣長浜市あたりと比べても、前に私

が質問したときにもマルが一つ完全に違った。片や米原市が 50万なら長浜市は 500万という

形であった。今回 26年度の予算は、教育長はどのように思われているのか。それと先ほど 25

年度の国の通達によってどのように検討されたのか。充足率が十分と考えて対応されなかっ

たのか。教育長はちょっとまだまだというような発言もあったように思うので、その２点に

ついて答弁をお願いしたい。  

○坪井教育部長 

  １点目の今の現状をどう捉えているかということですが、25 年度におきましては当初と６

月の補正におきまして、補正とあわせまして約 1,300 万円ほど備品、特に理科備品について

は補正をいただきました。これは今ほど議長が言われましたように、今回の補正に乗っかっ

てということでございます。２月にこういった情報をいただいたわけですが、時既に遅しと

いう言い方は語弊があるのですが、納品等のことも思いますと３月までの調整は厳しいとい

うことで今回は見送りをさせていただいたところです。しかしながら、今教育長が申しまし

たように決して今の現状で満足しているわけではなく、今後財政サイドとも協議を詰めてま

いりますけれども、26 年から向こう３年計画で、ぜひ全国の基準ベースにはあうように予算

要求をしてまいりたいと思っております。 

○山本教育長 

  私が就任させていただいて初めて予算ということで、私としては各学校の校長によるリーダ

ーシップが発揮しやすいような予算が、若干今回の予算の積み上げの中ではしていただいて

いるかなというふうに思います。校長の思いで学校経営をする中での予算を反映するという、

ここの予算の中では学校教育振興事業の学校経営予算事業ということで、小中あわせて 500

万円を積み上げていただきました。私は、校長が私の学校はこういう子供を育てたい、こう

いう学校をつくりたい、そのためにこういうお金を使いたいと、もっとはっきり言えば、使

いやすい金をくれというのが現場サイドの声であります。しかしなかなかこういった予算に

かかわっていない校長は、予算の枠の中で使うのは難しい半面も感じますので、これからは

さらにこの予算を、校長の思いをもっと早い段階で聞き取って、こういう学校をつくりたい、

こういう子供を育てたい、こういう学力向上を目指したいというところでの聞き取りをした

上での学校教育課なり教育総務課での予算だてをできるようなヒアリングも行いたいと思っ

ております。校長のリーダーシップが発揮できる学校づくりを考えたいと思います。 
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○的場收治委員 

  現場の思いに応えられるということで、しかしながら今年度１校平均でいくと 30 万円くら

いというような形で、金額としてはそれほど十分ではないと思うが、一つ前へ進むためのシ

ステムづくりというか、現場の声を聞くという形では少し前進したのかなという思いがある

が、それともう一点、子供たちの学力向上のために教材備品等の充実が必要だが、そういっ

たときに公費でそろえるのと保護者負担が一部ありますね。その辺の保護者負担が小学校で

学年によっても違うと思うが、平均すると２万円くらいかかって、いろんな計算の仕方によ

って変わってくると思うが、保護者負担が多分２万円近くあると思う。ところがそういった

教材備品等にかかわる公の支出が、子供たちの数で割ると１人当たり１万円くらいにしか、

子供たちに対しては１万円くらいしか教育振興という目的のために市の支出が出されていな

いという現状もある。それは計算の仕方によって若干金額的には変わってくるかもしれない

が、保護者負担に対する考え方はどのように思っているのか。 

○山本教育長 

  代表質問でも答えさせていただきましたが、確かに中学校で言えば１カ月で学年費 8,000

円とか１万円とか取って、それが旅行積立であったり給食費であったり、そして学年費であ

ったり、修学旅行の積立であったりという中での１万円というのが中学校であります。補助

教材としての保護者負担という捉え方をしたときに、中学校は９教科あります。９教科は、

例えば技術家庭でも教材を１つ、電気なら電気で蛍光灯の仕組みを学ぶので蛍光灯を制作し

ながらということになると何千円という金額がかかります。家庭は家庭でエプロンを作ろう

となるとそのセットが千いくらかかるとか、いろんな教材が９教科、小学校は実質７教科く

らい若干少なくて、最終的に自分のものになる。社会科の資料集を教科書は無償で配付です

が、資料集は当然３年間中学校で必要な資料が載っている本を買うとなると、これも 1,000

円弱します。そういった積み上げていくと、議長が言われたような金額に近い形がでると思

いますが、自分のものになる部分としていたし方がないかなと。学校としては各教科が言っ

てくるもの全部ＯＫですよということは、どこかで制限もしながらこれは無駄でないかと、

保護者のことも考えて精査してくださいという指導はしていかなければならないと思ってお

りますので、御理解のほどお願いします。 

○的場收治委員 

  学力向上に関しては、一般質問で北村喜代信議員も相当教育長とも議論をされた。やはり基

礎学力の向上をしっかりとやっていただきたいという思いがあるので、先ほど部長も３年計

画で充足率を上げて整備していきたいというようなことも言われているので、特色ある米原

市の子供たち、基礎学力のしっかりとある子供たちの育成に、教育長、ぜひ頑張っていただ

きたい。 

○滝本善之委員長 
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  おっしゃった答弁はよくわかる。ただ私はここまで米原市の学力が悪いと思わなかった。こ

の前見て残念ながら。子供たちに勉強する環境と資質、これは先生である。当然家庭教育が

一番大事であるが、先生の資質をどうやって変えていくか、サラリーマン的な先生では難し

い。40時間経ったから残業やめて帰る人もあるし、真面目にやる人はやるかもわからないし。

そういう中で極端に言っているが、このくらいの気持ちがなければ駄目だと思う。予算つけ

るのは市長部局なんですね、教育長部局は予算を要求せざるを得ない。今まで枠予算の中で

大変厳しかったが、今年から一点集中型という形かな、枠予算をはずして本来必要なものに

はつけていこうという市長の判断、市長も子供たちを育てるんだと、未来の米原市を守って

くれる、国を守ってくれる子供たちを育てるためにはそれだけの教育が必要だと思う。予算

をつけるところはきちっとつけてあげないと、教育費にけちっていては子供たちの勉強の環

境もできないし、この間代表質問もしたが、せっかくできた環境づくり、施設とかハード面

ではね。しかし中身が大切である。学校の先生の資質の問題、どう高めるか、どういう先生

を招致してくるか、これは教育長の仕事であって、予算をどのように配分するかは市長の仕

事だと思う。その辺の市長のお考えをお聞かせいただきたい。 

○平尾市長 

  おっしゃるように基礎学力の分野で、私は別に評価をすることだけが正しいとも思いません

し、競争させることだけが大事だとも思いませんが、基本的に基礎的な学力を身につける時

期があるわけですから、その時に教育環境を整え、そこに有能な人材もはりついて基礎学力

を育てる環境が必要だと思います。私は教育の専門ではありませんけれども、子供たちが学

ぶということについて喜ぶといいますか、成長、育みを受けるような教育環境をぜひ作って

いく必要があると思います。今はそういう点では、いささかかなり問題があると思っていま

す。しかしそのことを学校や教師の資質だけに話題を向けていくのも問題があるかなと、基

本は家庭であってあるいは地域であろうかと、その辺もどのように地域の子供たちの学力を、

子供としても健全な成長を促していくかという点では、家庭教育の分野についても、私はい

っぱい学校の先生と話をする機会をつくろうとしていますが、かなり努力しておられるけれ

ども、今の親の育ち方とか家庭環境における学習の問題とかいう点では、いろいろ課題も同

じように私はあると思います。そういう点では、山本教育長も提唱しておられる家庭と地域

とそして子供たちの教育力をどうあげていくのか、特に家庭の教育力をあげていくために

我々は何をしなければならないかという点が新しく課題として出てきています。その底辺、

ベースになっているのが学校における教育環境でありますので、本年は学校長のリーダーシ

ップとか学校長の学校経営における枠予算といいますか、学校単位ごとの経営予算をみるよ

うにしましたし、さらには学校のいろんな施設整備についてもほぼ要求されている内容につ

いては予算づけをさせてもらったと思いますので、もちろん予算づけを我々がするというこ

とについての責任は果たしていきたいを思いますので、御理解いただきたいと思います。  
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○山本教育長 

  委員長がおっしゃる指導者である教師の教師力、前にも言いましたように、学校としては地

域に根ざした魅力ある学校であり、教師は当然魅力ある教師でありたいというのは私も言っ

ていますので、先日の代表質問なり一般質問で私はやりとりをした中身について、また管理

職会でこういう議論をしたと、そのために現場できちっと受け止めて、日々の授業での授業

改善を含め、教師としての望ましいあり方というのはみんなが気づいて実践してもらわなけ

れば困るというようなことは、管理職会で学校教育課で指示を出しておりますので、今後様々

な課題がまだまだありますけれども、米原市に来た先生、いる先生は教育熱心だと保護者に

信頼されると、授業がわかりやすいと言われるそういう教師であるような指導の体制づくり

も含めて頑張っていきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  今日言って明日できる問題ではないので、結構時間がかかるんです、こういう問題は。だか

ら長い歴史の中で教育は積み重ねられてきてここへ来たから、10年・20年ではない。ゆとり

教育が始まってここまできて、また転換して新たな形の教育が出てきた。そうした時に自分

の地域の子供たちがどの地位にいるのかと見たときに、非常に残念な結果になったから、そ

れだったら今から積み上げながら今の子供たちを健全に、また基礎学力をつけながらどこに

いっても応用ができる、そういう子供に育てるためにどうしたらいいかは市長部局と教育長

部局が連携してもらわないと、どっちが強くてもどっちが弱くても困る。その中で市長あと

３年間は間違いなくおられるのですから、その間にきっちり前向いて教育問題を取り組んで

ほしいと思います。  

○的場收治委員 

  今のやりとりで気がついたが、未来へつなぐ職員力事業の最後 18ページで家庭教育が非常

に大事だというような表記があるが、まさに家庭教育が大事だと思うが、ここの表記の仕方

がまずいんではないかと思うが、子育て＆親育ちマニュアル、一つの指針は大切かもしれな

いが、マニュアルに当てはめて何かをやるというのはどうかと、この言葉自体がどうかなと

思うのと、マニュアルとうたうのが果たして適当なのかどうかと思うのと、あえてここでこ

のような言葉を出さなければならないほど現状はそのようになっているのか。私はそこまで

と思わないが、親育ちという言葉、私が現状の親であればこの言葉は反発したい、抵抗があ

ると思う。マニュアルという言葉と、親育ちという言葉をあえて活用された経緯をお願いし

たい。 

○岩脇生涯学習課長 

  このマニュアルにつきましては、育児書的な考えを持っております。幼児期、低学年期とい

うことで、その時代の子供の育てかたというのが教育長も申しましたように大切だと思って

おりますので、育児書的な意味合いでさせていただいたというのが一つございます。それか
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ら先ほどの教育の中のお話の中にも家庭における親さんの今の考え、こういったものもどう

なのかという問題もあろうかと思いますので、なかなか子離れできない親御さんとかおられ

ると思いますので、そういった親御さんが子供から自立してもらうというか、そういうよう

な意味合いで親育ちということをさせていただいたということです。 

○的場收治委員 

  親育ちという言葉が、一日も早く米原市からなくなるようにお願いをしたいなと思うが、見

方によってはなんと情けないというような言葉に聞こえる。マニュアルは育児書的なものだ

ということで少し理解はさせてもらったが、親育ちに関してはどうか。  

○山本教育長 

  私就任させてもらって、何が大事かといくつか言った中での家庭教育力という部分で、今私

も教職しながら家庭教育を振り返って、学校サイドからも親に対して家庭教育的な部分で関

わりは、いっときはひびきあい活動などでやりましたが、最近は薄かったなという思いがあ

りまして、子供のさまざまな問題を振り返った時に家庭教育力は大事だなというふうに、こ

こ一、二年特に思っていました。そのままこの場へ来ましたので、もう一度家庭教育力の充

実をしないと、幼少期は親の言うことを聞いてそれなりにきても、中学校に来たら手に負え

ないような状態の子供がたくさんいる、それが現実です。だから、幼少期から学齢期と言わ

れる義務教育の一つの流れの中で、親は子育てをしながらどういう関わりをするのか、その

中で親も気づく学びがあるだろうというような思いでいます。基礎学力の充実に向けても家

庭学習は子供がする、親は何もかかわらなくていいかというとそうではなくて、低学年は一

緒に学ぶ場にいてアドバイスを与える、中学年になったらちょっと距離をおいて励ましてあ

げる。高学年にいったらさらに距離をおいてさらに違った形での励ましをする。中学校なら

もう自分でして、それに口出しするような親では反発が出てくるだけ、そういった一つの流

れの中でこういった家庭教育の手引きといいますか、マニュアルは必要かなと思っています

ので、子育ての中で親育ちと。 

○滝本善之委員長 

  どちらにしても、今、塾がはやってどんどん行くのは、子供たちが学校に満足していない、

勉強に。それは先生、教育長が一番わかると思う。なぜかと言えば、塾は今１年生の授業を

受けたなら２年生以上の前々を向いて進んでいくし、塾の先生は教え方が上手です。子供に

対する接し方も丁寧で。お金儲けだから余計にそうだが、学校の先生もお金もうけ一緒です。

給料をもらっているのだから。子供たちの接し方、例えば今、二之湯という滋賀県の国会議

員は名古屋で塾をやっていました。その経験談を一度読まれたらいい。いろんな形から情報

を得て、学校教育にも無理のないように取り入れていくとかが僕は大事だと思う。塾に自分

から行きたいという子がどんどん増えているのはなぜかと言えば、学校に行っていても頼り

ないと、それであれば塾へ行って勉強して自分で前を向いて進みたい、それは賢い子かもわ
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からないが、いろんな形の情報を得ていただいてその中で判断をしていただかないと、井の

中の蛙では難しい。いろんな人の意見を聞きながら前を向いて、義務教育なら義務教育の間

は米原市はどうしていったら一番いいのか、その方法で全国からも米原もいいことをやって

いるなという形で、学力も上がってくれたら一番いいかなと思う。それはこれから課題とし

て勉強してほしいし、長い時間は持てないと思うので、教育長が言われた自分の信念の中で

決められたことを着実に進んで行ってもらわないとだめだと思うのでよろしくお願いしたい。 

○澤井明美委員 

  小中学校トイレ洋式化で、これは全部が洋式化になったのか。和式はないのか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  洋式化につきましては、現在は和式が相当に多い、洋式が少ないということで、洋式を増や

すということで取り組んでいきたいと思います。ただどれくらいの割合にするのが一番いい

のかということも含めて、この方針の中で決めていきたいと思っています。 

○澤井明美委員 

  長浜市は洋式化と和式、踏ん張る力というかそれも大事だと聞いている。和式もあって、そ

こに体の成長とともに女子はぜひウォシュレットも一つだけありましたので、皆さんで検討

していただいて、快適なトイレになるようにお願いしたい。 

  それと出前講座だが、25年度で一番多かった出前講座は何か。 

○西出生涯学習課長補佐 

  平成 25 年度行政版の出前講座でよかったでしょうか。たくさんあるメニューの中でどれが

一番多かったとは今申し上げられませんが、一番多いのが認知症予防であったりとか、スポ

ーツの関係で気軽にやってみようニュースポーツ講座であったり、歴史講座、健康に関連し

て身近な感染予防であるとか、自分の体はどうなっているのでしょうかといったところが多

かったように思います。 

○澤井明美委員 

  できたらそこに子供の出前講座もあるといいと思う。子供も子供会が依頼されていろんな楽

しいことを指導してくださる出前講座というのがあってもいいと思う。 

○西出生涯学習課長補佐 

  行政版の出前講座にはありませんが、市民が講師となって行う学びサポーターの中にいろん

な自然教室であったり、芸術文化の体験できるようなメニューであったりとか、同じくニュ

ースポーツ講座などがあります。このようなメニューは主に子供会であったりとかで利用さ

れていますので、今後もこういった制度を利用していただくようにＰＲしていきたいと思っ

ております。 

○澤井明美委員 

  できたらそこにものづくりとか、子供が手先を使うような講座もよろしくお願いしたい。 
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○松﨑淳副委員長 

  情報発信の観点から幅広い課に対しての要望だが、まず幼稚園・小学校・中学校に関してだ

が、先ほど小中学校のホームページというのがあったが、ここに関しては子供のプライバシ

ーとか変質者がいるとかいうので慎重に対応していただきたいという思いがあるが、そこら

辺バランス見ながらやっていただきたい。学校給食課に関しては、去年はすごく充実してい

た、いろんなメニューが載っていたが、今年は少なかったのでぜひ来年度はもう少し拡充し

ていく方向で検討していただきたい。生涯学習課の部分に関しては全般的にネット上での情

報発信が足りない気がしてて、どういったイベントがあるのかというのを広報紙とか伊吹山

テレビで公開されているが、ネットというところを使われる方が今非常に多くなっているの

で、そこの情報が一切ないというのが結構あるので、そこを次年度に向けては拡充すること

をお願いしたい。図書館に関しては常に独自のホームページも持たれていらっしゃるが、図

書館に関しては文字が小さいというところでバリアフリーという意味でも改善をお願いした

い。歴史文化財保護課に関しても生涯学習課と同じようにイベントの情報とかが非常に不足

していると思うので、ぜひとも改善していただきたい。いかがか。  

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  小中学校、幼稚園も含めてのホームページの充実ということですが、各学校にホームページ

がつくれる教師がいるかどうかとかいろんな条件があるわけですが、学校教育課としては充

実していく方向でこれから進めていきたいと思っています。旧町時代にそれぞれがホームペ

ージを立ち上げているので様式が違う部分があるので、その辺の統一ということも含めて前

向きに検討してきたいと思っております。 

○喜田学校給食課長 

  給食の情報発信でホームページの充実、拡充をということですが、昨年より、今年というこ

とで言われたんですが、今年は給食だより、給食の関係を情報発信しております。今後も栄

養士のほうでしていただいていますので、いろんな情報を拡充していきたいと考えています。

また検討していきたいと思います。 

○岩脇生涯学習課長 

  現在ＺＴＶとかそちらでの情報提供を必ず行っております。ネット上でもスポーツイベント

とかいろんな生涯学習のものもあげてはおりますけれども、今以上に充実を進めてまいりた

いと思っています。  

○大橋生涯学習課長補佐 

  昨年夏に開催しました、かっとび伊吹が雨天のため中止になったときに混乱しまして、参加

者の方に大変迷惑をかけたことがありまして、それ以降広報サイドと協議させていただきま

して、ネットでのスポーツイベントの配信を今積極的に進めている段階でございます。また、

生涯学習グループとしての指定管理施設、公民館なり体育施設につきましても指定管理者の
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ほうでホームページを独自に持っていただいて更新に努めていただいている状況で、26 年度

の生涯学習課の事業につきましてネットでの情報発信は、推進していきたいと思っておりま

す。 

○小北図書館長 

  図書館のホームページは文字が小さいということですので、どの程度まで大きくできるか、

どのポイントが見やすいか読みやすいかというのは検討させていただきたいと思います。そ

れで改善を図っていこうと思っています。 

○桂田歴史文化財保護課長 

  文化財ですが、御指摘のとおりネットの発信が不足しておりますので、これから一つずつで

もしていきたいと思います。 

○松﨑淳委員 

  ぜひとも積極的にやっていただきたいと思う。指定管理に出だされている施設のところも米

原市の施設でもあるので、指導を強化していただきたいという思いがあるのと、市のホーム

ページ自体が一昨年の 12月に変わってから、仕組みが難しいというよりは職員は慣れの問題

だと思う。写真を張って文章を少し書くだけになっていると思うので、ぜひ職員の方々も自

分で情報発信することの大切さについて認識をしていただきたいと思う。 

○山本克巳委員 

  学校給食で目指せ残菜ゼロ！事業だが、残菜率を今の 10％から５％以下に目標を設置され

ておられるが、平成 27年３月の年間の成果公表までを計画されているが、昨今アレルギーの

こととかで材料費が非常にかかるものだと思う。同じく経費的にはどうお考えか。もちろん

多少なりと経費が下がるという見込みはされているか。 

○喜田学校給食課長 

  経費的な面、賄材料費の関係は、そんなに変わってございません。 

○山本克巳委員 

  残菜がなくなってくるということを、ある程度実績が出てきたら経費的に若干安く済むのか

なと単純に思ったりするが、そういうことではないか。そんなには変わらないか。 

○喜田学校給食課長 

  影響はないかと思います。 

○山本克巳委員 

  影響というか、１日 100キログラム残菜が今は出る。それを抑えていって最終的には５％に

もってくる。だけど、つくる材料はずっと同じ経費をかけていく中でということか。上手く

言えないが。 

○藤田学校教育課長補佐 

  給食は言い方が何でございますが、子供たちに喜ばれるものばかりをつくるのが給食ではご
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ざいません。子供の健全な発育をするためには、ときには子供たちには苦手な食材を食べて

いただかなければならないこともございまして、そういうものを加味して入れておりますの

で、残菜をゼロにするためにそういうものを調整するわけにはいきませんし、子供たちがあ

まり食べないだろうといって既定のカロリーですとか配缶量は決まっておりますので、それ

を犯すわけにはいきませんので食材費には影響はないという表現を使いました。  

○山本克巳委員 

  なんとなくわかります。メニューの話が出ていたが、うちの子供なんか兄弟で今日は何か明

日は何かと言いながら朝学校に行くが、今おっしゃったように嫌いなものは残してしまうよ

うな見込みはどうなのか、それはうちについては嫌いでもなんでも全部食べて帰ってこいと

言っているが、学校の中では食べられないもの、例えばある子はたくさんこのメニューが出

るとそのまま残してしまうというのは、見たままで何も指導というか、そういうことはない

か。 

○一ノ宮学校教育課長補佐 

  給食の献立表の中にも、これはこういう栄養価があってという説明がありますし、学校では

嫌いだから食べなくてよいというような指導はしておりませんで、極力食べるように、でも

どうしても食べられない場合には、それは残すということですが、最初から残してもよいと

いう話はしておりません。 

○山本克巳委員 

  昔はカルシウム不足で牛乳をしっかり飲めとか、僕らのときは言われたが、残すと残すでよ

く怒られたが、これだけ詳細にアレルギーの関係とかいろんな昔と違って僕らのときはこの

ようなことはなかったが、今すごくこれに手間を入れているので普通に考えて残らないよう

な形が理想だと思う。 

○前川明委員 

  給食の関係で伺うが、賄材料費が入っているので学校給食費だが、今の段階で１食いくらの

原価を考えておられて、学校給食費の値上げ等については考えておられるのか。  

○喜田学校給食課長 

  消費税がアップする関係でという意味だと思われますが、まず給食費の値上げにつきまして

は値上げは考えておりません。食材のデザート等についても少し制限を設けて、その辺で調

整したいと考えております。物価上昇等も考えられますが、その時点、また８％から 10％に

なる時点等々での検討をしていかねばならないと思います。 

○前川明委員 

  原価についても。 

○藤田学校給食課長補佐 

  原価というのはどういう原価を申し上げたらよろしいでしょうか。小学校は１食あたり 221
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円、中学校は１食あたり 250円、幼稚園 181円でございます。それで計算しております。 

○前川明委員 

  今の話では、材料の中で消費税増税分を調整するということだが、そういう調整はできるの

か。  

○藤田学校給食課長補佐 

  私どもの 25 年度の賄材料費の実績に基づきまして、先ほど課長申しましたようにデザート

の回数はよその市より多ございます。それは議論の中でもありましたが、特に夏場の暑さで

少しでも子どもたちに食べやすくしていただく環境づくりのために冷たいものをつけるとい

うことで、デザートをたくさんつけさせていただいています。そこらを調整することにより

まして３％の増税分を吸収したいという考え方で準備をしています。 

○前川明委員 

  今回は８％になってわからないが、10％になった時点では考えていってもらいたいと思う。

栄養関係で牛乳は今パックで統一されて出されているが、その辺は幼中小、変化というか容

量を変えてはどうかと全国的な提案をされていると聞いているが、米原市ではどうなってい

るか。 

○藤田学校給食課長補佐 

  実は今年、私どものセンターに栄養教諭の方が栄養士会の会長されておりまして、先週も給

食に使います牛乳のことで会議に出席していただいておりました。そのときもいろいろお話

でございましたが、県内統一といいますか全体では 200 グラム１パックの牛乳で新年度もや

っていくという考え方ですので、そのように準じたいと思っております。  

○前川明委員 

  先程、残菜の関係で各クラスで配膳されるが、そのときの量については調査はされているか。

それとも均一的に各クラス同じ量を配膳されているのか。 

○藤田学校給食課長補佐 

  量というのは小学生の５年生を基準量としておりまして、そこから小学校１年に対しては

65％まで減にする、中学校３年に向かっては 120％増にするという決まりました配缶量がござ

いますので、それに基づきまして正当な人数のクラスに応じた分を配缶しております。 

○前川明委員 

  その辺から改善していかないと残菜については減っていかないのではないかと言われてい

て、必要な子は必要だし、足らないところもあるけれども多いところについては残ってしま

う。そういった調査をして、一つ言われるのはまずい、子供がよく言うのはとても食べられ

ないという給食があるんだと、それは聞いたことがあるので、それはチャレンジされても子

供が食べられないような、例えば海外の料理をされたりとかを聞いている。その辺は工夫と

いうかアンケートもされて、子供に優しい給食にしたほうがいいと思うがどうか。 
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○藤田学校給食課長補佐 

  大変心外でございまして、私どもの自慢としましては他の市町から赴任される学校の先生か

らは、米原市の給食はおいしいと、牛乳も非常に濃密で濃いと、いい評判を聞いております。

ただ議員がおっしゃいますように、いろんなテーマを設けて給食は栄養士の先生もつくって

いただいています。世界の給食だとかあるわけですが、たまにはそういうときもありますが、

私も毎日検食しておりますが今の御発言のような感じはとったことはございませんけれど。 

○前川明委員 

  ちょっと言い過ぎの感はあるかもしれないが、私は子供の感想を親なりにそう受け取ったの

で子供に確かめたいと思う。栄養教諭とか献立の組み立て方で給食が変わってくると聞いて

いるので、栄養価もあるがその辺はおいしくいただけるようにつくっていただきたいと思う

のでよろしくお願いしたい。 

○藤田学校給食課長補佐 

  最後に助け舟を出していただいてありがとうございます。今ほどいただきました御意見、先

ほど課長にもありましたように、残菜残飯ゼロ運動の中でゼロ日の調査日もありますので、

その辺の数量的な問題また味覚につきましても調査の中の項目に入れさせていただきたいと

思います。 

○的場收治委員 

  認定こども園で、仮称おうみ認定こども園の仮称がとれるのはいつごろの予定で進めている

か。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  仮称おうみ認定こども園の開園が、27年４月という目標にしておりますので、この 26年度

の中で、先だって決めていただきました認定こども園条例の改正の時期に合わせて、名称の

手続きを進めていきたいと思います。最終的には認定こども園の条例の改正で議決をいただ

きたいと思います。  

○的場收治委員 

  最終的にはそのようになるが、園歌を公募されるにあたって仮称がはずれてないと困るとい

うことで、26 年度の予算の中で園歌の募集もあるが、だいたいスケジュール的にはどのよう

になるのか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  25 年度に行いましたかなん認定こども園での募集の時期とも参照しながら、秋頃とかその

時分には議決前ですが、こういう名称でしていきたいということで議員の皆さんにお諮りし

たいと思います。 

○的場收治委員 

  乳児棟の図面図を見ながら説明を受けた。実は乳児棟が２階建てになるということは初めて
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聞かせてもらった。私の認識では乳児棟は当然平屋だと私自身の思いこみがあったが、立面

図２階建てということで、苦労はされる、これは配慮してもらったのは２階へのスロープで、

これでアクセスできると読み取れるが、それはそれでそういうことにしないと駄目だと思う

が、中での移動が乳児棟という施設に２階建てが合うのかどうか教えてほしい。 

○大林教育総務課長補佐 

  乳児施設の２階建てについてですが、現段階での駐車場の確保ということを優先的に考える

という部分で、２階建てが最も効率的で建築面積も少なく保育室を確保できるということで

２階建てで設計していただきました。１・２歳児については今後幼児のほうに移行する保育

は変わっていくこともありますので、園庭での遊びもさらに活発になってくる年齢ですので、

１階部分で１・２歳児の部屋を配置しました。ゼロ歳児については、まだ保育者が１対１で

睡眠時間を中心とする生活リズムですので、２階部分で日光が入る明るい部屋で、また静か

な空間の中で十分生活の保障をするということで２階にゼロ歳児の部屋を設置いたしました。

また、ゼロ歳の保育室には２階の職員室と隣接していますので、体調の急な変化の場合にも

すぐに職員が対応できるということで２階部分に職員室と隣接しています。 

○的場收治委員 

  中での移動について、エレベーターはあるのか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  あります。 

○的場收治委員 

  職員室がゼロ歳児の関係で２階にあったほうがいいということで２階にあるということだ

が、これは乳児幼児一体化施設になって主たる職員室は幼児棟にあると考えてよいか。 

○大林教育総務課長補佐 

  認定こども園としての主な職員室は、幼児棟に設置いたします。そちらに緊急放送等も一括

して入るというシステムを考えています。 

○的場收治委員 

  乳児棟に２階建てということで、さらに検証しながら進めていただきたいと思う。もう一つ

認定こども園だけの問題ではないが、認定こども園がいわゆる幼稚園と保育園を統一した子

供の就学前の教育・保育をする施設として整備されているということで、今までは事務が煩

雑であったと思う。少しはその辺が簡素化されると思うが、かつては健康福祉部の中身の所

管しているところで聞けばよかったが、教育長もおられるし就学前の教育という面で伺いた

いが、保育士、教諭の中での指導の面で、学校で言えば教頭に当たる人たちが教職員を指導

したりすることがある。幼稚園・保育園においてもそのようなことがあると思うが、そのと

きにかつては幼稚園に事務員さんがいた経緯がる。ところが今は事務員さんがほとんどいな

くなったので、その部分を教諭や保育士が担うということで、学校でいう教頭に当たる人た
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ちが雑用係を、言葉は悪いが、雑務に追われるということが現場で起こってることがかつて

はよくあったと思う。最近は現場を行き来していないので詳しくはわからないが、今でも そ

のようなことがあるのではないかと思うが、事務員の配置はどのように思われているのか。 

○山本教育長 

  現在、教頭ではなく主任という体制で、園長、主任、大きいところは主任２人体制という配

慮もしておりますので、現在のところはそれでやっておりますが、特に仮称ふたば認定こど

も園の規模になりますと、事務職あるいは養護教諭そういった部分も視野に入れて今後市の

中で財政的な部分でも検討していかなければならないと思っています。 

○的場收治委員 

  教育長が言われたように、350 人と 100 人で 450 人、ほんとに大きな認定こども園になる。

今教育長が言われたように職員の配置をぜひともやって、しっかりと教育・保育ができる体

制づくりをマンパワーの面でもしっかりやっていただきたいと思う。 

○松﨑淳委員 

  西立面図を見ると長時部との接続部分の屋根が分離して、その下に小さな屋根をつけてみた

いな形になっているが、坂田小の増設部分のところもそうだし、いぶき認定こども園もこう

なんだが、風とか雨、雪の対応がまずそうな気がするがどうお考えか。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  現在の幼児棟も含めてそうですが、地域の環境のことにも配慮しながら建物の向きとか仕上

げ材等考慮して設計しておりますし、先ほども申し上げましたように幼児棟と一体感を持て

るようにということでの全体像を描いておりますし、その辺の自然環境への配慮もしながら

この案としてまとめさせていただいているので、その辺については対応できていると思って

います。  

○松﨑淳委員 

  現に坂田小のところが問題があって、今新しくつくったばかりなのにビニールをかけたりと

かというのを北村喜代隆議員のブログで見ているが、それと同じようなことにならないかな

と心配だが。  

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課長） 

  今回の乳児棟と幼児棟の兼ね合いですが、一つは建築確認の関係で構造上つなげるというこ

とはできません。したがいまして渡り廊下という形での行き来になってまいります。  

○松﨑淳委員 

  できるだけ濡れたりとか、後戻りしたらもったいなので、最初の段階から考慮してほしい。

お願いします。 

○前川明委員 

  小規模学校支援事業で仕組みを見ていると、まさしくコミュニティスクールそのものの形で
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ある。地域支援をいただきながら地域の特色を生かす学校運営ということで、ここにまさし

く地域学校応援隊のところに協議会ができて、そこに予算がつけばコミュニティスクールに

移行できると思うが、コミュニティスクール化についてはどのようにお考えか。 

○山本教育長 

  ある意味モデル校的な部分も視野に入れながら、考えていきたいと思いますし、現在特色あ

る学校づくりの中で、それぞれの学校が提案してきた中で小中一緒にこういったものに取り

組んでみようかというような提案もあるように思っていますので、モデル校的な部分で地域

の応援隊を募って、いろんな学習の中で地域人材を活用しようというようなことをそれぞれ

の学校でやっていただく。当然単独の学校もございますし、私は前も言ったように地域の人

と、地域とともに歩む学校と、米原市は全てが小規模といってもいいような規模でもござい

ますので、それぞれの学校でこういった応援隊的な仕組みを持ちましょうということで進ん

でいきたいと思います。 

○前川明委員 

  そのためには使い勝手のいい予算がいるわけで、全部がボランティアでやれればいいが、そ

の材料費なりいろんなことが予算にからんでくると、補正予算であげて予算をもらうという

ことになってくるとほとんど事業が先送りになってできない。そういった意味で協議会にあ

る程度予算を持たしてやる仕組みが、全国的にも展開されてきているし、既に長浜市でもこ

れを取り入れておられるし、校長と地域の、今回校長にある程度予算を持たせて特色ある学

校づくりということであるが、もう一歩進んで、ぜひとも地域に活用しやすい予算の仕組み

についてやっていただきたいと思うがその辺はどうか。 

○山本教育長 

  その辺については明日プレゼンもございますし、今後先ほども言いましたように、事前に校

長としての思いをヒアリングしながら、その辺の予算の組み立ても考えてきたいと思ってお

ります。 

○前川明委員 

  図書館の関係で伺いたい。特にルッチで聞いているのが、小さい子が図書館の入口、ルッチ

の場合は入ってすぐに絵本等があって、その前に絵本が読める広場も作っておられるという

ことで、かなり騒がしいという苦情を多く聞いているが、乳幼児のそういったことに対して

はどういった指導なり管理をされているのか。 

○小北図書館長 

  山東図書館では、確かに小さい子供たち中心に声を上げるというか、騒ぐ光景が時々見られ

ます。その都度職員は子供たちに注意していますが、こう言っては何なんですが、親御さん

が一緒にいながら知らんぷりをしているというそういう部分もありまして、職員としてはこ

まめに注意をするということで対応はさせていただいています。  
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○前川明委員 

  構造的にルッチの図書館の場合はあるんじゃないかということで、雑誌等が置いてあるとこ

ろは別にあるし、スペース的にはたくさんあってもう少し工夫ができるのではと思うのでお

願いしたいが、それと図書館に行って何をするかというと本を読んで勉強されるが、それに

影響する。うちの子供が行って勉強しようと思うと、子供が騒がしくてとても勉強できない

ということで、特に去年ひどくなってきて今まで学習机もあるし、かなり学生さんが勉強し

ていたが、だんだん行かないようになってきている。スペースの使い方の工夫がいると思う

が、そういったことについてはどうか。 

○小北図書館長 

  確かに入口付近といいますか、絵本のあるコーナーの反対側に学習席がある関係もあります

ので、実際書架を動かすのは難しいと思いますが、ブックトラックなりで動線を考えるよう

なレイアウトを検討させていただきたいと思います。  

○前川明委員 

  前から要望しているが、もう少し読書のできるスペース、机等をスペースを確保していただ

きたい。学生だけでなく一般の人もそこに行って図書館の中で見ようとされているが、若干、

閲覧のスペースがルッチの場合かなりないと思うので、ぜひとも増やして使い勝手のいいよ

うにお願いしたい。 

○滝本善之委員長 

  生涯学習課だが、公民館とかそれ以外の生涯学習以外の指定管理の場所は、４月１日から

３％の消費税が上がる。その辺で予算的に対応されているか。まずその１点を。 

○岩脇生涯学習課長 

  消費税分につきましては、限度額、債務負担行為につきましても 12月補正で変えていただ

いておりますし、この中にも既に８％で計上しております。 

○滝本善之委員長 

  わかりました。それと生涯学習の指定管理をしている、例えば近江・山東・伊吹とかあるが、

そういうとこが事業をするときに統一されていないというか、ＮＰＯ事業は基本的に何して

もお金儲けをしてもいいが、指定管理を受けた中の勉強したり教室をしたりするのは、どこ

の旧町、例えば山東であれば、米原でも近江でも伊吹地域から行っても同じように平等で授

業、例えば教室が受けられるのが本来の姿だと思う。ＮＰＯでやる事業は別ですよ。それ以

外の教室でやる事業は差別化はいけないと思うが、山東のをこの前見たらカモンスポーツク

ラブに入っているところは安い、よそからきた一般の人は５割増し位になっている。それは

ＮＰＯがやる事業についてはいいと思うが、生涯学習と名を打ってやられる事業は、市民全

体が平等である事業を打っていくのが普通だと思う。その辺が理解できない。26 年、そんな

ものを見たことがないとおっっしゃるならここにあるので回します。山東の生涯学習の御案
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内 26年度となっている。これを見たらバス旅行にしようが何にしようが教室内の事業につい

て、ＮＰＯ法人カモンスポーツクラブが出しておられるが、教室とかそんなのは基本的いっ

たら生涯学習です。旅行もあるが・・・。それを格差を会員は安い、会員でない人は５割増

しとか、それはいかがなものかと思う。本来平等に扱うべきである。ＮＰＯカモンスポーツ

クラブは総合型スポーツクラブですから、その中のやっておられる事業で格差を設けられる

のは、僕は仕方がないと思う。その辺はわからない。生涯学習課としてどういう指導をされ

ているのか。偶然見たら書いてあったから聞きたい。それで同じように補助金を出している

し。指定管理料はきちっと出しているのだから、生涯学習事業については当然市民みな平等

であるべきと僕は判断するがどうか。 

○岩脇生涯学習課長 

  委員長おっしゃいましたように、カモンスポーツクラブに入っている者と差があるというこ

とは、私も調査不足で申しわけありませんでした。  

○滝本善之委員長 

  来年度のこれは出ている、また渡すが。その辺はこれでもいいんだと、各公民館が好きなよ

うにしたらよいというならそれでいいし、こういう理由でよろしくないとおっしゃるのかど

ちらかと聞いているのである。 

○西出生涯学習課長補佐 

  先ほど委員長がおっしゃられた、カモンスポーツクラブの会員と一般の方の受講料が違うの

ではないかというところですが、山東公民館を受けているのがカモンスポーツクラブという

ＮＰＯ法人でありまして、クラブの会員を一人でも多く講座を受講していただくという意味

での差を設けております。その差額の分につきましてはＮＰＯの会計から指定管理料のほう

に補てんをされておりますので、そういった部分で生涯学習課としては調整はできていると

思っております。 

○滝本善之委員長 

  それは僕に言わせば詭弁である。カモンスポーツクラブが総合型スポーツクラブとして、偶

然そこの地域の指定管理をし、山東の公民館の指定管理を受けられた。自分のところの会員

になってもらったら安くします、そうでない人は高いですと。それは生涯学習の中で米原市

は一つではないのか。公民館はたくさんあるが。伊吹に行こうが米原に行こうが、一つの事

業をするときには、みんな同じ値段でしてあげるのが当たり前である。ただ、カモンスポー

ツクラブが自分で自主的にＮＰＯとしてされる部分については僕は何も言わない。差額は指

定管理料に入っているとはどうやって計上しているのか。何人来て会員何人か１回１回調べ

ているのか。それは調べられるはずがない。バス旅行だけで１年の間に何回あるのか。その

バス旅行の中でも歴史を見たりいろんなことがある。それを生涯学習に当てはめながらやっ

ておられる。例えば 20 人が行ったら 15 人が会員で５人が一般かわからない。それは全部反
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映していますと、山東公民館 2,785 万円を出している。これは市の金である。これで儲けた

金はどこへ入っているのか。ＮＰＯか。  

○西出生涯学習課長補佐 

  山東公民館が行っております一つ一つの事業に対して事業報告書があります。実績報告とい

う形で年度が終わった後に報告をいただいている中で、収支がそれぞれ記載されておりまし

て、その中で指定管理料に入りが入っているということで確認しております。 

○滝本善之委員長 

  指定管理料に入りが入るとはどういうことか。 

○西出生涯学習課長補佐 

  指定管理を受けている口座に入っているというふうに、指定管理の口座に入りがあるという

ことで・・・。 

○滝本善之委員長 

  だからそれは格差がある中で入っているだけでないのか。一般の人は高く払っている。これ

からよその公民館もＮＰＯが、例えばカモンスポーツクラブでなしに、極端に言えば皆さん

にＮＰＯの会員になってくださいと、そういう人は安くしますよと、よそから来た人は高く

しますよと言われてもいいんですね。それだけ言うときます。そうなったときは混乱すると

僕は言っている。これを認めていたらみんながやる。ＮＰＯで金儲けするための手段として

何か作って物を売ってしておられるならいいが、これは会員でない人からよけいに金をもら

ってそんな馬鹿げたことは、僕は絶対あってはいけないと思っている。よろしいんですね。

よそがやっても。 

  暫時休憩します。３時 30分まで。 

 

（暫時休憩：午後３時 19から午後３時 30分） 

 

○滝本善之委員長 

  休憩前に引き続き会議を開きます。説明を求めます。 

○岩脇生涯学習課長 

  これの表記につきましては、非常にわかりにくいという委員長の御指摘のとおりでありまし

て、ただ金額の差額につきましては指定管理料で調整しているとかいうことではございませ

んで、先ほど御説明させていただきましたようにＮＰＯから補てんをさせていただいている

というようなことでございます。こういった非常に紛らわしい表記ということでの御指摘で

あろうかと思いますので、今の講座につきましてはパンフレット等も配付されておりまして、

そういった事情もございますので、27 年度の事業につきましてちゃんとした表記ができるよ

うにＮＰＯと協議をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  
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○滝本善之委員長 

  指定管理は何年になるのか。僕はこれを初めて見てあれっと思った。市民は平等の中で文化

の部分については同じように受けていただいて、総合型スポーツクラブというのは別の恰好

であるから、スポーツに対して地域のスポーツを活性化するために総合型スポーツクラブが

できていると思う。各４つに。みんな山東以外は総合型スポーツ、例えば近江がやっている

が、完全に分けてスポーツクラブは近江の公民館の管轄外にしながら、それはスポーツとし

てやっていこうという恰好にしているから問題はない。ここは一緒にしてしまって、ごちゃ

ごちゃにして自分らの利用がうまくいけるようにとしか思えない。それでは本当に市民の平

等性の原則から言えば成り立たないのでないかと。それを 27年度からとおっしゃるが、今す

ぐ言っても難しいかわからないが、そんなことで認めていたら、逆に今年私たちも何かを作

ってしますと言われたときに止められませんよ。その混乱を起こしたときに誰が責任をとる

のか。他でやっていたらそれはおかしいとは言えない。僕は偶然見てしまったから、スポー

ツクラブをうまく利用しながら自分のところの会員になった者にだけ安くして、その人は会

員払っているからいいんだというが、文化もスポーツもやっているが、総合型スポーツクラ

ブというのは、あくまでスポーツの中でどうしていったらいいかということで、地域の人が

元気になってもらう、そこに参加してもらって元気になってもらう、いろんなメニューをみ

なさんに提示して会員になってください、みんなでこの地域の健康づくりスポーツに頑張り

ましょうと言ってやっているのが総合型スポーツクラブである。それを逸脱してうまく利用

されているようでは問題があるなと。それを今まで気がつかなかったのは、いかがなものか

と思ったから発言したが。どうしてもできないとおっしゃるなら、他が利用されても仕方な

いと判断せざるを得ないと、それでよろしいんですね。部長どうか。 

○坪井教育部長 

  私自身も十分そのことを把握できていなくて申しわけなく思っております。今議論を聞かせ

ていただく中で、当然ながら法人サイドとしても取り組んでおられる部分がありますので、

生涯学習課も含めて一度法人とも十分協議をさせてもらった上で対応してまいりたいと思っ

ております。 

○滝本善之委員長 

  市民にわかりやすくしてください。誤解を招くようなことをずっとやっていたら、指定管理

をせっかく平尾市長１期目のときにして、地域の力を出して民間のノウハウをいれて活性化

しようとしたものが、みんなそれは統一した中でやられていたと思うのに、両方上手く利用

したらいいという感覚で１カ所がやると必ずもめてくる。それを調整するのが市の仕事であ

る。生涯学習課がきちっと見て判断して注意したり進めたりするのは。それは市としてしっ

かり頑張ってもらわないと困る。これから指定管理料の見直しとかいろんな問題が出ている

中でこんなことがあったら、ここはたくさん金を儲けているからいいのかとなってしまう。
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それも不公平であるから、そういうものもいろいろ見て全体を把握してもらいたい。これ以

上やっても進まないと思う。恐らく皆さんも困ると思うから言わないが、１年以内には皆さ

んで山東の公民館のカモンスポーツクラブと協議をされて、これとこれはＮＰＯでやっても

よいが、これとこれは文化的事業だしスポーツクラブと違うのだから、きちっと分けてもら

うとかをやってもらって、９月くらいには議員さんにこういう形でやっていきますと、今年

はできないにしても来年度からこうしますとか、提案してください。来年度からと言っても

期限を切っておかないと、どこで返事をくれるかわからないから９月まで、半年間待ちます。

その間にきちっと整理しておいてください。 

  それと近江グラウンドの土地借地料はずっと前から出てて、代表質問でも言ったが、今度初

めて体育館を潰して跡地ができた。代替地を相手は求めているらしいから、宅地がほしいと

言っておられるのだから、それを交換する方法があるのであれば、毎年 120万円払っている。

近江町時代からずっとであるからもういくらになると思っているのか。ちょうど宅地ができ

たのだから、向こう側を渡してもこちらを渡しても土地の査定をしてもらってその中で交換

をして、ここに宅地をこれだけ渡しますからこちらの分が無しにしましょうとか、いろんな

形のものを前から大橋補佐はよく御存じだと思うが、毎年 120 万円を近江町時代から払って

いて恐らくものすごい金ですわ。払っている金は。その辺も含めて早く解決してもらいたい

と思うがどうか。大橋補佐は交渉にも行かれたと思うが。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  委員長仰せのとおりで僕自身の考えですが、あそこの体育館を取り壊した用地はそういう代

替地になるべき土地になってもいいかなということで、今年早い時期にその辺統一させても

らって地権者にも相談にも行きたいということで、26 年度でその辺の話を地権者と詰めたい

と思っております。  

○滝本善之委員長 

  それは間違いなく前へ進めてください。無駄なお金はいくら使っても意味ないと思うから前

向きで頼みます。 

○的場收治委員 

  ６年後にオリンピック、10 年後に国体ということで、日本においてもスポーツ環境がこれ

からしっかり整えられてくる。米原市も国体の会場にも名乗りを上げなければならないよう

な立場になると思うが、６年後 10年後になるとスポーツ少年団の子供たちが大人になったこ

ろになると思うが、スポーツ少年団の補助金が今年度も 310 万円ということで予算計上され

たが、入る子供たちの数が随分減ってきている現状があり、悪循環ということで、低年齢の

うちに各スポーツ少年団が自分たちのクラブに囲い込みをするという形で、極端な例を言う

と小学校１年生からスポーツ少年団の加入ということも現実になっている。本来なら低学年

のうちはいろんなスポーツに親しめる環境、子供たちがスポーツが好きだというような環境
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づくりをしてあげて、その後年齢が上がるとともに専門的な種目に入っていくのがより理想

的だと思うが、そういう現状の中、個々の学力の向上とともに子供たちがそのような環境に

身を置くということも、文化活動もそうだが特にスポーツ活動においては必要ではないかと

思う。個々の強化という面については、対策も含めてどのように思われているか。 

○山本教育長 

  スポーツ少年団の入会の低年齢化というのは私も疑問に思っていまして、はっきり言って驚

きました。３年生か４年生かと思っていましたら実際１年生から入っていると。ある種目は

３年生からということで青田刈り的な部分があるので、スポーツ少年団の在り方自体を今後

の子供たちの体力、幅広い選択肢も含めて、スポーツ少年団の各本部会におられる方との協

議が必要かなというふうに思っていますので、機会があるごとにそんな議論もしたいと思っ

ています。それが将来の米原市の競技スポーツも支える人材でもあるという部分で、あまり

早くから専門的な種目に走ることはプラスかマイナスかということも含めて議論が必要かな

と思っています。 

○的場收治委員 

  各競技間の横のつながりが、責任者同士のつながりであるとか指導者同士のつながりである

とか、そういった体制づくりを生涯学習課において、しっかりと体制づくりをするというこ

とを積極的にしてもらいたいと思うが、現状はどのようになっているか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  指導者等の横の連携等々でございますが、実際のところ米原市のスポーツ少年団、体育協会

とか各種団体の団体ごとでの会議なりは行っておりますが、スポーツ少年団では各単位団ご

との横とのつながりというのは、同一種目では交流会等はやられていますが、他種目での交

流というのは行われておりません。今年度、今月制定いたしますスポーツ推進計画の中でそ

のような横の連携、また各種団体とのつながりというものも今後５年間ないし 10年間で強化

していくという方向の計画を策定しました。また指導者等の育成なり講演会なりを行ってい

くがための米原市のスポーツの中心となる情報発信拠点という組織づくりもして、スポーツ

の振興・推進に取り組んでいきたいと思っております。 

○的場收治委員 

  スポーツ少年団のあり方そのものは教育長も言われたし、補佐からもしっかりとやっていく

という話も聞いた。その中でもう一つ大切なのは、指導者の育成というか、先ほどの家庭力

の親育ちというようなことではないが、指導者の資質がすごく問われるということがある。

指導者の育成については今どのようなことになっているか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  スポーツ少年団につきましては、県のスポーツ少年団での指導者、また全国的な指導者の育

成という方向で行われていますが、それの指導者の登録者数等につきましても、スポ少の団
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員数と同じく毎年減少していっているのが実状でございます。その中で先ほど言いました作

っていきたい、育成していきたいという情報発信拠点を中心に、登録の指導者ではないけれ

ど、それなりの補佐ができる指導者の育成も大切かなと思いますので、そういう市独自の指

導者講習会なりを開催し、後任の指導者なりの育成にもつなげていきたいと思っております。  

○的場收治委員 

  指導者が非常に大切だが、スポーツ少年団によって随分違うと思うが、スポーツ少年団で指

導的な立場におられる方は基本無償ボランティアか、有償ボランティアか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  そこまでは各単位団ごとでの対応をされていますので、市のほうでは把握しておりません。

今のところ大方の団体は無償という認識をしております。 

○的場收治委員 

  社会の変化によって、個人の考え方もいろいろと変わってきているところがあるのかなとい

う思いもある。前はほとんどが無償でやられていたということがあるが、多少は少しかかる

部分に関しては、例えば旅費はスポーツ少年団が持つとかいろんな形で今後は少しは推移し

ていくのかと思う。その辺も含めてスポーツ少年団への補助金のあり方もしっかりと査定の

ところでしていただきたいと思う。 

○松﨑淳副委員長 

  21 ページに地域創造支援事業の一覧があるが、この中で例えば未来のオリンピック選手育

成とかあるが、そういったものがどういった基準で地域創造事業に割り振るのか。もしくは

生涯学習課で担当するという基準はお持ちか。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  御質問の部分につきましては各自治振興課が募集をし、やっている伊吹のホッケースクール

実行委員会の部分かと思いますが、ここの内容等につきましては元オリンピック選手なり現

役の社会人選手なりコーチを呼んで、小学生・中学生のスポーツ少年団のホッケー部なりの

方を集めて事業を実施されているということで、内容等は伊吹の自治振興課で審査され通っ

ているものと認識しております。 

○松﨑淳副委員長 

  たまたま伊吹にいた、山東にいた、米原にいた、近江にいた、だけれども手を挙げたときに

行先がないのでとりあえず地域創造会議でという経緯があると伺っていて、生涯学習のスポ

ーツ推進体制のところで、かっとび伊吹と何が違うのかとか、文化系のものにしても文化の

まちづくり事業とかの中に組み込めなかったのかとか、なぜ私たちが市の枠で面倒を見ても

らえなくて創造会議なんだという声を伺っている。今後新しく市民の人が手を挙げられたと

きに、地域創造会議もしくは協働事業提案という形でしか受け皿がないのか、それとも市が

担当課の生涯学習課の枠の中で受け入れるかというところに基準があれば、基準が明確にな
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っていれば手を挙げるにしてもどっちにいくのかわかりやすいと思うが、どうお考えか。  

○大橋生涯学習課長補佐 

  スポーツに関しては、主要事業説明書の 74ページをお開きいただきたいと思います。中ほ

どより上ですが、今年度から新たな事業としまして小中学生を対象としました県内のトップ

アスリートを招き、選手との交流なり指導を受けるという事業を創設しました。これにつき

ましては今後も継続してやっていきたいと思いますので、スポーツに関してここの部分での

スポーツの競技なりを要望があったもので、トップアスリート等が来ていただけるように交

渉もしながら、ここの委託料の中で事業を推進していきたいと思っています。これにつきま

しても先ほど言いましたスポーツ推進計画の中に、子供たちがスポーツと親しむ機会づくり

ということで掲げられていますので、26年度にこの事業を創設したところです。 

○松﨑淳副委員長 

  そういう趣旨であればなおさら地域創造会議のところがやっているのが、未来のオリンピッ

ク選手育成事業は完全に一致していると思うので、それは行政の縦割りの問題ではないかと

市民のほうは思われると思う。できる限りわかりやすいような形で提示するようにしていた

だきたいと思う。 

○滝本善之委員長 

  スポーツ部門であるから基本的に生涯学習課で一本化して、基本的に選手を育てるのも講習

会するのもその中でやるべきではないかと。創造会議で出すこと自体ナンセンスでおかしい

と、僕もそう思う。基本的にスポーツであるから、生涯学習の中で取り上げて生涯学習の中

でどうやってやっていくか、創造会議から出たものも受けて全体でやったらどうですかとい

うことだがいかがか。今年はできませんでしょうが、今後の問題として創造会議でやるもの

ではないと僕も思う。 

○大橋生涯学習課長補佐 

  今後、検討させてください。 

○前川明委員 

  70 ページのいじめの関係で、いじめ対応支援員を今回設置されるが、スクールソーシャル

ワーカーも利用されるということだが、県との関係で県からの派遣等はないのか。 

○一ノ宮学校学校教育課長補佐 

  いじめに対して、それぞれの市町で協議会あるいは推進本部あるいはスクールソーシャルワ

ーカーは、実務者会議の中でいろんな事案について指導助言いただくということで、それは

各市町ごとにやっていくということで、米原市におきましてもスクールソーシャルワーカー

を入れてということで実働部隊と言いますか、すぐに動けるような体制を作っております。 

○前川明委員 

  いじめ等支援員に関しては、大津は条例で設置して派遣、設置できるような条例もあったと
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思うが、米原はいじめ防止に対する条例化についてはどのようにお考えか。 

○一ノ宮学校学校教育課長補佐 

  米原市におきましても米原市いじめ防止等基本方針の策定ということで、ただいま 作業を

進めているところでございます。平成 26年６月には設置するということで今進めております。 

○前川明委員 

  あと数カ月でできる、かなりスピードを上げてやられる。かなり議論をしないといけない部

分もあるので慎重にお願いしたいと思う。その中で不登校についてはどのような状況で、今

回サポート事業として支援員も 20人ということでかなり人数確保してやられているが、いじ

めとの絡みがあると思うが、不登校についてはどのような把握をされているか。 

○一ノ宮学校学校教育課長補佐 

  現状では、この２月現在で小学校で７日以上欠席が６名おります。別室登校が３名、みどり

の適応指導教室に通っているものが３名、中学校は７日以上欠席が 22名、全日欠席、全て休

んでいる生徒が９名、別室登校５名、みどりに通っているもの１名と把握しております。 

○前川明委員 

  中学校はかなり増えているのと、今回人数を増やされてケアされるということでぜひとも普

通教室に戻れるように、適応教室も今回設置をされているので、そのためには県にも要求す

れば派遣してもらえると思ったが、ソーシャルワーカーなどは、要望すれば派遣してもらえ

る事業だと思うがどうか。 

○山本教育長 

  スクールソーシャルワーカーは、現在坂田小学校などにも県の派遣として来ていただいてい

ますし、こちらもお願いしようと思っていますし、さらにプラス米原市独自でのＳＳＷのい

わゆるスクールソーシャルワーカーの月１回の実働部隊としての派遣を単独でお願いすると

いう形になりますので、県の派遣も依頼し市単独でもやるという形で、スクールソーシャル

ワーカーを活用していきたいと思います。先ほどいじめ対策の条例の関係については、パブ

コメ等を視野に入れるとちょっと６月は厳しいかなと思いますので、そこだけ了解をお願い

します。市長部局との連携のもとに、いじめ対策地域連絡協議会的な部分の設置も条例でし

ていく必要があるかなと思っていますので、人権政策課とともに連携しながらその辺のこと

は進めていきたいと思っています。 

○滝本善之委員長 

ほかにありませんか。  

（質疑なし）  

○滝本善之委員長  

議案第 14号については質疑も出尽くしたと思いますので、これをもって、質疑

を終結いたします。  
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議案第 35号 米原市使用料条例の一部を改正する条例について  ＜教育総務課＞ 

○滝本善之委員長 

 議案第 35号 米原市使用料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

説明してください。 

○田中教育委員会事務局次長（教育総務課課長） 

   議案第 35号 米原市使用料条例の一部を改正する条例につきまして説明します。近江体育

館の廃止に伴い制定の必要を認めたため、この案を提出するものです。米原市使用料条例の

一部を改正する条例をごらんください。別表第 17において体育館の使用料を定めていますが、

近江体育館の廃止に伴いこの表から近江体育館を削るものです。附則において、この条例は

公布の日から施行するものです。 

○滝本善之委員長 

 説明が終わりました。質疑を開始します。質疑はありませんか。 

（質疑なし）  

○滝本善之委員長  

質疑なしと認めます。  

議案第35号について、質疑を終結いたします。 

 

議案第 45号 権利の放棄について               ＜学校給食課＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第 45号 権利の放棄についてを議題とします。説明を求めます。 

○喜田学校給食課長 

議案第 45号 権利の放棄についてご説明します。今回提案します案件は、学校給食費に係

る請求権の権利を放棄することについて、地方自治法第 96 条第１項第 10 号の規定により、

議会の議決を求めるものであります。債務者は滋賀県長浜市○○○○○○○ ○○○○ 債

権放棄金額 18万 8,200円です。未納の学校給食費の内訳は、○○○○が市内に居住していた

平成 14 年７月から平成 16 年３月までの 35 件分、12 万 8,200円及び平成 18 年６月から平成

19年３月までの 15件分、６万円の計 50件分、18万 8,200円です。経過は、未収金の集金事

務を進めている中で、平成 24年 12月 12日の折衝時に、本人より自己破産の手続きを弁護士

に依頼中である旨を告げられ、以降の折衝は本人代理の弁護士からの連絡となりました。平

成 25年７月１日、弁護士から平成 25年１月 21日に大津地方裁判所長浜支部からの破産免責

申し立てによる免責決定の通知を受けたことにより、学校給食費に係る請求権の権利を放棄

するものです。 

○滝本善之委員長 
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 説明が終わりました。これより本案について質疑を求めます。質疑はありません

か。  

（質疑なし）  

○滝本善之委員長  

質疑なしと認めます。  

これをもって、質疑を終結いたします。  

教育委員会の皆さんには、大変御苦労さまでした。執行部の皆さんも退席  

いただいて結構です。お疲れ様でした。  

（執行部退席） 

 

【議会事務局】 

議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、議会事務局の所管に属す

る事項                          ＜議会事務局＞ 

○滝本善之委員長 

  議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）中、議会事務局の所管に属す

る事項について説明を求めます。 

○春日議会事務局長 

  議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）中、議会事務局の所管に属す

る事項について御説明します。21 ページ・22 ぺージをお開きください。議会費です。320 万

1,000円の減額補正をお願いします。内訳としまして、旅費、費用弁償の執行見込みの精査に

より 244万円の減額、また負担金補助及び交付金につきましては、昨年の 10月の改選及び１

月１日付の一会派設立により、12月末精算の政務活動費交付金返却確定分 76万 1,000円の減

額です。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  質疑もないようですので、質疑を終結します。 

 

議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、議会事務局の所管に属する事項 

                                ＜議会事務局＞ 

○滝本善之委員長 

それでは、議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、議会事務局の所管に属する

事項についてを議題とします。説明を求めます。 
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○春日議会事務局長 

議案第 14 号 平成 26 年度米原市一般会計予算中、議会事務局の所管に属する事項につい

て御説明します。77 ページをお開き願います。議会運営事業としまして、皆さん方の円滑な

議会運営によって、公正、公明で開かれた議会の透明性を図るためということで、１億 3,708

万 1,000 円の予算を計上しました。主なものは特に議員報酬等で 8,700 万 5,000 円、共済負

担金で 3,447 万 5,000 円です。そのほか会議録作成業務、議会だよりの発行経費をはじめ、

議会基本条例の施行に伴います本会議録画映像インターネット配信経費を計上しています。

また、議員の政策提言能力など資質向上を図るための講師謝礼、委員会の政策評価機能の充

実を図るための委員会の視察経費、また政務活動の充実を図るための政務活動費交付金を計

上しています。また、新たにびわこ放送におきまして、議長の新春放談、これを来年の正月

に向けまして、12 月頃になろうかと思いますが行う予定をしています。これは、単独で司会

者と５分から 10分程度トークをしていただくというような予定で聞いています。現在、大津

市さんと守山市さんが実施をされていまして、27 年の正月につきましては、今のところ聞い

ているのでは湖南市さんもやられると聞いています。一応、新しい事業として増やしていこ

うと思っています。先ほど申し上げましたインターネット配信につきましては、この３月議

会分からさせていただこうということで、２月 28日の第１日目の本会議は間もなく配信でき

るような体制でいけるようにと聞いていますので、またできましたら報告をさせていただこ

うと思います。 

○滝本善之委員長 

  説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○前川明委員 

  補正で減額があったので、視察研修費等で、大体委員会あたりどれ位の予算を予算計上され

ているのか。 

○春日議会事務局長 

  現在予定していますのは３常任委員会、特別委員会を含めまして、各委員会ごとに１名当た

り４万円、東京まで行っていただき１泊していただくようなことでも行けるという想定の中

で経費を計上しています。25 年度におきましては、３常任委員会だけしか執行ができません

でしたので、26 年度においては、各議員さんも新しい方が半分入られましたということで、

各常任委員会、各特別委員会とも全て行っていただけるように、また、今回特に議会報告会

があります。また、政務活動という中での部分もありますが、今後の議員の資質向上という

ことで、特に 26年度、それぞれの委員会で実施をしていただけるように努めてまいりたいと

考えています。できることならば、７月・８月のお盆まで、また、10 月くらいの期間で行っ

ていただくように、各常任委員会の委員長さんにはお願いしまして、その辺で事務局と相談

のうえ相手方にも相談をしてまいりたいと考えていますので、その辺の御配慮を賜りたいと
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思います。 

○的場收治委員 

  その件について説明をさせていただきます。25 年度までは１人当たり５万円というような

ことで予算計上していただいた経緯があるんですが、ここ５年間ぐらいの統計を見ますと、

いつも年度末で 200 万から 300 万ぐらいの減額補正をしているというような現状があった中

で、議会事務局からも今度の予算編成に関していろいろ当局と交渉する中で、より現実的な

金額を示すということで、今当初あったような４万ちょっとというような金額で予算計上が

された経緯があります。ところが議会改革も含めて、積極的に先進地視察に行ったり外の知

識を得てくるということは、議員にとっても非常に大切なことですし、そういった意味で積

極的にやっていただこうということで、もし不足が生じるようなことがあったら、補正で対

応を是非ともしていただくというようなとこも、当初予算の審査の中で、交渉の過程ではそ

のような経緯があったというようなことを少し申し上げていきたいと思います。そして、全

員協議会でも、今局長が言いましたように、常任委員会、特別委員会も含めて、せっかく予

算があるんですから積極的に外へ出ていくということも一つの方法かもわかりませんので、

そこら辺で積極的に予算計上した以上、活用していただくというような姿勢でぜひ行きたい

と思いますし、期間もできたら７月・８月、そして 10月くらいで行っていただきたいなとい

うような思いもありますので、少し議長として委員会にそぐわなかったかもしれませんが、

ちょっと補足させてもらいました。 

○滝本善之委員長 

  この議員研修費については、残ったから減らした、僕は反対したが、なぜかというと１泊で

行くという規定もなければ２泊で遠いところへ行く場合もありうるし、北海道へ行く場合も

何かの形であるかもわからない。そのために予算を組んでたのもあると思うので、今回減ら

されたが、276万 5,000円をだっと使っていって、どこかで無くなった時に補正をするという

考え方でよろしいんですね。 

○春日議会事務局長 

  先ほども議長のほうからも補足で言っていただきましたが、今回の予算の審議の中で財政当

局に対しましても、順次やっていきますので、予算の範囲内においてまた進捗状況によって

は補正をお願いするということで、私のほうからもお願いしてきましたので、その執行状況

によりまして補正をお願いしていくということで進めてまいりたいと思っていますので、今

回、昨年度からしますと減額になりますが、その旨については保障をいただいていると私自

身は思っていますのでよろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 

  この年度末近くになったら、庁舎の諮問委員会から恐らく回答がきます。それを受けて市長

はどうするか、ある程度、今基本構想で今度計画に移ってこられるので、その時点には、議



 

173 

 

会も特別委員会をつくらなければならないと思います。そこで議会としてどういう対応をと

るかというのは、議長さんおられますが、つくっていかなければならんと思うので、そうい

う経費もこれからどんどん増えてくると思うし、この米原市にふさわしい庁舎はどの位の規

模がいいとかあると思うので、そういういろんな研修もこれからしていかなければならない

のでその辺だけはお願いしたいのと、先ほどのびわこ放送、あれは私議長３回やったが、あ

の時はやっていた。どこかでやめてしまわれた。音居さんのときか、中野さんの時はやって

いたはず。音居さんぐらいからびわこ放送、あれ 20 万いる。（21 万 6,000 円の声あり）20

万いるから前の市長もやめたから、一緒にやめたのでは、知らないが。しかし、そういう形

のものではなしに、議会は議会として訴えるものはあってもいいと思う。市長が止めたから

ではなく、前に全国市山林何とか審議会、今でも審議会はある。山林税を取るとか取らんと

か。あれでも平尾市長はやめたが、私はやめなかった。いつの間にやらまたやめられたがね。

あれは２万円の会費だった。やっぱり議会は議会としての立場をきちっと守った中で、議員

としての活動ですから、市長部局がこうしたから、こっちも右に倣えは、僕は必要ないと思

う。これから事務局も議会議長と相談しながらきちっとその対応を図ってもらわないと、市

長がやったからこうやったとかではないということだけは、僕は議会というあり方はそうあ

るべきやと思うので、委員長としてもぜひともその辺だけはお願いしておきたい。皆さんそ

れでよろしいか。 

（質疑なし） 

○滝本善之委員長 

  質疑を終わります。 

  暫時休憩します。４時 25分までとします。 

 

（暫時休憩：午後４時 16から午後４時 30分） 

 

（討論・採決） 

 

○滝本善之委員長 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  これより順次、討論・採決を行います。 

○滝本善之委員長 

  議案第４号 平成 25年度米原市一般会計補正予算（第 10号）中、総務教育常任委員会の所

管に属する事項について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 
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  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、総務教育常

任委員会の所管に属する事項について採決を行います。 

  当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委

員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

よって、議案第４号 平成 25 年度米原市一般会計補正予算（第 10 号）中、総務教育常任

委員会の所管に属する事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 12号 平成 25年度米原市住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号）

について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 12号 平成 25年度米原市住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号）

について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

  よって、議案第 12号 平成 25年度米原市住宅団地造成事業特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

  議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、総務教育常任委員会の所管に属する事項

について討論はありませんか。 

○太田幸代委員 

  私は議案第 14 号に対して、反対の立場を取らせていただきます。理由といたしましては、
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子供の中学校までの無料化や、地域のお茶の間創造事業とか市民目線に立った事業を行う一

方で、特定の大企業を優遇したり人権問題での予算の使い方がまだ改善されていないので、

そういう立場から反対をします。 

○滝本善之委員長 

  反対討論がありましたが、原案に賛成の討論がある方は挙手をお願いします。 

○前川明委員 

  今回、積極予算ということで、大型予算の中で市民に多くの福祉向上のために予算を組まれ

ていますので、適切な予算だと思いますので賛成をいたします。 

○滝本善之委員長 

  賛成討論が終わりました。 

  これより、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、総務教育常任委員会の所管に

属する事項について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手多数） 反対：太田幸代委員 

○滝本善之委員長 

  挙手多数です。 

  よって、議案第 14号 平成 26年度米原市一般会計予算中、総務教育常任委員会の所管に属

する事項については、可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

  続きまして、議案第 22号 平成 26年度米原市住宅団地造成事業特別会計予算につい   

 て討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 22号 平成 26年度米原市住宅団地造成事業特別会計予算について採決を

行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 
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よって、議案第 22 号 平成 26 年度米原市住宅団地造成事業特別会計予算は、可決すべき

ものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

 次に議案第 27号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定について 

討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 27 号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定について

採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

よって、議案第 27号 米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会条例の制定については、

可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

次に、議案第 28号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会条

例の制定について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 28 号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員

会条例の制定についてを採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

挙手全員です。 
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よって、議案第 28号 米原市空き家等の適正管理および有効活用に関する条例検討委員会

条例の制定については、可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

議案第 29号 米原市地域創造会議条例の制定について討論はありませんか。   

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第 29号 米原市地域創造会議条例の制定について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

よって、議案第 29号 米原市地域創造会議条例の制定については、可決すべきものと決し

ました。 

 

○滝本善之委員長 

次に、議案第 32号 米原市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて討論はありませんか。 

 反対討論を認めます。 

○前川明委員 

  今回提案されている提案理由が全く理解できないのと、その根拠、20％についても理解でき

るものではないので反対したいと思いますので、委員各位の御賛同をお願い申し上げまして

反対討論とします。 

○滝本善之委員長 

  賛成討論はありますか。 

○山本克巳委員 

  委員会の中でいろんな話が出まして、時代に逆行しているのではという話もありましたが、

市長以下、副市長、教育長の意気込みというのが、再三申されていたように一連托生という

形を、私は今回は、20％・10％というあたりは、考える必要はあるのかなと思いますが、今

回は期限付きということですので賛成ということで、皆さんの賛同をよろしくお願いします。 

○滝本善之委員長 
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  反対討論、賛成討論が出尽くしたと思いますので、それでは採決を行います。 

議案第 32号 米原市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例については、 

可決すべきものと決したいと思いますが、原案に賛成の方は挙手願います。 

  反対の方は、挙手願います。 

  同数です。よって委員長が判断しなければならないこととなりました。 

  私は、総務教育常任委員会でも述べたとおり、やはり、今市長は政治家としての役目、副市

長なり、特に教育長は政治家でもないし、報酬体系も違う中で、両方とも 20％カットという

のはいかがなものか。それと、基本的に給与をカットしていくのは、今の時代の中でこれか

らみんなが、民間企業も上げていかなければならない時に、市長・副市長が下げていく、み

な下げたらいいと、それを有効に活用したらいいという時代ではない。やはり、少しでも職

員の人も安定して、安心して、これから給与体系も考えられることも必要だと思うし、そう

いう意味においても、私はこの給与の特例に関する条例の一部改正の条例には賛成はしかね

るということで、反対をしていきたいと思います。ということは、基本的には嫌いとか好き

とかではない。理論的にどうしてもかち合わない。議会の報酬の問題も含めて全体的に考え

ても難しいと思う。ですから、私はこれは否決すべきものという形の中で、委員会としては

提案をしていきたいと思います。私が反対という形になったので、そういうことで提案理由

の説明をさせていただきたいと思います。 

（賛成３：澤井明美委員、太田幸代委員、山本克巳委員、） 

（反対４：滝本善之委員長、松﨑淳副委員長、的場收治委員、前川明委員） 

 

○滝本善之委員長 

次に、議案第 33号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正

する条例について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

  討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 33 号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を

改正する条例についてを採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 
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よって、議案第 33号 米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改

正する条例については、可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

次に、議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

よって、議案第 34号 米原市基金条例の一部を改正する条例については、可決すべきもの

と決しました。 

 

○滝本善之委員長 

次に、議案第 35号 米原市使用料条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 35号 米原市使用料条例の一部を改正する条例について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

   挙手全員です。 

よって、議案第 35 号 米原市使用料条例の一部を改正する条例については、可決すべき

ものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 
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次に、議案第 36号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について討論はあり

ませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 36 号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について採決を

行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

挙手全員です。 

よって、議案第 36号 米原市行政財産使用料条例の一部を改正する条例については、可決

すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

次に議案第 37 号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を

改正する条例について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 37 号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一

部を改正する条例について採決を行います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

挙手全員です。 

よって、次に議案第 37号 米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の

一部を改正する条例については、可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 
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 次に、議案第 43号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について討論は

ありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第 43号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例について採

決を行います。 

  当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の委

員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

  よって、議案第 43号 米原市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例については、

可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

 次に、議案第 44号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例について討論はありま

せんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 44 号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例について採決を行

います。 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

  よって、議案第 44号 米原市少年センター条例の一部を改正する条例については、可決す

べきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 
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  次に、議案第 45号 権利の放棄について討論はありませんか。 

（討論なし） 

○滝本善之委員長 

討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終結いたします。 

  これより、議案第 45号 権利の放棄について採決を行います、 

当委員会は、本案を原案のとおり可決すべきものと決したいと思いますが、これに賛成の

委員は挙手願います。 

（挙手全員） 

○滝本善之委員長 

  挙手全員です。 

よって、議案第 45号 権利の放棄については、可決すべきものと決しました。 

 

○滝本善之委員長 

  なお、これから、意見書第１号 集団的自衛権容認答弁に反対し、特定秘密保護法の廃止を

求める意見書案についてを議題といたします。ここに提案者の太田さんがおられます。提案

理由の説明は、本会議でされましたが、もう一度、委員会でも簡単で結構ですので、説明を

お願いします。 

○太田幸代委員 

  意見書の中身に関しては、提案説明のとおりなんですけれども、安倍首相という人は、本当

に自民党の中でも、タカ派中のタカ派と言われている、本当に危険な人です。一番問題なの

は、歴代の自民党政権が、日本は集団的自衛権の権利を持っているけども、憲法上許されな

いとして武力交渉はしてこなかったのに、安倍首相が内閣の一任でできるというところが一

番の問題で、それに対して、自民党内からも批判が出ていますし、連立与党を組んでいる公

明党からも、海外メディアからも多く批判が出ています。そういうことからも、やはり、党

派を越えて反対していきたいと思っていますので、御賛同のほうをどうぞよろしくお願いい

たします。 

○滝本善之委員長 

  太田委員から今、この集団的自衛権容認答弁に反対し、特定秘密保護法の廃止を求める意見

書についての説明がありました。これについて御意見があれば、どなたかありませんか。 

○山本克巳委員 

  意見書の題目なんですけれども、集団的自衛権容認答弁に反対し、それともう一つ、特定秘

密保護法の廃止を求める、と二つ盛り込んでしまっているのですけれども、どっちかいうと、

切り離して、片方はまあ、二ついっしょくただと、反対という形なんですけど、こういうふ
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うに合わさったると、判断がしづらいというか、本来なら、分けるべきでないかと、私は思

いますけども。 

○滝本善之委員長 

  この問題、一応こういう格好で出ているので、この中で審議していただかざる得ないと思い

ます。これを今から分けるとか、分けんとかいうことは難しい。意見書として出て、提案さ

れていますので、全部説明されていますから、今後ここでどうなるかわかりませんが、今後

また意見書出されるときに、分けて出されるんか、それは別の問題です。今回はこの意見書

として判断を願いたいと思います。 

○前川明委員 

  集団的自衛権については、国際法上認められておりますけれども、日本の憲法９条の関係で、

日本は行使しないということでありますけれども、実際それが本当に海外に出て、攻撃を受

けたときに、そのままでいいのかということについては、やはり、これから議論をしていか

なければいけないものだと思いますし、専守防衛だけで本当にいいのかということも、きち

っと議題として議論していくのが、今回の安倍首相の発言に至った経緯でありますので、単

に憲法上はだめだと、それだけでくくってしまうのは、今の憲法上の解釈でありますので、

それをやはり議論していって、今の国際法上、専守防衛ですから、日本の国を守る場合は、

自衛隊が守ればいいですけども、海外へ行って同盟国が攻撃を受けたときに、そのままで見

殺しにしていいのか。それが、先に日本の方に攻撃が来た場合に何もできずに、そのままで

いいのかということについては、やはり、集団的自衛権で、自分の身を守ることも考えると、

やはり、ある程度容認していかなあかんと思いますので、今回の答弁に反対しということを

書いておりますけども、私は容認すべきと思っておりますので、今回の意見書については、

反対の立場を取らさせていただきたいと思います。 

○滝本善之委員長 

  それは、集団的自衛権だけど、秘密保護法も両方出てますので、ややこしい。 

○的場收治委員 

  自衛権の行使をいろいろこういったことを議論すると、すぐ戦争を日本はしかけていく国や

とか、戦争ができる体制づくりをするというような短絡的な話がすぐ出てくるというふうに

思っていますが、しかしながら、今の日本の現状において、日本をいかに自衛するかという

ことは非常に大きな問題やと思います。集団的自衛権も、それに対して、本当につながって

いく問題だというふうに考えます。今回も閣議決定し、それを法律として出して、そこで国

会で審議されるというような日程も、そのような形がとられていくということで、決して閣

議決定したら、それが必ず通るというものではないというふうなことでありますし、国会で

議論されることは、国民が全て知ることになると思いますので、その時点でいろんな判断が

出てくるものやというふうに思います。今までは、こういったことを議論することが、悪の
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ようなことも報道もありましたし、国自体がそのようなこともありましたが、決して議論す

ることは悪ではなく、非常に大切なことやというふうに思います。全く封じ込めるというこ

とは、私もよくないことではないかなということで、この意見書、特定秘密保護法に対して

も、集団的自衛権に対しても、今のやり方が全て正しいかというと、正しくないところもあ

ると思いますし、意見書の出し方そのものも、またいろいろあると思いますので、今回のこ

の意見書には、私は賛成すべき立場ではありませんので、今後議会として何らかの形で出す

のであれば、そのときにしっかりと議論をしていきたいと思いますし、誰かが出されたら、

そのときはそのときで、議論をさせていただきたいと思います。今回の意見書に関しては、

とりあえず、私としては賛成をしかねます。 

○澤井明美委員 

  私も集団的自衛権は、都知事の舛添さんがなられたんですけど、20・30 代の方は田母神さ

んだと聞いています。というのは、やはり、20・30 代の方は危機意識も持っていて、自分の

国にアメリカが沖縄におられる、そんな時期に撃ってきたらそれを防衛する、そういう意味

においても、50代と 20・30代の考えが全然違うので、もっと国民がこれから十分このことに

関しては、議論をしていくべきだと思うんです。今すぐに決められる問題でないと思うんで

す。そのずれがありますので。これから、時代を担うのは、20・30 代の子供さんたちが担っ

ていくということもありますし、当日は選挙も雪が降っていて、東京も行けなかったという

ことも、若い人はなかなかそんなんにもやめとこかとなってもて、舛添さんに決まったとい

うのはそればかりではないと思いますが、考えのずれはあるかと思います。この特定秘密保

護法につきましても、一般の者がなかなかこういうことにはないと思うんです。この二つの

意見書には、私は賛同しかねます。 

○松﨑淳副委員長 

  集団的自衛権には、憲法解釈に関して、政治が判断してはいけないという攻め方ではなくて、

本来であれば憲法に関しては、裁判所があくまでも判断すべきことであって、今時点では、

行政が判断するという、そもそも、それ自体が三権分立からずれている話ですので、むしろ、

政治というのは、その選挙で審査を国民から受けますので、私自身は、安倍首相の発言とい

うのは理解しております。また、特定秘密保護法案に関しても、一部マスコミと一部の方の

みが恣意的に情報をおかしくとらえて反対されているだけですので、これに関しても、廃止

することに私は理解できませんので、今回の意見書に関しては反対したいと思います。 

○滝本善之委員長 

  だいたい意見も出揃いました。それでは、意見書第１号 集団的自衛権容認答弁に反対し、

特定秘密保護法の廃止を求める意見書案につきまして採決を行いたいと思います。それでは、

採決を行います。この意見書原案に対して、賛成の方は挙手を願います。 

（挙手少数） 賛成：太田幸代委員 
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○滝本善之委員長 

お一人でございます。賛成少数でございますので、意見書第１号 集団的自衛権容認答弁

に反対し、特定秘密保護法の廃止を求める意見書案につきましては、否決６すべきものと決

しました。 

 

○滝本善之委員長 

それでは、委員会における審査結果については、会議規則第 39 条第１項の規定に基づき、

委員長において本会議で報告いたします。 

  所管事項の調査に関し、閉会中に調査のため、委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に

対し、委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等の手続き

については、委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。閉会中に所管事項の調査に関し、委員派遣の必要が生じた場合は、

委員会条例第 36条の規定により、議長に委員派遣承認要求書を提出いたします。 

これをもって、総務教育常任委員会を閉会といたします。御苦労さまでした。 

 

午後４時 54分 閉会 
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本委員会記録は、真正であることを認め、米原市議会委員会条例第７４条第１項の規定に

より、ここに署名する。 
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